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～経営発展に向けた取組みを支援します～

令和８年３月作成

令和８年度

【注意】 事業によっては、令和８年度の募集が終了している場合があります。
詳しくは、各事業のお問い合わせ先にご確認ください。

香川県農政水産部関係各課ほか
（農政課・農業経営課・農業生産流通課・畜産課・土地改良課・農村整備課ほか）

「担い手への支援施策ガイド」への内容は、香川県ホームページにも掲載しています。
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認定新規就農者、認定農業者で就農後５年以内の者 

（１）新たに導入する農業用機械・施設（乗用トラクター、移植機、ビニールハウス
など）や農機具格納庫･作業場について支援 

（２）初期負担の一層の軽減と遊休資産の利活用促進の観点から、空きビニールハ

ウスなどの遊休施設の購入、整備にかかる改修・移設等の経費について支援

１／３以内（上限 200万円、栽培管理用施設は上限 400万円） 

市町農業担当課 

１ 新規就農したい 

新規就農者の経営発展支援事業 
〔新規就農者の取組みを支援〕 

●新規就農者の初期負担の軽減や経営発展を支援するため、新規就農者が整

備する農業機械等の助成に加え、空きビニールハウスなど遊休資産の購入、

整備にかかる改修費･移設費を助成する。

対象者 

１-１

助成額 

対象となる整備内容 

申請先 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課

・各農業改良普及センター

事業担当：農業経営課 
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11 経営を支える人材を確保・育成したい  

１）雇用就農資金（国補）・・・・・・・・・・・・・・・・67 

２）園芸品目の後継者育成組織活動支援 ・・・・・・・・・68 
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４）農畜産従事外国人材の免許取得等支援事業 ・・・・・・69 

12 資金を確保したい          

１）農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金） ・・・・・・70 

２）農業近代化資金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・71 

３）農業経営改善促進資金（スーパーＳ資金） ・・・・・・72 

４）青年等就農資金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・73 

13 ６次産業化に取り組みたい      

１）ヒット商品づくり支援事業 ・・・・・・・・・・・・・74 

２）地域資源活用価値創出整備事業 ・・・・・・・・・・・75 

３）地域資源活用・地域連携推進支援事業 ・・・・・・・76 

４）「おいしい讃岐」開発プロジェクト事業 ・・・・・・・77 

14 その他               

１）収入保険（国補）・・・・・・・・・・・・・・・・・・78 

２）農業者年金（国補）・・・・・・・・・・・・・・・・・79 

お問い合わせ先一覧  ・・・・・・・・・・・・・・・・・80 
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（２）初期負担の一層の軽減と遊休資産の利活用促進の観点から、空きビニールハ

ウスなどの遊休施設の購入、整備にかかる改修・移設等の経費について支援

１／３以内（上限 200万円、栽培管理用施設は上限 400万円） 

市町農業担当課 

１ 新規就農したい 

新規就農者の経営発展支援事業 
〔新規就農者の取組みを支援〕 

●新規就農者の初期負担の軽減や経営発展を支援するため、新規就農者が整

備する農業機械等の助成に加え、空きビニールハウスなど遊休資産の購入、

整備にかかる改修費･移設費を助成する。

対象者 

１-１

助成額 

対象となる整備内容 

申請先 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課

・各農業改良普及センター

事業担当：農業経営課 
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49歳以下で新たに農業経営を開始する認定新規就農者

（１）機械（軽トラ除く）・施設

（２）家畜導入

（３）果樹・茶の新植・改植

（４）機械等リース料 等

上限 1,000万円

※「１-２-１の経営開始資金」の交付対象者は、上限 500万円

３／４以内（国１／２以内、県１／４以内）

補助金：最大 750万円（国 500万円、県 250万円）

※「経営開始資金」交付対象者は、最大 375万円（国 250万円、県 125万円）

・国による取組計画に応じた事業採択方式。

・本人負担分については、融資を受けていること。

・通常枠の交付対象者は、地域計画早期実現枠の併用不可。

お問い合わせ先

・市町農業担当課

・各農業改良普及センター

対象者

助成額

対象となる整備内容

その他

補助対象事業費

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

新規就農者育成総合対策 
（経営発展支援事業（通常枠）：国補） 

〔経営発展への支援〕 

●就農後の経営発展のため、新たに農業経営を開始する認定新規就農者に対

して、機械・施設等の導入を支援します。 

 

事業担当：農業経営課 
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１ 新規就農したい 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）就農準備資金：研修後に、49歳以下で独立・自営就農、雇用就農又は親元就

農する研修期間中の研修生

（２）経営開始資金：経営開始時に 49歳以下の認定新規就農者

（１）就農準備資金：年 165万円、最長２年間（県等が交付）

（２）経営開始資金：年 165万円、最長３年間（市町が交付）

・前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が原則 600万円未満であること。

・農業次世代人材投資事業の交付対象者は、対象外。

・「就農準備資金」の交付対象者は、農業大学校や新規就農者の里親登録者など、県

が認めた研修機関で研修を受けること。

・「経営開始資金」の交付対象者は、「１-２-２経営発展支援事業（通常枠）」の補助

対象事業費上限が500万円になる。

お問い合わせ先

・市町農業担当課

・各農業改良普及センター

交付対象者

交付額と交付期間

その他

※Ｒ８.４.１以降の研修及び経営に対しては165万円／年、Ｒ８.３.３１以前

の研修及び経営に対しては150万円／年の交付単価が適用される。

・「経営開始資金」の交付対象者は、「１-２-３経営発展支援事業（地域計画早期実現

　支援枠）」は併用不可。

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規就農者育成総合対策 
（就農準備資金・経営開始資金：国補） 

〔資金面の支援〕 

 
●意欲ある新規就農者が定着し、経営発展していくために、研修期間中の研

修生への資金（就農準備資金）と、新たに経営を開始する者への資金（経営

開始資金）を交付します。 

事業担当：農業経営課 
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１ 新規就農したい 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）就農準備資金：研修後に、49歳以下で独立・自営就農、雇用就農又は親元就

農する研修期間中の研修生

（２）経営開始資金：経営開始時に 49歳以下の認定新規就農者

（１）就農準備資金：年 165万円、最長２年間（県等が交付）

（２）経営開始資金：年 165万円、最長３年間（市町が交付）

・前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が原則 600万円未満であること。

・農業次世代人材投資事業の交付対象者は、対象外。

・「就農準備資金」の交付対象者は、農業大学校や新規就農者の里親登録者など、県

が認めた研修機関で研修を受けること。

・「経営開始資金」の交付対象者は、「１-２-２経営発展支援事業（通常枠）」の補助

対象事業費上限が500万円になる。

お問い合わせ先

・市町農業担当課

・各農業改良普及センター

交付対象者

交付額と交付期間

その他

※Ｒ８.４.１以降の研修及び経営に対しては165万円／年、Ｒ８.３.３１以前

の研修及び経営に対しては150万円／年の交付単価が適用される。

・「経営開始資金」の交付対象者は、「１-２-３経営発展支援事業（地域計画早期実現

　支援枠）」は併用不可。

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規就農者育成総合対策 
（就農準備資金・経営開始資金：国補） 

〔資金面の支援〕 

 
●意欲ある新規就農者が定着し、経営発展していくために、研修期間中の研

修生への資金（就農準備資金）と、新たに経営を開始する者への資金（経営

開始資金）を交付します。 

事業担当：農業経営課 
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49歳以下で新たに農業経営を開始する認定新規就農者

（１）機械（軽トラ除く）・施設

（２）家畜導入

（３）果樹・茶の新植・改植

（４）機械等リース料 等

上限 1,000万円

※「１-２-１の経営開始資金」の交付対象者は、上限 500万円

３／４以内（国１／２以内、県１／４以内）

補助金：最大 750万円（国 500万円、県 250万円）

※「経営開始資金」交付対象者は、最大 375万円（国 250万円、県 125万円）

・国による取組計画に応じた事業採択方式。

・本人負担分については、融資を受けていること。

・通常枠の交付対象者は、地域計画早期実現枠の併用不可。

お問い合わせ先

・市町農業担当課

・各農業改良普及センター

対象者

助成額

対象となる整備内容

その他

補助対象事業費

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

新規就農者育成総合対策 
（経営発展支援事業（通常枠）：国補） 

〔経営発展への支援〕 

●就農後の経営発展のため、新たに農業経営を開始する認定新規就農者に対

して、機械・施設等の導入を支援します。 

 

事業担当：農業経営課 

新規就農 
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１ 新規就農したい 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）就農準備資金：研修後に、49歳以下で独立・自営就農、雇用就農又は親元就

農する研修期間中の研修生

（２）経営開始資金：経営開始時に 49歳以下の認定新規就農者

（１）就農準備資金：年 165万円、最長２年間（県等が交付）

（２）経営開始資金：年 165万円、最長３年間（市町が交付）

・前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が原則 600万円未満であること。

・農業次世代人材投資事業の交付対象者は、対象外。

・「就農準備資金」の交付対象者は、農業大学校や新規就農者の里親登録者など、県

が認めた研修機関で研修を受けること。

・「経営開始資金」の交付対象者は、「１-２-２経営発展支援事業（通常枠）」の補助

対象事業費上限が500万円になる。

お問い合わせ先

・市町農業担当課

・各農業改良普及センター

交付対象者

交付額と交付期間

その他

※Ｒ８.４.１以降の研修及び経営に対しては165万円／年、Ｒ８.３.３１以前

の研修及び経営に対しては150万円／年の交付単価が適用される。

・「経営開始資金」の交付対象者は、「１-２-３経営発展支援事業（地域計画早期実現

　支援枠）」は併用不可。

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規就農者育成総合対策 
（就農準備資金・経営開始資金：国補） 

〔資金面の支援〕 

 
●意欲ある新規就農者が定着し、経営発展していくために、研修期間中の研

修生への資金（就農準備資金）と、新たに経営を開始する者への資金（経営

開始資金）を交付します。 

事業担当：農業経営課 
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49歳以下で新たに農業経営を開始する認定新規就農者

（１）機械（軽トラ除く）・施設

（２）家畜導入

（３）果樹・茶の新植・改植

（４）機械等リース料 等

上限 1,000万円

※「１-２-１の経営開始資金」の交付対象者は、上限 500万円

３／４以内（国１／２以内、県１／４以内）

補助金：最大 750万円（国 500万円、県 250万円）

※「経営開始資金」交付対象者は、最大 375万円（国 250万円、県 125万円）

・国による取組計画に応じた事業採択方式。

・本人負担分については、融資を受けていること。

・通常枠の交付対象者は、地域計画早期実現枠の併用不可。

お問い合わせ先

・市町農業担当課

・各農業改良普及センター

対象者

助成額

対象となる整備内容

その他

補助対象事業費

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

新規就農者育成総合対策 
（経営発展支援事業（通常枠）：国補） 

〔経営発展への支援〕 

●就農後の経営発展のため、新たに農業経営を開始する認定新規就農者に対

して、機械・施設等の導入を支援します。 

 

事業担当：農業経営課 
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49歳以下で新たに農業経営を開始する認定新規就農者

（１）機械（軽トラ除く）・施設

（２）家畜導入

（３）果樹・茶の新植・改植

（４）機械等リース料 等

上限 1,000万円

※「１-２-１の経営開始資金」の交付対象者は、上限 500万円

３／４以内（国１／２以内、県１／４以内）

補助金：最大 750万円（国 500万円、県 250万円）

※「経営開始資金」交付対象者は、最大 375万円（国 250万円、県 125万円）

・国による取組計画に応じた事業採択方式。

・本人負担分については、融資を受けていること。

・通常枠の交付対象者は、地域計画早期実現枠の併用不可。

お問い合わせ先

・市町農業担当課

・各農業改良普及センター

対象者

助成額

対象となる整備内容

その他

補助対象事業費

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

新規就農者育成総合対策 
（経営発展支援事業（通常枠）：国補） 

〔経営発展への支援〕 

●就農後の経営発展のため、新たに農業経営を開始する認定新規就農者に対

して、機械・施設等の導入を支援します。 

 

事業担当：農業経営課 

新規就農 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

１-２-２ 

 

１ 新規就農したい 

米
　
麦

露
地
野
菜

施
設
野
菜

果
　
樹

花
き
・
盆
栽

畜
　
産

オ
リ
ー
ブ

そ
の
他
作
物

新規就農

— 3 —



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
里親登録者、農業士、市町やＪＡが推薦する先進農家等（地域計画のうち、目

標地図に位置付けられること又は位置付けられることが確実と見込まれる認定

農業者など、一定の基準を満たすこと）

・受け入れた就農希望者の育成に要する経費

研修生１人につき ５万円／月（２年以内）

（２人目は３万３千円／月で対象とする研修生は２人以内）

里親登録者

・里親の行う人材確保に係る活動に要する経費

補助率：１／２以内（上限５０千円）

里親登録者及び就農希望者

・就農希望者を短期間受入れ、研修を行う「お試し就農」の取組みを支援

補助率：定額１０千円/週（就農希望者の上限３０千円）

（１）市町農業担当課、（２、３）香川県農業経営課（農業改良普及センター）

お問い合わせ先

・市町農業担当課

・各農業改良普及センター

対象者

対象となる経費

【のれん分け就農促進事業】

【人材確保推進事業】

【お試し就農促進事業】

対象者

対象となる経費

対象者

対象となる経費

申請先

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

●就農希望者を受け入れて研修を実施し、独立に向けた準備をサポートする

とともに、独立後も総合的にサポートする里親の取組みを支援します。 

新規就農者の里親育成事業 
〔新規就農者を育成する担い手を支援〕 

１-３ 
事業担当：農業経営課 
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１ 新規就農したい 

新規就農 認定農業者 その他 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

独立・自営就農時 49 歳以下の新規就農者であり、令和５年４月以降に農業経営を
開始した者

農業用機械・施設等の修繕・移設・撤去等

１／２（国１／３、県１／６）※補助上限：国 600万円、県 300万円（②と通算）

独立・自営就農時 49 歳以下の新規就農者であり、令和５年４月以降に農業経営を
開始した者

農業用機械・施設等の導入

３／４（国１／２、県１／４）※補助上限：国 600万円、県 300万円（①と通算）

※本人負担分については、融資を受けること

・目標集積率が現状集積率を上回っている地域計画に位置付けられていること。

・新規就農者育成総合対策（経営発展支援事業、経営開始資金）等との併用不可。

・国による取組計画に応じた事業採択方式。

・事業実施年度の３年後の年度までに、農業経営改善計画の認定を受けること。

お問い合わせ先

・市町農業担当課

・各農業改良普及センター

対象者

助成額

対象となる経費

その他（①、②共通）

対象者

助成額

対象となる経費

【①経営資源の有効利用に向けた取組み支援】（修繕等）

【②経営発展に向けた取組み支援】（導入）

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

新規就農者育成総合対策 
（経営発展支援事業（地域計画早期実現支援枠）：国補） 

〔経営継承・発展の支援〕 

●親元就農を含む新規就農者が円滑に経営を継承・発展できるよう、農業用

機械・施設等の導入や修繕・移設・撤去等に要する経費の一部を支援します。 

 

事業担当：農業経営課 
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１-２-３ 

 

１ 新規就農したい 

新規就農 認定農業者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

独立・自営就農時 49 歳以下の新規就農者であり、令和５年４月以降に農業経営を
開始した者

農業用機械・施設等の修繕・移設・撤去等

１／２（国１／３、県１／６）※補助上限：国 600万円、県 300万円（②と通算）

独立・自営就農時 49 歳以下の新規就農者であり、令和５年４月以降に農業経営を
開始した者

農業用機械・施設等の導入

３／４（国１／２、県１／４）※補助上限：国 600万円、県 300万円（①と通算）

※本人負担分については、融資を受けること

・目標集積率が現状集積率を上回っている地域計画に位置付けられていること。

・新規就農者育成総合対策（経営発展支援事業、経営開始資金）等との併用不可。

・国による取組計画に応じた事業採択方式。

・事業実施年度の３年後の年度までに、農業経営改善計画の認定を受けること。

お問い合わせ先

・市町農業担当課

・各農業改良普及センター

対象者

助成額

対象となる経費

その他（①、②共通）

対象者

助成額

対象となる経費

【①経営資源の有効利用に向けた取組み支援】（修繕等）

【②経営発展に向けた取組み支援】（導入）

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

新規就農者育成総合対策 
（経営発展支援事業（地域計画早期実現支援枠）：国補） 

〔経営継承・発展の支援〕 

●親元就農を含む新規就農者が円滑に経営を継承・発展できるよう、農業用

機械・施設等の導入や修繕・移設・撤去等に要する経費の一部を支援します。 

 

事業担当：農業経営課 
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新規就農 認定農業者 

米
　
麦

露
地
野
菜

施
設
野
菜

果
　
樹

花
き
・
盆
栽

畜
　
産

オ
リ
ー
ブ

そ
の
他
作
物

新規就農 認定農業者
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里親登録者、農業士、市町やＪＡが推薦する先進農家等（地域計画のうち、目

標地図に位置付けられること又は位置付けられることが確実と見込まれる認定

農業者など、一定の基準を満たすこと）

・受け入れた就農希望者の育成に要する経費

研修生１人につき ５万円／月（２年以内）

（２人目は３万３千円／月で対象とする研修生は２人以内）

里親登録者

・里親の行う人材確保に係る活動に要する経費

補助率：１／２以内（上限５０千円）

里親登録者及び就農希望者

・就農希望者を短期間受入れ、研修を行う「お試し就農」の取組みを支援

補助率：定額１０千円/週（就農希望者の上限３０千円）

（１）市町農業担当課、（２、３）香川県農業経営課（農業改良普及センター）

お問い合わせ先

・市町農業担当課

・各農業改良普及センター

対象者

対象となる経費

【のれん分け就農促進事業】

【人材確保推進事業】

【お試し就農促進事業】

対象者

対象となる経費

対象者

対象となる経費

申請先

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

●就農希望者を受け入れて研修を実施し、独立に向けた準備をサポートする

とともに、独立後も総合的にサポートする里親の取組みを支援します。 

新規就農者の里親育成事業 
〔新規就農者を育成する担い手を支援〕 

１-３ 
事業担当：農業経営課 
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１ 新規就農したい 

新規就農 認定農業者 その他 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

独立・自営就農時 49 歳以下の新規就農者であり、令和５年４月以降に農業経営を
開始した者

農業用機械・施設等の修繕・移設・撤去等

１／２（国１／３、県１／６）※補助上限：国 600万円、県 300万円（②と通算）

独立・自営就農時 49 歳以下の新規就農者であり、令和５年４月以降に農業経営を
開始した者

農業用機械・施設等の導入

３／４（国１／２、県１／４）※補助上限：国 600万円、県 300万円（①と通算）

※本人負担分については、融資を受けること

・目標集積率が現状集積率を上回っている地域計画に位置付けられていること。

・新規就農者育成総合対策（経営発展支援事業、経営開始資金）等との併用不可。

・国による取組計画に応じた事業採択方式。

・事業実施年度の３年後の年度までに、農業経営改善計画の認定を受けること。

お問い合わせ先

・市町農業担当課

・各農業改良普及センター

対象者

助成額

対象となる経費

その他（①、②共通）

対象者

助成額

対象となる経費

【①経営資源の有効利用に向けた取組み支援】（修繕等）

【②経営発展に向けた取組み支援】（導入）

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

新規就農者育成総合対策 
（経営発展支援事業（地域計画早期実現支援枠）：国補） 

〔経営継承・発展の支援〕 

●親元就農を含む新規就農者が円滑に経営を継承・発展できるよう、農業用

機械・施設等の導入や修繕・移設・撤去等に要する経費の一部を支援します。 

 

事業担当：農業経営課 
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１-２-３ 

 

１ 新規就農したい 

新規就農 認定農業者 

米
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菜

施
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新規就農 認定農業者 その他
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独立・自営就農を目指して｢新規就農者の里親｣のもとで研修を行う就農希望者 

 
 
 

（１）事業対象となる就農希望者を選定 

（２）就農希望者の意向や里親の助言をふまえ、農地機構が就農支援施設を整備 

（３）当該施設を活用し、里親の指導を受けながら１年程度研修 

（４）研修終了後、農地機構から当該施設をリースで借受けて独立・自営就農 

 
 
 

（公財）香川県農地機構 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

１ 新規就農したい 

農業スタートアップ支援事業 
（新規就農者誘致環境整備事業：国補） 

〔施設園芸就農支援〕 

●施設園芸における新規就農者の円滑な独立就農に向けて、農地機構が新

規就農者のための就農支援施設(栽培用ハウス)を整備し、就農希望者の研

修、独立を支援します。 

対象者 

１-５ 

 

 

事業の流れ 

申請先 
 

お問い合わせ先 

・（公財）香川県農地機構（０８７－８１６－３９５５） 

・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０６） 

事業担当：農業経営課 
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新規就農 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

経営開始時に 50歳以上 65歳未満の認定新規就農者

年 100万円以内、最長３年間（県が交付）

各農業改良普及センター

・前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が原則 600万円未満であること。

・資金の交付期間と同期間、同程度の営農を継続すること。

・経営を開始してから３年以内に申請すること。

・過去に農業次世代人材投資事業（開始型）や経営開始資金等の交付を受けたこと

がある者は、対象外。

・原則として生活費の確保を目的とした他の事業による給付等を受けていないこと。

お問い合わせ先

・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０６）

・各農業改良普及センター

交付対象者

交付額と交付期間

その他

申請先

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○新ミドルエイジ新規就農支援事業 
〔資金面の支援〕 

●意欲ある新規就農者が定着し、経営発展していくために、50 歳以上 65 歳

未満の新たに経営を開始する者への資金を交付します。 

事業担当：農業経営課 

新規就農 
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１-４ 

 

１ 新規就農したい 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

経営開始時に 50歳以上 65歳未満の認定新規就農者

年 100万円以内、最長３年間（県が交付）

各農業改良普及センター

・前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が原則 600万円未満であること。

・資金の交付期間と同期間、同程度の営農を継続すること。

・経営を開始してから３年以内に申請すること。

・過去に農業次世代人材投資事業（開始型）や経営開始資金等の交付を受けたこと

がある者は、対象外。

・原則として生活費の確保を目的とした他の事業による給付等を受けていないこと。

お問い合わせ先

・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０６）

・各農業改良普及センター

交付対象者

交付額と交付期間

その他

申請先

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○新ミドルエイジ新規就農支援事業 
〔資金面の支援〕 

●意欲ある新規就農者が定着し、経営発展していくために、50 歳以上 65 歳

未満の新たに経営を開始する者への資金を交付します。 

事業担当：農業経営課 

新規就農 
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１-４ 

 

１ 新規就農したい 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

独立・自営就農を目指して｢新規就農者の里親｣のもとで研修を行う就農希望者 

 
 
 

（１）事業対象となる就農希望者を選定 

（２）就農希望者の意向や里親の助言をふまえ、農地機構が就農支援施設を整備 

（３）当該施設を活用し、里親の指導を受けながら１年程度研修 

（４）研修終了後、農地機構から当該施設をリースで借受けて独立・自営就農 

 
 
 

（公財）香川県農地機構 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

１ 新規就農したい 

農業スタートアップ支援事業 
（新規就農者誘致環境整備事業：国補） 

〔施設園芸就農支援〕 

●施設園芸における新規就農者の円滑な独立就農に向けて、農地機構が新

規就農者のための就農支援施設(栽培用ハウス)を整備し、就農希望者の研

修、独立を支援します。 

対象者 

１-５ 

 

 

事業の流れ 

申請先 
 

お問い合わせ先 

・（公財）香川県農地機構（０８７－８１６－３９５５） 

・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０６） 

事業担当：農業経営課 
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独立・自営就農を目指して｢新規就農者の里親｣のもとで研修を行う就農希望者 

 
 
 

（１）事業対象となる就農希望者を選定 

（２）就農希望者の意向や里親の助言をふまえ、農地機構が就農支援施設を整備 

（３）当該施設を活用し、里親の指導を受けながら１年程度研修 

（４）研修終了後、農地機構から当該施設をリースで借受けて独立・自営就農 

 
 
 

（公財）香川県農地機構 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

１ 新規就農したい 

農業スタートアップ支援事業 
（新規就農者誘致環境整備事業：国補） 

〔施設園芸就農支援〕 

●施設園芸における新規就農者の円滑な独立就農に向けて、農地機構が新

規就農者のための就農支援施設(栽培用ハウス)を整備し、就農希望者の研

修、独立を支援します。 

対象者 

１-５ 

 

 

事業の流れ 

申請先 
 

お問い合わせ先 

・（公財）香川県農地機構（０８７－８１６－３９５５） 

・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０６） 

事業担当：農業経営課 
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野
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設
野
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そ
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新規就農 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

経営開始時に 50歳以上 65歳未満の認定新規就農者

年 100万円以内、最長３年間（県が交付）

各農業改良普及センター

・前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が原則 600万円未満であること。

・資金の交付期間と同期間、同程度の営農を継続すること。

・経営を開始してから３年以内に申請すること。

・過去に農業次世代人材投資事業（開始型）や経営開始資金等の交付を受けたこと

がある者は、対象外。

・原則として生活費の確保を目的とした他の事業による給付等を受けていないこと。

お問い合わせ先

・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０６）

・各農業改良普及センター

交付対象者

交付額と交付期間

その他

申請先

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○新ミドルエイジ新規就農支援事業 
〔資金面の支援〕 

●意欲ある新規就農者が定着し、経営発展していくために、50 歳以上 65 歳

未満の新たに経営を開始する者への資金を交付します。 

事業担当：農業経営課 

新規就農 
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１-４ 

 

１ 新規就農したい 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

経営開始時に 50歳以上 65歳未満の認定新規就農者

年 100万円以内、最長３年間（県が交付）

各農業改良普及センター

・前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が原則 600万円未満であること。

・資金の交付期間と同期間、同程度の営農を継続すること。

・経営を開始してから３年以内に申請すること。

・過去に農業次世代人材投資事業（開始型）や経営開始資金等の交付を受けたこと

がある者は、対象外。

・原則として生活費の確保を目的とした他の事業による給付等を受けていないこと。

お問い合わせ先

・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０６）

・各農業改良普及センター

交付対象者

交付額と交付期間

その他

申請先

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○新ミドルエイジ新規就農支援事業 
〔資金面の支援〕 

●意欲ある新規就農者が定着し、経営発展していくために、50 歳以上 65 歳

未満の新たに経営を開始する者への資金を交付します。 

事業担当：農業経営課 

新規就農 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

１-４ 

 

１ 新規就農したい 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

独立・自営就農を目指して｢新規就農者の里親｣のもとで研修を行う就農希望者 

 
 
 

（１）事業対象となる就農希望者を選定 

（２）就農希望者の意向や里親の助言をふまえ、農地機構が就農支援施設を整備 

（３）当該施設を活用し、里親の指導を受けながら１年程度研修 

（４）研修終了後、農地機構から当該施設をリースで借受けて独立・自営就農 

 
 
 

（公財）香川県農地機構 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

１ 新規就農したい 

農業スタートアップ支援事業 
（新規就農者誘致環境整備事業：国補） 

〔施設園芸就農支援〕 

●施設園芸における新規就農者の円滑な独立就農に向けて、農地機構が新

規就農者のための就農支援施設(栽培用ハウス)を整備し、就農希望者の研

修、独立を支援します。 

対象者 

１-５ 

 

 

事業の流れ 

申請先 
 

お問い合わせ先 

・（公財）香川県農地機構（０８７－８１６－３９５５） 

・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０６） 

事業担当：農業経営課 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

新規就農 

米
　
麦

露
地
野
菜

施
設
野
菜

果
　
樹

花
き
・
盆
栽

畜
　
産

オ
リ
ー
ブ

そ
の
他
作
物

新規就農
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  ①親元就農：後継者と園地継承計画を作成した高齢生産者等 

  ②のれん分け就農：後継者と園地継承計画を作成した農業法人、農業者の組織 

する団体及び里親 

  
 

園地継承を前提に、果樹※を植栽した園地で行う苗木育成管理に対し、面積に

応じて定額助成（未収益期間の４年分を一括して交付） 

 

※果樹産地構造改革計画の推進品目であること 

 
 
 

①親元就農     44千円／10a  以内（定額） 資材費分 

②のれん分け就農  284千円／10a  以内（定額） 資材費分＋労務費分 
 

 
 

果樹産地協議会 

 
 
 
 
 

 

 
 
  

次世代への果樹優良園地継承促進事業 
〔果樹の担い手を支援〕 

●新規就農者が、経営開始時から果実収穫が可能な優良園地を継承できるよ

う、継承元の生産者が行う苗木育成管理に対して定額で助成します。 

１-７ 
１ 新規就農したい 

対象者 

対象となる事業内容 

助成額 

申請先 

事業担当：農業生産流通課 

お問い合わせ先 

・各農業改良普及センター 

新規就農 その他 

果 

樹 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新規就農者等農業者の経営発展をフォローアップすることを目的として研修

を実施 

    〇聴講研修：農業大学校技術研修科の講義のうち「土壌肥料」、「病害虫防除」、

「鳥獣害対策」等の科目を聴講し学ぶ 

    〇スキルアップ研修：パイプハウスの自力施工や、有機農業、スマート農業、農

福連携など、現場で課題となっている技術を、講義や実習等を通じて学ぶ 
 

 

農業者や農業指導者、新規就農者等 
 

 

 無料 

 
  
 

 

大型トラクター等の安全運転操作や点検・整備など、農業機械の利用技術の習  

得、運転操作に必要な免許や資格を取得するための研修 

研修により対象者、受講料が異なるので、詳細については、香川県立農業大学  

校のホームページでご確認ください。 

香川県立農業大学校（０８７７－７５－１１４１） 

 
 

 

 
  

１-６ 

 

事業担当：農業経営課 

農業大学校フォローアップ研修等 
〔農業技術の向上を支援〕 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

１ 新規就農したい 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

●農業大学校では、農業経営を発展させるため、農業者や農業指導者、新規

就農者等を対象としたフォローアップ研修や農業機械の利用技術の習得を

目指す農業機械利用技能者養成研修を実施しています。 

【農業機械利用技能者養成研修】 

お申込み・お問い合わせ先 

内容 

対象者及び受講料 

対象者 

【フォローアップ研修】 

内容 

受講料 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新規就農者等農業者の経営発展をフォローアップすることを目的として研修

を実施 

    〇聴講研修：農業大学校技術研修科の講義のうち「土壌肥料」、「病害虫防除」、

「鳥獣害対策」等の科目を聴講し学ぶ 

    〇スキルアップ研修：パイプハウスの自力施工や、有機農業、スマート農業、農

福連携など、現場で課題となっている技術を、講義や実習等を通じて学ぶ 
 

 

農業者や農業指導者、新規就農者等 
 

 

 無料 

 
  
 

 

大型トラクター等の安全運転操作や点検・整備など、農業機械の利用技術の習  

得、運転操作に必要な免許や資格を取得するための研修 

研修により対象者、受講料が異なるので、詳細については、香川県立農業大学  

校のホームページでご確認ください。 

香川県立農業大学校（０８７７－７５－１１４１） 

 
 

 

 
  

１-６ 

 

事業担当：農業経営課 

農業大学校フォローアップ研修等 
〔農業技術の向上を支援〕 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 
産 

そ
の
他
作
物 

１ 新規就農したい 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

●農業大学校では、農業経営を発展させるため、農業者や農業指導者、新規

就農者等を対象としたフォローアップ研修や農業機械の利用技術の習得を

目指す農業機械利用技能者養成研修を実施しています。 

【農業機械利用技能者養成研修】 

お申込み・お問い合わせ先 

内容 

対象者及び受講料 

対象者 

【フォローアップ研修】 

内容 

受講料 

米
　
麦

露
地
野
菜

施
設
野
菜

果
　
樹

花
き
・
盆
栽

畜
　
産

オ
リ
ー
ブ

そ
の
他
作
物

新規就農 認定農業者 集落営農 その他
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  ①親元就農：後継者と園地継承計画を作成した高齢生産者等 

  ②のれん分け就農：後継者と園地継承計画を作成した農業法人、農業者の組織 

する団体及び里親 

  
 

園地継承を前提に、果樹※を植栽した園地で行う苗木育成管理に対し、面積に

応じて定額助成（未収益期間の４年分を一括して交付） 

 

※果樹産地構造改革計画の推進品目であること 

 
 
 

①親元就農     44千円／10a  以内（定額） 資材費分 

②のれん分け就農  284千円／10a  以内（定額） 資材費分＋労務費分 
 

 
 

果樹産地協議会 

 
 
 
 
 

 

 
 
  

次世代への果樹優良園地継承促進事業 
〔果樹の担い手を支援〕 

●新規就農者が、経営開始時から果実収穫が可能な優良園地を継承できるよ

う、継承元の生産者が行う苗木育成管理に対して定額で助成します。 

１-７ 
１ 新規就農したい 

対象者 

対象となる事業内容 

助成額 

申請先 

事業担当：農業生産流通課 

お問い合わせ先 

・各農業改良普及センター 

新規就農 その他 

果 

樹 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新規就農者等農業者の経営発展をフォローアップすることを目的として研修

を実施 

    〇聴講研修：農業大学校技術研修科の講義のうち「土壌肥料」、「病害虫防除」、

「鳥獣害対策」等の科目を聴講し学ぶ 

    〇スキルアップ研修：パイプハウスの自力施工や、有機農業、スマート農業、農

福連携など、現場で課題となっている技術を、講義や実習等を通じて学ぶ 
 

 

農業者や農業指導者、新規就農者等 
 

 

 無料 

 
  
 

 

大型トラクター等の安全運転操作や点検・整備など、農業機械の利用技術の習  

得、運転操作に必要な免許や資格を取得するための研修 

研修により対象者、受講料が異なるので、詳細については、香川県立農業大学  

校のホームページでご確認ください。 

香川県立農業大学校（０８７７－７５－１１４１） 

 
 

 

 
  

１-６ 

 

事業担当：農業経営課 

農業大学校フォローアップ研修等 
〔農業技術の向上を支援〕 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

１ 新規就農したい 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

●農業大学校では、農業経営を発展させるため、農業者や農業指導者、新規

就農者等を対象としたフォローアップ研修や農業機械の利用技術の習得を

目指す農業機械利用技能者養成研修を実施しています。 

【農業機械利用技能者養成研修】 

お申込み・お問い合わせ先 

内容 

対象者及び受講料 

対象者 

【フォローアップ研修】 

内容 

受講料 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ①親元就農：後継者と園地継承計画を作成した高齢生産者等 

  ②のれん分け就農：後継者と園地継承計画を作成した農業法人、農業者の組織 

する団体及び里親 

  
 

園地継承を前提に、果樹※を植栽した園地で行う苗木育成管理に対し、面積に

応じて定額助成（未収益期間の４年分を一括して交付） 

 

※果樹産地構造改革計画の推進品目であること 

 
 
 

①親元就農     44千円／10a  以内（定額） 資材費分 

②のれん分け就農  284千円／10a  以内（定額） 資材費分＋労務費分 
 

 
 

果樹産地協議会 

 
 
 
 
 

 

 
 
  

次世代への果樹優良園地継承促進事業 
〔果樹の担い手を支援〕 

●新規就農者が、経営開始時から果実収穫が可能な優良園地を継承できるよ

う、継承元の生産者が行う苗木育成管理に対して定額で助成します。 

１-７ 
１ 新規就農したい 

対象者 

対象となる事業内容 

助成額 

申請先 

事業担当：農業生産流通課 

お問い合わせ先 

・各農業改良普及センター 

新規就農 その他 

果 

樹 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ①親元就農：後継者と園地継承計画を作成した高齢生産者等 

  ②のれん分け就農：後継者と園地継承計画を作成した農業法人、農業者の組織 

する団体及び里親 

  
 

園地継承を前提に、果樹※を植栽した園地で行う苗木育成管理に対し、面積に

応じて定額助成（未収益期間の４年分を一括して交付） 

 

※果樹産地構造改革計画の推進品目であること 

 
 
 

①親元就農     44千円／10a  以内（定額） 資材費分 

②のれん分け就農  284千円／10a  以内（定額） 資材費分＋労務費分 
 

 
 

果樹産地協議会 

 
 
 
 
 

 

 
 
  

次世代への果樹優良園地継承促進事業 
〔果樹の担い手を支援〕 

●新規就農者が、経営開始時から果実収穫が可能な優良園地を継承できるよ

う、継承元の生産者が行う苗木育成管理に対して定額で助成します。 

１-７ 
１ 新規就農したい 

対象者 

対象となる事業内容 

助成額 

申請先 

事業担当：農業生産流通課 

お問い合わせ先 

・各農業改良普及センター 

新規就農 その他 

果 

樹 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新規就農者等農業者の経営発展をフォローアップすることを目的として研修

を実施 

    〇聴講研修：農業大学校技術研修科の講義のうち「土壌肥料」、「病害虫防除」、

「鳥獣害対策」等の科目を聴講し学ぶ 

    〇スキルアップ研修：パイプハウスの自力施工や、有機農業、スマート農業、農

福連携など、現場で課題となっている技術を、講義や実習等を通じて学ぶ 
 

 

農業者や農業指導者、新規就農者等 
 

 

 無料 

 
  
 

 

大型トラクター等の安全運転操作や点検・整備など、農業機械の利用技術の習  

得、運転操作に必要な免許や資格を取得するための研修 

研修により対象者、受講料が異なるので、詳細については、香川県立農業大学  

校のホームページでご確認ください。 

香川県立農業大学校（０８７７－７５－１１４１） 

 
 

 

 
  

１-６ 

 

事業担当：農業経営課 

農業大学校フォローアップ研修等 
〔農業技術の向上を支援〕 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

１ 新規就農したい 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

●農業大学校では、農業経営を発展させるため、農業者や農業指導者、新規

就農者等を対象としたフォローアップ研修や農業機械の利用技術の習得を

目指す農業機械利用技能者養成研修を実施しています。 

【農業機械利用技能者養成研修】 

お申込み・お問い合わせ先 

内容 

対象者及び受講料 

対象者 

【フォローアップ研修】 

内容 

受講料 

果
　
樹

新規就農 その他
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新たに営農を開始（拡大）する地域で地域計画に位置付けられた企業等※ 

※法人格を持って農業を行う者（農外企業、農業参入済企業、農事組合法人等） 

 
 

①農業機械・施設整備支援 

 営農を開始するために必要な農業機械・施設の導入に要する経費 

②遊休農地の再生利用支援 

 遊休農地の再生作業(伐採・抜根・整地等)に要する経費 

 
 

①②のメニューのそれぞれについて、 

〇初めて営農を開始する法人の場合、 

県 1/2、実施主体 1/2（県補助上限 3,000千円） 

〇農業の経験を有する法人の場合、 

県 1/3、実施主体 2/3（県補助上限 2,000千円） 

     ※①②のメニューは併用可能です。 

 
 

市町農業担当課 
 

農業に参入した農外企業が「まるっと中間管理法人」に参画する場合には、かがわ版

まるっと中間管理支援事業の“企業参入支援メニュー”を受けることができます。

詳しくは１９ｐをご確認ください。

お問い合わせ先

・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０８）

・市町農業担当課

備考

 

 

 

１ 新規就農したい 

○新 企業等農業参入・誘致促進事業 

●企業等が地域で新たに営農を開始（拡大）するために必要な施設・農業機

械整備や農地の再生作業に要する経費を支援します。 

対象者 

対象となる内容 

申請先 

助成額 

１-８ 

 

事業担当：農業経営課 

米 

麦 

露
地
野
菜 
オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

新たに営農を開始（拡大）する地域で地域計画に位置付けられた企業等※ 

※法人格を持って農業を行う者（農外企業、農業参入済企業、農事組合法人等） 

 
 

①農業機械・施設整備支援 

 営農を開始するために必要な農業機械・施設の導入に要する経費 

②遊休農地の再生利用支援 

 遊休農地の再生作業(伐採・抜根・整地等)に要する経費 

 
 

①②のメニューのそれぞれについて、 

〇初めて営農を開始する法人の場合、 

県 1/2、実施主体 1/2（県補助上限 3,000千円） 

〇農業の経験を有する法人の場合、 

県 1/3、実施主体 2/3（県補助上限 2,000千円） 

     ※①②のメニューは併用可能です。 

 
 

市町農業担当課 
 

農業に参入した農外企業が「まるっと中間管理法人」に参画する場合には、かがわ版

まるっと中間管理支援事業の“企業参入支援メニュー”を受けることができます。

詳しくは１９ｐをご確認ください。

お問い合わせ先

・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０８）

・市町農業担当課

備考

 

 

 

１ 新規就農したい 

○新 企業等農業参入・誘致促進事業 

●企業等が地域で新たに営農を開始（拡大）するために必要な施設・農業機

械整備や農地の再生作業に要する経費を支援します。 

対象者 

対象となる内容 

申請先 

助成額 

１-８ 

 

事業担当：農業経営課 
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露
地
野
菜 
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野
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物 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

新たに営農を開始（拡大）する地域で地域計画に位置付けられた企業等※ 

※法人格を持って農業を行う者（農外企業、農業参入済企業、農事組合法人等） 

 
 

①農業機械・施設整備支援 

 営農を開始するために必要な農業機械・施設の導入に要する経費 

②遊休農地の再生利用支援 

 遊休農地の再生作業(伐採・抜根・整地等)に要する経費 

 
 

①②のメニューのそれぞれについて、 

〇初めて営農を開始する法人の場合、 

県 1/2、実施主体 1/2（県補助上限 3,000千円） 

〇農業の経験を有する法人の場合、 

県 1/3、実施主体 2/3（県補助上限 2,000千円） 

     ※①②のメニューは併用可能です。 

 
 

市町農業担当課 
 

農業に参入した農外企業が「まるっと中間管理法人」に参画する場合には、かがわ版

まるっと中間管理支援事業の“企業参入支援メニュー”を受けることができます。

詳しくは１９ｐをご確認ください。

お問い合わせ先

・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０８）

・市町農業担当課

備考

 

 

 

１ 新規就農したい 

○新 企業等農業参入・誘致促進事業 

●企業等が地域で新たに営農を開始（拡大）するために必要な施設・農業機

械整備や農地の再生作業に要する経費を支援します。 

対象者 

対象となる内容 

申請先 

助成額 

１-８ 

 

事業担当：農業経営課 
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露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
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物 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 
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新規就農 認定農業者 集落営農 その他
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○対 象 者 集落営農組織又は農業支援グループの設立を目指す集落等 

○支援内容 集落リーダー研修等への参加経費、集落営農ビジョン作成経費、 

先進地調査に係る経費等を助成。 

○助成内容 補助率 10／10、補助上限１０万円 

○申 請 先 香川県農業経営課（各農業改良普及センターを経由） 

 

 

 

○対 象 者 集落営農組織、集落営農組織を構成員とする組織 

○支援内容 先進地事例調査、連携作業・事業継承検討に係る経費の助成。 

○助成内容 補助率 10／10、補助上限１０万円 

○申 請 先 香川県農業経営課（各農業改良普及センターを経由） 

 
 
 

○対 象 者 集落営農組織 

○支援内容 集落座談会、農業機械の操作研修等により構成員の候補者リストを 

      作成する組織へ助成。 

○助成内容 定額５万円/組織 

○申 請 先 香川県農業経営課（各農業改良普及センターを経由） 

 
 
 
  

みんなで守る地域農業推進事業〔ソフト事業〕 

２-１ 

 

２ 集落営農の組織化や経営発展を進めたい 

事業担当：農業経営課 

お問い合わせ先 

 ・各農業改良普及センター 

 ・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０６） 

●地域を支える新たな集落営農組織や農業支援グループの設立を目指す集落等

に対して、集落営農ビジョン策定に向けた活動等を支援します。 

【組織間連携等支援】 

●経営体質の強化や人材不足の解消、農業機械の効率的利用、事業継承に向け、

担い手経営体等との連携を開始するために係る取組みに対して支援します。 

【リクルート活動支援】 

●組織の人材育成・確保のため、自主的なリクルート活動に取り組む集落営農

組織に対して支援します。 

【集落営農組織設立支援】 

集落営農 
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  集落営農組織（法人・任意） 

 

 
 

 

 

○主な要件 

①６０歳以下のオペレーターが増加すること。 

または、構成員の後継者の概ね半数が組織に加入すること。 

②組織の若返りビジョン作成や事業継承セミナー等に参加すること。 

 

○対象となる内容 

農業用機械・器具、集出荷機械・器具、園芸用施設機械、農機具格納庫 等 

 

○助成内容 

補助率：１／３以内、補助上限：300万円 

 

 

 
 

 

 

     ○主な要件 

基盤整備（区画整理、パイプライン化、暗渠排水等）に取り組んでいる、 

または、取り組む予定であること。 

 

○対象となる内容 

農業用機械・器具、集出荷機械・器具、園芸用施設機械、農機具格納庫 等 

 

○助成内容 

補助率：４／１０以内、補助上限：300万円 

 

 

みんなで守る地域農業整備事業〔ハード事業〕 

２-２ 

 

【組織の若返り支援】 

対象者 

【基盤整備促進支援】 

事業担当：農業経営課 

２ 集落営農の組織化や経営発展を進めたい 

●構成員の若返りに取り組む組織に対して、農業用機械・器具等の整備を支援

します。 

●基盤整備（区画整備、パイプライン化等）に取り組む地区で営農活動を行う集

落営農組織に対して、農業用機械・器具の整備を支援します。 

集落営農 
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  集落営農組織（法人・任意） 

 

 
 

 

 

○主な要件 

①６０歳以下のオペレーターが増加すること。 

または、構成員の後継者の概ね半数が組織に加入すること。 

②組織の若返りビジョン作成や事業継承セミナー等に参加すること。 

 

○対象となる内容 

農業用機械・器具、集出荷機械・器具、園芸用施設機械、農機具格納庫 等 

 

○助成内容 

補助率：１／３以内、補助上限：300万円 

 

 

 
 

 

 

     ○主な要件 

基盤整備（区画整理、パイプライン化、暗渠排水等）に取り組んでいる、 

または、取り組む予定であること。 

 

○対象となる内容 

農業用機械・器具、集出荷機械・器具、園芸用施設機械、農機具格納庫 等 

 

○助成内容 

補助率：４／１０以内、補助上限：300万円 

 

 

みんなで守る地域農業整備事業〔ハード事業〕 

２-２ 

 

【組織の若返り支援】 

対象者 

【基盤整備促進支援】 

事業担当：農業経営課 

２ 集落営農の組織化や経営発展を進めたい 

●構成員の若返りに取り組む組織に対して、農業用機械・器具等の整備を支援

します。 

●基盤整備（区画整備、パイプライン化等）に取り組む地区で営農活動を行う集

落営農組織に対して、農業用機械・器具の整備を支援します。 

集落営農 
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  集落営農組織（法人・任意） 

 

 
 

 

 

○主な要件 

①６０歳以下のオペレーターが増加すること。 

または、構成員の後継者の概ね半数が組織に加入すること。 

②組織の若返りビジョン作成や事業継承セミナー等に参加すること。 

 

○対象となる内容 

農業用機械・器具、集出荷機械・器具、園芸用施設機械、農機具格納庫 等 

 

○助成内容 

補助率：１／３以内、補助上限：300万円 

 

 

 
 

 

 

     ○主な要件 

基盤整備（区画整理、パイプライン化、暗渠排水等）に取り組んでいる、 

または、取り組む予定であること。 

 

○対象となる内容 

農業用機械・器具、集出荷機械・器具、園芸用施設機械、農機具格納庫 等 

 

○助成内容 

補助率：４／１０以内、補助上限：300万円 

 

 

みんなで守る地域農業整備事業〔ハード事業〕 

２-２ 

 

【組織の若返り支援】 

対象者 

【基盤整備促進支援】 

事業担当：農業経営課 

２ 集落営農の組織化や経営発展を進めたい 

●構成員の若返りに取り組む組織に対して、農業用機械・器具等の整備を支援

します。 

●基盤整備（区画整備、パイプライン化等）に取り組む地区で営農活動を行う集

落営農組織に対して、農業用機械・器具の整備を支援します。 

集落営農 
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○主な要件 

①中山間地域等直接支払制度に加入すること。 

②集落営農組織設立支援事業に取組み、新設された組織であること。 

③経営耕地面積を１ha以上拡大すること。 

 

○対象となる内容 

農業用機械・器具、集出荷機械・器具、園芸用施設機械、農機具格納庫 等 

 

○助成内容 

補助率:１／２以内、補助上限:300万円 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

○主な要件 

 以下の①～③のいずれかを満たすこと。 

  ①集落営農組織設立支援事業に取り組み、新設された組織であること。 

  ②設立６年未満の集落営農組織は、経営耕地面積を１ha以上拡大すること。 

  ③設立６年以上の集落営農組織は、経営耕地面積を３ha以上拡大すること。 

 

○対象となる内容 

 農業用機械・器具、集出荷機械・器具、園芸用施設機械、農機具格納庫 等 

 

○助成内容 

 補助率：１／３以内、補助上限：500万円 

【規模拡大支援】 

●経営耕地面積の拡大に取り組む集落営農組織に対して、農業用機械・器具等の

整備を支援します。 

【条件不利地域支援】 

●中山間地域等直接支払制度の集落協定に組織で加入し、条件不利地域で農地を

守る活動を行う集落営農組織に対して農業用機械・器具等の導入を支援します。 

集落営農 
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  集落営農組織（法人・任意） 

 

 
 

 

 

○主な要件 

①６０歳以下のオペレーターが増加すること。 

または、構成員の後継者の概ね半数が組織に加入すること。 

②組織の若返りビジョン作成や事業継承セミナー等に参加すること。 

 

○対象となる内容 

農業用機械・器具、集出荷機械・器具、園芸用施設機械、農機具格納庫 等 

 

○助成内容 

補助率：１／３以内、補助上限：300万円 

 

 

 
 

 

 

     ○主な要件 

基盤整備（区画整理、パイプライン化、暗渠排水等）に取り組んでいる、 

または、取り組む予定であること。 

 

○対象となる内容 

農業用機械・器具、集出荷機械・器具、園芸用施設機械、農機具格納庫 等 

 

○助成内容 

補助率：４／１０以内、補助上限：300万円 

 

 

みんなで守る地域農業整備事業〔ハード事業〕 

２-２ 

 

【組織の若返り支援】 

対象者 

【基盤整備促進支援】 

事業担当：農業経営課 

２ 集落営農の組織化や経営発展を進めたい 

●構成員の若返りに取り組む組織に対して、農業用機械・器具等の整備を支援

します。 

●基盤整備（区画整備、パイプライン化等）に取り組む地区で営農活動を行う集

落営農組織に対して、農業用機械・器具の整備を支援します。 

集落営農 
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（１） 集落営農組織 

（２） 集落営農組織が主たる構成員となった連携組織（集落間の広域連合、法人 

との連携等） 

 

 

 

（１）集落ビジョンの策定 

（２）具体的な取り組み 

ア 高収益作物の試験栽培、加工品の試作、販路開拓等に取り組む経費 

イ 取組の中核となる人材を確保するため、候補となる若者等を雇用する経費 

ウ 組織の法人化に必要な経費 

エ 共同利用機械等の導入経費 

 

 

 

（１）定額 

（２）ア 定額 

イ 定額（１００万円上限／年、最長３年間） 

ウ 定額 25万円 

エ １／２以内 

 

 
 

市町農業担当課 
 
  

集落営農連携促進等事業(国補) 

●地域計画に位置付けられている集落営農の連携・合併による広域展開での

効率的な生産・販売体制の確立等に向けた取組みを支援します。 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

２-３ 

 

２ 集落営農の組織化や経営発展を進めたい 

事業担当：農業経営課 

対象者 

対象となる内容 

申請先 

助成内容 

集落営農 
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〇対 象 者 集落営農組織が主たる構成員となった連携組織 

 

○主な要件 

・連携活動計画を作成していること 

・連携組織の規約、構成員名簿があること 

 

○対象となる整備内容 

連携活動に必要な農業用機械・器具、集出荷機械・器具、農機具格納庫 等 

 

○助成内容 補助率:１／２以内、補助上限:300万円 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  市町農業担当課 

 
 
 
 
  

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

申込先 

【連携活動促進支援】 

●集落営農組織の連携活動に必要な営農用機械等の導入に対して支援します。 
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（１） 集落営農組織 

（２） 集落営農組織が主たる構成員となった連携組織（集落間の広域連合、法人 

との連携等） 

 

 

 

（１）集落ビジョンの策定 

（２）具体的な取り組み 

ア 高収益作物の試験栽培、加工品の試作、販路開拓等に取り組む経費 

イ 取組の中核となる人材を確保するため、候補となる若者等を雇用する経費 
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（１）定額 

（２）ア 定額 
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市町農業担当課 
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●地域計画に位置付けられている集落営農の連携・合併による広域展開での

効率的な生産・販売体制の確立等に向けた取組みを支援します。 
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２ 集落営農の組織化や経営発展を進めたい 
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◆地域集約化実現タイプ

■交付対象面積（貸付）

対象期間内の貸付面積－

再貸付面積－

10年未満貸付面積

機構の活用率
交付単価

一般地域 中山間地域

区分１ 80％超 60％超80％以下 2.0万円/10a

区分２ － 80％超 2.6万円/10a

■機構の活用率（累計）

機構への貸付総面積等

地域の農地面積

地域に対する支援（主な要件） 

 

 

地域向け） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆集約化加速タイプのうち基本タイプ、大規模集約タイプ 
対象期間内（事業実施年度の前年度の３月から当年度の２月末）に、機構からの転貸等に
より新たに団地化（増加）して貸し付けた農地が、次のいずれかを満たしていること 
※農地の集約化に係る効果目標の設定が必要 
① (a)地域の農地面積に占める同一の耕作者が耕作する 1ha 以上の団地面積(b)目標地図

で農業を担う者が位置付けられていない農地による 1ha以上の団地面積が 10または 20
ポイント以上増加すること（(b)は(a)と一体的に取り組むこと） 

② (a)または(b)が 30ポイントを超える地域で、(a)または(b)の団地面積が 1.5倍以上に
なること（(b)は(a)と一体的に取り組むこと） 

◆集約化加速タイプのうち誘致団地創出タイプ 
事業実施年度の前年度２月末時点の目標地図において農業を担う者が位置付けられてい
ない農地を団地化し、新たに位置づけられる受け手に 10 年以上転貸するための 4ha 以上
の団地を形成すること 

◆地域集約化実現タイプ 
目標地図内の農地面積に占める同一の耕作者が耕作する 1ha以上の団地面積の割合が 5割
以上であること 

        
 

◆集約化加速タイプのうち基本タイプ、大規模集約タイプ      

 
 
 
 

 
 
 

◆集約化加速タイプのうち誘致団地創出タイプ 5万円 
 

 

 

 
 
市町農業担当課 

 

 地域の団地面積の割合 交付単価(農作業受託、担う者位置付無) 

区分１ 10ポイント以上増加 1.0万円/10a(0.5万円/10a) 

区分２ 

（いずれか） 

20ポイント以上増加 

3.0万円/10a(1.5万円/10a) 既に 30％以上の地域は 1団地

当たりの平均面積が 1.5倍以上 

 

３ 経営規模を拡大したい 

お問い合わせ先 

・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０８） 

・市町農業担当課 

３-２ 
事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

農地集約化促進事業 
〔担い手への農地集積を支援〕 

●(公財）香川県農地機構（以下「機構」という。）を通じて農地の団地化等を行う

地域等に支援金を交付します。 

交付額 

申請先 
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※※要要件件・・単単価価等等ににつついいててはは協協議議中中でであありり変変更更さされれるる場場合合ががあありりまますす。。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
農地の貸借に必要な事務手続きや貸借期間中の賃借料の徴収、支払いを 

機構が行うほか、借受期間が保証され、安心して耕作ができます。 

  

※ 令和７年４月から、農地の貸借は、「利用権設定事業(いわゆる相対での農地

貸借）」は廃止され、地域計画（目標地図）の達成を目指す「農地中間管理事

業(農地機構を介した農地貸借)」となっています。 

 

 

 市町農業担当課又は農業委員会に駐在する（公財）香川県農地機構の農地集

積専門員 

 

 

 
  

３ 経営規模を拡大したい 

農 地 中 間 管 理 事 業 
〔担い手への農地集積を支援〕 

●地域計画に基づき、(公財)香川県農地機構（以下「機構」という。）が、離

農農家や規模縮小農家等から農地を借り受け、その農地を農業経営の開始や

規模拡大等を希望している方に貸し付けます。 

お問い合わせ先 

・（公財）香川県農地機構 本部（０８７－８１６－３９５５） 

・市町農業担当課、農業委員会 

３-１ 

 

 
① 地域内の分散し錯綜した農地利用を整理し担い手ごとに集団
化する必要がある場合等について、農地中間管理機構が借り
受け 

② 農地中間管理機構は、必要な場合には、基盤整備等の条件整
備を行い、担い手（認定農業者、認定新規就農者、集落営農
等）がまとまりのある形で農地を利用できるよう配慮して、貸
し付け 

③ 農地中間管理機構は、当該農地について農地としての管理 
④ 農地中間管理機構は、関係機関と連携を密にして、効率的か
つ効果的に農地集積・集約化を推進 

農
地
を
貸
し
た
い
人 

農
地
を
借
り
た
い
人 

借受け 
貸付け 

（転貸） 
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新規就農 認定農業者 集落営農 その他 
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◆地域集約化実現タイプ
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◆集約化加速タイプのうち基本タイプ、大規模集約タイプ 
対象期間内（事業実施年度の前年度の３月から当年度の２月末）に、機構からの転貸等に
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・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０８） 

・市町農業担当課 

３-２ 
事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

農地集約化促進事業 
〔担い手への農地集積を支援〕 

●(公財）香川県農地機構（以下「機構」という。）を通じて農地の団地化等を行う

地域等に支援金を交付します。 

交付額 

申請先 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

※※要要件件・・単単価価等等ににつついいててはは協協議議中中でであありり変変更更さされれるる場場合合ががあありりまますす。。 
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◆地域集約化実現タイプ

■交付対象面積（貸付）

対象期間内の貸付面積－

再貸付面積－

10年未満貸付面積

機構の活用率
交付単価

一般地域 中山間地域

区分１ 80％超 60％超80％以下 2.0万円/10a

区分２ － 80％超 2.6万円/10a

■機構の活用率（累計）

機構への貸付総面積等

地域の農地面積

地域に対する支援（主な要件） 

 

 

地域向け） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆集約化加速タイプのうち基本タイプ、大規模集約タイプ 
対象期間内（事業実施年度の前年度の３月から当年度の２月末）に、機構からの転貸等に
より新たに団地化（増加）して貸し付けた農地が、次のいずれかを満たしていること 
※農地の集約化に係る効果目標の設定が必要 
① (a)地域の農地面積に占める同一の耕作者が耕作する 1ha 以上の団地面積(b)目標地図

で農業を担う者が位置付けられていない農地による 1ha以上の団地面積が 10または 20
ポイント以上増加すること（(b)は(a)と一体的に取り組むこと） 

② (a)または(b)が 30ポイントを超える地域で、(a)または(b)の団地面積が 1.5倍以上に
なること（(b)は(a)と一体的に取り組むこと） 

◆集約化加速タイプのうち誘致団地創出タイプ 
事業実施年度の前年度２月末時点の目標地図において農業を担う者が位置付けられてい
ない農地を団地化し、新たに位置づけられる受け手に 10 年以上転貸するための 4ha 以上
の団地を形成すること 

◆地域集約化実現タイプ 
目標地図内の農地面積に占める同一の耕作者が耕作する 1ha以上の団地面積の割合が 5割
以上であること 

        
 

◆集約化加速タイプのうち基本タイプ、大規模集約タイプ      

 
 
 
 

 
 
 

◆集約化加速タイプのうち誘致団地創出タイプ 5万円 
 

 

 

 
 
市町農業担当課 

 

 地域の団地面積の割合 交付単価(農作業受託、担う者位置付無) 

区分１ 10ポイント以上増加 1.0万円/10a(0.5万円/10a) 

区分２ 

（いずれか） 

20ポイント以上増加 

3.0万円/10a(1.5万円/10a) 既に 30％以上の地域は 1団地

当たりの平均面積が 1.5倍以上 

 

３ 経営規模を拡大したい 

お問い合わせ先 

・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０８） 

・市町農業担当課 

３-２ 
事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

農地集約化促進事業 
〔担い手への農地集積を支援〕 

●(公財）香川県農地機構（以下「機構」という。）を通じて農地の団地化等を行う

地域等に支援金を交付します。 

交付額 

申請先 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

※※要要件件・・単単価価等等ににつついいててはは協協議議中中でであありり変変更更さされれるる場場合合ががあありりまますす。。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
農地の貸借に必要な事務手続きや貸借期間中の賃借料の徴収、支払いを 

機構が行うほか、借受期間が保証され、安心して耕作ができます。 

  

※ 令和７年４月から、農地の貸借は、「利用権設定事業(いわゆる相対での農地

貸借）」は廃止され、地域計画（目標地図）の達成を目指す「農地中間管理事

業(農地機構を介した農地貸借)」となっています。 

 

 

 市町農業担当課又は農業委員会に駐在する（公財）香川県農地機構の農地集

積専門員 

 

 

 
  

３ 経営規模を拡大したい 

農 地 中 間 管 理 事 業 
〔担い手への農地集積を支援〕 

●地域計画に基づき、(公財)香川県農地機構（以下「機構」という。）が、離

農農家や規模縮小農家等から農地を借り受け、その農地を農業経営の開始や

規模拡大等を希望している方に貸し付けます。 

お問い合わせ先 

・（公財）香川県農地機構 本部（０８７－８１６－３９５５） 

・市町農業担当課、農業委員会 

３-１ 

 

 
① 地域内の分散し錯綜した農地利用を整理し担い手ごとに集団
化する必要がある場合等について、農地中間管理機構が借り
受け 

② 農地中間管理機構は、必要な場合には、基盤整備等の条件整
備を行い、担い手（認定農業者、認定新規就農者、集落営農
等）がまとまりのある形で農地を利用できるよう配慮して、貸
し付け 

③ 農地中間管理機構は、当該農地について農地としての管理 
④ 農地中間管理機構は、関係機関と連携を密にして、効率的か
つ効果的に農地集積・集約化を推進 

農
地
を
貸
し
た
い
人 

農
地
を
借
り
た
い
人 

借受け 
貸付け 

（転貸） 

農地中間管理機構（農地バンク） 

申請先 

メリット 

事業担当：（公財）香川県農地機構 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 
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◆地域集約化実現タイプ

■交付対象面積（貸付）

対象期間内の貸付面積－

再貸付面積－

10年未満貸付面積

機構の活用率
交付単価

一般地域 中山間地域

区分１ 80％超 60％超80％以下 2.0万円/10a

区分２ － 80％超 2.6万円/10a

■機構の活用率（累計）

機構への貸付総面積等

地域の農地面積

地域に対する支援（主な要件） 

 

 

地域向け） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆集約化加速タイプのうち基本タイプ、大規模集約タイプ 
対象期間内（事業実施年度の前年度の３月から当年度の２月末）に、機構からの転貸等に
より新たに団地化（増加）して貸し付けた農地が、次のいずれかを満たしていること 
※農地の集約化に係る効果目標の設定が必要 
① (a)地域の農地面積に占める同一の耕作者が耕作する 1ha 以上の団地面積(b)目標地図

で農業を担う者が位置付けられていない農地による 1ha以上の団地面積が 10または 20
ポイント以上増加すること（(b)は(a)と一体的に取り組むこと） 

② (a)または(b)が 30ポイントを超える地域で、(a)または(b)の団地面積が 1.5倍以上に
なること（(b)は(a)と一体的に取り組むこと） 

◆集約化加速タイプのうち誘致団地創出タイプ 
事業実施年度の前年度２月末時点の目標地図において農業を担う者が位置付けられてい
ない農地を団地化し、新たに位置づけられる受け手に 10 年以上転貸するための 4ha 以上
の団地を形成すること 

◆地域集約化実現タイプ 
目標地図内の農地面積に占める同一の耕作者が耕作する 1ha以上の団地面積の割合が 5割
以上であること 

        
 

◆集約化加速タイプのうち基本タイプ、大規模集約タイプ      

 
 
 
 

 
 
 

◆集約化加速タイプのうち誘致団地創出タイプ 5万円 
 

 

 

 
 
市町農業担当課 

 

 地域の団地面積の割合 交付単価(農作業受託、担う者位置付無) 

区分１ 10ポイント以上増加 1.0万円/10a(0.5万円/10a) 

区分２ 

（いずれか） 

20ポイント以上増加 

3.0万円/10a(1.5万円/10a) 既に 30％以上の地域は 1団地

当たりの平均面積が 1.5倍以上 

 

３ 経営規模を拡大したい 

お問い合わせ先 

・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０８） 

・市町農業担当課 

３-２ 
事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

農地集約化促進事業 
〔担い手への農地集積を支援〕 

●(公財）香川県農地機構（以下「機構」という。）を通じて農地の団地化等を行う

地域等に支援金を交付します。 

交付額 

申請先 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
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栽 

畜 

産 

そ
の
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※※要要件件・・単単価価等等ににつついいててはは協協議議中中でであありり変変更更さされれるる場場合合ががあありりまますす。。 
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地域の担い手、兼業農家、土地持ち非農家、民間企業など、地域の関係者が参

画して、一定のまとまりのある地域（字単位など）の 80％以上の農地の維持・

経営を行う（＝かがわ版まるっと中間管理）一般社団法人等 

 

① ソフト支援

かがわ版まるっと中間管理体制の構築や、地域全体の農地利用調整・農地

管理に必要な事務費に要する経費

② ハード支援

かがわ版まるっと中間管理を行うために必要な農業機械・器具の導入に要する

経費

③ 企業参入支援

まるっと中間管理を行う地域で新たに営農を行い地域計画に位置付けられた農

外企業※が参入する場合に支援 ※法人格を持って農業を開始する農外企業

まるっと中間管理を行う一般社団法人（まるっと法人）の場合 

① 定額（上限 3,000千円）

② 事業費の 1/2（補助上限 5,000千円）

③ 定額（上限 3,000千円）

 

市町農業担当課 

お問い合わせ先 

・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０８）

・市町農業担当課

新○かがわ版まるっと中間管理支援事業

●集落等の地域単位で担い手の確保や農業経営の効率化・規模拡大、企業や

新規就農等の参入促進などが進むよう、農地中間管理事業を活用して一元的

な農地の利用調整や集約を行う「まるっと中間管理方式」の導入・構築に必

要な事務費、機械等の購入に対し助成を行います。

対象者 

対象となる内容 

申請先 

助成額 

３－４ 

―４

事業担当：農業経営課 

３ 経営規模を拡大したい 

米

麦

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ

施
設
野
菜 

果

樹

花
き
・
盆
栽 

畜

産

そ
の
他
作
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新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

 

 
 
 

 
地域計画に「農業を担う者」として位置付けられている、又は位置付けられること 

が確実である認定農業者、認定新規就農者、集落営農法人、認定農業人材等 

（１）地域計画区域内かつ農業振興地域における農用地区域内農地であること

（２）事業実施前年度の１月１日（令和８年度事業については、令和８年４月１日）

から事業実施年度の 12月末日までに、新たに借受け又は取得していること

（３）10年以上の営農継続の意思があること

（※10年間は、原則、農振除外・農地転用不可）

（４）当該農地を交付対象者が利用することが地域計画（目標地図）に位置付けら

れている、又は位置付けられることが確実であること

 
助成額 20,000円以内／10ａ (要望量により単価を調整する場合あり） 

※かがわ版まるっと中間管理支援事業に取り組む法人の場合、上記助成額に

20,000円以内／10ａを加算（要望量により単価を調整する場合あり）

 
 

市町農業担当課 

 

 

 

 

○新戦略的農地マネジメント推進事業
〔農振農用地区域内農地の維持・確保を支援〕 

●地域計画区域内における農振農用地区域内農地の維持・確保を図るため、

新たに農地を借受け又は取得した場合に助成金を交付します。

３-３
３ 経営規模を拡大したい 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

対象者 

主な要件 

申請先 

お問い合わせ先 

・香川県農業経営課（０８７－８３２－３３９７）

・市町農業担当課

助成額 

米

麦

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ

施
設
野
菜 

果

樹

花
き
・
盆
栽 

畜

産

そ
の
他
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地域計画に「農業を担う者」として位置付けられている、又は位置付けられること 

が確実である認定農業者、認定新規就農者、集落営農法人、認定農業人材等 

（１）地域計画区域内かつ農業振興地域における農用地区域内農地であること

（２）事業実施前年度の１月１日（令和８年度事業については、令和８年４月１日）

から事業実施年度の 12月末日までに、新たに借受け又は取得していること

（３）10年以上の営農継続の意思があること

（※10年間は、原則、農振除外・農地転用不可）

（４）当該農地を交付対象者が利用することが地域計画（目標地図）に位置付けら

れている、又は位置付けられることが確実であること

 
助成額 20,000円以内／10ａ (要望量により単価を調整する場合あり） 

※かがわ版まるっと中間管理支援事業に取り組む法人の場合、上記助成額に

20,000円以内／10ａを加算（要望量により単価を調整する場合あり）

 
 

市町農業担当課 

 

 

 

 

○新戦略的農地マネジメント推進事業
〔農振農用地区域内農地の維持・確保を支援〕 

●地域計画区域内における農振農用地区域内農地の維持・確保を図るため、

新たに農地を借受け又は取得した場合に助成金を交付します。

３-３
３ 経営規模を拡大したい 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

対象者 

主な要件 

申請先 

お問い合わせ先 

・香川県農業経営課（０８７－８３２－３３９７）

・市町農業担当課

助成額 

米

麦

露
地
野
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オ
リ
ー
ブ

施
設
野
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果
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き
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そ
の
他
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地域計画に「農業を担う者」として位置付けられている、又は位置付けられること 

が確実である認定農業者、認定新規就農者、集落営農法人、認定農業人材等 

（１）地域計画区域内かつ農業振興地域における農用地区域内農地であること

（２）事業実施前年度の１月１日（令和８年度事業については、令和８年４月１日）

から事業実施年度の 12月末日までに、新たに借受け又は取得していること

（３）10年以上の営農継続の意思があること

（※10年間は、原則、農振除外・農地転用不可）

（４）当該農地を交付対象者が利用することが地域計画（目標地図）に位置付けら

れている、又は位置付けられることが確実であること

 
助成額 20,000円以内／10ａ (要望量により単価を調整する場合あり） 

※かがわ版まるっと中間管理支援事業に取り組む法人の場合、上記助成額に

20,000円以内／10ａを加算（要望量により単価を調整する場合あり）

 
 

市町農業担当課 

 

 

 

 

○新戦略的農地マネジメント推進事業
〔農振農用地区域内農地の維持・確保を支援〕 

●地域計画区域内における農振農用地区域内農地の維持・確保を図るため、

新たに農地を借受け又は取得した場合に助成金を交付します。

３-３
３ 経営規模を拡大したい 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

対象者 

主な要件 

申請先 

お問い合わせ先 

・香川県農業経営課（０８７－８３２－３３９７）

・市町農業担当課
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地域の担い手、兼業農家、土地持ち非農家、民間企業など、地域の関係者が参

画して、一定のまとまりのある地域（字単位など）の 80％以上の農地の維持・

経営を行う（＝かがわ版まるっと中間管理）一般社団法人等 

 

① ソフト支援

かがわ版まるっと中間管理体制の構築や、地域全体の農地利用調整・農地

管理に必要な事務費に要する経費

② ハード支援

かがわ版まるっと中間管理を行うために必要な農業機械・器具の導入に要する

経費

③ 企業参入支援

まるっと中間管理を行う地域で新たに営農を行い地域計画に位置付けられた農

外企業※が参入する場合に支援 ※法人格を持って農業を開始する農外企業

まるっと中間管理を行う一般社団法人（まるっと法人）の場合 

① 定額（上限 3,000千円）

② 事業費の 1/2（補助上限 5,000千円）

③ 定額（上限 3,000千円）

 

市町農業担当課 

お問い合わせ先 

・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０８）

・市町農業担当課

新○かがわ版まるっと中間管理支援事業

●集落等の地域単位で担い手の確保や農業経営の効率化・規模拡大、企業や

新規就農等の参入促進などが進むよう、農地中間管理事業を活用して一元的

な農地の利用調整や集約を行う「まるっと中間管理方式」の導入・構築に必

要な事務費、機械等の購入に対し助成を行います。

対象者 

対象となる内容 

申請先 

助成額 

３－４ 
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地域計画に「農業を担う者」として位置付けられている、又は位置付けられること 

が確実である認定農業者、認定新規就農者、集落営農法人、認定農業人材等 
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市町農業担当課 

 

 

 

 

○新戦略的農地マネジメント推進事業
〔農振農用地区域内農地の維持・確保を支援〕 

●地域計画区域内における農振農用地区域内農地の維持・確保を図るため、

新たに農地を借受け又は取得した場合に助成金を交付します。

３-３
３ 経営規模を拡大したい 

事業担当：農業経営課 
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② 事業費の 1/2（補助上限 5,000千円）

③ 定額（上限 3,000千円）
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な農地の利用調整や集約を行う「まるっと中間管理方式」の導入・構築に必

要な事務費、機械等の購入に対し助成を行います。
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「さぬき讃フルーツ」の認定を受けた認定農業者、農業協同組合の部会、農地所 

    有適格法人、また、それらの部会員又は構成員である認定農業者等 

 
 

「小原紅早生」、「香緑」、「さぬきゴールド」、「さぬきエンジェルスイート」、 

「さぬきキウイっこⓇ」、「さぬきエメラルド」、「シャインマスカット」、「不知火 

（施設栽培）」、「なつたより」の作付面積を概ね 10a（施設栽培のシャインマス 

カットは５a）以上拡大する場合の苗木植栽後の初期育成に必要な資材。 

※果樹未収益期間支援事業（国補）の対象とならない園地に限ります。 

 
                      

    

 

 
 

 
 
                           「さぬき讃レモン」推奨制度または「香川県産 璃の香」推奨制度に 

登録された生産者かつ果樹産地構造改革計画の担い手 

                      

 

  

               
               
      園地ごとの面積、補助対象期間に応じた単価を乗じて算定。 

      なお、面積、植栽本数等の要件を満たす必要があります。 

 
 

●需要に即したレモンの安定生産を図るため、レモンの重要病害であるカン

キツかいよう病の未収益期間における対策に対して定額で助成します。 

●「さぬき讃フルーツ」の生産拡大に必要な初期費用について、拡大面積に

応じて定額で助成します。 

３ 経営規模を拡大したい 

対象者 

対象となる事業内容 

助成額 申請先 

事業担当：農業生産流通課 

新規就農 認定農業者 その他 

かがわ園芸産地生産力強化対策事業 
（さぬき讃フルーツ拡大支援事業～経営拡大事業） 

〔園芸作物主体の担い手を支援〕 

さぬき讃レモン未収益期間支援事業 
〔果樹の担い手を支援〕 

対象者 

対象となる事業内容 

助成額 申請先 

果樹産地協議会 

12千円／10a以内（定額） 

220千円／10a以内（定額） 市町農業担当課 

未収益期間（植栽年度の翌年度から起算して４年間）にお

けるカンキツかいよう病対策に要する経費に対し、植栽

面積や申請時における補助対象期間に応じて定額助成 

果 

樹 

３-６,７ 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課（かがわ園芸産地生産力強化対策事業） ・各農業改良普及センター 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

○対 象 者 認定農業者、認定新規就農者、認定農業人材、集落営農法人等

○事業対象農地

(１)土地所有者に代わり耕作者が確保(見込みを含む)されていること

(２)農業振興地域農用地区域内の１号遊休農地であること

(３)総事業費が 200万円／件未満であること

〇助成内容

(１)再生利用活動 遊休農地の再生作業(伐採・抜根・整地等)に要する経費

(２)基盤整備 (１)に附帯して行う簡易な基盤整備に要する経費への助成

○補 助 率 県・市町合わせて９／１０以内（※中山間地域は９.５／１０以内）

（定率は重機を用いて作業をする場合に限る）

○対 象 者 認定農業者、新規就農者等（受け手）

○事業対象農地 （公財）香川県農地機構に 10年以上貸し付け、受け手が借り受けてから２年

以内のもの

〇助成内容 遊休農地の発生を防止するための畦畔除去や暗渠排水の設置、法面への抑草

シート施工等の簡易な基盤整備に要する経費

○補 助 率 県・市町合わせて４／５以内 （県補助上限 120万円／件）

○対 象 者 体験農園新規開設者（農業者）

○助成内容 新たに体験農園を開設するために必要な整備に要する経費

○補 助 率 県１／２以内（県補助上限100万円／件）

○対 象 者 畜産農家との間で、自給飼料に係る利用供給協定を締結する耕種農家

○助成内容 遊休農地の再生作業(伐採・抜根・整地等)に要する経費

○補 助 率 定額（県補助上限30万円／10ａ）
※ただし、自給飼料を生産するほ場に、畜産農家が製造する堆肥を散布する場合は、

地力向上堆肥散布加算として、１万円／10ａを支給

【再生利用支援】

【発生防止支援】

【体験農園の整備】

【耕畜連携】

お問い合わせ先

・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０８）

・（公財）香川県農地機構（０８７－８１６－３９５５）

・市町農業担当課 ・農業委員会

   

   

 

 

   

 

遊休農地等利活用促進事業 
〔遊休農地の再生や発生防止等を支援〕 

●遊休農地等の再生利用や発生防止のための簡易な基盤整備、農地所有者の体験農園の開

設の取組み及び耕種農家の耕畜連携の取組みに要する経費の一部を助成します。 

３－５ 
３ 経営規模を拡大したい 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 
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○補 助 率 県・市町合わせて９／１０以内（※中山間地域は９.５／１０以内）

（定率は重機を用いて作業をする場合に限る）
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○事業対象農地 （公財）香川県農地機構に 10年以上貸し付け、受け手が借り受けてから２年

以内のもの

〇助成内容 遊休農地の発生を防止するための畦畔除去や暗渠排水の設置、法面への抑草

シート施工等の簡易な基盤整備に要する経費

○補 助 率 県・市町合わせて４／５以内 （県補助上限 120万円／件）

○対 象 者 体験農園新規開設者（農業者）

○助成内容 新たに体験農園を開設するために必要な整備に要する経費

○補 助 率 県１／２以内（県補助上限100万円／件）

○対 象 者 畜産農家との間で、自給飼料に係る利用供給協定を締結する耕種農家

○助成内容 遊休農地の再生作業(伐採・抜根・整地等)に要する経費

○補 助 率 定額（県補助上限30万円／10ａ）
※ただし、自給飼料を生産するほ場に、畜産農家が製造する堆肥を散布する場合は、

地力向上堆肥散布加算として、１万円／10ａを支給
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【耕畜連携】
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遊休農地等利活用促進事業 
〔遊休農地の再生や発生防止等を支援〕 

●遊休農地等の再生利用や発生防止のための簡易な基盤整備、農地所有者の体験農園の開

設の取組み及び耕種農家の耕畜連携の取組みに要する経費の一部を助成します。 

３－５ 
３ 経営規模を拡大したい 
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○対 象 者 認定農業者、認定新規就農者、認定農業人材、集落営農法人等

○事業対象農地

(１)土地所有者に代わり耕作者が確保(見込みを含む)されていること

(２)農業振興地域農用地区域内の１号遊休農地であること

(３)総事業費が 200万円／件未満であること

〇助成内容

(１)再生利用活動 遊休農地の再生作業(伐採・抜根・整地等)に要する経費

(２)基盤整備 (１)に附帯して行う簡易な基盤整備に要する経費への助成

○補 助 率 県・市町合わせて９／１０以内（※中山間地域は９.５／１０以内）

（定率は重機を用いて作業をする場合に限る）

○対 象 者 認定農業者、新規就農者等（受け手）

○事業対象農地 （公財）香川県農地機構に 10年以上貸し付け、受け手が借り受けてから２年

以内のもの

〇助成内容 遊休農地の発生を防止するための畦畔除去や暗渠排水の設置、法面への抑草

シート施工等の簡易な基盤整備に要する経費

○補 助 率 県・市町合わせて４／５以内 （県補助上限 120万円／件）
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○助成内容 新たに体験農園を開設するために必要な整備に要する経費

○補 助 率 県１／２以内（県補助上限100万円／件）

○対 象 者 畜産農家との間で、自給飼料に係る利用供給協定を締結する耕種農家

○助成内容 遊休農地の再生作業(伐採・抜根・整地等)に要する経費

○補 助 率 定額（県補助上限30万円／10ａ）
※ただし、自給飼料を生産するほ場に、畜産農家が製造する堆肥を散布する場合は、

地力向上堆肥散布加算として、１万円／10ａを支給

【再生利用支援】

【発生防止支援】

【体験農園の整備】

【耕畜連携】

お問い合わせ先

・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０８）

・（公財）香川県農地機構（０８７－８１６－３９５５）

・市町農業担当課 ・農業委員会

   

   

 

 

   

 

遊休農地等利活用促進事業 
〔遊休農地の再生や発生防止等を支援〕 

●遊休農地等の再生利用や発生防止のための簡易な基盤整備、農地所有者の体験農園の開

設の取組み及び耕種農家の耕畜連携の取組みに要する経費の一部を助成します。 

３－５ 
３ 経営規模を拡大したい 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 
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「さぬき讃フルーツ」の認定を受けた認定農業者、農業協同組合の部会、農地所 

    有適格法人、また、それらの部会員又は構成員である認定農業者等 

 
 

「小原紅早生」、「香緑」、「さぬきゴールド」、「さぬきエンジェルスイート」、 

「さぬきキウイっこⓇ」、「さぬきエメラルド」、「シャインマスカット」、「不知火 

（施設栽培）」、「なつたより」の作付面積を概ね 10a（施設栽培のシャインマス 

カットは５a）以上拡大する場合の苗木植栽後の初期育成に必要な資材。 

※果樹未収益期間支援事業（国補）の対象とならない園地に限ります。 

 
                      

    

 

 
 

 
 
                           「さぬき讃レモン」推奨制度または「香川県産 璃の香」推奨制度に 

登録された生産者かつ果樹産地構造改革計画の担い手 

                      

 

  

               
               
      園地ごとの面積、補助対象期間に応じた単価を乗じて算定。 

      なお、面積、植栽本数等の要件を満たす必要があります。 

 
 

●需要に即したレモンの安定生産を図るため、レモンの重要病害であるカン

キツかいよう病の未収益期間における対策に対して定額で助成します。 

●「さぬき讃フルーツ」の生産拡大に必要な初期費用について、拡大面積に

応じて定額で助成します。 

３ 経営規模を拡大したい 

対象者 

対象となる事業内容 

助成額 申請先 

事業担当：農業生産流通課 

新規就農 認定農業者 その他 

かがわ園芸産地生産力強化対策事業 
（さぬき讃フルーツ拡大支援事業～経営拡大事業） 

〔園芸作物主体の担い手を支援〕 

さぬき讃レモン未収益期間支援事業 
〔果樹の担い手を支援〕 

対象者 

対象となる事業内容 

助成額 申請先 

果樹産地協議会 

12千円／10a以内（定額） 

220千円／10a以内（定額） 市町農業担当課 

未収益期間（植栽年度の翌年度から起算して４年間）にお

けるカンキツかいよう病対策に要する経費に対し、植栽

面積や申請時における補助対象期間に応じて定額助成 

果 

樹 

３-６,７ 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課（かがわ園芸産地生産力強化対策事業） ・各農業改良普及センター 
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※果樹未収益期間支援事業（国補）の対象とならない園地に限ります。 
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●需要に即したレモンの安定生産を図るため、レモンの重要病害であるカン

キツかいよう病の未収益期間における対策に対して定額で助成します。 

●「さぬき讃フルーツ」の生産拡大に必要な初期費用について、拡大面積に

応じて定額で助成します。 

３ 経営規模を拡大したい 

対象者 

対象となる事業内容 

助成額 申請先 

事業担当：農業生産流通課 

新規就農 認定農業者 その他 

かがわ園芸産地生産力強化対策事業 
（さぬき讃フルーツ拡大支援事業～経営拡大事業） 

〔園芸作物主体の担い手を支援〕 

さぬき讃レモン未収益期間支援事業 
〔果樹の担い手を支援〕 

対象者 

対象となる事業内容 

助成額 申請先 

果樹産地協議会 

12千円／10a以内（定額） 

220千円／10a以内（定額） 市町農業担当課 

未収益期間（植栽年度の翌年度から起算して４年間）にお

けるカンキツかいよう病対策に要する経費に対し、植栽

面積や申請時における補助対象期間に応じて定額助成 
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樹 

３-６,７ 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課（かがわ園芸産地生産力強化対策事業） ・各農業改良普及センター 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

○対 象 者 認定農業者、認定新規就農者、認定農業人材、集落営農法人等

○事業対象農地

(１)土地所有者に代わり耕作者が確保(見込みを含む)されていること

(２)農業振興地域農用地区域内の１号遊休農地であること

(３)総事業費が 200万円／件未満であること

〇助成内容

(１)再生利用活動 遊休農地の再生作業(伐採・抜根・整地等)に要する経費

(２)基盤整備 (１)に附帯して行う簡易な基盤整備に要する経費への助成

○補 助 率 県・市町合わせて９／１０以内（※中山間地域は９.５／１０以内）

（定率は重機を用いて作業をする場合に限る）

○対 象 者 認定農業者、新規就農者等（受け手）

○事業対象農地 （公財）香川県農地機構に 10年以上貸し付け、受け手が借り受けてから２年

以内のもの

〇助成内容 遊休農地の発生を防止するための畦畔除去や暗渠排水の設置、法面への抑草

シート施工等の簡易な基盤整備に要する経費

○補 助 率 県・市町合わせて４／５以内 （県補助上限 120万円／件）

○対 象 者 体験農園新規開設者（農業者）

○助成内容 新たに体験農園を開設するために必要な整備に要する経費

○補 助 率 県１／２以内（県補助上限100万円／件）

○対 象 者 畜産農家との間で、自給飼料に係る利用供給協定を締結する耕種農家

○助成内容 遊休農地の再生作業(伐採・抜根・整地等)に要する経費

○補 助 率 定額（県補助上限30万円／10ａ）
※ただし、自給飼料を生産するほ場に、畜産農家が製造する堆肥を散布する場合は、

地力向上堆肥散布加算として、１万円／10ａを支給

【再生利用支援】

【発生防止支援】

【体験農園の整備】

【耕畜連携】

お問い合わせ先

・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０８）

・（公財）香川県農地機構（０８７－８１６－３９５５）

・市町農業担当課 ・農業委員会

   

   

 

 

   

 

遊休農地等利活用促進事業 
〔遊休農地の再生や発生防止等を支援〕 

●遊休農地等の再生利用や発生防止のための簡易な基盤整備、農地所有者の体験農園の開

設の取組み及び耕種農家の耕畜連携の取組みに要する経費の一部を助成します。 

３－５ 
３ 経営規模を拡大したい 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 
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○対 象 者 認定農業者、認定新規就農者、認定農業人材、集落営農法人等

○事業対象農地

(１)土地所有者に代わり耕作者が確保(見込みを含む)されていること

(２)農業振興地域農用地区域内の１号遊休農地であること

(３)総事業費が 200万円／件未満であること

〇助成内容

(１)再生利用活動 遊休農地の再生作業(伐採・抜根・整地等)に要する経費

(２)基盤整備 (１)に附帯して行う簡易な基盤整備に要する経費への助成

○補 助 率 県・市町合わせて９／１０以内（※中山間地域は９.５／１０以内）

（定率は重機を用いて作業をする場合に限る）

○対 象 者 認定農業者、新規就農者等（受け手）

○事業対象農地 （公財）香川県農地機構に 10年以上貸し付け、受け手が借り受けてから２年

以内のもの

〇助成内容 遊休農地の発生を防止するための畦畔除去や暗渠排水の設置、法面への抑草

シート施工等の簡易な基盤整備に要する経費

○補 助 率 県・市町合わせて４／５以内 （県補助上限 120万円／件）

○対 象 者 体験農園新規開設者（農業者）

○助成内容 新たに体験農園を開設するために必要な整備に要する経費

○補 助 率 県１／２以内（県補助上限100万円／件）

○対 象 者 畜産農家との間で、自給飼料に係る利用供給協定を締結する耕種農家

○助成内容 遊休農地の再生作業(伐採・抜根・整地等)に要する経費

○補 助 率 定額（県補助上限30万円／10ａ）
※ただし、自給飼料を生産するほ場に、畜産農家が製造する堆肥を散布する場合は、

地力向上堆肥散布加算として、１万円／10ａを支給

【再生利用支援】

【発生防止支援】

【体験農園の整備】

【耕畜連携】

お問い合わせ先

・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０８）

・（公財）香川県農地機構（０８７－８１６－３９５５）

・市町農業担当課 ・農業委員会

   

   

 

 

   

 

遊休農地等利活用促進事業 
〔遊休農地の再生や発生防止等を支援〕 

●遊休農地等の再生利用や発生防止のための簡易な基盤整備、農地所有者の体験農園の開

設の取組み及び耕種農家の耕畜連携の取組みに要する経費の一部を助成します。 

３－５ 
３ 経営規模を拡大したい 

事業担当：農業経営課 
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○対 象 者 認定農業者、認定新規就農者、認定農業人材、集落営農法人等

○事業対象農地

(１)土地所有者に代わり耕作者が確保(見込みを含む)されていること

(２)農業振興地域農用地区域内の１号遊休農地であること

(３)総事業費が 200万円／件未満であること

〇助成内容

(１)再生利用活動 遊休農地の再生作業(伐採・抜根・整地等)に要する経費

(２)基盤整備 (１)に附帯して行う簡易な基盤整備に要する経費への助成

○補 助 率 県・市町合わせて９／１０以内（※中山間地域は９.５／１０以内）

（定率は重機を用いて作業をする場合に限る）

○対 象 者 認定農業者、新規就農者等（受け手）

○事業対象農地 （公財）香川県農地機構に 10年以上貸し付け、受け手が借り受けてから２年

以内のもの

〇助成内容 遊休農地の発生を防止するための畦畔除去や暗渠排水の設置、法面への抑草

シート施工等の簡易な基盤整備に要する経費

○補 助 率 県・市町合わせて４／５以内 （県補助上限 120万円／件）

○対 象 者 体験農園新規開設者（農業者）

○助成内容 新たに体験農園を開設するために必要な整備に要する経費

○補 助 率 県１／２以内（県補助上限100万円／件）

○対 象 者 畜産農家との間で、自給飼料に係る利用供給協定を締結する耕種農家

○助成内容 遊休農地の再生作業(伐採・抜根・整地等)に要する経費

○補 助 率 定額（県補助上限30万円／10ａ）
※ただし、自給飼料を生産するほ場に、畜産農家が製造する堆肥を散布する場合は、

地力向上堆肥散布加算として、１万円／10ａを支給

【再生利用支援】

【発生防止支援】

【体験農園の整備】

【耕畜連携】

お問い合わせ先

・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０８）

・（公財）香川県農地機構（０８７－８１６－３９５５）

・市町農業担当課 ・農業委員会
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●遊休農地等の再生利用や発生防止のための簡易な基盤整備、農地所有者の体験農園の開

設の取組み及び耕種農家の耕畜連携の取組みに要する経費の一部を助成します。 
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「さぬき讃フルーツ」の認定を受けた認定農業者、農業協同組合の部会、農地所 

    有適格法人、また、それらの部会員又は構成員である認定農業者等 

 
 

「小原紅早生」、「香緑」、「さぬきゴールド」、「さぬきエンジェルスイート」、 

「さぬきキウイっこⓇ」、「さぬきエメラルド」、「シャインマスカット」、「不知火 

（施設栽培）」、「なつたより」の作付面積を概ね 10a（施設栽培のシャインマス 

カットは５a）以上拡大する場合の苗木植栽後の初期育成に必要な資材。 

※果樹未収益期間支援事業（国補）の対象とならない園地に限ります。 
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登録された生産者かつ果樹産地構造改革計画の担い手 

                      

 

  

               
               
      園地ごとの面積、補助対象期間に応じた単価を乗じて算定。 

      なお、面積、植栽本数等の要件を満たす必要があります。 

 
 

●需要に即したレモンの安定生産を図るため、レモンの重要病害であるカン

キツかいよう病の未収益期間における対策に対して定額で助成します。 

●「さぬき讃フルーツ」の生産拡大に必要な初期費用について、拡大面積に

応じて定額で助成します。 

３ 経営規模を拡大したい 

対象者 

対象となる事業内容 

助成額 申請先 

事業担当：農業生産流通課 

新規就農 認定農業者 その他 

かがわ園芸産地生産力強化対策事業 
（さぬき讃フルーツ拡大支援事業～経営拡大事業） 

〔園芸作物主体の担い手を支援〕 

さぬき讃レモン未収益期間支援事業 
〔果樹の担い手を支援〕 

対象者 

対象となる事業内容 

助成額 申請先 

果樹産地協議会 

12千円／10a以内（定額） 

220千円／10a以内（定額） 市町農業担当課 

未収益期間（植栽年度の翌年度から起算して４年間）にお

けるカンキツかいよう病対策に要する経費に対し、植栽

面積や申請時における補助対象期間に応じて定額助成 

果 

樹 

３-６,７ 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課（かがわ園芸産地生産力強化対策事業） ・各農業改良普及センター 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「さぬき讃フルーツ」の認定を受けた認定農業者、農業協同組合の部会、農地所 

    有適格法人、また、それらの部会員又は構成員である認定農業者等 

 
 

「小原紅早生」、「香緑」、「さぬきゴールド」、「さぬきエンジェルスイート」、 

「さぬきキウイっこⓇ」、「さぬきエメラルド」、「シャインマスカット」、「不知火 

（施設栽培）」、「なつたより」の作付面積を概ね 10a（施設栽培のシャインマス 

カットは５a）以上拡大する場合の苗木植栽後の初期育成に必要な資材。 

※果樹未収益期間支援事業（国補）の対象とならない園地に限ります。 

 
                      

    

 

 
 

 
 
                           「さぬき讃レモン」推奨制度または「香川県産 璃の香」推奨制度に 

登録された生産者かつ果樹産地構造改革計画の担い手 

                      

 

  

               
               
      園地ごとの面積、補助対象期間に応じた単価を乗じて算定。 

      なお、面積、植栽本数等の要件を満たす必要があります。 

 
 

●需要に即したレモンの安定生産を図るため、レモンの重要病害であるカン

キツかいよう病の未収益期間における対策に対して定額で助成します。 

●「さぬき讃フルーツ」の生産拡大に必要な初期費用について、拡大面積に

応じて定額で助成します。 

３ 経営規模を拡大したい 

対象者 

対象となる事業内容 

助成額 申請先 

事業担当：農業生産流通課 

新規就農 認定農業者 その他 

かがわ園芸産地生産力強化対策事業 
（さぬき讃フルーツ拡大支援事業～経営拡大事業） 

〔園芸作物主体の担い手を支援〕 

さぬき讃レモン未収益期間支援事業 
〔果樹の担い手を支援〕 

対象者 

対象となる事業内容 

助成額 申請先 

果樹産地協議会 

12千円／10a以内（定額） 

220千円／10a以内（定額） 市町農業担当課 

未収益期間（植栽年度の翌年度から起算して４年間）にお

けるカンキツかいよう病対策に要する経費に対し、植栽

面積や申請時における補助対象期間に応じて定額助成 

果 

樹 

３-６,７ 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課（かがわ園芸産地生産力強化対策事業） ・各農業改良普及センター 

果
　
樹

新規就農 認定農業者 その他
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水田活用の直接支払交付金の申請者である麦作農業者

（１）第三者と利用権を設定または農作業受委託契約を締結している農地

（２）令和元年度から事業実施前年度まで水稲作等の水張りをしていない農地

（３）当該年度に畔塗機による畔塗作業、又はポンプを利用した取水を行った農地

（４）当該年度に水稲作等の水張りをした農地

（５）水張り後、麦類の作付けを実施することが確実である農地

（６）当該農地を交付対象者が利用することが地域計画（目標地図）に位置付けら

れている、又は位置付けられることが確実である農地

・畦塗機を使用して実施した畔塗作業（自己施行、作業委託どちらでも可）

・ポンプによる取水（自己所有、リースは問わない）

各作業 10ａ当たり 15,000円以内(要望量により単価を調整する場合がある）

市町農業担当課

対象者

対象農地

申請先

助成額

対象要件

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

水田機能維持・活用促進事業 
〔水田機能維持に対する支援〕 

●麦作農家が、水田機能を維持することにより、麦の生産性向上を図るため、

畦塗作業等の水張りに係る掛かり増し経費を支援します。 

３-９-１ 
事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

そ
の
他
作
物 

お問い合わせ先 

・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０８） 

・市町農業担当課 

 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

３ 経営規模を拡大したい 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

麦作生産者（認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織等） 

 

 
 

令和８年度に県産麦にドローンで追肥または赤かび病防除（２回目）を実施した 

生産者の実施面積に対して助成。 

ただし、複数回追肥作業を実施した場合には、いずれか１回のみ助成対象。 

また、赤かび病防除は２回実施を必須として、うち１回のみ助成対象。 

※種子麦は対象としない 

 

 
 

・委託した場合    事業費の１/２以内（上限 2,500円/10a） 

・自身で実施した場合 資材費の１/２以内（上限 1,250円/10a） 

 
 

 

香川県農業協同組合 

 
 
 
 
 
 
 
  

「さぬきの夢」等県産麦生産向上対策事業 

〔麦作の担い手を支援〕 

●県産麦の品質・収量向上と労力軽減に必要なドローンによる追肥や赤

かび病防除作業などの実施面積に応じて事業費の１/２以内を助成しま

す。 

３－８ 

 

対象者 

対象となる事業内容 

助成額 

申請先 

事業担当：農業生産流通課 

お問い合わせ先 

・香川県農業協同組合 

新規就農 認定農業者 集落営農 

米 

麦 

３ 経営規模を拡大したい 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

麦作生産者（認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織等） 

 

 
 

令和８年度に県産麦にドローンで追肥または赤かび病防除（２回目）を実施した 

生産者の実施面積に対して助成。 

ただし、複数回追肥作業を実施した場合には、いずれか１回のみ助成対象。 

また、赤かび病防除は２回実施を必須として、うち１回のみ助成対象。 

※種子麦は対象としない 

 

 
 

・委託した場合    事業費の１/２以内（上限 2,500円/10a） 

・自身で実施した場合 資材費の１/２以内（上限 1,250円/10a） 

 
 

 

香川県農業協同組合 

 
 
 
 
 
 
 
  

「さぬきの夢」等県産麦生産向上対策事業 

〔麦作の担い手を支援〕 

●県産麦の品質・収量向上と労力軽減に必要なドローンによる追肥や赤

かび病防除作業などの実施面積に応じて事業費の１/２以内を助成しま

す。 

３－８ 

 

対象者 

対象となる事業内容 

助成額 

申請先 

事業担当：農業生産流通課 

お問い合わせ先 

・香川県農業協同組合 

新規就農 認定農業者 集落営農 

米 

麦 

３ 経営規模を拡大したい 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

水田活用の直接支払交付金の申請者である麦作農業者

（１）第三者と利用権を設定または農作業受委託契約を締結している農地

（２）令和元年度から事業実施前年度まで水稲作等の水張りをしていない農地

（３）当該年度に畔塗機による畔塗作業、又はポンプを利用した取水を行った農地

（４）当該年度に水稲作等の水張りをした農地

（５）水張り後、麦類の作付けを実施することが確実である農地

（６）当該農地を交付対象者が利用することが地域計画（目標地図）に位置付けら

れている、又は位置付けられることが確実である農地

・畦塗機を使用して実施した畔塗作業（自己施行、作業委託どちらでも可）

・ポンプによる取水（自己所有、リースは問わない）

各作業 10ａ当たり 15,000円以内(要望量により単価を調整する場合がある）

市町農業担当課

対象者

対象農地

申請先

助成額

対象要件

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

水田機能維持・活用促進事業 
〔水田機能維持に対する支援〕 

●麦作農家が、水田機能を維持することにより、麦の生産性向上を図るため、

畦塗作業等の水張りに係る掛かり増し経費を支援します。 

３-９-１ 
事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

そ
の
他
作
物 

お問い合わせ先 

・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０８） 

・市町農業担当課 

 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

３ 経営規模を拡大したい 

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

水田活用の直接支払交付金の申請者である麦作農業者

（１）第三者と利用権を設定または農作業受委託契約を締結している農地

（２）令和元年度から事業実施前年度まで水稲作等の水張りをしていない農地

（３）当該年度に畔塗機による畔塗作業、又はポンプを利用した取水を行った農地

（４）当該年度に水稲作等の水張りをした農地

（５）水張り後、麦類の作付けを実施することが確実である農地

（６）当該農地を交付対象者が利用することが地域計画（目標地図）に位置付けら

れている、又は位置付けられることが確実である農地

・畦塗機を使用して実施した畔塗作業（自己施行、作業委託どちらでも可）

・ポンプによる取水（自己所有、リースは問わない）

各作業 10ａ当たり 15,000円以内(要望量により単価を調整する場合がある）

市町農業担当課

対象者

対象農地

申請先

助成額

対象要件

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

水田機能維持・活用促進事業 
〔水田機能維持に対する支援〕 

●麦作農家が、水田機能を維持することにより、麦の生産性向上を図るため、

畦塗作業等の水張りに係る掛かり増し経費を支援します。 

３-９-１ 
事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

そ
の
他
作
物 

お問い合わせ先 

・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０８） 

・市町農業担当課 

 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

３ 経営規模を拡大したい 

 

米
　
麦

新規就農 認定農業者 集落営農
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水田活用の直接支払交付金の申請者である麦作農業者

（１）第三者と利用権を設定または農作業受委託契約を締結している農地

（２）令和元年度から事業実施前年度まで水稲作等の水張りをしていない農地

（３）当該年度に畔塗機による畔塗作業、又はポンプを利用した取水を行った農地

（４）当該年度に水稲作等の水張りをした農地

（５）水張り後、麦類の作付けを実施することが確実である農地

（６）当該農地を交付対象者が利用することが地域計画（目標地図）に位置付けら

れている、又は位置付けられることが確実である農地

・畦塗機を使用して実施した畔塗作業（自己施行、作業委託どちらでも可）

・ポンプによる取水（自己所有、リースは問わない）

各作業 10ａ当たり 15,000円以内(要望量により単価を調整する場合がある）

市町農業担当課

対象者

対象農地

申請先

助成額

対象要件

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

水田機能維持・活用促進事業 
〔水田機能維持に対する支援〕 

●麦作農家が、水田機能を維持することにより、麦の生産性向上を図るため、

畦塗作業等の水張りに係る掛かり増し経費を支援します。 

３-９-１ 
事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

そ
の
他
作
物 

お問い合わせ先 

・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０８） 

・市町農業担当課 

 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

３ 経営規模を拡大したい 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

麦作生産者（認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織等） 

 

 
 

令和８年度に県産麦にドローンで追肥または赤かび病防除（２回目）を実施した 

生産者の実施面積に対して助成。 

ただし、複数回追肥作業を実施した場合には、いずれか１回のみ助成対象。 

また、赤かび病防除は２回実施を必須として、うち１回のみ助成対象。 

※種子麦は対象としない 

 

 
 

・委託した場合    事業費の１/２以内（上限 2,500円/10a） 

・自身で実施した場合 資材費の１/２以内（上限 1,250円/10a） 

 
 

 

香川県農業協同組合 

 
 
 
 
 
 
 
  

「さぬきの夢」等県産麦生産向上対策事業 

〔麦作の担い手を支援〕 

●県産麦の品質・収量向上と労力軽減に必要なドローンによる追肥や赤

かび病防除作業などの実施面積に応じて事業費の１/２以内を助成しま

す。 

３－８ 

 

対象者 

対象となる事業内容 

助成額 

申請先 

事業担当：農業生産流通課 

お問い合わせ先 

・香川県農業協同組合 

新規就農 認定農業者 集落営農 

米 

麦 

３ 経営規模を拡大したい 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

麦作生産者（認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織等） 

 

 
 

令和８年度に県産麦にドローンで追肥または赤かび病防除（２回目）を実施した 

生産者の実施面積に対して助成。 

ただし、複数回追肥作業を実施した場合には、いずれか１回のみ助成対象。 

また、赤かび病防除は２回実施を必須として、うち１回のみ助成対象。 

※種子麦は対象としない 

 

 
 

・委託した場合    事業費の１/２以内（上限 2,500円/10a） 

・自身で実施した場合 資材費の１/２以内（上限 1,250円/10a） 

 
 

 

香川県農業協同組合 

 
 
 
 
 
 
 
  

「さぬきの夢」等県産麦生産向上対策事業 

〔麦作の担い手を支援〕 

●県産麦の品質・収量向上と労力軽減に必要なドローンによる追肥や赤

かび病防除作業などの実施面積に応じて事業費の１/２以内を助成しま

す。 

３－８ 

 

対象者 

対象となる事業内容 

助成額 

申請先 

事業担当：農業生産流通課 

お問い合わせ先 

・香川県農業協同組合 

新規就農 認定農業者 集落営農 

米 

麦 

３ 経営規模を拡大したい 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

水田活用の直接支払交付金の申請者である麦作農業者

（１）第三者と利用権を設定または農作業受委託契約を締結している農地

（２）令和元年度から事業実施前年度まで水稲作等の水張りをしていない農地

（３）当該年度に畔塗機による畔塗作業、又はポンプを利用した取水を行った農地

（４）当該年度に水稲作等の水張りをした農地

（５）水張り後、麦類の作付けを実施することが確実である農地

（６）当該農地を交付対象者が利用することが地域計画（目標地図）に位置付けら

れている、又は位置付けられることが確実である農地

・畦塗機を使用して実施した畔塗作業（自己施行、作業委託どちらでも可）

・ポンプによる取水（自己所有、リースは問わない）

各作業 10ａ当たり 15,000円以内(要望量により単価を調整する場合がある）

市町農業担当課

対象者

対象農地

申請先

助成額

対象要件

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

水田機能維持・活用促進事業 
〔水田機能維持に対する支援〕 

●麦作農家が、水田機能を維持することにより、麦の生産性向上を図るため、

畦塗作業等の水張りに係る掛かり増し経費を支援します。 

３-９-１ 
事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

そ
の
他
作
物 

お問い合わせ先 

・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０８） 

・市町農業担当課 

 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

３ 経営規模を拡大したい 

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

水田活用の直接支払交付金の申請者である麦作農業者

（１）第三者と利用権を設定または農作業受委託契約を締結している農地

（２）令和元年度から事業実施前年度まで水稲作等の水張りをしていない農地

（３）当該年度に畔塗機による畔塗作業、又はポンプを利用した取水を行った農地

（４）当該年度に水稲作等の水張りをした農地

（５）水張り後、麦類の作付けを実施することが確実である農地

（６）当該農地を交付対象者が利用することが地域計画（目標地図）に位置付けら

れている、又は位置付けられることが確実である農地

・畦塗機を使用して実施した畔塗作業（自己施行、作業委託どちらでも可）

・ポンプによる取水（自己所有、リースは問わない）

各作業 10ａ当たり 15,000円以内(要望量により単価を調整する場合がある）

市町農業担当課

対象者

対象農地

申請先

助成額

対象要件

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

水田機能維持・活用促進事業 
〔水田機能維持に対する支援〕 

●麦作農家が、水田機能を維持することにより、麦の生産性向上を図るため、

畦塗作業等の水張りに係る掛かり増し経費を支援します。 

３-９-１ 
事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

そ
の
他
作
物 

お問い合わせ先 

・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０８） 

・市町農業担当課 

 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

３ 経営規模を拡大したい 

 

米
　
麦

そ
の
他
作
物

新規就農 認定農業者 集落営農 その他
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香川県内において麦類を生産する者

水田活用の直接支払交付金に係る「交付対象水田」のうち、以下の要件を全て満た

す水田を対象とします。

①令和４年度から事業実施前年度まで水稲の作付け又は水張りを実施していないこと

②事業実施年度に下記のいずれかの連作障害回避の取組みを実施していること

③②の後に麦類の作付けを行うことが確実であること

下記のいずれかの作業に要した経費の１／２以内（上限：10ａ当たり 3,000円）

※ただし、ＪＡ香川県の上乗せを含みます。

※１この他、「土壌伝染性病害対策」及び「土壌伝染性病害抵抗性麦種への転換」に

対する支援があります。

※２要望量によっては、交付単価を調整する可能性があります。

ＪＡ香川県

お問い合わせ先

・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０８）

・ＪＡ香川県

取組内容 補助対象経費 備考

酸性障害回避の取組み 土壌改良資材の購入費 資材例：ケイ酸カルシウ

ム、苦土石灰等

土づくりの取組み 有機物（堆肥等）の購入費 資材例：牛ふん堆肥、鶏

ふん堆肥

●麦類の連作障害による生産性低下等を防止するため、麦類生産者が実施す

る土壌改良資材の施用等の連作障害回避の取組みに要する経費の一部を支援

します。

対象者

対象農地

申請先

補助対象経費と交付単価

 
 

 
 

 

 
 

 

新規就農 認定農業者 その他 

３-９-２ 
事業担当：農業経営課 

３ 経営規模を拡大したい

水田機能維持・活用促進事業 
〔連作障害回避に対する支援〕 

米 

麦 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

香川県内において麦類を生産する者

水田活用の直接支払交付金に係る「交付対象水田」のうち、以下の要件を全て満た

す水田を対象とします。

①令和４年度から事業実施前年度まで水稲の作付け又は水張りを実施していないこと

②事業実施年度に下記のいずれかの連作障害回避の取組みを実施していること

③②の後に麦類の作付けを行うことが確実であること

下記のいずれかの作業に要した経費の１／２以内（上限：10ａ当たり 3,000円）

※ただし、ＪＡ香川県の上乗せを含みます。

※１この他、「土壌伝染性病害対策」及び「土壌伝染性病害抵抗性麦種への転換」に

対する支援があります。

※２要望量によっては、交付単価を調整する可能性があります。

ＪＡ香川県

お問い合わせ先

・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０８）

・ＪＡ香川県

取組内容 補助対象経費 備考

酸性障害回避の取組み 土壌改良資材の購入費 資材例：ケイ酸カルシウ

ム、苦土石灰等

土づくりの取組み 有機物（堆肥等）の購入費 資材例：牛ふん堆肥、鶏

ふん堆肥

●麦類の連作障害による生産性低下等を防止するため、麦類生産者が実施す

る土壌改良資材の施用等の連作障害回避の取組みに要する経費の一部を支援

します。

対象者

対象農地

申請先

補助対象経費と交付単価

 
 

 
 

 

 
 

 

新規就農 認定農業者 その他 

３-９-２ 
事業担当：農業経営課 

３ 経営規模を拡大したい

水田機能維持・活用促進事業 
〔連作障害回避に対する支援〕 

米 

麦 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

（１）香川県内でオリーブ牛の肥育を行い、増築・改修により増頭する意欲のある者 

（２）香川県内でオリーブ牛の肥育素牛を生産し、増築・改修により増頭する意欲の 

ある者 

 
 

牛舎の増築・改修の工事に支出した経費のうち、次に掲げるもの。 

（１）設計に係る経費 

（２）建築工事に係る費用 

（３）設備工事（建築工事に伴う一体不可分のものに限る）に係る費用 

※消耗品の購入費用は対象外 

 

 

１／２以内（上限 200万円） 

 

 

 

香川県畜産課 

 

 

 

 

 

 

 

     
３-10 

３ 経営規模を拡大したい 

事業担当：畜産課 

オリーブ牛生産拡大事業 
〔オリーブ牛生産の担い手を支援〕 

●オリーブ牛の効果的な増頭を推進するため、オリーブ牛生産者等が飼養規

模拡大のための、既存牛舎の増築・改修に要する経費の一部を支援します。 

対象者 

対象となる経費 

助成額 

申請先 

お問い合わせ先 

・各農業改良普及センター 

畜 

産 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

（１）香川県内でオリーブ牛の肥育を行い、増築・改修により増頭する意欲のある者 

（２）香川県内でオリーブ牛の肥育素牛を生産し、増築・改修により増頭する意欲の 

ある者 

 
 

牛舎の増築・改修の工事に支出した経費のうち、次に掲げるもの。 

（１）設計に係る経費 

（２）建築工事に係る費用 

（３）設備工事（建築工事に伴う一体不可分のものに限る）に係る費用 

※消耗品の購入費用は対象外 

 

 

１／２以内（上限 200万円） 

 

 

 

香川県畜産課 

 

 

 

 

 

 

 

     
３-10 

３ 経営規模を拡大したい 

事業担当：畜産課 

オリーブ牛生産拡大事業 
〔オリーブ牛生産の担い手を支援〕 

●オリーブ牛の効果的な増頭を推進するため、オリーブ牛生産者等が飼養規

模拡大のための、既存牛舎の増築・改修に要する経費の一部を支援します。 

対象者 

対象となる経費 

助成額 

申請先 

お問い合わせ先 

・各農業改良普及センター 

畜 

産 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

（１）香川県内でオリーブ牛の肥育を行い、増築・改修により増頭する意欲のある者 

（２）香川県内でオリーブ牛の肥育素牛を生産し、増築・改修により増頭する意欲の 

ある者 

 
 

牛舎の増築・改修の工事に支出した経費のうち、次に掲げるもの。 

（１）設計に係る経費 

（２）建築工事に係る費用 

（３）設備工事（建築工事に伴う一体不可分のものに限る）に係る費用 

※消耗品の購入費用は対象外 

 

 

１／２以内（上限 200万円） 

 

 

 

香川県畜産課 

 

 

 

 

 

 

 

     
３-10 

３ 経営規模を拡大したい 

事業担当：畜産課 

オリーブ牛生産拡大事業 
〔オリーブ牛生産の担い手を支援〕 

●オリーブ牛の効果的な増頭を推進するため、オリーブ牛生産者等が飼養規

模拡大のための、既存牛舎の増築・改修に要する経費の一部を支援します。 

対象者 

対象となる経費 

助成額 

申請先 

お問い合わせ先 

・各農業改良普及センター 

畜 

産 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

香川県内において麦類を生産する者

水田活用の直接支払交付金に係る「交付対象水田」のうち、以下の要件を全て満た

す水田を対象とします。

①令和４年度から事業実施前年度まで水稲の作付け又は水張りを実施していないこと

②事業実施年度に下記のいずれかの連作障害回避の取組みを実施していること

③②の後に麦類の作付けを行うことが確実であること

下記のいずれかの作業に要した経費の１／２以内（上限：10ａ当たり 3,000円）

※ただし、ＪＡ香川県の上乗せを含みます。

※１この他、「土壌伝染性病害対策」及び「土壌伝染性病害抵抗性麦種への転換」に

対する支援があります。

※２要望量によっては、交付単価を調整する可能性があります。

ＪＡ香川県

お問い合わせ先

・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０８）

・ＪＡ香川県

取組内容 補助対象経費 備考

酸性障害回避の取組み 土壌改良資材の購入費 資材例：ケイ酸カルシウ

ム、苦土石灰等

土づくりの取組み 有機物（堆肥等）の購入費 資材例：牛ふん堆肥、鶏

ふん堆肥

●麦類の連作障害による生産性低下等を防止するため、麦類生産者が実施す

る土壌改良資材の施用等の連作障害回避の取組みに要する経費の一部を支援

します。

対象者

対象農地

申請先

補助対象経費と交付単価

 
 

 
 

 

 
 

 

新規就農 認定農業者 その他 

３-９-２ 
事業担当：農業経営課 

３ 経営規模を拡大したい

水田機能維持・活用促進事業 
〔連作障害回避に対する支援〕 

米 

麦 

米
　
麦

新規就農 認定農業者 その他
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香川県内において麦類を生産する者

水田活用の直接支払交付金に係る「交付対象水田」のうち、以下の要件を全て満た

す水田を対象とします。

①令和４年度から事業実施前年度まで水稲の作付け又は水張りを実施していないこと

②事業実施年度に下記のいずれかの連作障害回避の取組みを実施していること

③②の後に麦類の作付けを行うことが確実であること

下記のいずれかの作業に要した経費の１／２以内（上限：10ａ当たり 3,000円）

※ただし、ＪＡ香川県の上乗せを含みます。

※１この他、「土壌伝染性病害対策」及び「土壌伝染性病害抵抗性麦種への転換」に

対する支援があります。

※２要望量によっては、交付単価を調整する可能性があります。

ＪＡ香川県

お問い合わせ先

・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０８）

・ＪＡ香川県

取組内容 補助対象経費 備考

酸性障害回避の取組み 土壌改良資材の購入費 資材例：ケイ酸カルシウ

ム、苦土石灰等

土づくりの取組み 有機物（堆肥等）の購入費 資材例：牛ふん堆肥、鶏

ふん堆肥

●麦類の連作障害による生産性低下等を防止するため、麦類生産者が実施す

る土壌改良資材の施用等の連作障害回避の取組みに要する経費の一部を支援

します。

対象者

対象農地

申請先

補助対象経費と交付単価

 
 

 
 

 

 
 

 

新規就農 認定農業者 その他 

３-９-２ 
事業担当：農業経営課 

３ 経営規模を拡大したい

水田機能維持・活用促進事業 
〔連作障害回避に対する支援〕 

米 

麦 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

（１）香川県内でオリーブ牛の肥育を行い、増築・改修により増頭する意欲のある者 

（２）香川県内でオリーブ牛の肥育素牛を生産し、増築・改修により増頭する意欲の 

ある者 

 
 

牛舎の増築・改修の工事に支出した経費のうち、次に掲げるもの。 

（１）設計に係る経費 

（２）建築工事に係る費用 

（３）設備工事（建築工事に伴う一体不可分のものに限る）に係る費用 

※消耗品の購入費用は対象外 

 

 

１／２以内（上限 200万円） 

 

 

 

香川県畜産課 

 

 

 

 

 

 

 

     
３-10 

３ 経営規模を拡大したい 

事業担当：畜産課 

オリーブ牛生産拡大事業 
〔オリーブ牛生産の担い手を支援〕 

●オリーブ牛の効果的な増頭を推進するため、オリーブ牛生産者等が飼養規

模拡大のための、既存牛舎の増築・改修に要する経費の一部を支援します。 

対象者 

対象となる経費 

助成額 

申請先 

お問い合わせ先 

・各農業改良普及センター 

畜 

産 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

（１）香川県内でオリーブ牛の肥育を行い、増築・改修により増頭する意欲のある者 

（２）香川県内でオリーブ牛の肥育素牛を生産し、増築・改修により増頭する意欲の 

ある者 

 
 

牛舎の増築・改修の工事に支出した経費のうち、次に掲げるもの。 

（１）設計に係る経費 

（２）建築工事に係る費用 

（３）設備工事（建築工事に伴う一体不可分のものに限る）に係る費用 

※消耗品の購入費用は対象外 

 

 

１／２以内（上限 200万円） 

 

 

 

香川県畜産課 

 

 

 

 

 

 

 

     
３-10 

３ 経営規模を拡大したい 

事業担当：畜産課 

オリーブ牛生産拡大事業 
〔オリーブ牛生産の担い手を支援〕 

●オリーブ牛の効果的な増頭を推進するため、オリーブ牛生産者等が飼養規

模拡大のための、既存牛舎の増築・改修に要する経費の一部を支援します。 

対象者 

対象となる経費 

助成額 

申請先 

お問い合わせ先 

・各農業改良普及センター 

畜 

産 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

（１）香川県内でオリーブ牛の肥育を行い、増築・改修により増頭する意欲のある者 

（２）香川県内でオリーブ牛の肥育素牛を生産し、増築・改修により増頭する意欲の 

ある者 

 
 

牛舎の増築・改修の工事に支出した経費のうち、次に掲げるもの。 

（１）設計に係る経費 

（２）建築工事に係る費用 

（３）設備工事（建築工事に伴う一体不可分のものに限る）に係る費用 

※消耗品の購入費用は対象外 

 

 

１／２以内（上限 200万円） 

 

 

 

香川県畜産課 

 

 

 

 

 

 

 

     
３-10 

３ 経営規模を拡大したい 

事業担当：畜産課 

オリーブ牛生産拡大事業 
〔オリーブ牛生産の担い手を支援〕 

●オリーブ牛の効果的な増頭を推進するため、オリーブ牛生産者等が飼養規

模拡大のための、既存牛舎の増築・改修に要する経費の一部を支援します。 

対象者 

対象となる経費 

助成額 

申請先 

お問い合わせ先 

・各農業改良普及センター 

畜 

産 

畜
　
産

新規就農 認定農業者 その他
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多様な農業人材として経営計画が認定された者（認定農業人材） 

※２名での共同申請も可 

【認定要件】 
・地域計画に「農業を担う者」として位置づけられていること又は位置づけ
られることが確実と見込まれる者（認定農業者、認定新規就農者、基本構
想水準到達者、集落営農組織は除く） 

・営農を５年以上継続する意欲があること 
・農産物販売金額５０万円以上を目指すこと 

  ・地域農業の維持・発展に寄与し、積極的な営農展開（規模拡大、新たな品
目・新技術導入など）を図ること 

 
 

経営計画の達成に必要な機械・施設の導入 

※導入にあっては 

 ・作業面積等に沿った能力の機械とし、過剰となる導入でないこと 

 ・単なる機械の買い替えや汎用性が高い機械は補助の対象としない 

・ビニール温室など遊休施設の解体、移設、補修に要する経費並びに付帯施 

設の整備は対象とする。 

 
 

事業費の１／３以内（県１／６以内、市町１／６以内） 

上限２００万円（県１００万円、市町１００万円） 
 
 

市町農業担当課 
 

 

 

 

  

多様な農業人材支援事業（ハード事業） 

●地域農業を担う多様な農業人材として認定された認定農業人材の規模拡大

や新たな品目の導入などの経営計画の達成に必要な営農用機械・施設の整備

を支援します。 

対象者 

対象となる内容 

申請先 

助成額 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

４-１ 

 

事業担当：農業経営課 

その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

４ 経営維持発展を図りたい（兼業農家向け） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

香川県内で黒毛和種繁殖雌牛を飼育する者 
 
 
 

（１）県内外の家畜市場から導入する 1頭 70万円以上の繁殖雌牛 

（２）本牛の育種価のうち、２項目以上がＡ（上場県において、育種価が上位 

１／４以内）であること 

（３）導入後、基本登録（全国和牛登録協会が繁殖雌牛として証明する登録書）

の審査を受けたものが対象 

 
 

１頭あたり 15万円 
 
 

 

香川県農業協同組合 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

オリーブ牛高能力繁殖基盤強化対策事業 
〔オリーブ牛生産の担い手を支援〕 

●県内黒毛和種繁殖雌牛の高能力化を図るため、畜産農家が県内外の家畜市

場から高能力な繁殖雌牛の導入に要する経費の一部を支援します。 

３-11 
３ 経営規模を拡大したい 

対象者 

対象となる導入要件 

助成額 

申請先 

事業担当：畜産課 

新規就農 認定農業者 その他 

畜 

産 

お問い合わせ先 

・各農業改良普及センター 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

香川県内で黒毛和種繁殖雌牛を飼育する者 
 
 
 

（１）県内外の家畜市場から導入する 1頭 70万円以上の繁殖雌牛 

（２）本牛の育種価のうち、２項目以上がＡ（上場県において、育種価が上位 

１／４以内）であること 

（３）導入後、基本登録（全国和牛登録協会が繁殖雌牛として証明する登録書）

の審査を受けたものが対象 

 
 

１頭あたり 15万円 
 
 

 

香川県農業協同組合 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

オリーブ牛高能力繁殖基盤強化対策事業 
〔オリーブ牛生産の担い手を支援〕 

●県内黒毛和種繁殖雌牛の高能力化を図るため、畜産農家が県内外の家畜市

場から高能力な繁殖雌牛の導入に要する経費の一部を支援します。 

３-11 
３ 経営規模を拡大したい 

対象者 

対象となる導入要件 

助成額 

申請先 

事業担当：畜産課 

新規就農 認定農業者 その他 

畜 
産 

お問い合わせ先 

・各農業改良普及センター 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

多様な農業人材として経営計画が認定された者（認定農業人材） 

※２名での共同申請も可 

【認定要件】 
・地域計画に「農業を担う者」として位置づけられていること又は位置づけ
られることが確実と見込まれる者（認定農業者、認定新規就農者、基本構
想水準到達者、集落営農組織は除く） 

・営農を５年以上継続する意欲があること 
・農産物販売金額５０万円以上を目指すこと 

  ・地域農業の維持・発展に寄与し、積極的な営農展開（規模拡大、新たな品
目・新技術導入など）を図ること 

 
 

経営計画の達成に必要な機械・施設の導入 

※導入にあっては 

 ・作業面積等に沿った能力の機械とし、過剰となる導入でないこと 

 ・単なる機械の買い替えや汎用性が高い機械は補助の対象としない 

・ビニール温室など遊休施設の解体、移設、補修に要する経費並びに付帯施 

設の整備は対象とする。 

 
 

事業費の１／３以内（県１／６以内、市町１／６以内） 

上限２００万円（県１００万円、市町１００万円） 
 
 

市町農業担当課 
 

 

 

 

  

多様な農業人材支援事業（ハード事業） 

●地域農業を担う多様な農業人材として認定された認定農業人材の規模拡大

や新たな品目の導入などの経営計画の達成に必要な営農用機械・施設の整備

を支援します。 

対象者 

対象となる内容 

申請先 

助成額 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

４-１ 

 

事業担当：農業経営課 

その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

４ 経営維持発展を図りたい（兼業農家向け） 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

多様な農業人材として経営計画が認定された者（認定農業人材） 

※２名での共同申請も可 

【認定要件】 
・地域計画に「農業を担う者」として位置づけられていること又は位置づけ
られることが確実と見込まれる者（認定農業者、認定新規就農者、基本構
想水準到達者、集落営農組織は除く） 

・営農を５年以上継続する意欲があること 
・農産物販売金額５０万円以上を目指すこと 

  ・地域農業の維持・発展に寄与し、積極的な営農展開（規模拡大、新たな品
目・新技術導入など）を図ること 

 
 

経営計画の達成に必要な機械・施設の導入 

※導入にあっては 

 ・作業面積等に沿った能力の機械とし、過剰となる導入でないこと 

 ・単なる機械の買い替えや汎用性が高い機械は補助の対象としない 

・ビニール温室など遊休施設の解体、移設、補修に要する経費並びに付帯施 

設の整備は対象とする。 

 
 

事業費の１／３以内（県１／６以内、市町１／６以内） 

上限２００万円（県１００万円、市町１００万円） 
 
 

市町農業担当課 
 

 

 

 

  

多様な農業人材支援事業（ハード事業） 

●地域農業を担う多様な農業人材として認定された認定農業人材の規模拡大

や新たな品目の導入などの経営計画の達成に必要な営農用機械・施設の整備

を支援します。 

対象者 

対象となる内容 

申請先 

助成額 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

４-１ 

 

事業担当：農業経営課 

その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

４ 経営維持発展を図りたい（兼業農家向け） 

畜
　
産

新規就農 認定農業者 その他
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多様な農業人材として経営計画が認定された者（認定農業人材） 

※２名での共同申請も可 

【認定要件】 
・地域計画に「農業を担う者」として位置づけられていること又は位置づけ
られることが確実と見込まれる者（認定農業者、認定新規就農者、基本構
想水準到達者、集落営農組織は除く） 

・営農を５年以上継続する意欲があること 
・農産物販売金額５０万円以上を目指すこと 

  ・地域農業の維持・発展に寄与し、積極的な営農展開（規模拡大、新たな品
目・新技術導入など）を図ること 

 
 

経営計画の達成に必要な機械・施設の導入 

※導入にあっては 

 ・作業面積等に沿った能力の機械とし、過剰となる導入でないこと 

 ・単なる機械の買い替えや汎用性が高い機械は補助の対象としない 

・ビニール温室など遊休施設の解体、移設、補修に要する経費並びに付帯施 

設の整備は対象とする。 

 
 

事業費の１／３以内（県１／６以内、市町１／６以内） 

上限２００万円（県１００万円、市町１００万円） 
 
 

市町農業担当課 
 

 

 

 

  

多様な農業人材支援事業（ハード事業） 

●地域農業を担う多様な農業人材として認定された認定農業人材の規模拡大

や新たな品目の導入などの経営計画の達成に必要な営農用機械・施設の整備

を支援します。 

対象者 

対象となる内容 

申請先 

助成額 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

４-１ 

 

事業担当：農業経営課 

その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

４ 経営維持発展を図りたい（兼業農家向け） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

香川県内で黒毛和種繁殖雌牛を飼育する者 
 
 
 

（１）県内外の家畜市場から導入する 1頭 70万円以上の繁殖雌牛 

（２）本牛の育種価のうち、２項目以上がＡ（上場県において、育種価が上位 

１／４以内）であること 

（３）導入後、基本登録（全国和牛登録協会が繁殖雌牛として証明する登録書）

の審査を受けたものが対象 

 
 

１頭あたり 15万円 
 
 

 

香川県農業協同組合 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

オリーブ牛高能力繁殖基盤強化対策事業 
〔オリーブ牛生産の担い手を支援〕 

●県内黒毛和種繁殖雌牛の高能力化を図るため、畜産農家が県内外の家畜市

場から高能力な繁殖雌牛の導入に要する経費の一部を支援します。 

３-11 
３ 経営規模を拡大したい 

対象者 

対象となる導入要件 

助成額 

申請先 

事業担当：畜産課 

新規就農 認定農業者 その他 

畜 

産 

お問い合わせ先 

・各農業改良普及センター 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

香川県内で黒毛和種繁殖雌牛を飼育する者 
 
 
 

（１）県内外の家畜市場から導入する 1頭 70万円以上の繁殖雌牛 

（２）本牛の育種価のうち、２項目以上がＡ（上場県において、育種価が上位 

１／４以内）であること 

（３）導入後、基本登録（全国和牛登録協会が繁殖雌牛として証明する登録書）

の審査を受けたものが対象 

 
 

１頭あたり 15万円 
 
 

 

香川県農業協同組合 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

オリーブ牛高能力繁殖基盤強化対策事業 
〔オリーブ牛生産の担い手を支援〕 

●県内黒毛和種繁殖雌牛の高能力化を図るため、畜産農家が県内外の家畜市

場から高能力な繁殖雌牛の導入に要する経費の一部を支援します。 

３-11 
３ 経営規模を拡大したい 

対象者 

対象となる導入要件 

助成額 

申請先 

事業担当：畜産課 

新規就農 認定農業者 その他 

畜 

産 

お問い合わせ先 

・各農業改良普及センター 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

多様な農業人材として経営計画が認定された者（認定農業人材） 

※２名での共同申請も可 

【認定要件】 
・地域計画に「農業を担う者」として位置づけられていること又は位置づけ
られることが確実と見込まれる者（認定農業者、認定新規就農者、基本構
想水準到達者、集落営農組織は除く） 

・営農を５年以上継続する意欲があること 
・農産物販売金額５０万円以上を目指すこと 

  ・地域農業の維持・発展に寄与し、積極的な営農展開（規模拡大、新たな品
目・新技術導入など）を図ること 

 
 

経営計画の達成に必要な機械・施設の導入 

※導入にあっては 

 ・作業面積等に沿った能力の機械とし、過剰となる導入でないこと 

 ・単なる機械の買い替えや汎用性が高い機械は補助の対象としない 

・ビニール温室など遊休施設の解体、移設、補修に要する経費並びに付帯施 

設の整備は対象とする。 

 
 

事業費の１／３以内（県１／６以内、市町１／６以内） 

上限２００万円（県１００万円、市町１００万円） 
 
 

市町農業担当課 
 

 

 

 

  

多様な農業人材支援事業（ハード事業） 

●地域農業を担う多様な農業人材として認定された認定農業人材の規模拡大

や新たな品目の導入などの経営計画の達成に必要な営農用機械・施設の整備

を支援します。 

対象者 

対象となる内容 

申請先 

助成額 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

４-１ 

 

事業担当：農業経営課 

その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

４ 経営維持発展を図りたい（兼業農家向け） 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

多様な農業人材として経営計画が認定された者（認定農業人材） 

※２名での共同申請も可 

【認定要件】 
・地域計画に「農業を担う者」として位置づけられていること又は位置づけ
られることが確実と見込まれる者（認定農業者、認定新規就農者、基本構
想水準到達者、集落営農組織は除く） 

・営農を５年以上継続する意欲があること 
・農産物販売金額５０万円以上を目指すこと 

  ・地域農業の維持・発展に寄与し、積極的な営農展開（規模拡大、新たな品
目・新技術導入など）を図ること 

 
 

経営計画の達成に必要な機械・施設の導入 

※導入にあっては 

 ・作業面積等に沿った能力の機械とし、過剰となる導入でないこと 

 ・単なる機械の買い替えや汎用性が高い機械は補助の対象としない 

・ビニール温室など遊休施設の解体、移設、補修に要する経費並びに付帯施 

設の整備は対象とする。 

 
 

事業費の１／３以内（県１／６以内、市町１／６以内） 

上限２００万円（県１００万円、市町１００万円） 
 
 

市町農業担当課 
 

 

 

 

  

多様な農業人材支援事業（ハード事業） 

●地域農業を担う多様な農業人材として認定された認定農業人材の規模拡大

や新たな品目の導入などの経営計画の達成に必要な営農用機械・施設の整備

を支援します。 

対象者 

対象となる内容 

申請先 

助成額 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

４-１ 

 

事業担当：農業経営課 

その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
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き
・
盆
栽 
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産 

そ
の
他
作
物 

４ 経営維持発展を図りたい（兼業農家向け） 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

多様な農業人材として経営計画が認定された者（認定農業人材） 

※２名での共同申請も可 

【認定要件】 
・地域計画に「農業を担う者」として位置づけられていること又は位置づけ
られることが確実と見込まれる者（認定農業者、認定新規就農者、基本構
想水準到達者、集落営農組織は除く） 

・営農を５年以上継続する意欲があること 
・農産物販売金額５０万円以上を目指すこと 

  ・地域農業の維持・発展に寄与し、積極的な営農展開（規模拡大、新たな品
目・新技術導入など）を図ること 

 
 

経営計画の達成に必要な機械・施設の導入 

※導入にあっては 

 ・作業面積等に沿った能力の機械とし、過剰となる導入でないこと 

 ・単なる機械の買い替えや汎用性が高い機械は補助の対象としない 

・ビニール温室など遊休施設の解体、移設、補修に要する経費並びに付帯施 

設の整備は対象とする。 

 
 

事業費の１／３以内（県１／６以内、市町１／６以内） 

上限２００万円（県１００万円、市町１００万円） 
 
 

市町農業担当課 
 

 

 

 

  

多様な農業人材支援事業（ハード事業） 

●地域農業を担う多様な農業人材として認定された認定農業人材の規模拡大

や新たな品目の導入などの経営計画の達成に必要な営農用機械・施設の整備

を支援します。 

対象者 

対象となる内容 

申請先 

助成額 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

４-１ 

 

事業担当：農業経営課 

その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
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施
設
野
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き
・
盆
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そ
の
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作
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４ 経営維持発展を図りたい（兼業農家向け） 

米
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果
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き
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畜
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リ
ー
ブ

そ
の
他
作
物

その他
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〇下記要件を満たす「地域協議会」 

①地域内の農業者、農地所有者等３名以上が構成員であること 

②市町等がオブザーバーとして参画していること 

③規約等が整備されていること 

〇農業を担う者 

 

 

農業を担う者については、地域計画に取組が掲載されていること、または掲載 

することが確実であること 

 
 

    （農地保全環境整備）農地の粗放的管理を効率的かつ低コストで行うための 

農業機械・施設の導入、環境整備に要する経費 

（粗放的管理実証）農地の粗放的管理に必要となる景観・緑肥作物等の種苗代 

など、生産性検証に必要な管理経費 

 
 

事業費の１／３以内（上限 500万円） 

 
 

  

市町農業担当課 

 

 

  

５ 地域の農地の保全を進めたい 

地域計画連動型農地保全事業 
〔農地の最適利用に係る取組みを支援〕 

●地域計画の実現に向けて、地域で実施する農地保全の取組みを実施するた

めに必要な農業用機械の整備等を支援します。 

お問い合わせ先 

・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０８） 

・市町農業担当課 

５-１ 

 

対象者 

対象となる経費 

助成額 

申請先 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

そ
の
他
作
物 

主な要件 

 
 
 
 
 

 
 
 

○対 象 者 農業支援グループ、作業受託に取り組む集落営農法人 

○支援内容 農業支援グループ等が行う作業受託面積が前年度より 10ａ以上拡大

した場合に拡大面積に応じて助成（20万円以内／組織）。なお、当該

事業補助金の交付を受けた実績のある組織は、直近の補助金の交付を

受けた年度の作業受託面積より 10a以上拡大していること。 

○対象とする作業内容、助成単価等 

      耕起、代掻き、播種・移植、収穫、肥料・農薬散布、保全管理、畦畔

草刈りを助成の対象とし、各４千円以内/10a。 

○申 請 先 市町農業担当課  
 

【機械等導入支援】

 
●農業支援グループ等の作業受託に必要な農業機械等の導入を支援し、兼業農

家等の営農継続をサポートする体制整備を推進します。 

②農作業受託面積を１ha以上拡大すること

※広域で活動する場合は別途要件があります。

○対象となる内容　農作業受託に必要な農業用機械・器具等

〇助 成 額 事業費の１／３以内（上限 500万円）

※広域で活動する法人は上限 1,000万円

○申 請 先 市町農業担当課

○対 象 者 農業支援サービス事業者 

○主な要件 ①地域計画の「５ 農業支援サービス事業者一覧」に位置付けられて

いること、または位置づけられることが確実であること。 

 
  

農業支援グループ活用促進事業 

４-２ 

 

４ 経営維持発展を図りたい（兼業農家向け） 

事業担当：農業経営課 

集落営農 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

そ
の
他
作
物 

その他 

●農業支援グループ等の作業受託面積の拡大を支援し、農業支援グループの組

織化・育成を推進します。 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課、各農業改良普及センター 

・農業経営課（０８７-８３２-３４０８） 

 

【農作業面積の拡大支援】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇下記要件を満たす「地域協議会」 

①地域内の農業者、農地所有者等３名以上が構成員であること 

②市町等がオブザーバーとして参画していること 

③規約等が整備されていること 

〇農業を担う者 

 

 

農業を担う者については、地域計画に取組が掲載されていること、または掲載 

することが確実であること 

 
 

    （農地保全環境整備）農地の粗放的管理を効率的かつ低コストで行うための 

農業機械・施設の導入、環境整備に要する経費 

（粗放的管理実証）農地の粗放的管理に必要となる景観・緑肥作物等の種苗代 

など、生産性検証に必要な管理経費 

 
 

事業費の１／３以内（上限 500万円） 

 
 

  

市町農業担当課 

 

 

  

５ 地域の農地の保全を進めたい 

地域計画連動型農地保全事業 
〔農地の最適利用に係る取組みを支援〕 

●地域計画の実現に向けて、地域で実施する農地保全の取組みを実施するた

めに必要な農業用機械の整備等を支援します。 

お問い合わせ先 

・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０８） 

・市町農業担当課 

５-１ 

 

対象者 

対象となる経費 

助成額 

申請先 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

そ
の
他
作
物 

主な要件 

 
 
 
 
 

 
 
 

○対 象 者 農業支援グループ、作業受託に取り組む集落営農法人 

○支援内容 農業支援グループ等が行う作業受託面積が前年度より 10ａ以上拡大

した場合に拡大面積に応じて助成（20万円以内／組織）。なお、当該

事業補助金の交付を受けた実績のある組織は、直近の補助金の交付を

受けた年度の作業受託面積より 10a以上拡大していること。 

○対象とする作業内容、助成単価等 

      耕起、代掻き、播種・移植、収穫、肥料・農薬散布、保全管理、畦畔

草刈りを助成の対象とし、各４千円以内/10a。 

○申 請 先 市町農業担当課  
 

【機械等導入支援】

 
●農業支援グループ等の作業受託に必要な農業機械等の導入を支援し、兼業農

家等の営農継続をサポートする体制整備を推進します。 

②農作業受託面積を１ha以上拡大すること

※広域で活動する場合は別途要件があります。

○対象となる内容　農作業受託に必要な農業用機械・器具等

〇助 成 額 事業費の１／３以内（上限 500万円）

※広域で活動する法人は上限 1,000万円

○申 請 先 市町農業担当課

○対 象 者 農業支援サービス事業者 

○主な要件 ①地域計画の「５ 農業支援サービス事業者一覧」に位置付けられて

いること、または位置づけられることが確実であること。 

 
  

農業支援グループ活用促進事業 

４-２ 

 

４ 経営維持発展を図りたい（兼業農家向け） 

事業担当：農業経営課 

集落営農 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

そ
の
他
作
物 

その他 

●農業支援グループ等の作業受託面積の拡大を支援し、農業支援グループの組

織化・育成を推進します。 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課、各農業改良普及センター 

・農業経営課（０８７-８３２-３４０８） 

 

【農作業面積の拡大支援】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇下記要件を満たす「地域協議会」 

①地域内の農業者、農地所有者等３名以上が構成員であること 

②市町等がオブザーバーとして参画していること 

③規約等が整備されていること 

〇農業を担う者 

 

 

農業を担う者については、地域計画に取組が掲載されていること、または掲載 

することが確実であること 

 
 

    （農地保全環境整備）農地の粗放的管理を効率的かつ低コストで行うための 

農業機械・施設の導入、環境整備に要する経費 

（粗放的管理実証）農地の粗放的管理に必要となる景観・緑肥作物等の種苗代 

など、生産性検証に必要な管理経費 

 
 

事業費の１／３以内（上限 500万円） 

 
 

  

市町農業担当課 

 

 

  

５ 地域の農地の保全を進めたい 

地域計画連動型農地保全事業 
〔農地の最適利用に係る取組みを支援〕 

●地域計画の実現に向けて、地域で実施する農地保全の取組みを実施するた

めに必要な農業用機械の整備等を支援します。 

お問い合わせ先 

・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０８） 

・市町農業担当課 

５-１ 

 

対象者 

対象となる経費 

助成額 

申請先 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

そ
の
他
作
物 

主な要件 

米
　
麦

露
地
野
菜

施
設
野
菜

オ
リ
ー
ブ

そ
の
他
作
物

集落営農 その他
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〇下記要件を満たす「地域協議会」 

①地域内の農業者、農地所有者等３名以上が構成員であること 

②市町等がオブザーバーとして参画していること 

③規約等が整備されていること 

〇農業を担う者 

 

 

農業を担う者については、地域計画に取組が掲載されていること、または掲載 

することが確実であること 

 
 

    （農地保全環境整備）農地の粗放的管理を効率的かつ低コストで行うための 

農業機械・施設の導入、環境整備に要する経費 

（粗放的管理実証）農地の粗放的管理に必要となる景観・緑肥作物等の種苗代 

など、生産性検証に必要な管理経費 

 
 

事業費の１／３以内（上限 500万円） 

 
 

  

市町農業担当課 

 

 

  

５ 地域の農地の保全を進めたい 

地域計画連動型農地保全事業 
〔農地の最適利用に係る取組みを支援〕 

●地域計画の実現に向けて、地域で実施する農地保全の取組みを実施するた

めに必要な農業用機械の整備等を支援します。 

お問い合わせ先 

・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０８） 

・市町農業担当課 

５-１ 

 

対象者 

対象となる経費 

助成額 

申請先 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

そ
の
他
作
物 

主な要件 

 
 
 
 
 

 
 
 

○対 象 者 農業支援グループ、作業受託に取り組む集落営農法人 

○支援内容 農業支援グループ等が行う作業受託面積が前年度より 10ａ以上拡大

した場合に拡大面積に応じて助成（20万円以内／組織）。なお、当該

事業補助金の交付を受けた実績のある組織は、直近の補助金の交付を

受けた年度の作業受託面積より 10a以上拡大していること。 

○対象とする作業内容、助成単価等 

      耕起、代掻き、播種・移植、収穫、肥料・農薬散布、保全管理、畦畔

草刈りを助成の対象とし、各４千円以内/10a。 

○申 請 先 市町農業担当課  
 

【機械等導入支援】

 
●農業支援グループ等の作業受託に必要な農業機械等の導入を支援し、兼業農

家等の営農継続をサポートする体制整備を推進します。 

②農作業受託面積を１ha以上拡大すること

※広域で活動する場合は別途要件があります。

○対象となる内容　農作業受託に必要な農業用機械・器具等

〇助 成 額 事業費の１／３以内（上限 500万円）

※広域で活動する法人は上限 1,000万円

○申 請 先 市町農業担当課

○対 象 者 農業支援サービス事業者 

○主な要件 ①地域計画の「５ 農業支援サービス事業者一覧」に位置付けられて

いること、または位置づけられることが確実であること。 

 
  

農業支援グループ活用促進事業 

４-２ 

 

４ 経営維持発展を図りたい（兼業農家向け） 

事業担当：農業経営課 

集落営農 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

そ
の
他
作
物 

その他 

●農業支援グループ等の作業受託面積の拡大を支援し、農業支援グループの組

織化・育成を推進します。 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課、各農業改良普及センター 

・農業経営課（０８７-８３２-３４０８） 

 

【農作業面積の拡大支援】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇下記要件を満たす「地域協議会」 

①地域内の農業者、農地所有者等３名以上が構成員であること 

②市町等がオブザーバーとして参画していること 

③規約等が整備されていること 

〇農業を担う者 

 

 

農業を担う者については、地域計画に取組が掲載されていること、または掲載 

することが確実であること 

 
 

    （農地保全環境整備）農地の粗放的管理を効率的かつ低コストで行うための 

農業機械・施設の導入、環境整備に要する経費 

（粗放的管理実証）農地の粗放的管理に必要となる景観・緑肥作物等の種苗代 

など、生産性検証に必要な管理経費 

 
 

事業費の１／３以内（上限 500万円） 

 
 

  

市町農業担当課 

 

 

  

５ 地域の農地の保全を進めたい 

地域計画連動型農地保全事業 
〔農地の最適利用に係る取組みを支援〕 

●地域計画の実現に向けて、地域で実施する農地保全の取組みを実施するた

めに必要な農業用機械の整備等を支援します。 

お問い合わせ先 

・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０８） 

・市町農業担当課 

５-１ 

 

対象者 

対象となる経費 

助成額 

申請先 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

そ
の
他
作
物 

主な要件 

 
 
 
 
 

 
 
 

○対 象 者 農業支援グループ、作業受託に取り組む集落営農法人 

○支援内容 農業支援グループ等が行う作業受託面積が前年度より 10ａ以上拡大

した場合に拡大面積に応じて助成（20万円以内／組織）。なお、当該

事業補助金の交付を受けた実績のある組織は、直近の補助金の交付を

受けた年度の作業受託面積より 10a以上拡大していること。 

○対象とする作業内容、助成単価等 

      耕起、代掻き、播種・移植、収穫、肥料・農薬散布、保全管理、畦畔

草刈りを助成の対象とし、各４千円以内/10a。 

○申 請 先 市町農業担当課  
 

【機械等導入支援】

 
●農業支援グループ等の作業受託に必要な農業機械等の導入を支援し、兼業農

家等の営農継続をサポートする体制整備を推進します。 

②農作業受託面積を１ha以上拡大すること

※広域で活動する場合は別途要件があります。

○対象となる内容　農作業受託に必要な農業用機械・器具等

〇助 成 額 事業費の１／３以内（上限 500万円）

※広域で活動する法人は上限 1,000万円

○申 請 先 市町農業担当課

○対 象 者 農業支援サービス事業者 

○主な要件 ①地域計画の「５ 農業支援サービス事業者一覧」に位置付けられて

いること、または位置づけられることが確実であること。 

 
  

農業支援グループ活用促進事業 

４-２ 

 

４ 経営維持発展を図りたい（兼業農家向け） 

事業担当：農業経営課 

集落営農 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

そ
の
他
作
物 

その他 

●農業支援グループ等の作業受託面積の拡大を支援し、農業支援グループの組

織化・育成を推進します。 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課、各農業改良普及センター 

・農業経営課（０８７-８３２-３４０８） 

 

【農作業面積の拡大支援】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇下記要件を満たす「地域協議会」 

①地域内の農業者、農地所有者等３名以上が構成員であること 

②市町等がオブザーバーとして参画していること 

③規約等が整備されていること 

〇農業を担う者 

 

 

農業を担う者については、地域計画に取組が掲載されていること、または掲載 

することが確実であること 

 
 

    （農地保全環境整備）農地の粗放的管理を効率的かつ低コストで行うための 

農業機械・施設の導入、環境整備に要する経費 

（粗放的管理実証）農地の粗放的管理に必要となる景観・緑肥作物等の種苗代 

など、生産性検証に必要な管理経費 

 
 

事業費の１／３以内（上限 500万円） 

 
 

  

市町農業担当課 

 

 

  

５ 地域の農地の保全を進めたい 

地域計画連動型農地保全事業 
〔農地の最適利用に係る取組みを支援〕 

●地域計画の実現に向けて、地域で実施する農地保全の取組みを実施するた

めに必要な農業用機械の整備等を支援します。 

お問い合わせ先 

・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０８） 

・市町農業担当課 

５-１ 

 

対象者 

対象となる経費 

助成額 

申請先 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

そ
の
他
作
物 

主な要件 

そ
の
他
作
物

新規就農 認定農業者 集落営農 その他
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市町が対象獣を有害捕獲した者に奨励金を交付する場合に、補助金を交付し

ます。 

           イノシシ、サル、シカ 

           市町が交付する奨励金の１／２以内（補助上限：4,000 円／頭） 
 

 

 

市町が侵入防止柵（侵入防止柵と一体的に整備するグレーチングを含む）や

捕獲檻を導入する農業者等を支援する場合に、補助金を交付します。 

 

侵入防止柵：２戸以上の農業者（ただし、隣接農地が耕作を行っていない 

場合は、１戸でも可とします。） 

捕獲檻  ：有害鳥獣捕獲に協力し、かつ、当該機材の管理が可能な農業者 

 

事業費の１／３以内 
 

 

 

市町が新規に狩猟免許を取得しようとする農業者等に対し、免許取得に要す 

     る経費を助成する場合に、補助金を交付します。 

 
 

農作物被害軽減のための有害鳥獣捕獲に取り組むことが見込まれ、県の狩猟 

免許試験を受験した農業者等 

           申請手数料の１／２以内（補助上限：2,600円／名） 
 

  

市町農業担当課 
  

６-２ 

 

６ 鳥獣被害を防止したい 

○拡 鳥獣捕獲等助成事業 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

申請先 

●農作物被害を軽減させるため、イノシシ等の捕獲、被害防止施設の整備等を 

支援します。 

 

○拡 【捕獲奨励事業】 

【被害防止施設等整備事業】 

【狩猟免許申請手数料助成事業】 

助成額 

対象者 

 

対象獣 

助成額 

助成額 

対象者 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 野生鳥獣の有害捕獲に係る活動経費を助成します。 
 

 

有害鳥獣捕獲により捕獲されたイノシシ、サル、シカの成獣・幼獣 

      

イノシシ：7,000円/頭、サル：8,000円/頭、シカ：7,000円/頭、 

幼獣：1,000円/頭 

※５-２の「捕獲奨励事業」により、上乗せがあります。 

 

 

 侵入防止柵や捕獲機材の導入経費等を支援します。 

 
 

 市町の鳥獣被害対策協議会 
 

 

侵入防止柵等の鳥獣被害防止施設の整備、箱わな等の捕獲機材の整備、 

捕獲従事者向け技術講習会の開催、緩衝帯の設置等 
 

     

 ・侵入防止柵：事業費の１／２以内、自力施工を行う場合は、資材費相当分 

  （ハード） を定額補助。 

 ・その他  ：事業費の１／２以内、市町の鳥獣被害対策実施隊が行う活動 

   （ソフト） は定額補助。 

  

市町農業担当課 
  

６-１ 
農業経営課 

●市町が作成する「被害防止計画」に基づき、農作物等に被害を及ぼす鳥獣

の捕獲、被害防除、生息環境管理等の取組みを総合的に支援します。 
 

鳥獣被害防止総合対策交付金事業（国補事業） 
 

６ 鳥獣被害を防止したい 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

申請先 

事業担当：

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

そ
の
他
作
物 

【鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業】 

【鳥獣被害防止総合支援事業】 

対象となる有害鳥獣 

助成額 

事業実施主体 

支援内容 

助成額 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 野生鳥獣の有害捕獲に係る活動経費を助成します。 
 

 

有害鳥獣捕獲により捕獲されたイノシシ、サル、シカの成獣・幼獣 

      

イノシシ：7,000円/頭、サル：8,000円/頭、シカ：7,000円/頭、 

幼獣：1,000円/頭 

※５-２の「捕獲奨励事業」により、上乗せがあります。 

 

 

 侵入防止柵や捕獲機材の導入経費等を支援します。 

 
 

 市町の鳥獣被害対策協議会 
 

 

侵入防止柵等の鳥獣被害防止施設の整備、箱わな等の捕獲機材の整備、 

捕獲従事者向け技術講習会の開催、緩衝帯の設置等 
 

     

 ・侵入防止柵：事業費の１／２以内、自力施工を行う場合は、資材費相当分 

  （ハード） を定額補助。 

 ・その他  ：事業費の１／２以内、市町の鳥獣被害対策実施隊が行う活動 

   （ソフト） は定額補助。 

  

市町農業担当課 
  

６-１ 
農業経営課 

●市町が作成する「被害防止計画」に基づき、農作物等に被害を及ぼす鳥獣

の捕獲、被害防除、生息環境管理等の取組みを総合的に支援します。 
 

鳥獣被害防止総合対策交付金事業（国補事業） 
 

６ 鳥獣被害を防止したい 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

申請先 

事業担当：

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

そ
の
他
作
物 

【鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業】 

【鳥獣被害防止総合支援事業】 

対象となる有害鳥獣 

助成額 

事業実施主体 

支援内容 

助成額 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
市町が対象獣を有害捕獲した者に奨励金を交付する場合に、補助金を交付し

ます。 

           イノシシ、サル、シカ 

           市町が交付する奨励金の１／２以内（補助上限：4,000 円／頭） 
 

 

 

市町が侵入防止柵（侵入防止柵と一体的に整備するグレーチングを含む）や

捕獲檻を導入する農業者等を支援する場合に、補助金を交付します。 

 

侵入防止柵：２戸以上の農業者（ただし、隣接農地が耕作を行っていない 

場合は、１戸でも可とします。） 

捕獲檻  ：有害鳥獣捕獲に協力し、かつ、当該機材の管理が可能な農業者 

 

事業費の１／３以内 
 

 

 

市町が新規に狩猟免許を取得しようとする農業者等に対し、免許取得に要す 

     る経費を助成する場合に、補助金を交付します。 

 
 

農作物被害軽減のための有害鳥獣捕獲に取り組むことが見込まれ、県の狩猟 

免許試験を受験した農業者等 

           申請手数料の１／２以内（補助上限：2,600円／名） 
 

  

市町農業担当課 
  

６-２ 

 

６ 鳥獣被害を防止したい 

○拡 鳥獣捕獲等助成事業 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

申請先 

●農作物被害を軽減させるため、イノシシ等の捕獲、被害防止施設の整備等を 

支援します。 

 

○拡 【捕獲奨励事業】 

【被害防止施設等整備事業】 

【狩猟免許申請手数料助成事業】 

助成額 

対象者 

 

対象獣 

助成額 

助成額 

対象者 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
市町が対象獣を有害捕獲した者に奨励金を交付する場合に、補助金を交付し

ます。 

           イノシシ、サル、シカ 

           市町が交付する奨励金の１／２以内（補助上限：4,000 円／頭） 
 

 

 

市町が侵入防止柵（侵入防止柵と一体的に整備するグレーチングを含む）や

捕獲檻を導入する農業者等を支援する場合に、補助金を交付します。 

 

侵入防止柵：２戸以上の農業者（ただし、隣接農地が耕作を行っていない 

場合は、１戸でも可とします。） 

捕獲檻  ：有害鳥獣捕獲に協力し、かつ、当該機材の管理が可能な農業者 

 

事業費の１／３以内 
 

 

 

市町が新規に狩猟免許を取得しようとする農業者等に対し、免許取得に要す 

     る経費を助成する場合に、補助金を交付します。 

 
 

農作物被害軽減のための有害鳥獣捕獲に取り組むことが見込まれ、県の狩猟 

免許試験を受験した農業者等 

           申請手数料の１／２以内（補助上限：2,600円／名） 
 

  

市町農業担当課 
  

６-２ 

 

６ 鳥獣被害を防止したい 

○拡 鳥獣捕獲等助成事業 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

申請先 

●農作物被害を軽減させるため、イノシシ等の捕獲、被害防止施設の整備等を 

支援します。 

 

○拡 【捕獲奨励事業】 

【被害防止施設等整備事業】 

【狩猟免許申請手数料助成事業】 

助成額 

対象者 

 

対象獣 

助成額 

助成額 

対象者 

米
　
麦

露
地
野
菜

施
設
野
菜

果
　
樹

花
き
・
盆
栽

オ
リ
ー
ブ

そ
の
他
作
物

新規就農 認定農業者 集落営農 その他
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市町が対象獣を有害捕獲した者に奨励金を交付する場合に、補助金を交付し

ます。 

           イノシシ、サル、シカ 

           市町が交付する奨励金の１／２以内（補助上限：4,000 円／頭） 
 

 

 

市町が侵入防止柵（侵入防止柵と一体的に整備するグレーチングを含む）や

捕獲檻を導入する農業者等を支援する場合に、補助金を交付します。 

 

侵入防止柵：２戸以上の農業者（ただし、隣接農地が耕作を行っていない 

場合は、１戸でも可とします。） 

捕獲檻  ：有害鳥獣捕獲に協力し、かつ、当該機材の管理が可能な農業者 

 

事業費の１／３以内 
 

 

 

市町が新規に狩猟免許を取得しようとする農業者等に対し、免許取得に要す 

     る経費を助成する場合に、補助金を交付します。 

 
 

農作物被害軽減のための有害鳥獣捕獲に取り組むことが見込まれ、県の狩猟 

免許試験を受験した農業者等 

           申請手数料の１／２以内（補助上限：2,600円／名） 
 

  

市町農業担当課 
  

６-２ 

 

６ 鳥獣被害を防止したい 

○拡 鳥獣捕獲等助成事業 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

申請先 

●農作物被害を軽減させるため、イノシシ等の捕獲、被害防止施設の整備等を 

支援します。 

 

○拡 【捕獲奨励事業】 

【被害防止施設等整備事業】 

【狩猟免許申請手数料助成事業】 

助成額 

対象者 

 

対象獣 

助成額 

助成額 

対象者 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 野生鳥獣の有害捕獲に係る活動経費を助成します。 
 

 

有害鳥獣捕獲により捕獲されたイノシシ、サル、シカの成獣・幼獣 

      

イノシシ：7,000円/頭、サル：8,000円/頭、シカ：7,000円/頭、 

幼獣：1,000円/頭 

※５-２の「捕獲奨励事業」により、上乗せがあります。 

 

 

 侵入防止柵や捕獲機材の導入経費等を支援します。 

 
 

 市町の鳥獣被害対策協議会 
 

 

侵入防止柵等の鳥獣被害防止施設の整備、箱わな等の捕獲機材の整備、 

捕獲従事者向け技術講習会の開催、緩衝帯の設置等 
 

     

 ・侵入防止柵：事業費の１／２以内、自力施工を行う場合は、資材費相当分 

  （ハード） を定額補助。 

 ・その他  ：事業費の１／２以内、市町の鳥獣被害対策実施隊が行う活動 

   （ソフト） は定額補助。 

  

市町農業担当課 
  

６-１ 
農業経営課 

●市町が作成する「被害防止計画」に基づき、農作物等に被害を及ぼす鳥獣

の捕獲、被害防除、生息環境管理等の取組みを総合的に支援します。 
 

鳥獣被害防止総合対策交付金事業（国補事業） 
 

６ 鳥獣被害を防止したい 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

申請先 

事業担当：

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

そ
の
他
作
物 

【鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業】 

【鳥獣被害防止総合支援事業】 

対象となる有害鳥獣 

助成額 

事業実施主体 

支援内容 

助成額 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
市町が対象獣を有害捕獲した者に奨励金を交付する場合に、補助金を交付し

ます。 

           イノシシ、サル、シカ 

           市町が交付する奨励金の１／２以内（補助上限：4,000 円／頭） 
 

 

 

市町が侵入防止柵（侵入防止柵と一体的に整備するグレーチングを含む）や

捕獲檻を導入する農業者等を支援する場合に、補助金を交付します。 

 

侵入防止柵：２戸以上の農業者（ただし、隣接農地が耕作を行っていない 

場合は、１戸でも可とします。） 

捕獲檻  ：有害鳥獣捕獲に協力し、かつ、当該機材の管理が可能な農業者 

 

事業費の１／３以内 
 

 

 

市町が新規に狩猟免許を取得しようとする農業者等に対し、免許取得に要す 

     る経費を助成する場合に、補助金を交付します。 

 
 

農作物被害軽減のための有害鳥獣捕獲に取り組むことが見込まれ、県の狩猟 

免許試験を受験した農業者等 

           申請手数料の１／２以内（補助上限：2,600円／名） 
 

  

市町農業担当課 
  

６-２ 

 

６ 鳥獣被害を防止したい 

○拡 鳥獣捕獲等助成事業 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

申請先 

●農作物被害を軽減させるため、イノシシ等の捕獲、被害防止施設の整備等を 

支援します。 

 

○拡 【捕獲奨励事業】 

【被害防止施設等整備事業】 

【狩猟免許申請手数料助成事業】 

助成額 

対象者 

 

対象獣 

助成額 

助成額 

対象者 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
市町が対象獣を有害捕獲した者に奨励金を交付する場合に、補助金を交付し

ます。 

           イノシシ、サル、シカ 

           市町が交付する奨励金の１／２以内（補助上限：4,000 円／頭） 
 

 

 

市町が侵入防止柵（侵入防止柵と一体的に整備するグレーチングを含む）や

捕獲檻を導入する農業者等を支援する場合に、補助金を交付します。 

 

侵入防止柵：２戸以上の農業者（ただし、隣接農地が耕作を行っていない 

場合は、１戸でも可とします。） 

捕獲檻  ：有害鳥獣捕獲に協力し、かつ、当該機材の管理が可能な農業者 

 

事業費の１／３以内 
 

 

 

市町が新規に狩猟免許を取得しようとする農業者等に対し、免許取得に要す 

     る経費を助成する場合に、補助金を交付します。 

 
 

農作物被害軽減のための有害鳥獣捕獲に取り組むことが見込まれ、県の狩猟 

免許試験を受験した農業者等 

           申請手数料の１／２以内（補助上限：2,600円／名） 
 

  

市町農業担当課 
  

６-２ 

 

６ 鳥獣被害を防止したい 

○拡 鳥獣捕獲等助成事業 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

申請先 

●農作物被害を軽減させるため、イノシシ等の捕獲、被害防止施設の整備等を 

支援します。 

 

○拡 【捕獲奨励事業】 

【被害防止施設等整備事業】 

【狩猟免許申請手数料助成事業】 

助成額 

対象者 

 

対象獣 

助成額 

助成額 

対象者 

米
　
麦

露
地
野
菜

施
設
野
菜

果
　
樹

花
き
・
盆
栽

畜
　
産

オ
リ
ー
ブ

そ
の
他
作
物

新規就農 認定農業者 集落営農 その他
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みどり認定者、エコファーマー、認定農業者、認定新規就農者 

 

 

 

・ＵＶ－Ｂ蛍光灯 

・防蛾灯 

・土壌消毒用被覆資材 

・生物農薬ダクト内投入機 

・赤色防虫灯 

     ・水位センサー 

    ・LED電照 

   ※技術導入面積の拡大（10%以上）や既導入技術の機能向上も対象。 

 

 

事業費の１／３以内（上限 500千円） 

※事業費の下限 50千円 

 

 

 

  市町農業担当課 

 

 

 

 

 

  

７ 環境にやさしい農業に取り組みたい 

環境にやさしい農業普及・拡大支援事業 

７-２ 

 

申請先 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

露
地
野
菜 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

そ
の
他
作
物 

対象者 

 

対象となる技術（設備等） 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

●環境にやさしい農業の普及・拡大を図るため、グリーンな栽培体系の現地実証

を通じて有効性が確認された、環境にやさしい栽培技術を導入する農業者を支援

します。 

ます。 

助成額 

イチゴへのＵＶ－Ｂ照射      土壌消毒用資材の被覆 

 
 
 
 
  

 

 

 

 
 

 

 

（１）農業者の組織する団体 

複数の農業者、又は複数の農業者及び地域住民等の地域の実情に応じ 

た方々によって構成される任意組織 

（２）一定の条件を満たす農業者（個人・法人） 

以下のいずれかの条件に該当するとともに、市町が特に認める場合  

・集落の耕地面積の一定割合以上の農地において、対象活動を行う農業者 

・複数の農業者で構成される法人 

 

 

・主作物について販売することを目的に生産を行っていること。 

・環境負荷低減のチェックシートの取組にチェックした上で提出すること。  

 

 

国が定める「自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産 

活動の実施を推進するための活動」のうち、いずれか１つ以上を実施。 

 

 

・有機農業 ：14,000 円/10a    ・堆肥の施用： 3,600 円/10a 

・緑肥の施用： 5,000 円/10a    ・総合防除 ： 4,000 円/10a 

・炭の投入 ： 5,000 円/10a 

※取組拡大加算（有機農業の新規取組に係る指導等の活動）：4,000円など 

※本制度は、予算の範囲内で交付金を交付する仕組みです。 

申請額の合計が予算額を上回った場合、交付金が減額されることがあります。 
 

市町農業担当課 

 

 

・市町農業担当課

お問い合わせ先

７ 環境にやさしい農業に取り組みたい 

環境保全型農業直接支払交付金事業（国補事業） 

７-１ 

 

対象取組・交付単価 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

そ
の
他
作
物 

対象者 

支援対象となる農業者の要件 

事業要件（推進活動の実施） 

●農業者が組織する団体等が、化学肥料・化学農薬を５割以上低減する取組と合わ

せて、地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い農業生産活動等に取り組む

場合、国の支援が受けられます。 

申請先 

 
 
 
 
  

 

 

 

 
 

 

 

（１）農業者の組織する団体 

複数の農業者、又は複数の農業者及び地域住民等の地域の実情に応じ 

た方々によって構成される任意組織 

（２）一定の条件を満たす農業者（個人・法人） 

以下のいずれかの条件に該当するとともに、市町が特に認める場合  

・集落の耕地面積の一定割合以上の農地において、対象活動を行う農業者 

・複数の農業者で構成される法人 

 

 

・主作物について販売することを目的に生産を行っていること。 

・環境負荷低減のチェックシートの取組にチェックした上で提出すること。  

 

 

国が定める「自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産 

活動の実施を推進するための活動」のうち、いずれか１つ以上を実施。 

 

 

・有機農業 ：14,000 円/10a    ・堆肥の施用： 3,600 円/10a 

・緑肥の施用： 5,000 円/10a    ・総合防除 ： 4,000 円/10a 

・炭の投入 ： 5,000 円/10a 

※取組拡大加算（有機農業の新規取組に係る指導等の活動）：4,000円など 

※本制度は、予算の範囲内で交付金を交付する仕組みです。 

申請額の合計が予算額を上回った場合、交付金が減額されることがあります。 
 

市町農業担当課 

 

 

・市町農業担当課

お問い合わせ先

７ 環境にやさしい農業に取り組みたい 

環境保全型農業直接支払交付金事業（国補事業） 

７-１ 

 

対象取組・交付単価 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 
オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

そ
の
他
作
物 

対象者 

支援対象となる農業者の要件 

事業要件（推進活動の実施） 

●農業者が組織する団体等が、化学肥料・化学農薬を５割以上低減する取組と合わ

せて、地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い農業生産活動等に取り組む

場合、国の支援が受けられます。 

申請先 

 
 
 
 
  

 

 

 

 
 

 

 

（１）農業者の組織する団体 

複数の農業者、又は複数の農業者及び地域住民等の地域の実情に応じ 

た方々によって構成される任意組織 

（２）一定の条件を満たす農業者（個人・法人） 

以下のいずれかの条件に該当するとともに、市町が特に認める場合  

・集落の耕地面積の一定割合以上の農地において、対象活動を行う農業者 

・複数の農業者で構成される法人 

 

 

・主作物について販売することを目的に生産を行っていること。 

・環境負荷低減のチェックシートの取組にチェックした上で提出すること。  

 

 

国が定める「自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産 

活動の実施を推進するための活動」のうち、いずれか１つ以上を実施。 

 

 

・有機農業 ：14,000 円/10a    ・堆肥の施用： 3,600 円/10a 

・緑肥の施用： 5,000 円/10a    ・総合防除 ： 4,000 円/10a 

・炭の投入 ： 5,000 円/10a 

※取組拡大加算（有機農業の新規取組に係る指導等の活動）：4,000円など 

※本制度は、予算の範囲内で交付金を交付する仕組みです。 

申請額の合計が予算額を上回った場合、交付金が減額されることがあります。 
 

市町農業担当課 

 

 

・市町農業担当課

お問い合わせ先

７ 環境にやさしい農業に取り組みたい 

環境保全型農業直接支払交付金事業（国補事業） 

７-１ 

 

対象取組・交付単価 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

そ
の
他
作
物 

対象者 

支援対象となる農業者の要件 

事業要件（推進活動の実施） 

●農業者が組織する団体等が、化学肥料・化学農薬を５割以上低減する取組と合わ

せて、地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い農業生産活動等に取り組む

場合、国の支援が受けられます。 

申請先 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

みどり認定者、エコファーマー、認定農業者、認定新規就農者 

 

 

 

・ＵＶ－Ｂ蛍光灯 

・防蛾灯 

・土壌消毒用被覆資材 

・生物農薬ダクト内投入機 

・赤色防虫灯 

     ・水位センサー 

    ・LED電照 

   ※技術導入面積の拡大（10%以上）や既導入技術の機能向上も対象。 

 

 

事業費の１／３以内（上限 500千円） 

※事業費の下限 50千円 

 

 

 

  市町農業担当課 

 

 

 

 

 

  

７ 環境にやさしい農業に取り組みたい 

環境にやさしい農業普及・拡大支援事業 

７-２ 

 

申請先 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

露
地
野
菜 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

そ
の
他
作
物 

対象者 

 

対象となる技術（設備等） 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

●環境にやさしい農業の普及・拡大を図るため、グリーンな栽培体系の現地実証

を通じて有効性が確認された、環境にやさしい栽培技術を導入する農業者を支援

します。 

ます。 

助成額 

イチゴへのＵＶ－Ｂ照射      土壌消毒用資材の被覆 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

みどり認定者、エコファーマー、認定農業者、認定新規就農者 

 

 

 

・ＵＶ－Ｂ蛍光灯 

・防蛾灯 

・土壌消毒用被覆資材 

・生物農薬ダクト内投入機 

・赤色防虫灯 

     ・水位センサー 

    ・LED電照 

   ※技術導入面積の拡大（10%以上）や既導入技術の機能向上も対象。 

 

 

事業費の１／３以内（上限 500千円） 

※事業費の下限 50千円 

 

 

 

  市町農業担当課 

 

 

 

 

 

  

７ 環境にやさしい農業に取り組みたい 

環境にやさしい農業普及・拡大支援事業 

７-２ 

 

申請先 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

露
地
野
菜 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

そ
の
他
作
物 

対象者 

 

対象となる技術（設備等） 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

●環境にやさしい農業の普及・拡大を図るため、グリーンな栽培体系の現地実証

を通じて有効性が確認された、環境にやさしい栽培技術を導入する農業者を支援

します。 

ます。 

助成額 

イチゴへのＵＶ－Ｂ照射      土壌消毒用資材の被覆 

米
　
麦

露
地
野
菜

施
設
野
菜

果
　
樹

花
き
・
盆
栽

オ
リ
ー
ブ

そ
の
他
作
物

新規就農 認定農業者 集落営農 その他
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みどり認定者、エコファーマー、認定農業者、認定新規就農者 

 

 

 

・ＵＶ－Ｂ蛍光灯 

・防蛾灯 

・土壌消毒用被覆資材 

・生物農薬ダクト内投入機 

・赤色防虫灯 

     ・水位センサー 

    ・LED電照 

   ※技術導入面積の拡大（10%以上）や既導入技術の機能向上も対象。 

 

 

事業費の１／３以内（上限 500千円） 

※事業費の下限 50千円 

 

 

 

  市町農業担当課 

 

 

 

 

 

  

７ 環境にやさしい農業に取り組みたい 

環境にやさしい農業普及・拡大支援事業 

７-２ 

 

申請先 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

露
地
野
菜 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

そ
の
他
作
物 

対象者 

 

対象となる技術（設備等） 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

●環境にやさしい農業の普及・拡大を図るため、グリーンな栽培体系の現地実証

を通じて有効性が確認された、環境にやさしい栽培技術を導入する農業者を支援

します。 

ます。 

助成額 

イチゴへのＵＶ－Ｂ照射      土壌消毒用資材の被覆 

 
 
 
 
  

 

 

 

 
 

 

 

（１）農業者の組織する団体 

複数の農業者、又は複数の農業者及び地域住民等の地域の実情に応じ 

た方々によって構成される任意組織 

（２）一定の条件を満たす農業者（個人・法人） 

以下のいずれかの条件に該当するとともに、市町が特に認める場合  

・集落の耕地面積の一定割合以上の農地において、対象活動を行う農業者 

・複数の農業者で構成される法人 

 

 

・主作物について販売することを目的に生産を行っていること。 

・環境負荷低減のチェックシートの取組にチェックした上で提出すること。  

 

 

国が定める「自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産 

活動の実施を推進するための活動」のうち、いずれか１つ以上を実施。 

 

 

・有機農業 ：14,000 円/10a    ・堆肥の施用： 3,600 円/10a 

・緑肥の施用： 5,000 円/10a    ・総合防除 ： 4,000 円/10a 

・炭の投入 ： 5,000 円/10a 

※取組拡大加算（有機農業の新規取組に係る指導等の活動）：4,000円など 

※本制度は、予算の範囲内で交付金を交付する仕組みです。 

申請額の合計が予算額を上回った場合、交付金が減額されることがあります。 
 

市町農業担当課 

 

 

・市町農業担当課

お問い合わせ先

７ 環境にやさしい農業に取り組みたい 

環境保全型農業直接支払交付金事業（国補事業） 

７-１ 

 

対象取組・交付単価 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

そ
の
他
作
物 

対象者 

支援対象となる農業者の要件 

事業要件（推進活動の実施） 

●農業者が組織する団体等が、化学肥料・化学農薬を５割以上低減する取組と合わ

せて、地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い農業生産活動等に取り組む

場合、国の支援が受けられます。 

申請先 

 
 
 
 
  

 

 

 

 
 

 

 

（１）農業者の組織する団体 

複数の農業者、又は複数の農業者及び地域住民等の地域の実情に応じ 

た方々によって構成される任意組織 

（２）一定の条件を満たす農業者（個人・法人） 

以下のいずれかの条件に該当するとともに、市町が特に認める場合  

・集落の耕地面積の一定割合以上の農地において、対象活動を行う農業者 

・複数の農業者で構成される法人 

 

 

・主作物について販売することを目的に生産を行っていること。 

・環境負荷低減のチェックシートの取組にチェックした上で提出すること。  

 

 

国が定める「自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産 

活動の実施を推進するための活動」のうち、いずれか１つ以上を実施。 

 

 

・有機農業 ：14,000 円/10a    ・堆肥の施用： 3,600 円/10a 

・緑肥の施用： 5,000 円/10a    ・総合防除 ： 4,000 円/10a 

・炭の投入 ： 5,000 円/10a 

※取組拡大加算（有機農業の新規取組に係る指導等の活動）：4,000円など 

※本制度は、予算の範囲内で交付金を交付する仕組みです。 

申請額の合計が予算額を上回った場合、交付金が減額されることがあります。 
 

市町農業担当課 

 

 

・市町農業担当課

お問い合わせ先

７ 環境にやさしい農業に取り組みたい 

環境保全型農業直接支払交付金事業（国補事業） 

７-１ 

 

対象取組・交付単価 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

そ
の
他
作
物 

対象者 

支援対象となる農業者の要件 

事業要件（推進活動の実施） 

●農業者が組織する団体等が、化学肥料・化学農薬を５割以上低減する取組と合わ

せて、地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い農業生産活動等に取り組む

場合、国の支援が受けられます。 

申請先 

 
 
 
 
  

 

 

 

 
 

 

 

（１）農業者の組織する団体 

複数の農業者、又は複数の農業者及び地域住民等の地域の実情に応じ 

た方々によって構成される任意組織 

（２）一定の条件を満たす農業者（個人・法人） 

以下のいずれかの条件に該当するとともに、市町が特に認める場合  

・集落の耕地面積の一定割合以上の農地において、対象活動を行う農業者 

・複数の農業者で構成される法人 

 

 

・主作物について販売することを目的に生産を行っていること。 

・環境負荷低減のチェックシートの取組にチェックした上で提出すること。  

 

 

国が定める「自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産 

活動の実施を推進するための活動」のうち、いずれか１つ以上を実施。 

 

 

・有機農業 ：14,000 円/10a    ・堆肥の施用： 3,600 円/10a 

・緑肥の施用： 5,000 円/10a    ・総合防除 ： 4,000 円/10a 

・炭の投入 ： 5,000 円/10a 

※取組拡大加算（有機農業の新規取組に係る指導等の活動）：4,000円など 

※本制度は、予算の範囲内で交付金を交付する仕組みです。 

申請額の合計が予算額を上回った場合、交付金が減額されることがあります。 
 

市町農業担当課 

 

 

・市町農業担当課

お問い合わせ先

７ 環境にやさしい農業に取り組みたい 

環境保全型農業直接支払交付金事業（国補事業） 

７-１ 

 

対象取組・交付単価 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

そ
の
他
作
物 

対象者 

支援対象となる農業者の要件 

事業要件（推進活動の実施） 

●農業者が組織する団体等が、化学肥料・化学農薬を５割以上低減する取組と合わ

せて、地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い農業生産活動等に取り組む

場合、国の支援が受けられます。 

申請先 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

みどり認定者、エコファーマー、認定農業者、認定新規就農者 

 

 

 

・ＵＶ－Ｂ蛍光灯 

・防蛾灯 

・土壌消毒用被覆資材 

・生物農薬ダクト内投入機 

・赤色防虫灯 

     ・水位センサー 

    ・LED電照 

   ※技術導入面積の拡大（10%以上）や既導入技術の機能向上も対象。 

 

 

事業費の１／３以内（上限 500千円） 

※事業費の下限 50千円 

 

 

 

  市町農業担当課 

 

 

 

 

 

  

７ 環境にやさしい農業に取り組みたい 

環境にやさしい農業普及・拡大支援事業 

７-２ 

 

申請先 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

露
地
野
菜 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

そ
の
他
作
物 

対象者 

 

対象となる技術（設備等） 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

●環境にやさしい農業の普及・拡大を図るため、グリーンな栽培体系の現地実証

を通じて有効性が確認された、環境にやさしい栽培技術を導入する農業者を支援

します。 

ます。 

助成額 

イチゴへのＵＶ－Ｂ照射      土壌消毒用資材の被覆 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

みどり認定者、エコファーマー、認定農業者、認定新規就農者 

 

 

 

・ＵＶ－Ｂ蛍光灯 

・防蛾灯 

・土壌消毒用被覆資材 

・生物農薬ダクト内投入機 

・赤色防虫灯 

     ・水位センサー 

    ・LED電照 

   ※技術導入面積の拡大（10%以上）や既導入技術の機能向上も対象。 

 

 

事業費の１／３以内（上限 500千円） 

※事業費の下限 50千円 

 

 

 

  市町農業担当課 

 

 

 

 

 

  

７ 環境にやさしい農業に取り組みたい 

環境にやさしい農業普及・拡大支援事業 

７-２ 

 

申請先 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

露
地
野
菜 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

そ
の
他
作
物 

対象者 

 

対象となる技術（設備等） 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

●環境にやさしい農業の普及・拡大を図るため、グリーンな栽培体系の現地実証

を通じて有効性が確認された、環境にやさしい栽培技術を導入する農業者を支援

します。 

ます。 

助成額 

イチゴへのＵＶ－Ｂ照射      土壌消毒用資材の被覆 

米
　
麦

露
地
野
菜

施
設
野
菜

果
　
樹

花
き
・
盆
栽

そ
の
他
作
物

新規就農 認定農業者 集落営農 その他
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（１）有機農業に取り組む新規就農者 

（２）慣行栽培から有機農業への転換に取り組む農業者 
 

 

 

慣行栽培から有機農業への転換初年度となる農地 
 

 

 

将来的に国際水準の有機農業に取り組むこと及び、「みどり認定」を 

受けている又は受ける予定があること等 
 

 

 

２万円/10a以内 

※本制度は、予算の範囲内で交付金を交付する仕組みです。 

申請額の合計が予算額を上回った場合、交付金が減額されることが 

あります。 
 

 

 

  市町農業担当課 

 

 

 

 

  

７ 環境にやさしい農業に取り組みたい 

有機転換推進事業（国補事業） 

７-３ 

 

交付単価 

申請先 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

そ
の
他
作
物 

対象者 

対象農地 

事業要件 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

●新たに有機農業への転換等を実施する農業者に対して、有機種苗の購入、土づく

り、病害虫が発生しにくいほ場環境の整備、有機農業の生産開始に必要な取組み

を支援します。 

 

 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

（１）有機農業に取り組む新規就農者 

（２）慣行栽培から有機農業への転換に取り組む農業者 
 

 

 

慣行栽培から有機農業への転換初年度となる農地 
 

 

 

将来的に国際水準の有機農業に取り組むこと及び、「みどり認定」を 

受けている又は受ける予定があること等 
 

 

 

２万円/10a以内 

※本制度は、予算の範囲内で交付金を交付する仕組みです。 

申請額の合計が予算額を上回った場合、交付金が減額されることが 

あります。 
 

 

 

  市町農業担当課 

 

 

 

 

  

７ 環境にやさしい農業に取り組みたい 

有機転換推進事業（国補事業） 

７-３ 

 

交付単価 

申請先 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

そ
の
他
作
物 

対象者 

対象農地 

事業要件 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

●新たに有機農業への転換等を実施する農業者に対して、有機種苗の購入、土づく

り、病害虫が発生しにくいほ場環境の整備、有機農業の生産開始に必要な取組み

を支援します。 

 

 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

（１）有機農業に取り組む新規就農者 

（２）慣行栽培から有機農業への転換に取り組む農業者 
 

 

 

慣行栽培から有機農業への転換初年度となる農地 
 

 

 

将来的に国際水準の有機農業に取り組むこと及び、「みどり認定」を 

受けている又は受ける予定があること等 
 

 

 

２万円/10a以内 

※本制度は、予算の範囲内で交付金を交付する仕組みです。 

申請額の合計が予算額を上回った場合、交付金が減額されることが 

あります。 
 

 

 

  市町農業担当課 

 

 

 

 

  

７ 環境にやさしい農業に取り組みたい 

有機転換推進事業（国補事業） 

７-３ 

 

交付単価 

申請先 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

そ
の
他
作
物 

対象者 

対象農地 

事業要件 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

●新たに有機農業への転換等を実施する農業者に対して、有機種苗の購入、土づく

り、病害虫が発生しにくいほ場環境の整備、有機農業の生産開始に必要な取組み

を支援します。 
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菜
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菜
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①認定農業者 ②認定新規就農者 ③営農組織 ④集落営農組織

※ ④は高品質種子生産タイプのみ対象。

１）生産力向上農業機械等整備事業（米麦等生産性向上タイプ）

土地利用型作物の生産性向上に必要な営農用機械・器具

（乗用トラクター、直進アシスト機能付田植機、色彩選別機 等）

２）水稲生産性向上対策事業

（１）種子生産タイプ 土地利用型作物の種子生産において、高品質化・生産

性向上に必要な営農用機械・器具

（２）水稲苗生産タイプ 販売目的の水稲苗の生産に必要な営農用機械・器具

※１台当たりの本体見積価格が 50 万円以上の営農用機械・器具が対象。
※過剰投資抑止の観点から、適正な規模・性能の機械・器具に限る。

１）事業費の30％以内、１/３以内（市町が補助する場合）

上限300万円（市町が補助する場合330万円）

２）事業費の１/２以内（上限 500 万円）

　　なお、規模拡大や作付面積の拡大、一等米比率、二毛作の割合、単収向上等

　の要件が設定されており、目標年度において確実に達成する必要があります。

市町農業担当課

対象者

対象となる整備内容

助成額

申請先

お問い合わせ先

・市町農業担当課

・各農業改良普及センター

 
 

 

 

 
 
 
 
 

○拡かがわの水田農業競争力強化対策事業 
〔米麦等の生産性向上と担い手の経営発展を支援〕 

●土地利用型作物（水稲・麦類・大豆）の規模拡大や高品質化、種苗の生

産に必要な営農用機械・器具の整備を支援します。 

８-１ 

 

事業担当：農業生産流通課 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

米 

麦 
新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

（１）有機農業に取り組む新規就農者 

（２）慣行栽培から有機農業への転換に取り組む農業者 
 

 

 

慣行栽培から有機農業への転換初年度となる農地 
 

 

 

将来的に国際水準の有機農業に取り組むこと及び、「みどり認定」を 

受けている又は受ける予定があること等 
 

 

 

２万円/10a以内 

※本制度は、予算の範囲内で交付金を交付する仕組みです。 

申請額の合計が予算額を上回った場合、交付金が減額されることが 

あります。 
 

 

 

  市町農業担当課 

 

 

 

 

  

７ 環境にやさしい農業に取り組みたい 

有機転換推進事業（国補事業） 

７-３ 

 

交付単価 

申請先 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

そ
の
他
作
物 

対象者 

対象農地 

事業要件 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

●新たに有機農業への転換等を実施する農業者に対して、有機種苗の購入、土づく

り、病害虫が発生しにくいほ場環境の整備、有機農業の生産開始に必要な取組み

を支援します。 

 

 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

（１）有機農業に取り組む新規就農者 

（２）慣行栽培から有機農業への転換に取り組む農業者 
 

 

 

慣行栽培から有機農業への転換初年度となる農地 
 

 

 

将来的に国際水準の有機農業に取り組むこと及び、「みどり認定」を 

受けている又は受ける予定があること等 
 

 

 

２万円/10a以内 

※本制度は、予算の範囲内で交付金を交付する仕組みです。 

申請額の合計が予算額を上回った場合、交付金が減額されることが 

あります。 
 

 

 

  市町農業担当課 

 

 

 

 

  

７ 環境にやさしい農業に取り組みたい 

有機転換推進事業（国補事業） 

７-３ 

 

交付単価 

申請先 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

そ
の
他
作
物 

対象者 

対象農地 

事業要件 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

●新たに有機農業への転換等を実施する農業者に対して、有機種苗の購入、土づく

り、病害虫が発生しにくいほ場環境の整備、有機農業の生産開始に必要な取組み

を支援します。 

 

 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

（１）有機農業に取り組む新規就農者 

（２）慣行栽培から有機農業への転換に取り組む農業者 
 

 

 

慣行栽培から有機農業への転換初年度となる農地 
 

 

 

将来的に国際水準の有機農業に取り組むこと及び、「みどり認定」を 

受けている又は受ける予定があること等 
 

 

 

２万円/10a以内 

※本制度は、予算の範囲内で交付金を交付する仕組みです。 

申請額の合計が予算額を上回った場合、交付金が減額されることが 

あります。 
 

 

 

  市町農業担当課 

 

 

 

 

  

７ 環境にやさしい農業に取り組みたい 

有機転換推進事業（国補事業） 

７-３ 

 

交付単価 

申請先 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

そ
の
他
作
物 

対象者 

対象農地 

事業要件 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

●新たに有機農業への転換等を実施する農業者に対して、有機種苗の購入、土づく

り、病害虫が発生しにくいほ場環境の整備、有機農業の生産開始に必要な取組み

を支援します。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①認定農業者 ②認定新規就農者 ③営農組織 ④集落営農組織

※ ④は高品質種子生産タイプのみ対象。

１）生産力向上農業機械等整備事業（米麦等生産性向上タイプ）

土地利用型作物の生産性向上に必要な営農用機械・器具

（乗用トラクター、直進アシスト機能付田植機、色彩選別機 等）

２）水稲生産性向上対策事業

（１）種子生産タイプ 土地利用型作物の種子生産において、高品質化・生産

性向上に必要な営農用機械・器具

（２）水稲苗生産タイプ 販売目的の水稲苗の生産に必要な営農用機械・器具

※１台当たりの本体見積価格が 50 万円以上の営農用機械・器具が対象。
※過剰投資抑止の観点から、適正な規模・性能の機械・器具に限る。

１）事業費の30％以内、１/３以内（市町が補助する場合）

上限300万円（市町が補助する場合330万円）

２）事業費の１/２以内（上限 500 万円）

　　なお、規模拡大や作付面積の拡大、一等米比率、二毛作の割合、単収向上等

　の要件が設定されており、目標年度において確実に達成する必要があります。

市町農業担当課

対象者

対象となる整備内容

助成額

申請先

お問い合わせ先

・市町農業担当課

・各農業改良普及センター

 
 

 

 

 
 
 
 
 

○拡かがわの水田農業競争力強化対策事業 
〔米麦等の生産性向上と担い手の経営発展を支援〕 

●土地利用型作物（水稲・麦類・大豆）の規模拡大や高品質化、種苗の生

産に必要な営農用機械・器具の整備を支援します。 

８-１ 

 

事業担当：農業生産流通課 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

米 

麦 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米
　
麦

新規就農 認定農業者 集落営農 その他
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農業者の組織する団体等（受益農業従事者が５名以上であること）

再編集約・合理化を行う以下の共同利用施設について対象とする。

育苗施設、乾燥調製施設、穀類乾燥調製貯蔵施設、農産物加工処理施設、

集出荷貯蔵施設、産地管理施設、用土等供給施設、農作物被害防止施設、

生産技術高度化施設、種子種苗生産関連施設、有機物処理・利用施設、

油糧作物処理加工施設、バイオディーゼル燃料製造供給施設、

農業廃棄物処理施設

※そのほか、撤去費も対象とする。

事業費の１/２以内等 ※上限 20億円/年、総事業費が 5,000万円以上

なお、メニューごとの成果目標の基準や、受益面積等の要件を満たす必要が

あります。

市町農業担当課

対象者

対象となる整備内容

助成額

申請先

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

新基本計画実装・農業構造転換支援事業 
（共同利用施設の再編集約・合理化：国補） 

〔耕種作物や園芸作物・畜産の担い手を支援〕 

８-３ 
事業担当：農業生産流通課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

施
設
野
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果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

●地域計画により明らかになった地域農業の将来像の実現に向けて、老朽化

した穀類乾燥調製貯蔵施設や集出荷貯蔵施設等の共同利用施設の再編集約・

合理化を支援します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

農業者の組織する団体等（受益農業従事者が５名以上であること） 
 
 

（１）食料システム構築支援タイプ 

①推進事業 （生育予測システムの導入、集出荷調整機能の高度化 等） 

②整備事業 （育苗施設、乾燥調製施設、集出荷貯蔵施設 等） 

（２）産地基幹施設等支援タイプ 

①耕種作物小規模土地基盤整備 （ほ場整備、園地改良 等） 
②飼料作物作付及び家畜放牧等条件整備 （飼料作物作付条件整備 等） 

③耕種作物産地基幹施設整備（育苗施設、乾燥調製施設、集出荷貯蔵施設 等） 

④畜産物産地基幹施設整備 （畜産物処理加工施設、家畜市場 等） 

 
 

（１）①推進事業 定額・１/２以内（上限 5,000万円以内） 

   ②整備事業 １/２以内（上限 20億円） 

（２）事業費の１/２以内（ただし、原則、総事業費が 5,000万円以上のものに限る。） 
なお、食料システム構築計画の承認（（１）のみ）、メニューごとの成果目標の基 

準や、受益面積等の要件を満たす必要があります。 
 

 

市町農業担当課 

 
 
 
 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

強い農業づくり総合支援交付金 
（食料システム構築支援タイプ、産地基幹施設等支援タイプ：国補） 

〔耕種作物や園芸作物・畜産の担い手を支援〕 

８-２ 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

事業担当：農業生産流通課 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

●拠点事業者の食料システム構築計画に基づく取組支援や、地域農業におい

て中心的な役割を果たしている農業法人や農業者団体等による集出荷貯蔵

施設等の産地の基幹施設の導入を支援します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

農業者の組織する団体等（受益農業従事者が５名以上であること） 
 
 

（１）食料システム構築支援タイプ 

①推進事業 （生育予測システムの導入、集出荷調整機能の高度化 等） 

②整備事業 （育苗施設、乾燥調製施設、集出荷貯蔵施設 等） 

（２）産地基幹施設等支援タイプ 

①耕種作物小規模土地基盤整備 （ほ場整備、園地改良 等） 
②飼料作物作付及び家畜放牧等条件整備 （飼料作物作付条件整備 等） 

③耕種作物産地基幹施設整備（育苗施設、乾燥調製施設、集出荷貯蔵施設 等） 

④畜産物産地基幹施設整備 （畜産物処理加工施設、家畜市場 等） 

 
 

（１）①推進事業 定額・１/２以内（上限 5,000万円以内） 

   ②整備事業 １/２以内（上限 20億円） 

（２）事業費の１/２以内（ただし、原則、総事業費が 5,000万円以上のものに限る。） 
なお、食料システム構築計画の承認（（１）のみ）、メニューごとの成果目標の基 

準や、受益面積等の要件を満たす必要があります。 
 

 

市町農業担当課 

 
 
 
 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

強い農業づくり総合支援交付金 
（食料システム構築支援タイプ、産地基幹施設等支援タイプ：国補） 

〔耕種作物や園芸作物・畜産の担い手を支援〕 

８-２ 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

事業担当：農業生産流通課 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

施
設
野
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樹 

花
き
・
盆
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産 

●拠点事業者の食料システム構築計画に基づく取組支援や、地域農業におい

て中心的な役割を果たしている農業法人や農業者団体等による集出荷貯蔵

施設等の産地の基幹施設の導入を支援します。 

米
　
麦

露
地
野
菜

施
設
野
菜

果
　
樹

花
き
・
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栽

畜
　
産

新規就農 認定農業者 集落営農 その他
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農業者の組織する団体等（受益農業従事者が５名以上であること）

再編集約・合理化を行う以下の共同利用施設について対象とする。

育苗施設、乾燥調製施設、穀類乾燥調製貯蔵施設、農産物加工処理施設、

集出荷貯蔵施設、産地管理施設、用土等供給施設、農作物被害防止施設、

生産技術高度化施設、種子種苗生産関連施設、有機物処理・利用施設、

油糧作物処理加工施設、バイオディーゼル燃料製造供給施設、

農業廃棄物処理施設

※そのほか、撤去費も対象とする。

事業費の１/２以内等 ※上限 20億円/年、総事業費が 5,000万円以上

なお、メニューごとの成果目標の基準や、受益面積等の要件を満たす必要が

あります。

市町農業担当課

対象者

対象となる整備内容

助成額

申請先

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

新基本計画実装・農業構造転換支援事業 
（共同利用施設の再編集約・合理化：国補） 

〔耕種作物や園芸作物・畜産の担い手を支援〕 

８-３ 
事業担当：農業生産流通課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 
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地
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産 

●地域計画により明らかになった地域農業の将来像の実現に向けて、老朽化

した穀類乾燥調製貯蔵施設や集出荷貯蔵施設等の共同利用施設の再編集約・

合理化を支援します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

農業者の組織する団体等（受益農業従事者が５名以上であること） 
 
 

（１）食料システム構築支援タイプ 

①推進事業 （生育予測システムの導入、集出荷調整機能の高度化 等） 

②整備事業 （育苗施設、乾燥調製施設、集出荷貯蔵施設 等） 

（２）産地基幹施設等支援タイプ 

①耕種作物小規模土地基盤整備 （ほ場整備、園地改良 等） 
②飼料作物作付及び家畜放牧等条件整備 （飼料作物作付条件整備 等） 

③耕種作物産地基幹施設整備（育苗施設、乾燥調製施設、集出荷貯蔵施設 等） 

④畜産物産地基幹施設整備 （畜産物処理加工施設、家畜市場 等） 

 
 

（１）①推進事業 定額・１/２以内（上限 5,000万円以内） 

   ②整備事業 １/２以内（上限 20億円） 

（２）事業費の１/２以内（ただし、原則、総事業費が 5,000万円以上のものに限る。） 
なお、食料システム構築計画の承認（（１）のみ）、メニューごとの成果目標の基 

準や、受益面積等の要件を満たす必要があります。 
 

 

市町農業担当課 

 
 
 
 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

強い農業づくり総合支援交付金 
（食料システム構築支援タイプ、産地基幹施設等支援タイプ：国補） 

〔耕種作物や園芸作物・畜産の担い手を支援〕 

８-２ 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

事業担当：農業生産流通課 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

●拠点事業者の食料システム構築計画に基づく取組支援や、地域農業におい

て中心的な役割を果たしている農業法人や農業者団体等による集出荷貯蔵

施設等の産地の基幹施設の導入を支援します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

農業者の組織する団体等（受益農業従事者が５名以上であること） 
 
 

（１）食料システム構築支援タイプ 

①推進事業 （生育予測システムの導入、集出荷調整機能の高度化 等） 

②整備事業 （育苗施設、乾燥調製施設、集出荷貯蔵施設 等） 

（２）産地基幹施設等支援タイプ 

①耕種作物小規模土地基盤整備 （ほ場整備、園地改良 等） 
②飼料作物作付及び家畜放牧等条件整備 （飼料作物作付条件整備 等） 

③耕種作物産地基幹施設整備（育苗施設、乾燥調製施設、集出荷貯蔵施設 等） 

④畜産物産地基幹施設整備 （畜産物処理加工施設、家畜市場 等） 

 
 

（１）①推進事業 定額・１/２以内（上限 5,000万円以内） 

   ②整備事業 １/２以内（上限 20億円） 

（２）事業費の１/２以内（ただし、原則、総事業費が 5,000万円以上のものに限る。） 
なお、食料システム構築計画の承認（（１）のみ）、メニューごとの成果目標の基 

準や、受益面積等の要件を満たす必要があります。 
 

 

市町農業担当課 

 
 
 
 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

強い農業づくり総合支援交付金 
（食料システム構築支援タイプ、産地基幹施設等支援タイプ：国補） 

〔耕種作物や園芸作物・畜産の担い手を支援〕 

８-２ 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

事業担当：農業生産流通課 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

●拠点事業者の食料システム構築計画に基づく取組支援や、地域農業におい

て中心的な役割を果たしている農業法人や農業者団体等による集出荷貯蔵

施設等の産地の基幹施設の導入を支援します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

農業者の組織する団体等（受益農業従事者が５名以上であること）

再編集約・合理化を行う以下の共同利用施設について対象とする。

育苗施設、乾燥調製施設、穀類乾燥調製貯蔵施設、農産物加工処理施設、

集出荷貯蔵施設、産地管理施設、用土等供給施設、農作物被害防止施設、

生産技術高度化施設、種子種苗生産関連施設、有機物処理・利用施設、

油糧作物処理加工施設、バイオディーゼル燃料製造供給施設、

農業廃棄物処理施設

※そのほか、撤去費も対象とする。

事業費の１/２以内等 ※上限 20億円/年、総事業費が 5,000万円以上

なお、メニューごとの成果目標の基準や、受益面積等の要件を満たす必要が

あります。

市町農業担当課

対象者

対象となる整備内容

助成額

申請先

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

新基本計画実装・農業構造転換支援事業 
（共同利用施設の再編集約・合理化：国補） 

〔耕種作物や園芸作物・畜産の担い手を支援〕 

８-３ 
事業担当：農業生産流通課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 
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麦 

露
地
野
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施
設
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・
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産 

●地域計画により明らかになった地域農業の将来像の実現に向けて、老朽化

した穀類乾燥調製貯蔵施設や集出荷貯蔵施設等の共同利用施設の再編集約・

合理化を支援します。 
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新規就農 認定農業者 集落営農 その他
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① さぬき讃フルーツ推奨制度の認定を受けた認定農業者、農業協同組合の部会、

農地所有適格法人

② ①のうち部会員又は構成員である認定農業者、認定新規就農者、果樹産地構

造改革計画の担い手、パートナー企業である農地所有適格法人、部会員で組

織した営農集団

③ 農業協同組合等

以下の取組みとし、１件あたりの整備費は原則 50万円以上とする。

①県育成品種等への改植等に要する苗木代 ②小規模土地基盤整備

③栽培管理用機械施設 ④有機物供給・土づくり機械施設

⑤集出荷・調整・貯蔵機械施設 ⑥特認機械施設

事業費の１／２以内（受益者１戸当たりの上限は750万円。市町が補助する場

合は、同じく1,500万円）

なお、「さぬき讃フルーツ」の対象品目、品種において、受益面積が概ね 10ａ

（施設栽培のシャインマスカットは５ａ）以上で、作付面積を 10ａ（施設栽培の

シャインマスカットは５ａ）以上拡大若しくは作付面積の割合を 10％以上拡大又

は出荷量を 10％以上増加（※施設栽培など、目標年度までの達成が確実なものに

限る。）する必要があります。

市町農業担当課

お問い合わせ先

・市町農業担当課

・各農業改良普及センター

対象者

対象となる整備内容

助成額

申請先

 
 

 
 

 

 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

かがわ園芸産地生産力強化対策事業 
（さぬき讃フルーツ拡大支援事業～生産拡大事業） 

〔園芸作物主体の担い手を支援〕 
 

●「さぬき讃フルーツ」の生産拡大に必要な機械施設などの条件整備に要す

る事業費の１／２以内を助成します。 

８-４-２ 

 

事業担当：農業生産流通課 

新規就農 認定農業者 その他 

施
設
野
菜 

果 

樹 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一定の条件を満たす認定農業者、認定新規就農者、農地所有適格法人、

営農集団（３戸以上）及び農業協同組合等

以下の取組みとし、１件あたりの整備費は原則 50万円以上とする。

① 小規模土地基盤整備（かん排水施設、園地改良等）

② 栽培管理用機械施設（栽培温室、畝立て機、定植機、防除機等）

③ 有機物供給・土づくり機械施設（堆肥舎、堆肥運搬車等）

④ 集出荷・調整・貯蔵施設（選別機、予冷庫、予措・追熟施設等）

事業費の１／３以内、40％以内（市町が補助する場合）

ただし、受益者１戸当たりの上限は 1,200万円

なお、目標年度において、作付面積の拡大、10ａ当たりの収量の増加、

品質の向上等のうち、一つ以上の基準を達成している必要があります。

市町農業担当課

対象者

対象となる整備内容

助成額

申請先

お問い合わせ先

・市町農業担当課

・各農業改良普及センター

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

かがわ園芸産地生産力強化対策事業 
（園芸産地体制強化事業） 

〔園芸作物主体の担い手を支援〕 

●ニーズに対応した園芸作物（野菜、果樹、花き及び茶）の生産拡大に必要

な機械施設の整備に要する事業費の１／３以内、40％以内を助成します。 

８-４-１ 

 

事業担当：農業生産流通課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

露
地
野
菜 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

そ
の
他
作
物 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一定の条件を満たす認定農業者、認定新規就農者、農地所有適格法人、

営農集団（３戸以上）及び農業協同組合等

以下の取組みとし、１件あたりの整備費は原則 50万円以上とする。

① 小規模土地基盤整備（かん排水施設、園地改良等）

② 栽培管理用機械施設（栽培温室、畝立て機、定植機、防除機等）

③ 有機物供給・土づくり機械施設（堆肥舎、堆肥運搬車等）

④ 集出荷・調整・貯蔵施設（選別機、予冷庫、予措・追熟施設等）

事業費の１／３以内、40％以内（市町が補助する場合）

ただし、受益者１戸当たりの上限は 1,200万円

なお、目標年度において、作付面積の拡大、10ａ当たりの収量の増加、

品質の向上等のうち、一つ以上の基準を達成している必要があります。

市町農業担当課

対象者

対象となる整備内容

助成額

申請先

お問い合わせ先

・市町農業担当課

・各農業改良普及センター

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

かがわ園芸産地生産力強化対策事業 
（園芸産地体制強化事業） 

〔園芸作物主体の担い手を支援〕 

●ニーズに対応した園芸作物（野菜、果樹、花き及び茶）の生産拡大に必要

な機械施設の整備に要する事業費の１／３以内、40％以内を助成します。 

８-４-１ 

 

事業担当：農業生産流通課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

露
地
野
菜 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

そ
の
他
作
物 

露
地
野
菜

施
設
野
菜

果
　
樹

花
き
・
盆
栽

そ
の
他
作
物

新規就農 認定農業者 集落営農 その他
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① さぬき讃フルーツ推奨制度の認定を受けた認定農業者、農業協同組合の部会、

農地所有適格法人

② ①のうち部会員又は構成員である認定農業者、認定新規就農者、果樹産地構

造改革計画の担い手、パートナー企業である農地所有適格法人、部会員で組

織した営農集団

③ 農業協同組合等

以下の取組みとし、１件あたりの整備費は原則 50万円以上とする。

①県育成品種等への改植等に要する苗木代 ②小規模土地基盤整備

③栽培管理用機械施設 ④有機物供給・土づくり機械施設

⑤集出荷・調整・貯蔵機械施設 ⑥特認機械施設

事業費の１／２以内（受益者１戸当たりの上限は750万円。市町が補助する場

合は、同じく1,500万円）

なお、「さぬき讃フルーツ」の対象品目、品種において、受益面積が概ね 10ａ

（施設栽培のシャインマスカットは５ａ）以上で、作付面積を 10ａ（施設栽培の

シャインマスカットは５ａ）以上拡大若しくは作付面積の割合を 10％以上拡大又

は出荷量を 10％以上増加（※施設栽培など、目標年度までの達成が確実なものに

限る。）する必要があります。

市町農業担当課

お問い合わせ先

・市町農業担当課

・各農業改良普及センター

対象者

対象となる整備内容

助成額

申請先

 
 

 
 

 

 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

かがわ園芸産地生産力強化対策事業 
（さぬき讃フルーツ拡大支援事業～生産拡大事業） 

〔園芸作物主体の担い手を支援〕 
 

●「さぬき讃フルーツ」の生産拡大に必要な機械施設などの条件整備に要す

る事業費の１／２以内を助成します。 

８-４-２ 

 

事業担当：農業生産流通課 

新規就農 認定農業者 その他 

施
設
野
菜 

果 

樹 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一定の条件を満たす認定農業者、認定新規就農者、農地所有適格法人、

営農集団（３戸以上）及び農業協同組合等

以下の取組みとし、１件あたりの整備費は原則 50万円以上とする。

① 小規模土地基盤整備（かん排水施設、園地改良等）

② 栽培管理用機械施設（栽培温室、畝立て機、定植機、防除機等）

③ 有機物供給・土づくり機械施設（堆肥舎、堆肥運搬車等）

④ 集出荷・調整・貯蔵施設（選別機、予冷庫、予措・追熟施設等）

事業費の１／３以内、40％以内（市町が補助する場合）

ただし、受益者１戸当たりの上限は 1,200万円

なお、目標年度において、作付面積の拡大、10ａ当たりの収量の増加、

品質の向上等のうち、一つ以上の基準を達成している必要があります。

市町農業担当課

対象者

対象となる整備内容

助成額

申請先

お問い合わせ先

・市町農業担当課

・各農業改良普及センター

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

かがわ園芸産地生産力強化対策事業 
（園芸産地体制強化事業） 

〔園芸作物主体の担い手を支援〕 

●ニーズに対応した園芸作物（野菜、果樹、花き及び茶）の生産拡大に必要

な機械施設の整備に要する事業費の１／３以内、40％以内を助成します。 

８-４-１ 

 

事業担当：農業生産流通課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

露
地
野
菜 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

そ
の
他
作
物 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一定の条件を満たす認定農業者、認定新規就農者、農地所有適格法人、

営農集団（３戸以上）及び農業協同組合等

以下の取組みとし、１件あたりの整備費は原則 50万円以上とする。

① 小規模土地基盤整備（かん排水施設、園地改良等）

② 栽培管理用機械施設（栽培温室、畝立て機、定植機、防除機等）

③ 有機物供給・土づくり機械施設（堆肥舎、堆肥運搬車等）

④ 集出荷・調整・貯蔵施設（選別機、予冷庫、予措・追熟施設等）

事業費の１／３以内、40％以内（市町が補助する場合）

ただし、受益者１戸当たりの上限は 1,200万円

なお、目標年度において、作付面積の拡大、10ａ当たりの収量の増加、

品質の向上等のうち、一つ以上の基準を達成している必要があります。

市町農業担当課

対象者

対象となる整備内容

助成額

申請先

お問い合わせ先

・市町農業担当課

・各農業改良普及センター

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

かがわ園芸産地生産力強化対策事業 
（園芸産地体制強化事業） 

〔園芸作物主体の担い手を支援〕 

●ニーズに対応した園芸作物（野菜、果樹、花き及び茶）の生産拡大に必要

な機械施設の整備に要する事業費の１／３以内、40％以内を助成します。 

８-４-１ 

 

事業担当：農業生産流通課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

露
地
野
菜 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

そ
の
他
作
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新規就農 認定農業者 その他
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産地生産基盤パワーアップ事業でパイプハウスの施設整備（施工費を含むもの、

ただし自力施工を除く）を行う農業者・農業団体 
 
 
産地生産基盤パワーアップ事業の補助対象外となるパイプハウスの施工費の 

一部を助成 
 
 

対象費用の１／２以内 
 
なお、実施においては、主となる事業である産地生産基盤パワーアップ事業

の要件を満たし、目標を達成する必要があります。 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
営農集団（３戸以上） 

 
 

露地野菜産地が圃場の生産性向上を図るため、土壌改良資材（海砂）の投入に
より土壌物理性を改善するための取組み 

※他の補助事業の要件を満たすことにより客土が可能な圃場は対象外。 
 
 

定額（標準事業費の１／２相当額） 

 
 
市町農業担当課 

 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

かがわ園芸産地生産力強化対策事業 

●産地生産基盤パワーアップ事業の補助対象外となっている施工費の一部
を助成し、施設野菜の生産拡大を支援します。 

８-４-４ 

 

対象者 

対象となる支援内容 

助成額 

生産性を高める畑地化支援事業〔園芸作物主体の担い手を支援〕 

事業担当：農業生産流通課 

施設野菜生産支援事業〔園芸作物主体の担い手を支援〕 

●土壌改良資材の投入により土壌物理性を改善し、高品質安定生産を図る
ための畑地化を支援します。 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

露
地
野
菜 

施
設
野
菜 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

認定農業者、認定新規就農者、農地所有適格法人、営農集団（３戸以上）

及び農業協同組合等 
 
 

以下の取組みとし、総事業費は 50万円以上とする。

① スマート農業機器（複合環境制御機器）

② 省エネルギー設備（内張保温被覆設備、局所加温設備等）

③ 暑熱対策設備（遮光設備、局所冷却設備、細霧システム等）

※ 資材・器具は、５年以上の使用に耐えうるものとする。 

 
 

事業費の１／３以内 

 

なお、目標年度において、10a当たり収量の増加、10a当たり生産コストの 

縮減、品質の向上等のうち一つ以上の基準を達成している必要があります。 

 
 

市町農業担当課 

 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

かがわ園芸産地生産力強化対策事業 
（施設園芸体質強化事業） 

〔園芸作物主体の担い手を支援〕 

●燃油等の高騰や気候変動に対応できるよう、①スマート農業機器、②省エ

ネルギー設備、③暑熱対策設備の整備に要する事業費の１／３以内を助成し

ます。 

８-４-３ 

 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

事業担当：農業生産流通課 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

認定農業者、認定新規就農者、農地所有適格法人、営農集団（３戸以上）

及び農業協同組合等 
 
 

以下の取組みとし、総事業費は 50万円以上とする。

① スマート農業機器（複合環境制御機器）

② 省エネルギー設備（内張保温被覆設備、局所加温設備等）

③ 暑熱対策設備（遮光設備、局所冷却設備、細霧システム等）

※ 資材・器具は、５年以上の使用に耐えうるものとする。 

 
 

事業費の１／３以内 

 

なお、目標年度において、10a当たり収量の増加、10a当たり生産コストの 

縮減、品質の向上等のうち一つ以上の基準を達成している必要があります。 

 
 

市町農業担当課 

 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

かがわ園芸産地生産力強化対策事業 
（施設園芸体質強化事業） 

〔園芸作物主体の担い手を支援〕 

●燃油等の高騰や気候変動に対応できるよう、①スマート農業機器、②省エ

ネルギー設備、③暑熱対策設備の整備に要する事業費の１／３以内を助成し

ます。 

８-４-３ 

 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

事業担当：農業生産流通課 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

認定農業者、認定新規就農者、農地所有適格法人、営農集団（３戸以上）

及び農業協同組合等 
 
 

以下の取組みとし、総事業費は 50万円以上とする。

① スマート農業機器（複合環境制御機器）

② 省エネルギー設備（内張保温被覆設備、局所加温設備等）

③ 暑熱対策設備（遮光設備、局所冷却設備、細霧システム等）

※ 資材・器具は、５年以上の使用に耐えうるものとする。 

 
 

事業費の１／３以内 

 

なお、目標年度において、10a当たり収量の増加、10a当たり生産コストの 

縮減、品質の向上等のうち一つ以上の基準を達成している必要があります。 

 
 

市町農業担当課 

 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

かがわ園芸産地生産力強化対策事業 
（施設園芸体質強化事業） 

〔園芸作物主体の担い手を支援〕 

●燃油等の高騰や気候変動に対応できるよう、①スマート農業機器、②省エ

ネルギー設備、③暑熱対策設備の整備に要する事業費の１／３以内を助成し

ます。 

８-４-３ 

 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

事業担当：農業生産流通課 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

認定農業者、認定新規就農者、農地所有適格法人、営農集団（３戸以上）

及び農業協同組合等 
 
 

以下の取組みとし、総事業費は 50万円以上とする。

① スマート農業機器（複合環境制御機器）

② 省エネルギー設備（内張保温被覆設備、局所加温設備等）

③ 暑熱対策設備（遮光設備、局所冷却設備、細霧システム等）

※ 資材・器具は、５年以上の使用に耐えうるものとする。 

 
 

事業費の１／３以内 

 

なお、目標年度において、10a当たり収量の増加、10a当たり生産コストの 

縮減、品質の向上等のうち一つ以上の基準を達成している必要があります。 

 
 

市町農業担当課 

 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

かがわ園芸産地生産力強化対策事業 
（施設園芸体質強化事業） 

〔園芸作物主体の担い手を支援〕 

●燃油等の高騰や気候変動に対応できるよう、①スマート農業機器、②省エ

ネルギー設備、③暑熱対策設備の整備に要する事業費の１／３以内を助成し

ます。 

８-４-３ 

 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

事業担当：農業生産流通課 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
産地生産基盤パワーアップ事業でパイプハウスの施設整備（施工費を含むもの、

ただし自力施工を除く）を行う農業者・農業団体 
 
 
産地生産基盤パワーアップ事業の補助対象外となるパイプハウスの施工費の 

一部を助成 
 
 

対象費用の１／２以内 
 
なお、実施においては、主となる事業である産地生産基盤パワーアップ事業

の要件を満たし、目標を達成する必要があります。 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
営農集団（３戸以上） 

 
 

露地野菜産地が圃場の生産性向上を図るため、土壌改良資材（海砂）の投入に
より土壌物理性を改善するための取組み 

※他の補助事業の要件を満たすことにより客土が可能な圃場は対象外。 
 
 

定額（標準事業費の１／２相当額） 

 
 
市町農業担当課 

 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

かがわ園芸産地生産力強化対策事業 

●産地生産基盤パワーアップ事業の補助対象外となっている施工費の一部
を助成し、施設野菜の生産拡大を支援します。 

８-４-４ 

 

対象者 

対象となる支援内容 

助成額 

生産性を高める畑地化支援事業〔園芸作物主体の担い手を支援〕 

事業担当：農業生産流通課 

施設野菜生産支援事業〔園芸作物主体の担い手を支援〕 

●土壌改良資材の投入により土壌物理性を改善し、高品質安定生産を図る
ための畑地化を支援します。 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

露
地
野
菜 

施
設
野
菜 

施
設
野
菜

果
　
樹

花
き
・
盆
栽

新規就農 認定農業者 集落営農 その他
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産地生産基盤パワーアップ事業でパイプハウスの施設整備（施工費を含むもの、

ただし自力施工を除く）を行う農業者・農業団体 
 
 
産地生産基盤パワーアップ事業の補助対象外となるパイプハウスの施工費の 

一部を助成 
 
 

対象費用の１／２以内 
 
なお、実施においては、主となる事業である産地生産基盤パワーアップ事業

の要件を満たし、目標を達成する必要があります。 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
営農集団（３戸以上） 

 
 

露地野菜産地が圃場の生産性向上を図るため、土壌改良資材（海砂）の投入に
より土壌物理性を改善するための取組み 
※他の補助事業の要件を満たすことにより客土が可能な圃場は対象外。 

 
 

定額（標準事業費の１／２相当額） 

 
 
市町農業担当課 

 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

かがわ園芸産地生産力強化対策事業 

●産地生産基盤パワーアップ事業の補助対象外となっている施工費の一部
を助成し、施設野菜の生産拡大を支援します。 

８-４-４ 

 

対象者 

対象となる支援内容 

助成額 

生産性を高める畑地化支援事業〔園芸作物主体の担い手を支援〕 

事業担当：農業生産流通課 

施設野菜生産支援事業〔園芸作物主体の担い手を支援〕 

●土壌改良資材の投入により土壌物理性を改善し、高品質安定生産を図る
ための畑地化を支援します。 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

露
地
野
菜 

施
設
野
菜 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

認定農業者、認定新規就農者、農地所有適格法人、営農集団（３戸以上）

及び農業協同組合等 
 
 

以下の取組みとし、総事業費は 50万円以上とする。

① スマート農業機器（複合環境制御機器）

② 省エネルギー設備（内張保温被覆設備、局所加温設備等）

③ 暑熱対策設備（遮光設備、局所冷却設備、細霧システム等）

※ 資材・器具は、５年以上の使用に耐えうるものとする。 

 
 

事業費の１／３以内 

 

なお、目標年度において、10a当たり収量の増加、10a当たり生産コストの 

縮減、品質の向上等のうち一つ以上の基準を達成している必要があります。 

 
 

市町農業担当課 

 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

かがわ園芸産地生産力強化対策事業 
（施設園芸体質強化事業） 

〔園芸作物主体の担い手を支援〕 

●燃油等の高騰や気候変動に対応できるよう、①スマート農業機器、②省エ

ネルギー設備、③暑熱対策設備の整備に要する事業費の１／３以内を助成し

ます。 

８-４-３ 

 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

事業担当：農業生産流通課 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

認定農業者、認定新規就農者、農地所有適格法人、営農集団（３戸以上）

及び農業協同組合等 
 
 

以下の取組みとし、総事業費は 50万円以上とする。

① スマート農業機器（複合環境制御機器）

② 省エネルギー設備（内張保温被覆設備、局所加温設備等）

③ 暑熱対策設備（遮光設備、局所冷却設備、細霧システム等）

※ 資材・器具は、５年以上の使用に耐えうるものとする。 

 
 

事業費の１／３以内 

 

なお、目標年度において、10a当たり収量の増加、10a当たり生産コストの 

縮減、品質の向上等のうち一つ以上の基準を達成している必要があります。 

 
 

市町農業担当課 

 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

かがわ園芸産地生産力強化対策事業 
（施設園芸体質強化事業） 

〔園芸作物主体の担い手を支援〕 

●燃油等の高騰や気候変動に対応できるよう、①スマート農業機器、②省エ

ネルギー設備、③暑熱対策設備の整備に要する事業費の１／３以内を助成し

ます。 

８-４-３ 

 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

事業担当：農業生産流通課 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
産地生産基盤パワーアップ事業でパイプハウスの施設整備（施工費を含むもの、

ただし自力施工を除く）を行う農業者・農業団体 
 
 
産地生産基盤パワーアップ事業の補助対象外となるパイプハウスの施工費の 

一部を助成 
 
 

対象費用の１／２以内 
 
なお、実施においては、主となる事業である産地生産基盤パワーアップ事業

の要件を満たし、目標を達成する必要があります。 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
営農集団（３戸以上） 

 
 

露地野菜産地が圃場の生産性向上を図るため、土壌改良資材（海砂）の投入に
より土壌物理性を改善するための取組み 
※他の補助事業の要件を満たすことにより客土が可能な圃場は対象外。 

 
 

定額（標準事業費の１／２相当額） 

 
 
市町農業担当課 

 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

かがわ園芸産地生産力強化対策事業 

●産地生産基盤パワーアップ事業の補助対象外となっている施工費の一部
を助成し、施設野菜の生産拡大を支援します。 

８-４-４ 

 

対象者 

対象となる支援内容 

助成額 

生産性を高める畑地化支援事業〔園芸作物主体の担い手を支援〕 

事業担当：農業生産流通課 

施設野菜生産支援事業〔園芸作物主体の担い手を支援〕 

●土壌改良資材の投入により土壌物理性を改善し、高品質安定生産を図る
ための畑地化を支援します。 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

露
地
野
菜 

施
設
野
菜 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
産地生産基盤パワーアップ事業でパイプハウスの施設整備（施工費を含むもの、

ただし自力施工を除く）を行う農業者・農業団体 
 
 
産地生産基盤パワーアップ事業の補助対象外となるパイプハウスの施工費の 

一部を助成 
 
 

対象費用の１／２以内 
 
なお、実施においては、主となる事業である産地生産基盤パワーアップ事業

の要件を満たし、目標を達成する必要があります。 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
営農集団（３戸以上） 

 
 

露地野菜産地が圃場の生産性向上を図るため、土壌改良資材（海砂）の投入に
より土壌物理性を改善するための取組み 
※他の補助事業の要件を満たすことにより客土が可能な圃場は対象外。 

 
 

定額（標準事業費の１／２相当額） 

 
 
市町農業担当課 

 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

かがわ園芸産地生産力強化対策事業 

●産地生産基盤パワーアップ事業の補助対象外となっている施工費の一部
を助成し、施設野菜の生産拡大を支援します。 

８-４-４ 

 

対象者 

対象となる支援内容 

助成額 

生産性を高める畑地化支援事業〔園芸作物主体の担い手を支援〕 

事業担当：農業生産流通課 

施設野菜生産支援事業〔園芸作物主体の担い手を支援〕 

●土壌改良資材の投入により土壌物理性を改善し、高品質安定生産を図る
ための畑地化を支援します。 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

露
地
野
菜 

施
設
野
菜 

露
地
野
菜

施
設
野
菜

新規就農 認定農業者 集落営農 その他
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認定農業者、農地所有適格法人（１戸１法人も可）、任意集団（３戸以上）等 

 
 

（１）新植、改植に要する経費と既存園地の施設整備等に要する経費 

 苗木代、灌水施設、防風施設、鳥獣害防護柵、土壌改良経費等 

 ※ 概ね 10a以上であること。 

（２）採油機及び附帯機器、予冷庫、果実加工用機械の整備に要する経費 

（３）大規模栽培用管理機械の整備に要する経費 

（４）未収益期間（新植、改植実施年を除く４年間）における必要経費 

※ （１）の事業を活用した新植、改植であること。 

 
 

（１）新植、改植及び既存園地の施設整備

１／２以内（補助上限750万円）（２）採油機及び附帯機器、予冷庫、果実加工用機械の整備

１／３以内（補助上限500万円）

（３）大規模栽培用管理機械の整備 １／３以内（補助上限500万円）

（４）未収益期間の必要経費 定額（22万円／10a）

なお、果実の生産量やオリーブオイルの品質等の目標が設定されており、

目標年度において達成している必要があります。

助成額

申請先

 

 

 

 

市町農業担当課 

 

 

 

 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

オリーブ生産拡大加速化事業 
〔オリーブ生産の担い手を支援〕 

●オリーブの植栽や栽培管理、採油に必要な機器等の整備に要する事業費の

一部を助成します。 

８-６ 

 

対象者 

対象となる整備内容 

事業担当：農業生産流通課 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

オ
リ
ー
ブ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農業者、農業者の組織する団体等 

 
 

（１）整備事業 

収益性向上対策 

乾燥調製施設、穀類乾燥調製貯蔵施設、集出荷貯蔵施設、農産物処理加工 

施設、生産技術高度化施設（低コスト耐候性ハウス等）等の施設整備 

（２）生産支援事業 

①農業機械等の導入及びリース導入 

農業専用機械等であって本体価格が 50万円以上のもの 

②生産資材の導入等 

生産資材（複数年にわたり導入効果が継続して見込まれるもの） 

 
 

（１）整備事業 事業費の１／２以内等 

（２）生産支援事業 

①農業機械等の本体価格の１／２以内、②１／２以内 
なお、「販売額又は所得額の 10％以上の増加」等、目標が設定されており、

目標年度において達成している必要があります。 

     
 

市町農業担当課、地域農業再生協議会 

 

 

 

 

 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

産地生産基盤パワーアップ事業（国補・国基金） 

〔耕種作物や園芸作物の担い手を支援〕 

●地域の営農戦略に基づいて実施する産地としての高収益化に向けた取組

みを総合的に支援します。 

８-５ 

 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

事業担当：農業生産流通課 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
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ブ 
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菜 
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・
盆
栽 

そ
の
他
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農業者、農業者の組織する団体等 

 
 

（１）整備事業 

収益性向上対策 

乾燥調製施設、穀類乾燥調製貯蔵施設、集出荷貯蔵施設、農産物処理加工 

施設、生産技術高度化施設（低コスト耐候性ハウス等）等の施設整備 

（２）生産支援事業 

①農業機械等の導入及びリース導入 

農業専用機械等であって本体価格が 50万円以上のもの 

②生産資材の導入等 

生産資材（複数年にわたり導入効果が継続して見込まれるもの） 

 
 

（１）整備事業 事業費の１／２以内等 

（２）生産支援事業 

①農業機械等の本体価格の１／２以内、②１／２以内 
なお、「販売額又は所得額の 10％以上の増加」等、目標が設定されており、

目標年度において達成している必要があります。 

     
 

市町農業担当課、地域農業再生協議会 

 

 

 

 

 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

産地生産基盤パワーアップ事業（国補・国基金） 

〔耕種作物や園芸作物の担い手を支援〕 

●地域の営農戦略に基づいて実施する産地としての高収益化に向けた取組

みを総合的に支援します。 

８-５ 

 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

事業担当：農業生産流通課 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

そ
の
他
作
物 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

認定農業者、農地所有適格法人（１戸１法人も可）、任意集団（３戸以上）等 

 
 

（１）新植、改植に要する経費と既存園地の施設整備等に要する経費 

 苗木代、灌水施設、防風施設、鳥獣害防護柵、土壌改良経費等 

 ※ 概ね 10a以上であること。 

（２）採油機及び附帯機器、予冷庫、果実加工用機械の整備に要する経費 

（３）大規模栽培用管理機械の整備に要する経費 

（４）未収益期間（新植、改植実施年を除く４年間）における必要経費 

※ （１）の事業を活用した新植、改植であること。 

 
 

（１）新植、改植及び既存園地の施設整備

１／２以内（補助上限750万円）（２）採油機及び附帯機器、予冷庫、果実加工用機械の整備

１／３以内（補助上限500万円）

（３）大規模栽培用管理機械の整備 １／３以内（補助上限500万円）

（４）未収益期間の必要経費 定額（22万円／10a）

なお、果実の生産量やオリーブオイルの品質等の目標が設定されており、

目標年度において達成している必要があります。

助成額

申請先

 

 

 

 

市町農業担当課 

 

 

 

 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

オリーブ生産拡大加速化事業 
〔オリーブ生産の担い手を支援〕 

●オリーブの植栽や栽培管理、採油に必要な機器等の整備に要する事業費の

一部を助成します。 

８-６ 

 

対象者 

対象となる整備内容 

事業担当：農業生産流通課 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

オ
リ
ー
ブ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

認定農業者、農地所有適格法人（１戸１法人も可）、任意集団（３戸以上）等 

 
 

（１）新植、改植に要する経費と既存園地の施設整備等に要する経費 

 苗木代、灌水施設、防風施設、鳥獣害防護柵、土壌改良経費等 

 ※ 概ね 10a以上であること。 

（２）採油機及び附帯機器、予冷庫、果実加工用機械の整備に要する経費 

（３）大規模栽培用管理機械の整備に要する経費 

（４）未収益期間（新植、改植実施年を除く４年間）における必要経費 

※ （１）の事業を活用した新植、改植であること。 

 
 

（１）新植、改植及び既存園地の施設整備

１／２以内（補助上限750万円）（２）採油機及び附帯機器、予冷庫、果実加工用機械の整備

１／３以内（補助上限500万円）

（３）大規模栽培用管理機械の整備 １／３以内（補助上限500万円）

（４）未収益期間の必要経費 定額（22万円／10a）

なお、果実の生産量やオリーブオイルの品質等の目標が設定されており、

目標年度において達成している必要があります。

助成額

申請先

 

 

 

 

市町農業担当課 

 

 

 

 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

オリーブ生産拡大加速化事業 
〔オリーブ生産の担い手を支援〕 

●オリーブの植栽や栽培管理、採油に必要な機器等の整備に要する事業費の

一部を助成します。 

８-６ 

 

対象者 

対象となる整備内容 

事業担当：農業生産流通課 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

オ
リ
ー
ブ 

米
　
麦

露
地
野
菜

施
設
野
菜

果
　
樹

花
き
・
盆
栽

オ
リ
ー
ブ

そ
の
他
作
物

新規就農 認定農業者 集落営農 その他
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認定農業者、農地所有適格法人（１戸１法人も可）、任意集団（３戸以上）等 

 
 

（１）新植、改植に要する経費と既存園地の施設整備等に要する経費 

 苗木代、灌水施設、防風施設、鳥獣害防護柵、土壌改良経費等 

 ※ 概ね 10a以上であること。 

（２）採油機及び附帯機器、予冷庫、果実加工用機械の整備に要する経費 

（３）大規模栽培用管理機械の整備に要する経費 

（４）未収益期間（新植、改植実施年を除く４年間）における必要経費 

※ （１）の事業を活用した新植、改植であること。 

 
 

（１）新植、改植及び既存園地の施設整備

１／２以内（補助上限750万円）（２）採油機及び附帯機器、予冷庫、果実加工用機械の整備

１／３以内（補助上限500万円）

（３）大規模栽培用管理機械の整備 １／３以内（補助上限500万円）

（４）未収益期間の必要経費 定額（22万円／10a）

なお、果実の生産量やオリーブオイルの品質等の目標が設定されており、

目標年度において達成している必要があります。

助成額

申請先

 

 

 

 

市町農業担当課 

 

 

 

 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

オリーブ生産拡大加速化事業 
〔オリーブ生産の担い手を支援〕 

●オリーブの植栽や栽培管理、採油に必要な機器等の整備に要する事業費の

一部を助成します。 

８-６ 

 

対象者 

対象となる整備内容 

事業担当：農業生産流通課 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

オ
リ
ー
ブ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農業者、農業者の組織する団体等 

 
 

（１）整備事業 

収益性向上対策 

乾燥調製施設、穀類乾燥調製貯蔵施設、集出荷貯蔵施設、農産物処理加工 

施設、生産技術高度化施設（低コスト耐候性ハウス等）等の施設整備 

（２）生産支援事業 

①農業機械等の導入及びリース導入 

農業専用機械等であって本体価格が 50万円以上のもの 

②生産資材の導入等 

生産資材（複数年にわたり導入効果が継続して見込まれるもの） 

 
 

（１）整備事業 事業費の１／２以内等 

（２）生産支援事業 

①農業機械等の本体価格の１／２以内、②１／２以内 
なお、「販売額又は所得額の 10％以上の増加」等、目標が設定されており、

目標年度において達成している必要があります。 

     
 

市町農業担当課、地域農業再生協議会 

 

 

 

 

 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

産地生産基盤パワーアップ事業（国補・国基金） 

〔耕種作物や園芸作物の担い手を支援〕 

●地域の営農戦略に基づいて実施する産地としての高収益化に向けた取組

みを総合的に支援します。 

８-５ 

 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

事業担当：農業生産流通課 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

そ
の
他
作
物 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農業者、農業者の組織する団体等 

 
 

（１）整備事業 

収益性向上対策 

乾燥調製施設、穀類乾燥調製貯蔵施設、集出荷貯蔵施設、農産物処理加工 

施設、生産技術高度化施設（低コスト耐候性ハウス等）等の施設整備 

（２）生産支援事業 

①農業機械等の導入及びリース導入 

農業専用機械等であって本体価格が 50万円以上のもの 

②生産資材の導入等 

生産資材（複数年にわたり導入効果が継続して見込まれるもの） 

 
 

（１）整備事業 事業費の１／２以内等 

（２）生産支援事業 

①農業機械等の本体価格の１／２以内、②１／２以内 
なお、「販売額又は所得額の 10％以上の増加」等、目標が設定されており、

目標年度において達成している必要があります。 

     
 

市町農業担当課、地域農業再生協議会 

 

 

 

 

 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

産地生産基盤パワーアップ事業（国補・国基金） 

〔耕種作物や園芸作物の担い手を支援〕 

●地域の営農戦略に基づいて実施する産地としての高収益化に向けた取組

みを総合的に支援します。 

８-５ 

 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

事業担当：農業生産流通課 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

そ
の
他
作
物 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

認定農業者、農地所有適格法人（１戸１法人も可）、任意集団（３戸以上）等 

 
 

（１）新植、改植に要する経費と既存園地の施設整備等に要する経費 

 苗木代、灌水施設、防風施設、鳥獣害防護柵、土壌改良経費等 

 ※ 概ね 10a以上であること。 

（２）採油機及び附帯機器、予冷庫、果実加工用機械の整備に要する経費 

（３）大規模栽培用管理機械の整備に要する経費 

（４）未収益期間（新植、改植実施年を除く４年間）における必要経費 

※ （１）の事業を活用した新植、改植であること。 

 
 

（１）新植、改植及び既存園地の施設整備

１／２以内（補助上限750万円）（２）採油機及び附帯機器、予冷庫、果実加工用機械の整備

１／３以内（補助上限500万円）

（３）大規模栽培用管理機械の整備 １／３以内（補助上限500万円）

（４）未収益期間の必要経費 定額（22万円／10a）

なお、果実の生産量やオリーブオイルの品質等の目標が設定されており、

目標年度において達成している必要があります。

助成額

申請先

 

 

 

 

市町農業担当課 

 

 

 

 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

オリーブ生産拡大加速化事業 
〔オリーブ生産の担い手を支援〕 

●オリーブの植栽や栽培管理、採油に必要な機器等の整備に要する事業費の

一部を助成します。 

８-６ 

 

対象者 

対象となる整備内容 

事業担当：農業生産流通課 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

オ
リ
ー
ブ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

認定農業者、農地所有適格法人（１戸１法人も可）、任意集団（３戸以上）等 

 
 

（１）新植、改植に要する経費と既存園地の施設整備等に要する経費 

 苗木代、灌水施設、防風施設、鳥獣害防護柵、土壌改良経費等 

 ※ 概ね 10a以上であること。 

（２）採油機及び附帯機器、予冷庫、果実加工用機械の整備に要する経費 

（３）大規模栽培用管理機械の整備に要する経費 

（４）未収益期間（新植、改植実施年を除く４年間）における必要経費 

※ （１）の事業を活用した新植、改植であること。 

 
 

（１）新植、改植及び既存園地の施設整備

１／２以内（補助上限750万円）（２）採油機及び附帯機器、予冷庫、果実加工用機械の整備

１／３以内（補助上限500万円）

（３）大規模栽培用管理機械の整備 １／３以内（補助上限500万円）

（４）未収益期間の必要経費 定額（22万円／10a）

なお、果実の生産量やオリーブオイルの品質等の目標が設定されており、

目標年度において達成している必要があります。

助成額

申請先

 

 

 

 

市町農業担当課 

 

 

 

 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

オリーブ生産拡大加速化事業 
〔オリーブ生産の担い手を支援〕 

●オリーブの植栽や栽培管理、採油に必要な機器等の整備に要する事業費の

一部を助成します。 

８-６ 

 

対象者 

対象となる整備内容 

事業担当：農業生産流通課 

お問い合わせ先 

・市町農業担当課 

・各農業改良普及センター 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

オ
リ
ー
ブ 

オ
リ
ー
ブ

新規就農 認定農業者 集落営農 その他
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認定農業者、認定新規就農者、営農集団（５戸以上の農家により組織され、  

集団の規約を有し、代表者の定めがある団体） 

 
 
 
 

飼料作物の効率的生産及び未利用資源の有効利用を行うための専用機械 

 
 
 
 

取得額の１／３以内（上限 300万円） 
 
 
 
 

 

香川県畜産課 （農業改良普及センターを経由） 

 
 
 
 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

飼料作物生産効率化等促進事業 
〔畜産飼料生産の担い手を支援〕 

●営農集団及び認定農業者等が、飼料作物生産及び未利用資源の効率的な利

用を行うための機械類を導入する場合、取得額の１／３以内（上限 300万円）

を助成します。 

 

お問い合わせ先 

・各農業改良普及センター 

８-８ 

 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

事業担当：畜産課 

認定農業者 

米 

麦 

畜 

産 

集落営農 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農業者、農業者の組織する団体

　野菜、花き、果樹栽培での夏季の高温対策（換気、遮光・遮熱、冷却、かん水）

に必要な、耐用年数が３年以上の資材等

〇換気／夏季仕様育苗ハウス、循環扇、換気扇等

〇遮光・遮熱／可視光線透過型遮光シート等

〇冷却／ミスト、ポットレストレイ等

〇かん水／自動かん水装置、スプリンクラー等

　50万円以上の機械、既存資材等の更新、導入資材等に係る施工費は対象外です。

事業費の１／２以内（受益者当たり上限 100 万円）

香川県農業生産流通課

対象者

対象となる資材等

助成額

申請先

お問い合わせ先

・農業生産流通課（０８７－８３２－３４２２）

・各農業改良普及センター

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

○新気候変動対応支援事業 

●気候変動に対応した夏季の高温に負けない園芸産地づくりのため、高温対

策に必要な資材等の導入を支援します。 

８-７ 

 

事業担当：農業生産流通課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

露
地
野
菜 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農業者、農業者の組織する団体

　野菜、花き、果樹栽培での夏季の高温対策（換気、遮光・遮熱、冷却、かん水）

に必要な、耐用年数が３年以上の資材等

〇換気／夏季仕様育苗ハウス、循環扇、換気扇等

〇遮光・遮熱／可視光線透過型遮光シート等

〇冷却／ミスト、ポットレストレイ等

〇かん水／自動かん水装置、スプリンクラー等

　50万円以上の機械、既存資材等の更新、導入資材等に係る施工費は対象外です。

事業費の１／２以内（受益者当たり上限 100 万円）

香川県農業生産流通課

対象者

対象となる資材等

助成額

申請先

お問い合わせ先

・農業生産流通課（０８７－８３２－３４２２）

・各農業改良普及センター

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

○新気候変動対応支援事業 

●気候変動に対応した夏季の高温に負けない園芸産地づくりのため、高温対

策に必要な資材等の導入を支援します。 

８-７ 

 

事業担当：農業生産流通課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

露
地
野
菜 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

認定農業者、認定新規就農者、営農集団（５戸以上の農家により組織され、  

集団の規約を有し、代表者の定めがある団体） 

 
 
 
 

飼料作物の効率的生産及び未利用資源の有効利用を行うための専用機械 

 
 
 
 

取得額の１／３以内（上限 300万円） 
 
 
 
 

 

香川県畜産課 （農業改良普及センターを経由） 

 
 
 
 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

飼料作物生産効率化等促進事業 
〔畜産飼料生産の担い手を支援〕 

●営農集団及び認定農業者等が、飼料作物生産及び未利用資源の効率的な利

用を行うための機械類を導入する場合、取得額の１／３以内（上限 300万円）

を助成します。 

 

お問い合わせ先 

・各農業改良普及センター 

８-８ 

 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

事業担当：畜産課 

認定農業者 

米 

麦 

畜 

産 

集落営農 

露
地
野
菜

施
設
野
菜

果
　
樹

花
き
・
盆
栽

新規就農 認定農業者 集落営農 その他
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認定農業者、認定新規就農者、営農集団（５戸以上の農家により組織され、  

集団の規約を有し、代表者の定めがある団体） 

 
 
 
 

飼料作物の効率的生産及び未利用資源の有効利用を行うための専用機械 

 
 
 
 

取得額の１／３以内（上限 300万円） 
 
 
 
 

 

香川県畜産課 （農業改良普及センターを経由） 

 
 
 
 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

飼料作物生産効率化等促進事業 
〔畜産飼料生産の担い手を支援〕 

●営農集団及び認定農業者等が、飼料作物生産及び未利用資源の効率的な利

用を行うための機械類を導入する場合、取得額の１／３以内（上限 300万円）

を助成します。 

 

お問い合わせ先 

・各農業改良普及センター 

８-８ 

 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

事業担当：畜産課 

認定農業者 

米 

麦 

畜 

産 
集落営農 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農業者、農業者の組織する団体

　野菜、花き、果樹栽培での夏季の高温対策（換気、遮光・遮熱、冷却、かん水）

に必要な、耐用年数が３年以上の資材等

〇換気／夏季仕様育苗ハウス、循環扇、換気扇等

〇遮光・遮熱／可視光線透過型遮光シート等

〇冷却／ミスト、ポットレストレイ等

〇かん水／自動かん水装置、スプリンクラー等

　50万円以上の機械、既存資材等の更新、導入資材等に係る施工費は対象外です。

事業費の１／２以内（受益者当たり上限 100 万円）

香川県農業生産流通課

対象者

対象となる資材等

助成額

申請先

お問い合わせ先

・農業生産流通課（０８７－８３２－３４２２）

・各農業改良普及センター

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

○新気候変動対応支援事業 

●気候変動に対応した夏季の高温に負けない園芸産地づくりのため、高温対

策に必要な資材等の導入を支援します。 

８-７ 

 

事業担当：農業生産流通課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

露
地
野
菜 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

認定農業者、認定新規就農者、営農集団（５戸以上の農家により組織され、  

集団の規約を有し、代表者の定めがある団体） 

 
 
 
 

飼料作物の効率的生産及び未利用資源の有効利用を行うための専用機械 

 
 
 
 

取得額の１／３以内（上限 300万円） 
 
 
 
 

 

香川県畜産課 （農業改良普及センターを経由） 

 
 
 
 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

飼料作物生産効率化等促進事業 
〔畜産飼料生産の担い手を支援〕 

●営農集団及び認定農業者等が、飼料作物生産及び未利用資源の効率的な利

用を行うための機械類を導入する場合、取得額の１／３以内（上限 300万円）

を助成します。 

 

お問い合わせ先 

・各農業改良普及センター 

８-８ 

 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

事業担当：畜産課 

認定農業者 

米 

麦 

畜 

産 

集落営農 

米
　
麦

畜
　
産

認定農業者 集落営農
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畜産農家等 

 
 
 

(１)家畜ふん尿処理に必要な施設、機械・装置等 

  堆肥舎、発酵舎、貯留槽、攪拌乾燥機、浄化装置、 

フロントローダー、バキュームカー、袋詰機、ダンプカー等 

(２)飼料の生産や給与等に必要な施設、機械・装置等 

  飼料貯蔵施設、ハーベスター、モア、ロールベーラー、 

  ラッピングマシン、飼料混合機、給餌装置等 

(３)家畜の飼養管理に必要な施設、機械・装置等 

搾乳装置、搾乳ユニット自動搬送装置、バルククーラー、 

給水装置、牛床マット、噴霧機（装置）、汚卵洗浄機等 

        (４)６次産業化に関する施設等 

         ハム製造関連機械等、チーズ製造関連機械等、鶏卵加工品 

製造関連機械、菓子製造関連機械、ストッカー、冷凍冷蔵庫、 

冷凍冷蔵ショーケース、冷蔵冷凍装置、冷凍機等 

 

 
 

（一財）畜産環境整備機構 

（香川県農業協同組合・(一社)香川県配合飼料価格安定基金協会を経由） 

 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

畜産高度化支援リース事業（畜環機構） 
〔畜産の担い手を支援〕 

●経営に必要な家畜ふん尿処理施設や飼料生産・給与等施設、家畜飼養管理

施設等を、畜産農家等に低率な附加貸付料で貸付します。 

８-10 

 

お問い合わせ先 

・各農業改良普及センター 

対象者 

対象となる整備内容 

申請先 

事業担当：畜産課 

新規就農 認定農業者 その他 

畜 

産 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

畜産農家等 

 
 
 

(１)飼料生産利用施設 

①草地造成用機械施設 

  （トラクター、ショベルローダー等） 

②自給飼料生産利用機械施設 

  （ディスクモア、飼料攪拌機、マニアスプレッダー等） 

(２)家畜家きん飼養管理施設 

①生乳生産合理化施設 

  （パイプラインミルカー、バルククーラー等） 

②精液保管等施設 

（凍結保管器、液体窒素保管器等） 

③畜舎環境改善機械施設 

  （バーンクリーナー、自動給餌機等） 

④中小家畜管理機械施設 

（消毒装置、豚舎柵、鶏舎ケージ等） 

 
 
 

（公財）畜産近代化リース協会（農業協同組合等を経由） 

 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

畜産近代化リース事業（リース協会） 
〔畜産の担い手を支援〕 

●経営に必要な飼料生産利用施設や家畜家きん飼養管理施設を農業協同組

合や生産者団体を通じて畜産農家等に低率な附加貸付料で再貸付します。 

８-９ 

 

 

お問い合わせ先 

・各農業改良普及センター 

対象者 

対象となる整備内容 

申請先 

事業担当：畜産課 

新規就農 認定農業者 その他 

米 

麦 

畜 

産 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

畜産農家等 

 
 
 

(１)飼料生産利用施設 

①草地造成用機械施設 

  （トラクター、ショベルローダー等） 

②自給飼料生産利用機械施設 

  （ディスクモア、飼料攪拌機、マニアスプレッダー等） 

(２)家畜家きん飼養管理施設 

①生乳生産合理化施設 

  （パイプラインミルカー、バルククーラー等） 

②精液保管等施設 

（凍結保管器、液体窒素保管器等） 

③畜舎環境改善機械施設 

  （バーンクリーナー、自動給餌機等） 

④中小家畜管理機械施設 

（消毒装置、豚舎柵、鶏舎ケージ等） 

 
 
 

（公財）畜産近代化リース協会（農業協同組合等を経由） 

 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

畜産近代化リース事業（リース協会） 
〔畜産の担い手を支援〕 

●経営に必要な飼料生産利用施設や家畜家きん飼養管理施設を農業協同組

合や生産者団体を通じて畜産農家等に低率な附加貸付料で再貸付します。 

８-９ 

 

 

お問い合わせ先 

・各農業改良普及センター 

対象者 

対象となる整備内容 

申請先 

事業担当：畜産課 

新規就農 認定農業者 その他 

米 

麦 

畜 
産 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

畜産農家等 

 
 
 

(１)家畜ふん尿処理に必要な施設、機械・装置等 

  堆肥舎、発酵舎、貯留槽、攪拌乾燥機、浄化装置、 

フロントローダー、バキュームカー、袋詰機、ダンプカー等 

(２)飼料の生産や給与等に必要な施設、機械・装置等 

  飼料貯蔵施設、ハーベスター、モア、ロールベーラー、 

  ラッピングマシン、飼料混合機、給餌装置等 

(３)家畜の飼養管理に必要な施設、機械・装置等 

搾乳装置、搾乳ユニット自動搬送装置、バルククーラー、 

給水装置、牛床マット、噴霧機（装置）、汚卵洗浄機等 

        (４)６次産業化に関する施設等 

         ハム製造関連機械等、チーズ製造関連機械等、鶏卵加工品 

製造関連機械、菓子製造関連機械、ストッカー、冷凍冷蔵庫、 

冷凍冷蔵ショーケース、冷蔵冷凍装置、冷凍機等 

 

 
 

（一財）畜産環境整備機構 

（香川県農業協同組合・(一社)香川県配合飼料価格安定基金協会を経由） 

 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

畜産高度化支援リース事業（畜環機構） 
〔畜産の担い手を支援〕 

●経営に必要な家畜ふん尿処理施設や飼料生産・給与等施設、家畜飼養管理

施設等を、畜産農家等に低率な附加貸付料で貸付します。 

８-10 

 

お問い合わせ先 

・各農業改良普及センター 

対象者 

対象となる整備内容 

申請先 

事業担当：畜産課 

新規就農 認定農業者 その他 

畜 

産 

米
　
麦

畜
　
産

新規就農 認定農業者 その他
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畜産農家等 

 
 
 

(１)家畜ふん尿処理に必要な施設、機械・装置等 

  堆肥舎、発酵舎、貯留槽、攪拌乾燥機、浄化装置、 

フロントローダー、バキュームカー、袋詰機、ダンプカー等 

(２)飼料の生産や給与等に必要な施設、機械・装置等 

  飼料貯蔵施設、ハーベスター、モア、ロールベーラー、 

  ラッピングマシン、飼料混合機、給餌装置等 

(３)家畜の飼養管理に必要な施設、機械・装置等 

搾乳装置、搾乳ユニット自動搬送装置、バルククーラー、 

給水装置、牛床マット、噴霧機（装置）、汚卵洗浄機等 

        (４)６次産業化に関する施設等 

         ハム製造関連機械等、チーズ製造関連機械等、鶏卵加工品 

製造関連機械、菓子製造関連機械、ストッカー、冷凍冷蔵庫、 

冷凍冷蔵ショーケース、冷蔵冷凍装置、冷凍機等 

 

 
 

（一財）畜産環境整備機構 

（香川県農業協同組合・(一社)香川県配合飼料価格安定基金協会を経由） 

 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

畜産高度化支援リース事業（畜環機構） 
〔畜産の担い手を支援〕 

●経営に必要な家畜ふん尿処理施設や飼料生産・給与等施設、家畜飼養管理

施設等を、畜産農家等に低率な附加貸付料で貸付します。 

８-10 

 

お問い合わせ先 

・各農業改良普及センター 

対象者 

対象となる整備内容 

申請先 

事業担当：畜産課 

新規就農 認定農業者 その他 

畜 

産 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

畜産農家等 

 
 
 

(１)飼料生産利用施設 

①草地造成用機械施設 

  （トラクター、ショベルローダー等） 

②自給飼料生産利用機械施設 

  （ディスクモア、飼料攪拌機、マニアスプレッダー等） 

(２)家畜家きん飼養管理施設 

①生乳生産合理化施設 

  （パイプラインミルカー、バルククーラー等） 

②精液保管等施設 

（凍結保管器、液体窒素保管器等） 

③畜舎環境改善機械施設 

  （バーンクリーナー、自動給餌機等） 

④中小家畜管理機械施設 

（消毒装置、豚舎柵、鶏舎ケージ等） 

 
 
 

（公財）畜産近代化リース協会（農業協同組合等を経由） 

 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

畜産近代化リース事業（リース協会） 
〔畜産の担い手を支援〕 

●経営に必要な飼料生産利用施設や家畜家きん飼養管理施設を農業協同組

合や生産者団体を通じて畜産農家等に低率な附加貸付料で再貸付します。 

８-９ 

 

 

お問い合わせ先 

・各農業改良普及センター 

対象者 

対象となる整備内容 

申請先 

事業担当：畜産課 

新規就農 認定農業者 その他 

米 

麦 

畜 

産 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

畜産農家等 

 
 
 

(１)飼料生産利用施設 

①草地造成用機械施設 

  （トラクター、ショベルローダー等） 

②自給飼料生産利用機械施設 

  （ディスクモア、飼料攪拌機、マニアスプレッダー等） 

(２)家畜家きん飼養管理施設 

①生乳生産合理化施設 

  （パイプラインミルカー、バルククーラー等） 

②精液保管等施設 

（凍結保管器、液体窒素保管器等） 

③畜舎環境改善機械施設 

  （バーンクリーナー、自動給餌機等） 

④中小家畜管理機械施設 

（消毒装置、豚舎柵、鶏舎ケージ等） 

 
 
 

（公財）畜産近代化リース協会（農業協同組合等を経由） 

 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

畜産近代化リース事業（リース協会） 
〔畜産の担い手を支援〕 

●経営に必要な飼料生産利用施設や家畜家きん飼養管理施設を農業協同組

合や生産者団体を通じて畜産農家等に低率な附加貸付料で再貸付します。 

８-９ 

 

 

お問い合わせ先 

・各農業改良普及センター 

対象者 

対象となる整備内容 

申請先 

事業担当：畜産課 

新規就農 認定農業者 その他 

米 

麦 

畜 

産 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

畜産農家等 

 
 
 

(１)家畜ふん尿処理に必要な施設、機械・装置等 

  堆肥舎、発酵舎、貯留槽、攪拌乾燥機、浄化装置、 

フロントローダー、バキュームカー、袋詰機、ダンプカー等 

(２)飼料の生産や給与等に必要な施設、機械・装置等 

  飼料貯蔵施設、ハーベスター、モア、ロールベーラー、 

  ラッピングマシン、飼料混合機、給餌装置等 

(３)家畜の飼養管理に必要な施設、機械・装置等 

搾乳装置、搾乳ユニット自動搬送装置、バルククーラー、 

給水装置、牛床マット、噴霧機（装置）、汚卵洗浄機等 

        (４)６次産業化に関する施設等 

         ハム製造関連機械等、チーズ製造関連機械等、鶏卵加工品 

製造関連機械、菓子製造関連機械、ストッカー、冷凍冷蔵庫、 

冷凍冷蔵ショーケース、冷蔵冷凍装置、冷凍機等 

 

 
 

（一財）畜産環境整備機構 

（香川県農業協同組合・(一社)香川県配合飼料価格安定基金協会を経由） 

 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

畜産高度化支援リース事業（畜環機構） 
〔畜産の担い手を支援〕 

●経営に必要な家畜ふん尿処理施設や飼料生産・給与等施設、家畜飼養管理

施設等を、畜産農家等に低率な附加貸付料で貸付します。 

８-10 

 

お問い合わせ先 

・各農業改良普及センター 

対象者 

対象となる整備内容 

申請先 

事業担当：畜産課 

新規就農 認定農業者 その他 

畜 

産 

畜
　
産

新規就農 認定農業者 その他
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畜産クラスター協議会の構成員である畜産農家(認定農業者・就農者)等 

 
 
 

自動給餌機、餌寄せロボット、換気装置、バルククーラー、哺乳ロボット、 

発情発見機、動力噴霧器、集卵装置、稲わら収集機、ロールベーラー、 

ラッピングマシン、飼料用米加工・調整機、電牧器、飼料タンク、 

リキッドフィード給与装置、堆肥散布機等 

 
 
 

事業費の１／２以内 

（１） 購入方式：取組主体が機械装置を購入して導入する場合に、畜産 

クラスター協議会に対して補助 

（２）リース方式：リース会社等の機械購入費に対して補助 
 
 

 

公益社団法人香川県畜産協会（畜産クラスター協議会を経由） 

 
 
 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 
（機械導入事業（国基金）） 
〔畜産の担い手を支援〕 

●畜産クラスター協議会が作成した地域ぐるみで収益性、持続性又は社会的

価値を向上させる畜産クラスター計画に、中心的な経営体として位置づけら

れた畜産農家等が行う機械の導入に対する支援として、当該機械装置の取得

に必要な費用の一部を助成します。 

８-11-２ 

 

お問い合わせ先 

・各農業改良普及センター 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

事業担当：畜産課 

その他 

畜 

産 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
畜産クラスター協議会の構成員である畜産農家等 

      原則として、法人若しくは事業実施から３年以内に法人になる計画を有するもの。 
 
 
 

家畜飼養管理施設、家畜排せつ物処理施設、 

自給飼料関連施設、畜産物加工、展示・販売施設 

 

 
 

補助率 １／２以内 

 
 

 

香川県畜産課（畜産クラスター協議会、市町を経由） 

各農業改良普及センター 

 
 
 
 
 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 
（施設整備事業） 

〔畜産の担い手を支援〕 

●畜産クラスター協議会が作成した地域ぐるみで収益性、持続性又は社会的

価値を向上させる畜産クラスター計画に、中心的な経営体として位置づけら

れた畜産農家が行う施設整備や当該施設と一体的に整備する設備の整備等

に要する経費の一部を助成します。 

８-11-１ 

 

お問い合わせ先 

・各農業改良普及センター 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

事業担当：畜産課 

その他 

畜 

産 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
畜産クラスター協議会の構成員である畜産農家等 

      原則として、法人若しくは事業実施から３年以内に法人になる計画を有するもの。 
 
 
 

家畜飼養管理施設、家畜排せつ物処理施設、 

自給飼料関連施設、畜産物加工、展示・販売施設 

 

 
 

補助率 １／２以内 

 
 

 

香川県畜産課（畜産クラスター協議会、市町を経由） 

各農業改良普及センター 

 
 
 
 
 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 
（施設整備事業） 

〔畜産の担い手を支援〕 

●畜産クラスター協議会が作成した地域ぐるみで収益性、持続性又は社会的

価値を向上させる畜産クラスター計画に、中心的な経営体として位置づけら

れた畜産農家が行う施設整備や当該施設と一体的に整備する設備の整備等

に要する経費の一部を助成します。 

８-11-１ 

 

お問い合わせ先 

・各農業改良普及センター 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

事業担当：畜産課 

その他 

畜 
産 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

畜産クラスター協議会の構成員である畜産農家(認定農業者・就農者)等 

 
 
 

自動給餌機、餌寄せロボット、換気装置、バルククーラー、哺乳ロボット、 

発情発見機、動力噴霧器、集卵装置、稲わら収集機、ロールベーラー、 

ラッピングマシン、飼料用米加工・調整機、電牧器、飼料タンク、 

リキッドフィード給与装置、堆肥散布機等 

 
 
 

事業費の１／２以内 

（１） 購入方式：取組主体が機械装置を購入して導入する場合に、畜産 

クラスター協議会に対して補助 

（２）リース方式：リース会社等の機械購入費に対して補助 
 
 

 

公益社団法人香川県畜産協会（畜産クラスター協議会を経由） 

 
 
 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 
（機械導入事業（国基金）） 
〔畜産の担い手を支援〕 

●畜産クラスター協議会が作成した地域ぐるみで収益性、持続性又は社会的

価値を向上させる畜産クラスター計画に、中心的な経営体として位置づけら

れた畜産農家等が行う機械の導入に対する支援として、当該機械装置の取得

に必要な費用の一部を助成します。 

８-11-２ 

 

お問い合わせ先 

・各農業改良普及センター 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

事業担当：畜産課 

その他 

畜 

産 

畜
　
産

その他
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畜産クラスター協議会の構成員である畜産農家(認定農業者・就農者)等 

 
 
 

自動給餌機、餌寄せロボット、換気装置、バルククーラー、哺乳ロボット、 

発情発見機、動力噴霧器、集卵装置、稲わら収集機、ロールベーラー、 

ラッピングマシン、飼料用米加工・調整機、電牧器、飼料タンク、 

リキッドフィード給与装置、堆肥散布機等 

 
 
 

事業費の１／２以内 

（１） 購入方式：取組主体が機械装置を購入して導入する場合に、畜産 

クラスター協議会に対して補助 

（２）リース方式：リース会社等の機械購入費に対して補助 
 
 

 

公益社団法人香川県畜産協会（畜産クラスター協議会を経由） 

 
 
 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 
（機械導入事業（国基金）） 
〔畜産の担い手を支援〕 

●畜産クラスター協議会が作成した地域ぐるみで収益性、持続性又は社会的

価値を向上させる畜産クラスター計画に、中心的な経営体として位置づけら

れた畜産農家等が行う機械の導入に対する支援として、当該機械装置の取得

に必要な費用の一部を助成します。 

８-11-２ 

 

お問い合わせ先 

・各農業改良普及センター 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

事業担当：畜産課 

その他 

畜 

産 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
畜産クラスター協議会の構成員である畜産農家等 

      原則として、法人若しくは事業実施から３年以内に法人になる計画を有するもの。 
 
 
 

家畜飼養管理施設、家畜排せつ物処理施設、 

自給飼料関連施設、畜産物加工、展示・販売施設 

 

 
 

補助率 １／２以内 

 
 

 

香川県畜産課（畜産クラスター協議会、市町を経由） 

各農業改良普及センター 

 
 
 
 
 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 
（施設整備事業） 

〔畜産の担い手を支援〕 

●畜産クラスター協議会が作成した地域ぐるみで収益性、持続性又は社会的

価値を向上させる畜産クラスター計画に、中心的な経営体として位置づけら

れた畜産農家が行う施設整備や当該施設と一体的に整備する設備の整備等

に要する経費の一部を助成します。 

８-11-１ 

 

お問い合わせ先 

・各農業改良普及センター 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

事業担当：畜産課 

その他 

畜 

産 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
畜産クラスター協議会の構成員である畜産農家等 

      原則として、法人若しくは事業実施から３年以内に法人になる計画を有するもの。 
 
 
 

家畜飼養管理施設、家畜排せつ物処理施設、 

自給飼料関連施設、畜産物加工、展示・販売施設 

 

 
 

補助率 １／２以内 

 
 

 

香川県畜産課（畜産クラスター協議会、市町を経由） 

各農業改良普及センター 

 
 
 
 
 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 
（施設整備事業） 

〔畜産の担い手を支援〕 

●畜産クラスター協議会が作成した地域ぐるみで収益性、持続性又は社会的

価値を向上させる畜産クラスター計画に、中心的な経営体として位置づけら

れた畜産農家が行う施設整備や当該施設と一体的に整備する設備の整備等

に要する経費の一部を助成します。 

８-11-１ 

 

お問い合わせ先 

・各農業改良普及センター 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

事業担当：畜産課 

その他 

畜 

産 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

畜産クラスター協議会の構成員である畜産農家(認定農業者・就農者)等 

 
 
 

自動給餌機、餌寄せロボット、換気装置、バルククーラー、哺乳ロボット、 

発情発見機、動力噴霧器、集卵装置、稲わら収集機、ロールベーラー、 

ラッピングマシン、飼料用米加工・調整機、電牧器、飼料タンク、 

リキッドフィード給与装置、堆肥散布機等 

 
 
 

事業費の１／２以内 

（１） 購入方式：取組主体が機械装置を購入して導入する場合に、畜産 

クラスター協議会に対して補助 

（２）リース方式：リース会社等の機械購入費に対して補助 
 
 

 

公益社団法人香川県畜産協会（畜産クラスター協議会を経由） 

 
 
 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 
（機械導入事業（国基金）） 
〔畜産の担い手を支援〕 

●畜産クラスター協議会が作成した地域ぐるみで収益性、持続性又は社会的

価値を向上させる畜産クラスター計画に、中心的な経営体として位置づけら

れた畜産農家等が行う機械の導入に対する支援として、当該機械装置の取得

に必要な費用の一部を助成します。 

８-11-２ 

 

お問い合わせ先 

・各農業改良普及センター 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

事業担当：畜産課 

その他 

畜 

産 

畜
　
産

その他
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農協等の生産者集団 

 （農協等は当事業を活用して酪農家を支援する。） 

 
 
 
 

簡易牛舎、暑熱対策に必要な資材や機器（断熱材、扇風機など）、 

飼養環境改善のために必要な資材（牛床マット、カウブラシなど）など 

※生産者集団で共同購入して、生産者に貸付または支給する。 

 

 
 
 

１／２以内など 

（メニューにより異なります。詳しくはお問い合わせください。） 
 
 

 

香川県農業協同組合 

 

 
 
 
 
 

お問い合わせ先 

・香川県農業協同組合 （０８７－８７９－８１３５） 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

酪農経営支援総合対策事業 
（中小酪農経営等生産基盤維持・強化対策事業） 

〔酪農の担い手を支援〕 

●酪農生産基盤の強化を図るため、乳用後継牛確保の取組みとして、暑熱対

策の推進、乳用牛の供用期間の延長支援、乳用牛の円滑な継承などを支援し

ます。 

８-13 ８-13 

 

 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

事業担当：畜産課 

畜 

産 

集落営農 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

酪農家、肉用牛農家 

 
 
 

省力化・生産性向上につながるＩＣＴ関連機械の導入 

例）発情発見器、分娩監視装置、搾乳ロボット、哺乳ロボット、 

自動給餌機、敷料散布機、行動監視装置 など 

 
 
 

事業費の１／２以内 

 

 
 

 

公益社団法人香川県畜産協会（畜産ＩＣＴ応援会議を経由） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

持続的生産強化対策事業 
（畜産経営体生産性向上対策：畜産ＩＣＴ事業） 

〔酪農・肉用牛の担い手を支援〕 

●酪農家や肉用牛農家の労働負担軽減・省力化に資するロボット・ＡＩ・Ｉ

ｏＴ等の先端技術の導入や、畜産農家に高度かつ総合的な経営アドバイスを

提供するためのビッグデータ構築を支援します。 

８-12 

 

お問い合わせ先 

・各農業改良普及センター 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

事業担当：畜産課 

その他 

畜 

産 

集落営農 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

酪農家、肉用牛農家 

 
 
 

省力化・生産性向上につながるＩＣＴ関連機械の導入 

例）発情発見器、分娩監視装置、搾乳ロボット、哺乳ロボット、 

自動給餌機、敷料散布機、行動監視装置 など 

 
 
 

事業費の１／２以内 

 

 
 

 

公益社団法人香川県畜産協会（畜産ＩＣＴ応援会議を経由） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

持続的生産強化対策事業 
（畜産経営体生産性向上対策：畜産ＩＣＴ事業） 

〔酪農・肉用牛の担い手を支援〕 

●酪農家や肉用牛農家の労働負担軽減・省力化に資するロボット・ＡＩ・Ｉ

ｏＴ等の先端技術の導入や、畜産農家に高度かつ総合的な経営アドバイスを

提供するためのビッグデータ構築を支援します。 

８-12 

 

お問い合わせ先 

・各農業改良普及センター 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

事業担当：畜産課 

その他 

畜 
産 

集落営農 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

農協等の生産者集団 

 （農協等は当事業を活用して酪農家を支援する。） 

 
 
 
 

簡易牛舎、暑熱対策に必要な資材や機器（断熱材、扇風機など）、 

飼養環境改善のために必要な資材（牛床マット、カウブラシなど）など 

※生産者集団で共同購入して、生産者に貸付または支給する。 

 

 
 
 

１／２以内など 

（メニューにより異なります。詳しくはお問い合わせください。） 
 
 

 

香川県農業協同組合 

 

 
 
 
 
 

お問い合わせ先 

・香川県農業協同組合 （０８７－８７９－８１３５） 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

酪農経営支援総合対策事業 
（中小酪農経営等生産基盤維持・強化対策事業） 

〔酪農の担い手を支援〕 

●酪農生産基盤の強化を図るため、乳用後継牛確保の取組みとして、暑熱対

策の推進、乳用牛の供用期間の延長支援、乳用牛の円滑な継承などを支援し

ます。 

８-13 ８-13 

 

 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

事業担当：畜産課 

畜 

産 

集落営農 

 

畜
　
産

集落営農 その他
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農協等の生産者集団 

 （農協等は当事業を活用して酪農家を支援する。） 

 
 
 
 

簡易牛舎、暑熱対策に必要な資材や機器（断熱材、扇風機など）、 

飼養環境改善のために必要な資材（牛床マット、カウブラシなど）など 

※生産者集団で共同購入して、生産者に貸付または支給する。 

 

 
 
 

１／２以内など 

（メニューにより異なります。詳しくはお問い合わせください。） 
 
 

 

香川県農業協同組合 

 

 
 
 
 
 

お問い合わせ先 

・香川県農業協同組合 （０８７－８７９－８１３５） 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

酪農経営支援総合対策事業 
（中小酪農経営等生産基盤維持・強化対策事業） 

〔酪農の担い手を支援〕 

●酪農生産基盤の強化を図るため、乳用後継牛確保の取組みとして、暑熱対

策の推進、乳用牛の供用期間の延長支援、乳用牛の円滑な継承などを支援し

ます。 

８-13 ８-13 

 

 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

事業担当：畜産課 

畜 

産 
集落営農 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

酪農家、肉用牛農家 

 
 
 

省力化・生産性向上につながるＩＣＴ関連機械の導入 

例）発情発見器、分娩監視装置、搾乳ロボット、哺乳ロボット、 

自動給餌機、敷料散布機、行動監視装置 など 

 
 
 

事業費の１／２以内 

 

 
 

 

公益社団法人香川県畜産協会（畜産ＩＣＴ応援会議を経由） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

持続的生産強化対策事業 
（畜産経営体生産性向上対策：畜産ＩＣＴ事業） 

〔酪農・肉用牛の担い手を支援〕 

●酪農家や肉用牛農家の労働負担軽減・省力化に資するロボット・ＡＩ・Ｉ

ｏＴ等の先端技術の導入や、畜産農家に高度かつ総合的な経営アドバイスを

提供するためのビッグデータ構築を支援します。 

８-12 

 

お問い合わせ先 

・各農業改良普及センター 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

事業担当：畜産課 

その他 

畜 

産 

集落営農 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

酪農家、肉用牛農家 

 
 
 

省力化・生産性向上につながるＩＣＴ関連機械の導入 

例）発情発見器、分娩監視装置、搾乳ロボット、哺乳ロボット、 

自動給餌機、敷料散布機、行動監視装置 など 

 
 
 

事業費の１／２以内 

 

 
 

 

公益社団法人香川県畜産協会（畜産ＩＣＴ応援会議を経由） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

持続的生産強化対策事業 
（畜産経営体生産性向上対策：畜産ＩＣＴ事業） 

〔酪農・肉用牛の担い手を支援〕 

●酪農家や肉用牛農家の労働負担軽減・省力化に資するロボット・ＡＩ・Ｉ

ｏＴ等の先端技術の導入や、畜産農家に高度かつ総合的な経営アドバイスを

提供するためのビッグデータ構築を支援します。 

８-12 

 

お問い合わせ先 

・各農業改良普及センター 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

事業担当：畜産課 

その他 

畜 

産 

集落営農 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

農協等の生産者集団 

 （農協等は当事業を活用して酪農家を支援する。） 

 
 
 
 

簡易牛舎、暑熱対策に必要な資材や機器（断熱材、扇風機など）、 

飼養環境改善のために必要な資材（牛床マット、カウブラシなど）など 

※生産者集団で共同購入して、生産者に貸付または支給する。 

 

 
 
 

１／２以内など 

（メニューにより異なります。詳しくはお問い合わせください。） 
 
 

 

香川県農業協同組合 

 

 
 
 
 
 

お問い合わせ先 

・香川県農業協同組合 （０８７－８７９－８１３５） 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

酪農経営支援総合対策事業 
（中小酪農経営等生産基盤維持・強化対策事業） 

〔酪農の担い手を支援〕 

●酪農生産基盤の強化を図るため、乳用後継牛確保の取組みとして、暑熱対

策の推進、乳用牛の供用期間の延長支援、乳用牛の円滑な継承などを支援し

ます。 

８-13 ８-13 

 

 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

事業担当：畜産課 

畜 

産 

集落営農 

 

畜
　
産

集落営農
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（１）香川県内の酪農家

（２）（３）乳質に関して重点指導が必要な香川県内の酪農家 10戸

（１）乳用後継牛の自家育成を図る酪農家に対して、性選別精液等人工授精にかかる

経費の一部助成。

（２）乳質改善にかかるコンサルタントの実施。

（３）搾乳システムの更新や、部品交換等に係る費用の一部助成。

（１）人工授精１回につき８千円の補助とし、１頭あたり３回を補助上限とする。

また、１農家あたりの補助上限頭数は下記のとおりとする。

〇大規模農家（成牛 200頭以上）・・・・・・・・・・・・・ 25頭／年

〇中規模農家（成牛 50頭以上～200頭未満）・・・・・・・・15頭／年

〇小規模農家（成牛 50頭未満）・・・・・・・・・・・・・・５頭／年

（３）１／２以内（１農家あたり補助上限額は 100千円）

助成額

（１）香川県畜産課

（２）（３）香川県農業協同組合

※令和８年２月時点の内容であり、今後内容が変更される可能性があります。

対象者

事業内容

申請先

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
  

○新酪農生産性向上対策事業 

●乳用牛の自家育成による牛群の改良と乳質改善を推進し、生乳生産におけ

る乳質の底上げと品質向上を図るため、乳用後継牛確保の推進、乳質改善等

を支援します。 

事業担当：畜産課 

その他 

畜 

産 

お問い合わせ先 

・香川県畜産課（０８７－８３２－３４２７） 

８-15 

 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
畜産クラスター協議会の構成員である畜産農家（認定農業者・就農者）等 

 
 
 

家畜排せつ物処理施設、ペレット化等関連施設、乾燥施設、 

臭気設備、堆肥散布機等 

 

 
 

補助率 １／２以内 

 
 

 

香川県畜産課（畜産クラスター協議会等を経由） 

各農業改良普及センター 

 
 
 
 
 
 
 
  

８ 農業機械や施設等を整備したい 

事業担当：畜産課 
８-13 ８-14 

その他 

国内肥料資源利用拡大対策事業 
（堆肥生産利用拡大支援事業） 

〔畜産の担い手を支援〕 

●堆肥の高品質化やペレット化など、耕種農家のニーズに対応した「土づく

り堆肥」の生産・流通の促進や、悪臭防止や汚水処理について高度な畜産環

境対策を実施する取組を支援します。 

お問い合わせ先 

・畜産課（０８７－８３２－３４２８） 

・各農業改良普及センター 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

畜 

産 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
畜産クラスター協議会の構成員である畜産農家（認定農業者・就農者）等 

 
 
 

家畜排せつ物処理施設、ペレット化等関連施設、乾燥施設、 

臭気設備、堆肥散布機等 

 

 
 

補助率 １／２以内 

 
 

 

香川県畜産課（畜産クラスター協議会等を経由） 

各農業改良普及センター 

 
 
 
 
 
 
 
  

８ 農業機械や施設等を整備したい 

事業担当：畜産課 
８-13 ８-14 

その他 

国内肥料資源利用拡大対策事業 
（堆肥生産利用拡大支援事業） 

〔畜産の担い手を支援〕 

●堆肥の高品質化やペレット化など、耕種農家のニーズに対応した「土づく

り堆肥」の生産・流通の促進や、悪臭防止や汚水処理について高度な畜産環

境対策を実施する取組を支援します。 

お問い合わせ先 

・畜産課（０８７－８３２－３４２８） 

・各農業改良普及センター 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

畜 
産 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）香川県内の酪農家

（２）（３）乳質に関して重点指導が必要な香川県内の酪農家 10戸

（１）乳用後継牛の自家育成を図る酪農家に対して、性選別精液等人工授精にかかる

経費の一部助成。

（２）乳質改善にかかるコンサルタントの実施。

（３）搾乳システムの更新や、部品交換等に係る費用の一部助成。

（１）人工授精１回につき８千円の補助とし、１頭あたり３回を補助上限とする。

また、１農家あたりの補助上限頭数は下記のとおりとする。

〇大規模農家（成牛 200頭以上）・・・・・・・・・・・・・ 25頭／年

〇中規模農家（成牛 50頭以上～200頭未満）・・・・・・・・15頭／年

〇小規模農家（成牛 50頭未満）・・・・・・・・・・・・・・５頭／年

（３）１／２以内（１農家あたり補助上限額は 100千円）

助成額

（１）香川県畜産課

（２）（３）香川県農業協同組合

※令和８年２月時点の内容であり、今後内容が変更される可能性があります。

対象者

事業内容

申請先

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
  

○新酪農生産性向上対策事業 

●乳用牛の自家育成による牛群の改良と乳質改善を推進し、生乳生産におけ

る乳質の底上げと品質向上を図るため、乳用後継牛確保の推進、乳質改善等

を支援します。 

事業担当：畜産課 

その他 

畜 

産 

お問い合わせ先 

・香川県畜産課（０８７－８３２－３４２７） 

８-15 

 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

畜
　
産

その他
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（１）香川県内の酪農家

（２）（３）乳質に関して重点指導が必要な香川県内の酪農家 10戸

（１）乳用後継牛の自家育成を図る酪農家に対して、性選別精液等人工授精にかかる

経費の一部助成。

（２）乳質改善にかかるコンサルタントの実施。

（３）搾乳システムの更新や、部品交換等に係る費用の一部助成。

（１）人工授精１回につき８千円の補助とし、１頭あたり３回を補助上限とする。

また、１農家あたりの補助上限頭数は下記のとおりとする。

〇大規模農家（成牛 200頭以上）・・・・・・・・・・・・・ 25頭／年

〇中規模農家（成牛 50頭以上～200頭未満）・・・・・・・・15頭／年

〇小規模農家（成牛 50頭未満）・・・・・・・・・・・・・・５頭／年

（３）１／２以内（１農家あたり補助上限額は 100千円）

助成額

（１）香川県畜産課

（２）（３）香川県農業協同組合

※令和８年２月時点の内容であり、今後内容が変更される可能性があります。

対象者

事業内容

申請先

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
  

○新酪農生産性向上対策事業 

●乳用牛の自家育成による牛群の改良と乳質改善を推進し、生乳生産におけ

る乳質の底上げと品質向上を図るため、乳用後継牛確保の推進、乳質改善等

を支援します。 

事業担当：畜産課 

その他 

畜 

産 

お問い合わせ先 

・香川県畜産課（０８７－８３２－３４２７） 

８-15 

 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
畜産クラスター協議会の構成員である畜産農家（認定農業者・就農者）等 

 
 
 

家畜排せつ物処理施設、ペレット化等関連施設、乾燥施設、 

臭気設備、堆肥散布機等 

 

 
 

補助率 １／２以内 

 
 

 

香川県畜産課（畜産クラスター協議会等を経由） 

各農業改良普及センター 

 
 
 
 
 
 
 
  

８ 農業機械や施設等を整備したい 

事業担当：畜産課 
８-13 ８-14 

その他 

国内肥料資源利用拡大対策事業 
（堆肥生産利用拡大支援事業） 

〔畜産の担い手を支援〕 

●堆肥の高品質化やペレット化など、耕種農家のニーズに対応した「土づく

り堆肥」の生産・流通の促進や、悪臭防止や汚水処理について高度な畜産環

境対策を実施する取組を支援します。 

お問い合わせ先 

・畜産課（０８７－８３２－３４２８） 

・各農業改良普及センター 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

畜 

産 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
畜産クラスター協議会の構成員である畜産農家（認定農業者・就農者）等 

 
 
 

家畜排せつ物処理施設、ペレット化等関連施設、乾燥施設、 

臭気設備、堆肥散布機等 

 

 
 

補助率 １／２以内 

 
 

 

香川県畜産課（畜産クラスター協議会等を経由） 

各農業改良普及センター 

 
 
 
 
 
 
 
  

８ 農業機械や施設等を整備したい 

事業担当：畜産課 
８-13 ８-14 

その他 

国内肥料資源利用拡大対策事業 
（堆肥生産利用拡大支援事業） 

〔畜産の担い手を支援〕 

●堆肥の高品質化やペレット化など、耕種農家のニーズに対応した「土づく

り堆肥」の生産・流通の促進や、悪臭防止や汚水処理について高度な畜産環

境対策を実施する取組を支援します。 

お問い合わせ先 

・畜産課（０８７－８３２－３４２８） 

・各農業改良普及センター 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

畜 

産 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）香川県内の酪農家

（２）（３）乳質に関して重点指導が必要な香川県内の酪農家 10戸

（１）乳用後継牛の自家育成を図る酪農家に対して、性選別精液等人工授精にかかる

経費の一部助成。

（２）乳質改善にかかるコンサルタントの実施。

（３）搾乳システムの更新や、部品交換等に係る費用の一部助成。

（１）人工授精１回につき８千円の補助とし、１頭あたり３回を補助上限とする。

また、１農家あたりの補助上限頭数は下記のとおりとする。

〇大規模農家（成牛 200頭以上）・・・・・・・・・・・・・ 25頭／年

〇中規模農家（成牛 50頭以上～200頭未満）・・・・・・・・15頭／年

〇小規模農家（成牛 50頭未満）・・・・・・・・・・・・・・５頭／年

（３）１／２以内（１農家あたり補助上限額は 100千円）

助成額

（１）香川県畜産課

（２）（３）香川県農業協同組合

※令和８年２月時点の内容であり、今後内容が変更される可能性があります。

対象者

事業内容

申請先

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
  

○新酪農生産性向上対策事業 

●乳用牛の自家育成による牛群の改良と乳質改善を推進し、生乳生産におけ

る乳質の底上げと品質向上を図るため、乳用後継牛確保の推進、乳質改善等

を支援します。 

事業担当：畜産課 

その他 

畜 

産 

お問い合わせ先 

・香川県畜産課（０８７－８３２－３４２７） 

８-15 

 

８ 農業機械や施設等を整備したい 

畜
　
産

その他
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認定農業者･認定農業人材、認定新規就農者、集落営農法人 

 
 
 

（１）農業用設備：ビニールハウスなどの施設

や作業用機械・装置、アタッチメント 

（２）耐久性資材：トンネル被覆用の支柱や留

め具、長期展張フィルムなど、複数年にわ

たり使用可能な資材 

 
 
 

事業費の１／３以内（上限３０万円） 
 
 

  

（公財）香川県農地機構（農業改良普及センタ

ーを経由） 

 
 
 
 
 
 
 
  

８ 農業機械や施設等を整備したい 

農地集積設備導入支援事業（農地機構） 
〔担い手の農地集積の取組みを支援〕 

●認定農業者や新規就農者等が、（公財）香川県農地機構から農地を借受け

て経営開始又は規模拡大するのに伴い、必要となる設備や耐久性資材につい

て、導入経費の１／３以内（上限３０万円）を助成します。 

お問い合わせ先 

 ・各農業改良普及センター 

・（公財）香川県農地機構 本部（０８７－８１６－３９５５） 

８-17 

 

対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

例：農業用設備（トラクター装着用草刈機） 

例：耐久性資材（トンネル支柱） 

事業担当：（公財）香川県農地機構 

新規就農 認定農業者 集落営農 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

その他 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「地域計画」が策定されている地域 
 
 
 

地域計画のうち目標地図に位置付けられた者 

（認定農業者、認定就農者、集落営農組織、市町基本構想に示す目標所得水準 

を達成している農業者及び市町が認める者をいい、目標地図に位置付けられ 

ることが確実であると市町が認める者を含む。） 

 
 

①農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始若しくは改善に必要な農業用 
機械・施設等の取得、改良又は補強 

②農地等の造成、改良又は復旧 
 

 
 

計算方法：①事業費×３／10、②融資額、③事業費－融資額－地方公共団体等に 
よる助成額 のうち一番低い額 

上  限：300万円（目標地図に位置付けられた者であり、目標年度の経営面積 
     が基準（水田作 20ha以上等）以上となる場合は、上限 600万円） 
採択方法：成果目標に応じたポイントを加算し、ポイントの高い要望から採択 

 
市町農業担当課

※令和８年２月時点の内容であり、今後内容が変更される可能性があります。

※類似事業として、担い手確保・経営強化支援事業（国補：融資主体 補助率は

最大１／２、補助上限は法人 3,000万円、法人以外 1,500万円）が、国の補正

予算で実施される場合があります。

お問い合わせ先

・市町農業担当課

申請先
 
 

 

 

農地利用効率化等支援事業（国補：融資主体） 

〔担い手の農業経営改善の取組みを支援〕 

●地域計画の目標地図に位置付けられた者が、経営改善を目的として、金融機関

からの融資を活用して農業用機械・施設を取得する場合、必要な経費から融資等の

額を除いた自己負担額について助成します。 
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対象者 

助成内容 

助成額等 

事業実施地区 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 
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８ 農業機械や施設等を整備したい 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「地域計画」が策定されている地域 
 
 
 

地域計画のうち目標地図に位置付けられた者 

（認定農業者、認定就農者、集落営農組織、市町基本構想に示す目標所得水準 

を達成している農業者及び市町が認める者をいい、目標地図に位置付けられ 

ることが確実であると市町が認める者を含む。） 

 
 

①農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始若しくは改善に必要な農業用 
機械・施設等の取得、改良又は補強 

②農地等の造成、改良又は復旧 
 

 
 

計算方法：①事業費×３／10、②融資額、③事業費－融資額－地方公共団体等に 
よる助成額 のうち一番低い額 

上  限：300万円（目標地図に位置付けられた者であり、目標年度の経営面積 
     が基準（水田作 20ha以上等）以上となる場合は、上限 600万円） 
採択方法：成果目標に応じたポイントを加算し、ポイントの高い要望から採択 

 
市町農業担当課

※令和８年２月時点の内容であり、今後内容が変更される可能性があります。

※類似事業として、担い手確保・経営強化支援事業（国補：融資主体 補助率は

最大１／２、補助上限は法人 3,000万円、法人以外 1,500万円）が、国の補正

予算で実施される場合があります。

お問い合わせ先

・市町農業担当課

申請先
 
 

 

 

農地利用効率化等支援事業（国補：融資主体） 

〔担い手の農業経営改善の取組みを支援〕 

●地域計画の目標地図に位置付けられた者が、経営改善を目的として、金融機関

からの融資を活用して農業用機械・施設を取得する場合、必要な経費から融資等の

額を除いた自己負担額について助成します。 
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対象者 

助成内容 

助成額等 

事業実施地区 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 
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８ 農業機械や施設等を整備したい 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

認定農業者･認定農業人材、認定新規就農者、集落営農法人 

 
 
 

（１）農業用設備：ビニールハウスなどの施設

や作業用機械・装置、アタッチメント 

（２）耐久性資材：トンネル被覆用の支柱や留

め具、長期展張フィルムなど、複数年にわ

たり使用可能な資材 

 
 
 

事業費の１／３以内（上限３０万円） 
 
 

  

（公財）香川県農地機構（農業改良普及センタ

ーを経由） 

 
 
 
 
 
 
 
  

８ 農業機械や施設等を整備したい 

農地集積設備導入支援事業（農地機構） 
〔担い手の農地集積の取組みを支援〕 

●認定農業者や新規就農者等が、（公財）香川県農地機構から農地を借受け

て経営開始又は規模拡大するのに伴い、必要となる設備や耐久性資材につい

て、導入経費の１／３以内（上限３０万円）を助成します。 

お問い合わせ先 

 ・各農業改良普及センター 

・（公財）香川県農地機構 本部（０８７－８１６－３９５５） 
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対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

例：農業用設備（トラクター装着用草刈機） 

例：耐久性資材（トンネル支柱） 

事業担当：（公財）香川県農地機構 

新規就農 認定農業者 集落営農 
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新規就農 認定農業者 集落営農 その他
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認定農業者･認定農業人材、認定新規就農者、集落営農法人 

 
 
 

（１）農業用設備：ビニールハウスなどの施設

や作業用機械・装置、アタッチメント 

（２）耐久性資材：トンネル被覆用の支柱や留

め具、長期展張フィルムなど、複数年にわ

たり使用可能な資材 

 
 
 

事業費の１／３以内（上限３０万円） 
 
 

  

（公財）香川県農地機構（農業改良普及センタ

ーを経由） 

 
 
 
 
 
 
 
  

８ 農業機械や施設等を整備したい 

農地集積設備導入支援事業（農地機構） 
〔担い手の農地集積の取組みを支援〕 

●認定農業者や新規就農者等が、（公財）香川県農地機構から農地を借受け

て経営開始又は規模拡大するのに伴い、必要となる設備や耐久性資材につい

て、導入経費の１／３以内（上限３０万円）を助成します。 

お問い合わせ先 

 ・各農業改良普及センター 

・（公財）香川県農地機構 本部（０８７－８１６－３９５５） 
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対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

例：農業用設備（トラクター装着用草刈機） 

例：耐久性資材（トンネル支柱） 

事業担当：（公財）香川県農地機構 

新規就農 認定農業者 集落営農 
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その他 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「地域計画」が策定されている地域 
 
 
 

地域計画のうち目標地図に位置付けられた者 

（認定農業者、認定就農者、集落営農組織、市町基本構想に示す目標所得水準 

を達成している農業者及び市町が認める者をいい、目標地図に位置付けられ 

ることが確実であると市町が認める者を含む。） 

 
 

①農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始若しくは改善に必要な農業用 
機械・施設等の取得、改良又は補強 

②農地等の造成、改良又は復旧 
 

 
 

計算方法：①事業費×３／10、②融資額、③事業費－融資額－地方公共団体等に 
よる助成額 のうち一番低い額 

上  限：300万円（目標地図に位置付けられた者であり、目標年度の経営面積 
     が基準（水田作 20ha以上等）以上となる場合は、上限 600万円） 
採択方法：成果目標に応じたポイントを加算し、ポイントの高い要望から採択 

 
市町農業担当課

※令和８年２月時点の内容であり、今後内容が変更される可能性があります。

※類似事業として、担い手確保・経営強化支援事業（国補：融資主体 補助率は

最大１／２、補助上限は法人 3,000万円、法人以外 1,500万円）が、国の補正

予算で実施される場合があります。

お問い合わせ先

・市町農業担当課

申請先
 
 

 

 

農地利用効率化等支援事業（国補：融資主体） 

〔担い手の農業経営改善の取組みを支援〕 

●地域計画の目標地図に位置付けられた者が、経営改善を目的として、金融機関

からの融資を活用して農業用機械・施設を取得する場合、必要な経費から融資等の

額を除いた自己負担額について助成します。 
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対象者 

助成内容 

助成額等 

事業実施地区 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 
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８ 農業機械や施設等を整備したい 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「地域計画」が策定されている地域 
 
 
 

地域計画のうち目標地図に位置付けられた者 

（認定農業者、認定就農者、集落営農組織、市町基本構想に示す目標所得水準 

を達成している農業者及び市町が認める者をいい、目標地図に位置付けられ 

ることが確実であると市町が認める者を含む。） 

 
 

①農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始若しくは改善に必要な農業用 
機械・施設等の取得、改良又は補強 

②農地等の造成、改良又は復旧 
 

 
 

計算方法：①事業費×３／10、②融資額、③事業費－融資額－地方公共団体等に 
よる助成額 のうち一番低い額 

上  限：300万円（目標地図に位置付けられた者であり、目標年度の経営面積 
     が基準（水田作 20ha以上等）以上となる場合は、上限 600万円） 
採択方法：成果目標に応じたポイントを加算し、ポイントの高い要望から採択 

 
市町農業担当課

※令和８年２月時点の内容であり、今後内容が変更される可能性があります。

※類似事業として、担い手確保・経営強化支援事業（国補：融資主体 補助率は

最大１／２、補助上限は法人 3,000万円、法人以外 1,500万円）が、国の補正

予算で実施される場合があります。

お問い合わせ先

・市町農業担当課

申請先
 
 

 

 

農地利用効率化等支援事業（国補：融資主体） 

〔担い手の農業経営改善の取組みを支援〕 

●地域計画の目標地図に位置付けられた者が、経営改善を目的として、金融機関

からの融資を活用して農業用機械・施設を取得する場合、必要な経費から融資等の

額を除いた自己負担額について助成します。 
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対象者 

助成内容 

助成額等 

事業実施地区 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 
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８ 農業機械や施設等を整備したい 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

認定農業者･認定農業人材、認定新規就農者、集落営農法人 

 
 
 

（１）農業用設備：ビニールハウスなどの施設

や作業用機械・装置、アタッチメント 

（２）耐久性資材：トンネル被覆用の支柱や留

め具、長期展張フィルムなど、複数年にわ

たり使用可能な資材 

 
 
 

事業費の１／３以内（上限３０万円） 
 
 

  

（公財）香川県農地機構（農業改良普及センタ

ーを経由） 

 
 
 
 
 
 
 
  

８ 農業機械や施設等を整備したい 

農地集積設備導入支援事業（農地機構） 
〔担い手の農地集積の取組みを支援〕 

●認定農業者や新規就農者等が、（公財）香川県農地機構から農地を借受け

て経営開始又は規模拡大するのに伴い、必要となる設備や耐久性資材につい

て、導入経費の１／３以内（上限３０万円）を助成します。 

お問い合わせ先 

 ・各農業改良普及センター 

・（公財）香川県農地機構 本部（０８７－８１６－３９５５） 
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対象者 

対象となる整備内容 

助成額 

申請先 

例：農業用設備（トラクター装着用草刈機） 

例：耐久性資材（トンネル支柱） 

事業担当：（公財）香川県農地機構 

新規就農 認定農業者 集落営農 
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新規就農 認定農業者 集落営農 その他
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○○農農業業生生産産基基盤盤整整備備事事業業      ※（４）、（５）は単独実施可。それ以外は２工種以上必要。  

 （１）農業用用排水施設整備 [パイプライン化、用排水路 等] 
 （２）農道整備  （３）客土  （４）暗渠排水  （５）区画整理 

○○中中心心経経営営体体農農地地集集積積促促進進事事業業  

  ※ 担い手への農地集積率に応じて促進費が助成され、農家負担の軽減を図る 
ことができます。また集積した農地のうち 80％以上を中心経営体ごとにま 
とめれば（１㏊以上のまとまり）、集約化加算されます。 

[[農農地地集集積積率率にによよるる助助成成割割合合]]  

中心経営体集積率 助成割合 集約化加算 計 

85％以上 8.5％  4.0％ 12.5％ 

75％以上 85％未満 7.5％  3.0％ 10.5％ 

65％以上 75％未満 6.5％  2.0％ 8.5％ 

55％以上 65％未満 5.5％  1.0％ 6.5％ 
     

○農業構造転換特別対策事業 
      ※ 対象となる農地の 1/2以上で 1ha(50a)以上、担い手の経営等農用地面積の 

割合が 85％以上、担い手の経営等農用地面積に占める集約化された農用地 
の面積の割合が 80(90)％以上となると、国から 6.25～12.5％の助成を加算。 

     ［生産基盤］    平 地 国 50％ 県 30％  市町・地元 20％ 
中山間 国 55％ 県 30％  市町・地元 15％ 

     ［農地集積促進］  平 地 国 50％ 県 25％  市町 25％ 
中山間 国 55％ 県 22.5％ 市町 22.5％ 

          ［構造転換特別対策］    国 6.25～12.5%(※[生産基盤]の国費に加算) 
 

          ［生産基盤］：県  [農地集積促進]：市町、土地改良区 
 
 
① 農業生産基盤整備事業の（１）から（５）の受益面積の合計が 20ha以上、 

但し、中山間地域においては 10ha以上 
      ② 事業完了時に、担い手に対する農地集積率が 80％以上になること    
      ③ 地域計画が策定されていること 

 

 
 

経営体育成基盤整備事業 

●ほ場の大区画化、農業用用排水路、農道等の生産基盤の整備により、農作
業の効率化、生産コストの低減、維持管理の節減及び高収益作物の導入を図
るとともに、担い手への農地集積の加速化や農業の高付加価値化の推進等に
より競争力のある「攻めの農業」を展開します。 

お問い合わせ先 

・各土地改良事務所、小豆総合事務所土地改良課 

・市町土地改良担当課 

９-１ 

 

 

９ 農地や農道・水路の整備をしたい 

い 

補助率 

事業主体 

事業採択要件 

事業内容 

事業担当：土地改良課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

認定農業者 集落営農 その他 

注：（ ）内は、1/100以上の傾斜地の場合 

区画整理（ほ場整備）

農道、耕作道の整備

農業用用排水施設
（水路、水門改修） 

農業用用排水施設
（パイプライン）

暗渠排水・湧水処理

客土

畦畔除去

カバープランツ

不整形や狭小な農地などを区画整理することで、営農条件の良い農地
に改良し、農作業の効率化を図ります。　　

農道、耕作道の新設・改良により、大型機械の導入や農産物輸送の効
率化を図ります。

老朽化した水路や水門を改修し、維持管理の省力化を図ります。

パイプラインとほ場の給水栓を整備し、水管理の省力化を図ります。

排水不良田に暗渠管等を設置し、乾田化を図り、麦や野菜などの作付
けを可能とします。

必要耕土深を確保するため土砂を搬入し、野菜などの作付けや品質向
上を可能とします。

土畦畔やコンクリート畦畔の除去による区画拡大を行い、農地の集積・
集約化を図ります。

農地等の法面にカバープランツ（ムカデ芝等により雑草を抑制）や防
草シート等を設置し、草刈りの省力化を図ります。

◎

農地や農道・水路の整備について

工 種 整 備 内 容

受益面積 20ha 以上で実施

（９－２）農地中間管理機構関連農地整備事業 → 受益面積 10ha 以上で実施

（９－３）農地耕作条件改善事業 → 受益面積 20ha 未満で実施

（９―４）大区画化等加速化支援事業 → 農地の区画拡大

（９－５）地域計画実現化促進生産基盤整備事業→ 国補事業の対象とならない地区で実施

（９－６）農地集積促進事業 → 地元負担軽減

（９－７）香川型農業推進優良農地確保事業 → 耕作道・用排水路・農地の区画拡大

（９－８）農地維持管理省力化事業 → 草刈省力化、水管理省力化

各 工 種 の 実 施 を 支 援 す る 事 業 制 度 が あ り ま す

（９－１）経営体育成基盤整備事業 →

◎地域で困っていることは何でしょうか？

◎各工種について

各種事業の紹介

【困っていること】 【対応工種】

・田んぼが狭くて形がいびつだ。 →区画整理、畦畔除去

・田んぼに入る道がない。 →区画整理、農道の整備

・道が狭くて大型機械が入らない。 →区画整理、農道の整備

・道がくねくね曲がって危ない。 →区画整理、農道の整備

・水路や水門が古くなってきた。 →水路改修、水門改修、パイプライン工

・田んぼに水を入れるのが大変。 →パイプライン工

・水はけが悪くて、麦や野菜がつくれない。 →暗渠排水工、客土による畑地化

・山ぎわや畦のきわに水がたまる。 →湧水処理工

・畦や水路の草刈が大変だ。 →カバープランツ

・あま土が減って収量・品質が落ちてきた。 →客土

 

 

９ 農地や農道・水路の整備をしたい 

事業担当：土地改良課・農村整備課 

区画整理（ほ場整備）

農道、耕作道の整備

農業用用排水施設
（水路、水門改修） 

農業用用排水施設
（パイプライン）

暗渠排水・湧水処理

客土

畦畔除去

カバープランツ

不整形や狭小な農地などを区画整理することで、営農条件の良い農地
に改良し、農作業の効率化を図ります。　　

農道、耕作道の新設・改良により、大型機械の導入や農産物輸送の効
率化を図ります。

老朽化した水路や水門を改修し、維持管理の省力化を図ります。

パイプラインとほ場の給水栓を整備し、水管理の省力化を図ります。

排水不良田に暗渠管等を設置し、乾田化を図り、麦や野菜などの作付
けを可能とします。

必要耕土深を確保するため土砂を搬入し、野菜などの作付けや品質向
上を可能とします。

土畦畔やコンクリート畦畔の除去による区画拡大を行い、農地の集積・
集約化を図ります。

農地等の法面にカバープランツ（ムカデ芝等により雑草を抑制）や防
草シート等を設置し、草刈りの省力化を図ります。

◎

農地や農道・水路の整備について

工 種 整 備 内 容

受益面積 20ha 以上で実施

（９－２）農地中間管理機構関連農地整備事業 → 受益面積 10ha 以上で実施

（９－３）農地耕作条件改善事業 → 受益面積 20ha 未満で実施

（９―４）大区画化等加速化支援事業 → 農地の区画拡大

（９－５）地域計画実現化促進生産基盤整備事業→ 国補事業の対象とならない地区で実施

（９－６）農地集積促進事業 → 地元負担軽減

（９－７）香川型農業推進優良農地確保事業 → 耕作道・用排水路・農地の区画拡大

（９－８）農地維持管理省力化事業 → 草刈省力化、水管理省力化

各 工 種 の 実 施 を 支 援 す る 事 業 制 度 が あ り ま す

（９－１）経営体育成基盤整備事業 →

◎地域で困っていることは何でしょうか？

◎各工種について

各種事業の紹介

【困っていること】 【対応工種】

・田んぼが狭くて形がいびつだ。 →区画整理、畦畔除去

・田んぼに入る道がない。 →区画整理、農道の整備

・道が狭くて大型機械が入らない。 →区画整理、農道の整備

・道がくねくね曲がって危ない。 →区画整理、農道の整備

・水路や水門が古くなってきた。 →水路改修、水門改修、パイプライン工

・田んぼに水を入れるのが大変。 →パイプライン工

・水はけが悪くて、麦や野菜がつくれない。 →暗渠排水工、客土による畑地化

・山ぎわや畦のきわに水がたまる。 →湧水処理工

・畦や水路の草刈が大変だ。 →カバープランツ

・あま土が減って収量・品質が落ちてきた。 →客土

 

 

９ 農地や農道・水路の整備をしたい 

事業担当：土地改良課・農村整備課 
 

 
○○農農業業生生産産基基盤盤整整備備事事業業      ※（４）、（５）は単独実施可。それ以外は２工種以上必要。  

 （１）農業用用排水施設整備 [パイプライン化、用排水路 等] 
 （２）農道整備  （３）客土  （４）暗渠排水  （５）区画整理 

○○中中心心経経営営体体農農地地集集積積促促進進事事業業  

  ※ 担い手への農地集積率に応じて促進費が助成され、農家負担の軽減を図る 
ことができます。また集積した農地のうち 80％以上を中心経営体ごとにま 
とめれば（１㏊以上のまとまり）、集約化加算されます。 

[[農農地地集集積積率率にによよるる助助成成割割合合]]  

中心経営体集積率 助成割合 集約化加算 計 

85％以上 8.5％  4.0％ 12.5％ 

75％以上 85％未満 7.5％  3.0％ 10.5％ 

65％以上 75％未満 6.5％  2.0％ 8.5％ 

55％以上 65％未満 5.5％  1.0％ 6.5％ 
     

○農業構造転換特別対策事業 
      ※ 対象となる農地の 1/2以上で 1ha(50a)以上、担い手の経営等農用地面積の 

割合が 85％以上、担い手の経営等農用地面積に占める集約化された農用地 
の面積の割合が 80(90)％以上となると、国から 6.25～12.5％の助成を加算。 

     ［生産基盤］    平 地 国 50％ 県 30％  市町・地元 20％ 
中山間 国 55％ 県 30％  市町・地元 15％ 

     ［農地集積促進］  平 地 国 50％ 県 25％  市町 25％ 
中山間 国 55％ 県 22.5％ 市町 22.5％ 

          ［構造転換特別対策］    国 6.25～12.5%(※[生産基盤]の国費に加算) 
 

          ［生産基盤］：県  [農地集積促進]：市町、土地改良区 
 
 
① 農業生産基盤整備事業の（１）から（５）の受益面積の合計が 20ha以上、 

但し、中山間地域においては 10ha以上 
      ② 事業完了時に、担い手に対する農地集積率が 80％以上になること    
      ③ 地域計画が策定されていること 

 

 
 

経営体育成基盤整備事業 

●ほ場の大区画化、農業用用排水路、農道等の生産基盤の整備により、農作
業の効率化、生産コストの低減、維持管理の節減及び高収益作物の導入を図
るとともに、担い手への農地集積の加速化や農業の高付加価値化の推進等に
より競争力のある「攻めの農業」を展開します。 

お問い合わせ先 

・各土地改良事務所、小豆総合事務所土地改良課 

・市町土地改良担当課 

９-１ 

 

 

９ 農地や農道・水路の整備をしたい 

い 

補助率 

事業主体 

事業採択要件 

事業内容 

事業担当：土地改良課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

認定農業者 集落営農 その他 

注：（ ）内は、1/100以上の傾斜地の場合 

米
　
麦

露
地
野
菜

新規就農 認定農業者 集落営農 その他
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○○農農業業生生産産基基盤盤整整備備事事業業      ※（４）、（５）は単独実施可。それ以外は２工種以上必要。  

 （１）農業用用排水施設整備 [パイプライン化、用排水路 等] 
 （２）農道整備  （３）客土  （４）暗渠排水  （５）区画整理 

○○中中心心経経営営体体農農地地集集積積促促進進事事業業  

  ※ 担い手への農地集積率に応じて促進費が助成され、農家負担の軽減を図る 
ことができます。また集積した農地のうち 80％以上を中心経営体ごとにま 
とめれば（１㏊以上のまとまり）、集約化加算されます。 

[[農農地地集集積積率率にによよるる助助成成割割合合]]  

中心経営体集積率 助成割合 集約化加算 計 

85％以上 8.5％  4.0％ 12.5％ 

75％以上 85％未満 7.5％  3.0％ 10.5％ 

65％以上 75％未満 6.5％  2.0％ 8.5％ 

55％以上 65％未満 5.5％  1.0％ 6.5％ 
     

○農業構造転換特別対策事業 
      ※ 対象となる農地の 1/2以上で 1ha(50a)以上、担い手の経営等農用地面積の 

割合が 85％以上、担い手の経営等農用地面積に占める集約化された農用地 
の面積の割合が 80(90)％以上となると、国から 6.25～12.5％の助成を加算。 

     ［生産基盤］    平 地 国 50％ 県 30％  市町・地元 20％ 
中山間 国 55％ 県 30％  市町・地元 15％ 

     ［農地集積促進］  平 地 国 50％ 県 25％  市町 25％ 
中山間 国 55％ 県 22.5％ 市町 22.5％ 

          ［構造転換特別対策］    国 6.25～12.5%(※[生産基盤]の国費に加算) 
 

          ［生産基盤］：県  [農地集積促進]：市町、土地改良区 
 
 
① 農業生産基盤整備事業の（１）から（５）の受益面積の合計が 20ha以上、 

但し、中山間地域においては 10ha以上 
      ② 事業完了時に、担い手に対する農地集積率が 80％以上になること    
      ③ 地域計画が策定されていること 

 

 
 

経営体育成基盤整備事業 

●ほ場の大区画化、農業用用排水路、農道等の生産基盤の整備により、農作
業の効率化、生産コストの低減、維持管理の節減及び高収益作物の導入を図
るとともに、担い手への農地集積の加速化や農業の高付加価値化の推進等に
より競争力のある「攻めの農業」を展開します。 

お問い合わせ先 

・各土地改良事務所、小豆総合事務所土地改良課 

・市町土地改良担当課 

９-１ 

 

 

９ 農地や農道・水路の整備をしたい 

い 

補助率 

事業主体 

事業採択要件 

事業内容 

事業担当：土地改良課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

認定農業者 集落営農 その他 

注：（ ）内は、1/100以上の傾斜地の場合 

区画整理（ほ場整備）

農道、耕作道の整備

農業用用排水施設
（水路、水門改修） 

農業用用排水施設
（パイプライン）

暗渠排水・湧水処理

客土

畦畔除去

カバープランツ

不整形や狭小な農地などを区画整理することで、営農条件の良い農地
に改良し、農作業の効率化を図ります。　　

農道、耕作道の新設・改良により、大型機械の導入や農産物輸送の効
率化を図ります。

老朽化した水路や水門を改修し、維持管理の省力化を図ります。

パイプラインとほ場の給水栓を整備し、水管理の省力化を図ります。

排水不良田に暗渠管等を設置し、乾田化を図り、麦や野菜などの作付
けを可能とします。

必要耕土深を確保するため土砂を搬入し、野菜などの作付けや品質向
上を可能とします。

土畦畔やコンクリート畦畔の除去による区画拡大を行い、農地の集積・
集約化を図ります。

農地等の法面にカバープランツ（ムカデ芝等により雑草を抑制）や防
草シート等を設置し、草刈りの省力化を図ります。

◎

農地や農道・水路の整備について

工 種 整 備 内 容

受益面積 20ha 以上で実施

（９－２）農地中間管理機構関連農地整備事業 → 受益面積 10ha 以上で実施

（９－３）農地耕作条件改善事業 → 受益面積 20ha 未満で実施

（９―４）大区画化等加速化支援事業 → 農地の区画拡大

（９－５）地域計画実現化促進生産基盤整備事業→ 国補事業の対象とならない地区で実施

（９－６）農地集積促進事業 → 地元負担軽減

（９－７）香川型農業推進優良農地確保事業 → 耕作道・用排水路・農地の区画拡大

（９－８）農地維持管理省力化事業 → 草刈省力化、水管理省力化

各 工 種 の 実 施 を 支 援 す る 事 業 制 度 が あ り ま す

（９－１）経営体育成基盤整備事業 →

◎地域で困っていることは何でしょうか？

◎各工種について

各種事業の紹介

【困っていること】 【対応工種】

・田んぼが狭くて形がいびつだ。 →区画整理、畦畔除去

・田んぼに入る道がない。 →区画整理、農道の整備

・道が狭くて大型機械が入らない。 →区画整理、農道の整備

・道がくねくね曲がって危ない。 →区画整理、農道の整備

・水路や水門が古くなってきた。 →水路改修、水門改修、パイプライン工

・田んぼに水を入れるのが大変。 →パイプライン工

・水はけが悪くて、麦や野菜がつくれない。 →暗渠排水工、客土による畑地化

・山ぎわや畦のきわに水がたまる。 →湧水処理工

・畦や水路の草刈が大変だ。 →カバープランツ

・あま土が減って収量・品質が落ちてきた。 →客土

 

 

９ 農地や農道・水路の整備をしたい 

事業担当：土地改良課・農村整備課 

区画整理（ほ場整備）

農道、耕作道の整備

農業用用排水施設
（水路、水門改修） 

農業用用排水施設
（パイプライン）

暗渠排水・湧水処理

客土

畦畔除去

カバープランツ

不整形や狭小な農地などを区画整理することで、営農条件の良い農地
に改良し、農作業の効率化を図ります。　　

農道、耕作道の新設・改良により、大型機械の導入や農産物輸送の効
率化を図ります。

老朽化した水路や水門を改修し、維持管理の省力化を図ります。

パイプラインとほ場の給水栓を整備し、水管理の省力化を図ります。

排水不良田に暗渠管等を設置し、乾田化を図り、麦や野菜などの作付
けを可能とします。

必要耕土深を確保するため土砂を搬入し、野菜などの作付けや品質向
上を可能とします。

土畦畔やコンクリート畦畔の除去による区画拡大を行い、農地の集積・
集約化を図ります。

農地等の法面にカバープランツ（ムカデ芝等により雑草を抑制）や防
草シート等を設置し、草刈りの省力化を図ります。

◎

農地や農道・水路の整備について

工 種 整 備 内 容

受益面積 20ha 以上で実施

（９－２）農地中間管理機構関連農地整備事業 → 受益面積 10ha 以上で実施

（９－３）農地耕作条件改善事業 → 受益面積 20ha 未満で実施

（９―４）大区画化等加速化支援事業 → 農地の区画拡大

（９－５）地域計画実現化促進生産基盤整備事業→ 国補事業の対象とならない地区で実施

（９－６）農地集積促進事業 → 地元負担軽減

（９－７）香川型農業推進優良農地確保事業 → 耕作道・用排水路・農地の区画拡大

（９－８）農地維持管理省力化事業 → 草刈省力化、水管理省力化

各 工 種 の 実 施 を 支 援 す る 事 業 制 度 が あ り ま す

（９－１）経営体育成基盤整備事業 →

◎地域で困っていることは何でしょうか？

◎各工種について

各種事業の紹介

【困っていること】 【対応工種】

・田んぼが狭くて形がいびつだ。 →区画整理、畦畔除去

・田んぼに入る道がない。 →区画整理、農道の整備

・道が狭くて大型機械が入らない。 →区画整理、農道の整備

・道がくねくね曲がって危ない。 →区画整理、農道の整備

・水路や水門が古くなってきた。 →水路改修、水門改修、パイプライン工

・田んぼに水を入れるのが大変。 →パイプライン工

・水はけが悪くて、麦や野菜がつくれない。 →暗渠排水工、客土による畑地化

・山ぎわや畦のきわに水がたまる。 →湧水処理工

・畦や水路の草刈が大変だ。 →カバープランツ

・あま土が減って収量・品質が落ちてきた。 →客土

 

 

９ 農地や農道・水路の整備をしたい 

事業担当：土地改良課・農村整備課 
 

 
○○農農業業生生産産基基盤盤整整備備事事業業      ※（４）、（５）は単独実施可。それ以外は２工種以上必要。  

 （１）農業用用排水施設整備 [パイプライン化、用排水路 等] 
 （２）農道整備  （３）客土  （４）暗渠排水  （５）区画整理 

○○中中心心経経営営体体農農地地集集積積促促進進事事業業  

  ※ 担い手への農地集積率に応じて促進費が助成され、農家負担の軽減を図る 
ことができます。また集積した農地のうち 80％以上を中心経営体ごとにま 
とめれば（１㏊以上のまとまり）、集約化加算されます。 

[[農農地地集集積積率率にによよるる助助成成割割合合]]  

中心経営体集積率 助成割合 集約化加算 計 

85％以上 8.5％  4.0％ 12.5％ 

75％以上 85％未満 7.5％  3.0％ 10.5％ 

65％以上 75％未満 6.5％  2.0％ 8.5％ 

55％以上 65％未満 5.5％  1.0％ 6.5％ 
     

○農業構造転換特別対策事業 
      ※ 対象となる農地の 1/2以上で 1ha(50a)以上、担い手の経営等農用地面積の 

割合が 85％以上、担い手の経営等農用地面積に占める集約化された農用地 
の面積の割合が 80(90)％以上となると、国から 6.25～12.5％の助成を加算。 

     ［生産基盤］    平 地 国 50％ 県 30％  市町・地元 20％ 
中山間 国 55％ 県 30％  市町・地元 15％ 

     ［農地集積促進］  平 地 国 50％ 県 25％  市町 25％ 
中山間 国 55％ 県 22.5％ 市町 22.5％ 

          ［構造転換特別対策］    国 6.25～12.5%(※[生産基盤]の国費に加算) 
 

          ［生産基盤］：県  [農地集積促進]：市町、土地改良区 
 
 
① 農業生産基盤整備事業の（１）から（５）の受益面積の合計が 20ha以上、 

但し、中山間地域においては 10ha以上 
      ② 事業完了時に、担い手に対する農地集積率が 80％以上になること    
      ③ 地域計画が策定されていること 

 

 
 

経営体育成基盤整備事業 

●ほ場の大区画化、農業用用排水路、農道等の生産基盤の整備により、農作
業の効率化、生産コストの低減、維持管理の節減及び高収益作物の導入を図
るとともに、担い手への農地集積の加速化や農業の高付加価値化の推進等に
より競争力のある「攻めの農業」を展開します。 

お問い合わせ先 

・各土地改良事務所、小豆総合事務所土地改良課 

・市町土地改良担当課 

９-１ 

 

 

９ 農地や農道・水路の整備をしたい 

い 

補助率 

事業主体 

事業採択要件 

事業内容 

事業担当：土地改良課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

認定農業者 集落営農 その他 

注：（ ）内は、1/100以上の傾斜地の場合 

米
　
麦

露
地
野
菜

新規就農 認定農業者 集落営農 その他
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○整備内容 

  （１）農業用用排水施設整備 [パイプライン化、用排水路 等]  

（２）暗渠排水 （３）客土 （４）区画整理 （５）農作業道 等 

 ○農地耕作条件改善事業では、管理省力化を支援。 

・管理省力化支援：カバープランツ、防草シートの施工、除草機器の導入 等 

  ※ 除草機器の導入については、国の補助事業でほ場整備を実施している 

地区が対象です。 

 

 

平 地 国 50％ 県 25％ 市町・地元 25％ 

中山間 国 55％ 県 25％ 市町・地元 20％ 
 

 

 市町、土地改良区、農地中間管理機構 等 

 
 

（１）総事業費：200万円以上 

（２）受益者数：２者以上  

（３）受益面積：面積要件なし（農地耕作条件改善事業） 

５ha以上（水利施設等保全高度化事業） 

 

 

 

 

農地耕作条件改善事業 

●農地耕作条件改善事業 
：地域計画策定区域内で、担い手への農地集積の推進や高収益作物への
転換を図るための地域の特性に応じたきめ細やかな基盤整備を行いま
す。 

●水利施設等保全高度化事業（簡易整備型） 
：農業用用排水施設の整備、水利用の効率化・水管理の省力化を行いま
す。 

お問い合わせ先 

・各土地改良事務所、小豆総合事務所土地改良課 

・市町土地改良担当課 

９-３ 

 

 

 

事業主体 

事業採択要件 

事業内容 

補助率 

９ 農地や農道・水路の整備をしたい 

事業担当：農村整備課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○対象工種  

 （１）区画整理 （２）農用地造成 （３）農業用用排水施設 

      （４）農業用道路 （５）暗渠排水 （６）客土 

 
 

県営・団体営  平 地 国 62.5％ 県 27.5％ 市町 10％ 地元０％ 

中山間 国 62.5％ 県 27.5％ 市町 10％ 地元０％ 
 

        県・市町 

 
 

①  事業対象農地の全てについて、農地中間管理権が設定されている、又は 

農地中間管理機構が地域計画の区域内において農業経営等の委託を受けて 

いること。 

※対象工種（３）～（６）にかかる全受益地についても、設定されていること。 

② 事業対象農地面積：県営  10ha以上（中山間地域等は５ha以上） 

           団体営 5ha以上 

※事業対象農地を構成する各団地は１ha以上（中山間地域等は 0.5ha以上）の 

連担化した農地であること。 

③ 農地中間管理権の設定期間又は農地中間管理機構が委託を受けている 

農業経営等の委託期間が、事業計画の公告日から 15年間以上あること。 

④ 事業対象農地の８割以上を事業完了後５年以内に担い手に集団化すること。 

⑤ 事業実施地域の収益性が事業完了後５年以内（果樹は 10年以内）に 20％ 

以上向上すること。 

      ⑥地域計画が策定されていること。 
 
  

農地中間管理機構関連農地整備事業 

●農地中間管理機構が借り入れている農地について、農業者の費用負担等を

求めず※※に基盤整備事業を実施することにより、地域の特性に応じた農地の

大区画化・汎用化等を促進します。※別途、換地処分に伴う清算金等の負担はあります。 

お問い合わせ先 

・各土地改良事務所、小豆総合事務所土地改良課 

・市町土地改良担当課 

補助率 

事業主体 

事業採択要件 

事業内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○対象工種  

 （１）区画整理 （２）農用地造成 （３）農業用用排水施設 

      （４）農業用道路 （５）暗渠排水 （６）客土 

 
 

県営・団体営  平 地 国 62.5％ 県 27.5％ 市町 10％ 地元０％ 

中山間 国 62.5％ 県 27.5％ 市町 10％ 地元０％ 
 

        県・市町 

 
 

①  事業対象農地の全てについて、農地中間管理権が設定されている、又は 

農地中間管理機構が地域計画の区域内において農業経営等の委託を受けて 

いること。 

※対象工種（３）～（６）にかかる全受益地についても、設定されていること。 

② 事業対象農地面積：県営  10ha以上（中山間地域等は５ha以上） 

           団体営 5ha以上 

※事業対象農地を構成する各団地は１ha以上（中山間地域等は 0.5ha以上）の 

連担化した農地であること。 

③ 農地中間管理権の設定期間又は農地中間管理機構が委託を受けている 

農業経営等の委託期間が、事業計画の公告日から 15年間以上あること。 

④ 事業対象農地の８割以上を事業完了後５年以内に担い手に集団化すること。 

⑤ 事業実施地域の収益性が事業完了後５年以内（果樹は 10年以内）に 20％ 

以上向上すること。 

      ⑥地域計画が策定されていること。 
 
  

農地中間管理機構関連農地整備事業 

●農地中間管理機構が借り入れている農地について、農業者の費用負担等を

求めず※※に基盤整備事業を実施することにより、地域の特性に応じた農地の

大区画化・汎用化等を促進します。※別途、換地処分に伴う清算金等の負担はあります。 

お問い合わせ先 

・各土地改良事務所、小豆総合事務所土地改良課 

・市町土地改良担当課 

補助率 

事業主体 

事業採択要件 

事業内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○整備内容 

  （１）農業用用排水施設整備 [パイプライン化、用排水路 等]  

（２）暗渠排水 （３）客土 （４）区画整理 （５）農作業道 等 

 ○農地耕作条件改善事業では、管理省力化を支援。 

・管理省力化支援：カバープランツ、防草シートの施工、除草機器の導入 等 

  ※ 除草機器の導入については、国の補助事業でほ場整備を実施している 

地区が対象です。 

 

 

平 地 国 50％ 県 25％ 市町・地元 25％ 

中山間 国 55％ 県 25％ 市町・地元 20％ 
 

 

 市町、土地改良区、農地中間管理機構 等 

 
 

（１）総事業費：200万円以上 

（２）受益者数：２者以上  

（３）受益面積：面積要件なし（農地耕作条件改善事業） 

５ha以上（水利施設等保全高度化事業） 

 

 

 

 

農地耕作条件改善事業 

●農地耕作条件改善事業 
：地域計画策定区域内で、担い手への農地集積の推進や高収益作物への
転換を図るための地域の特性に応じたきめ細やかな基盤整備を行いま
す。 

●水利施設等保全高度化事業（簡易整備型） 
：農業用用排水施設の整備、水利用の効率化・水管理の省力化を行いま
す。 

お問い合わせ先 

・各土地改良事務所、小豆総合事務所土地改良課 

・市町土地改良担当課 

９-３ 

 

 

 

事業主体 

事業採択要件 

事業内容 

補助率 

９ 農地や農道・水路の整備をしたい 

事業担当：農村整備課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 
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麦 

露
地
野
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○整備内容 

  （１）農業用用排水施設整備 [パイプライン化、用排水路 等]  

（２）暗渠排水 （３）客土 （４）区画整理 （５）農作業道 等 

 ○農地耕作条件改善事業では、管理省力化を支援。 

・管理省力化支援：カバープランツ、防草シートの施工、除草機器の導入 等 

  ※ 除草機器の導入については、国の補助事業でほ場整備を実施している 

地区が対象です。 

 

 

平 地 国 50％ 県 25％ 市町・地元 25％ 

中山間 国 55％ 県 25％ 市町・地元 20％ 
 

 

 市町、土地改良区、農地中間管理機構 等 

 
 

（１）総事業費：200万円以上 

（２）受益者数：２者以上  

（３）受益面積：面積要件なし（農地耕作条件改善事業） 

５ha以上（水利施設等保全高度化事業） 

 

 

 

 

農地耕作条件改善事業 

●農地耕作条件改善事業 
：地域計画策定区域内で、担い手への農地集積の推進や高収益作物への
転換を図るための地域の特性に応じたきめ細やかな基盤整備を行いま
す。 

●水利施設等保全高度化事業（簡易整備型） 
：農業用用排水施設の整備、水利用の効率化・水管理の省力化を行いま
す。 

お問い合わせ先 

・各土地改良事務所、小豆総合事務所土地改良課 

・市町土地改良担当課 

９-３ 

 

 

 

事業主体 

事業採択要件 

事業内容 

補助率 

９ 農地や農道・水路の整備をしたい 

事業担当：農村整備課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
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９-２
９ 農地や農道・水路の整備をしたい

事業担当：土地改良課

米

麦

露
地
野
菜

米
　
麦

露
地
野
菜
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○整備内容 

  （１）農業用用排水施設整備 [パイプライン化、用排水路 等]  

（２）暗渠排水 （３）客土 （４）区画整理 （５）農作業道 等 

 ○農地耕作条件改善事業では、管理省力化を支援。 

・管理省力化支援：カバープランツ、防草シートの施工、除草機器の導入 等 

  ※ 除草機器の導入については、国の補助事業でほ場整備を実施している 

地区が対象です。 

 

 

平 地 国 50％ 県 25％ 市町・地元 25％ 

中山間 国 55％ 県 25％ 市町・地元 20％ 
 

 

 市町、土地改良区、農地中間管理機構 等 

 
 

（１）総事業費：200万円以上 

（２）受益者数：２者以上  

（３）受益面積：面積要件なし（農地耕作条件改善事業） 

５ha以上（水利施設等保全高度化事業） 

 

 

 

 

農地耕作条件改善事業 

●農地耕作条件改善事業 
：地域計画策定区域内で、担い手への農地集積の推進や高収益作物への
転換を図るための地域の特性に応じたきめ細やかな基盤整備を行いま
す。 

●水利施設等保全高度化事業（簡易整備型） 
：農業用用排水施設の整備、水利用の効率化・水管理の省力化を行いま
す。 

お問い合わせ先 

・各土地改良事務所、小豆総合事務所土地改良課 

・市町土地改良担当課 

９-３ 

 

 

 

事業主体 

事業採択要件 

事業内容 

補助率 

９ 農地や農道・水路の整備をしたい 

事業担当：農村整備課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○対象工種  

 （１）区画整理 （２）農用地造成 （３）農業用用排水施設 

      （４）農業用道路 （５）暗渠排水 （６）客土 

 
 

県営・団体営  平 地 国 62.5％ 県 27.5％ 市町 10％ 地元０％ 

中山間 国 62.5％ 県 27.5％ 市町 10％ 地元０％ 
 

        県・市町 

 
 

①  事業対象農地の全てについて、農地中間管理権が設定されている、又は 

農地中間管理機構が地域計画の区域内において農業経営等の委託を受けて 

いること。 

※対象工種（３）～（６）にかかる全受益地についても、設定されていること。 

② 事業対象農地面積：県営  10ha以上（中山間地域等は５ha以上） 

           団体営 5ha以上 

※事業対象農地を構成する各団地は１ha以上（中山間地域等は 0.5ha以上）の 

連担化した農地であること。 

③ 農地中間管理権の設定期間又は農地中間管理機構が委託を受けている 

農業経営等の委託期間が、事業計画の公告日から 15年間以上あること。 

④ 事業対象農地の８割以上を事業完了後５年以内に担い手に集団化すること。 

⑤ 事業実施地域の収益性が事業完了後５年以内（果樹は 10年以内）に 20％ 

以上向上すること。 

      ⑥地域計画が策定されていること。 
 
  

農地中間管理機構関連農地整備事業 

●農地中間管理機構が借り入れている農地について、農業者の費用負担等を

求めず※※に基盤整備事業を実施することにより、地域の特性に応じた農地の

大区画化・汎用化等を促進します。※別途、換地処分に伴う清算金等の負担はあります。 

お問い合わせ先 

・各土地改良事務所、小豆総合事務所土地改良課 

・市町土地改良担当課 

補助率 

事業主体 

事業採択要件 

事業内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○対象工種  

 （１）区画整理 （２）農用地造成 （３）農業用用排水施設 

      （４）農業用道路 （５）暗渠排水 （６）客土 

 
 

県営・団体営  平 地 国 62.5％ 県 27.5％ 市町 10％ 地元０％ 

中山間 国 62.5％ 県 27.5％ 市町 10％ 地元０％ 
 

        県・市町 

 
 

①  事業対象農地の全てについて、農地中間管理権が設定されている、又は 

農地中間管理機構が地域計画の区域内において農業経営等の委託を受けて 

いること。 

※対象工種（３）～（６）にかかる全受益地についても、設定されていること。 

② 事業対象農地面積：県営  10ha以上（中山間地域等は５ha以上） 

           団体営 5ha以上 

※事業対象農地を構成する各団地は１ha以上（中山間地域等は 0.5ha以上）の 

連担化した農地であること。 

③ 農地中間管理権の設定期間又は農地中間管理機構が委託を受けている 

農業経営等の委託期間が、事業計画の公告日から 15年間以上あること。 

④ 事業対象農地の８割以上を事業完了後５年以内に担い手に集団化すること。 

⑤ 事業実施地域の収益性が事業完了後５年以内（果樹は 10年以内）に 20％ 

以上向上すること。 

      ⑥地域計画が策定されていること。 
 
  

農地中間管理機構関連農地整備事業 

●農地中間管理機構が借り入れている農地について、農業者の費用負担等を

求めず※※に基盤整備事業を実施することにより、地域の特性に応じた農地の

大区画化・汎用化等を促進します。※別途、換地処分に伴う清算金等の負担はあります。 

お問い合わせ先 

・各土地改良事務所、小豆総合事務所土地改良課 

・市町土地改良担当課 

補助率 

事業主体 

事業採択要件 

事業内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○整備内容 

  （１）農業用用排水施設整備 [パイプライン化、用排水路 等]  

（２）暗渠排水 （３）客土 （４）区画整理 （５）農作業道 等 

 ○農地耕作条件改善事業では、管理省力化を支援。 

・管理省力化支援：カバープランツ、防草シートの施工、除草機器の導入 等 

  ※ 除草機器の導入については、国の補助事業でほ場整備を実施している 

地区が対象です。 

 

 

平 地 国 50％ 県 25％ 市町・地元 25％ 

中山間 国 55％ 県 25％ 市町・地元 20％ 
 

 

 市町、土地改良区、農地中間管理機構 等 

 
 

（１）総事業費：200万円以上 

（２）受益者数：２者以上  

（３）受益面積：面積要件なし（農地耕作条件改善事業） 

５ha以上（水利施設等保全高度化事業） 

 

 

 

 

農地耕作条件改善事業 

●農地耕作条件改善事業 
：地域計画策定区域内で、担い手への農地集積の推進や高収益作物への
転換を図るための地域の特性に応じたきめ細やかな基盤整備を行いま
す。 

●水利施設等保全高度化事業（簡易整備型） 
：農業用用排水施設の整備、水利用の効率化・水管理の省力化を行いま
す。 

お問い合わせ先 

・各土地改良事務所、小豆総合事務所土地改良課 

・市町土地改良担当課 

９-３ 

 

 

 

事業主体 

事業採択要件 

事業内容 

補助率 

９ 農地や農道・水路の整備をしたい 

事業担当：農村整備課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○整備内容 

  （１）農業用用排水施設整備 [パイプライン化、用排水路 等]  

（２）暗渠排水 （３）客土 （４）区画整理 （５）農作業道 等 

 ○農地耕作条件改善事業では、管理省力化を支援。 

・管理省力化支援：カバープランツ、防草シートの施工、除草機器の導入 等 

  ※ 除草機器の導入については、国の補助事業でほ場整備を実施している 

地区が対象です。 

 

 

平 地 国 50％ 県 25％ 市町・地元 25％ 

中山間 国 55％ 県 25％ 市町・地元 20％ 
 

 

 市町、土地改良区、農地中間管理機構 等 

 
 

（１）総事業費：200万円以上 

（２）受益者数：２者以上  

（３）受益面積：面積要件なし（農地耕作条件改善事業） 

５ha以上（水利施設等保全高度化事業） 

 

 

 

 

農地耕作条件改善事業 

●農地耕作条件改善事業 
：地域計画策定区域内で、担い手への農地集積の推進や高収益作物への
転換を図るための地域の特性に応じたきめ細やかな基盤整備を行いま
す。 

●水利施設等保全高度化事業（簡易整備型） 
：農業用用排水施設の整備、水利用の効率化・水管理の省力化を行いま
す。 

お問い合わせ先 

・各土地改良事務所、小豆総合事務所土地改良課 

・市町土地改良担当課 

９-３ 

 

 

 

事業主体 

事業採択要件 

事業内容 

補助率 

９ 農地や農道・水路の整備をしたい 

事業担当：農村整備課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

米
　
麦

露
地
野
菜

新規就農 認定農業者 集落営農 その他
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（１）区画整理：不整形・狭小な農地の区画整理や農道・水路の整備をすることで、 

営農条件の良い農地に改良し、農作業の効率化を図ります。 

（２）ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ：用水路のパイプライン化と各ほ場に給水栓を整備し、水管理の 

省力化を図ります。 

（３）暗渠排水・湧水処理： 

排水不良田に暗渠排水管を整備することで乾田化が図られ、麦 

や野菜などの作付けが可能となります。 

（４）農  道：農道の新設・改良により、大型機械の導入促進や農産物輸送の 

効率化を図ります。 

（５）客  土：必要耕土深を確保するための土砂搬入・敷均を行い、野菜などへ 

の転換や品質向上が可能となります。 

（６）荒廃農地の解消：区画整理に支障となる荒廃農地を解消します。 

 
 

県 60％   市町・地元 40％ 
 

 

 市町、土地改良区、農地中間管理機構、法人格を有する集落営農組織、 

 土地改良法に基づく共同施行 

 
 

（１） 地域計画が策定された地域内の生産基盤整備であること。 

（２）事業完了後、速やかに地域計画の実現が完了する見込みであること。 

（３）総事業費：30 万円以上 

（４）受益者数：２者以上 

 

 

地域計画実現化促進生産基盤整備事業 

●将来の農地利用を明確化した地域計画（目標地図）の実現に向け、多様な

担い手のニーズに即した農地集積や高収益作物へ転換するための生産基盤

整備を支援します。 

お問い合わせ先 

・各土地改良事務所、小豆総合事務所土地改良課 

・市町土地改良担当課 

９-５ 

 

補助率 

事業主体 

事業採択要件 

事業内容 

９ 農地や農道・水路の整備をしたい 

事業担当：農村整備課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      畦畔除去による区画拡大や暗渠排水等の簡易な基盤整備を定額で支援。 

事業の流れ 

事業内容 

大区画化等加速化支援事業の主な支援メニューおよび助成単価

１．通常 ２．集約化する場合 ３．大区画化する場合

高低差10cm超
表土扱い有

27万5千円/10a
(46万5千円/10a）

33万円/10a
(55万5千円/10a）

36万円/10a
（61万円/10a）

高低差10cm以下
表土扱い有

25万5千円/10a
(44.5万円/10a）

30万5千円/10a
(53万円/10a）

33.5万円/10a
（58.5万円/10a）

高低差10cm以下
表土扱い無

7万円/10a
（25万5千円/10a）

8万円/10a
（30万5千円/10a）

9万円/10a
（33万5千円/10a）

畦畔除去のみ 4万円/100m 4万5千円/100m 5万円/100m

バックホウ工法 22万5千円/10a 27万円/10a 29万5千円/10a

トレンチャ工法 18万円/10a 21万5千円/10a 23万5千円/10a

暗渠排水

助成単価の加算
○地下かんがい導入
　 +4万円/10a
○実施設計（外注）
 　+2万円/10a

主な事業種類 条件
助成単価【主なもの】

備考

農用地の区画拡大
（）は水路変更（管水路

化等）を伴う場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 農振農用地区域のうち地域計画の策定区域等で、農地の区画拡大を実施する 

こと。 

 

 

  

○新大区画化等加速化支援事業 

●生産性の向上を図るため、法人等の農業者が自ら行う畦畔除去等の簡易整

備による農地の大区画化等の取り組みを支援します。 

９-４ 

 

事業採択要件 

９ 農地や農道・水路の整備をしたい 

事業担当：農村整備課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

お問い合わせ先 
・各土地改良事務所、小豆総合事務所土地改良課 
・市町土地改良担当課 

国 大区画化等推進協議会 農業者等 

定額 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      畦畔除去による区画拡大や暗渠排水等の簡易な基盤整備を定額で支援。 

事業の流れ 

事業内容 

大区画化等加速化支援事業の主な支援メニューおよび助成単価

１．通常 ２．集約化する場合 ３．大区画化する場合

高低差10cm超
表土扱い有

27万5千円/10a
(46万5千円/10a）

33万円/10a
(55万5千円/10a）

36万円/10a
（61万円/10a）

高低差10cm以下
表土扱い有

25万5千円/10a
(44.5万円/10a）

30万5千円/10a
(53万円/10a）

33.5万円/10a
（58.5万円/10a）

高低差10cm以下
表土扱い無

7万円/10a
（25万5千円/10a）

8万円/10a
（30万5千円/10a）

9万円/10a
（33万5千円/10a）

畦畔除去のみ 4万円/100m 4万5千円/100m 5万円/100m

バックホウ工法 22万5千円/10a 27万円/10a 29万5千円/10a

トレンチャ工法 18万円/10a 21万5千円/10a 23万5千円/10a

暗渠排水

助成単価の加算
○地下かんがい導入
　 +4万円/10a
○実施設計（外注）
 　+2万円/10a

主な事業種類 条件
助成単価【主なもの】

備考

農用地の区画拡大
（）は水路変更（管水路

化等）を伴う場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 農振農用地区域のうち地域計画の策定区域等で、農地の区画拡大を実施する 

こと。 

 

 

  

○新大区画化等加速化支援事業 

●生産性の向上を図るため、法人等の農業者が自ら行う畦畔除去等の簡易整

備による農地の大区画化等の取り組みを支援します。 

９-４ 

 

事業採択要件 

９ 農地や農道・水路の整備をしたい 

事業担当：農村整備課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

お問い合わせ先 
・各土地改良事務所、小豆総合事務所土地改良課 
・市町土地改良担当課 

国 大区画化等推進協議会 農業者等 

定額 

米
　
麦

露
地
野
菜

新規就農 認定農業者 集落営農 その他
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（１）区画整理：不整形・狭小な農地の区画整理や農道・水路の整備をすることで、 

営農条件の良い農地に改良し、農作業の効率化を図ります。 

（２）ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ：用水路のパイプライン化と各ほ場に給水栓を整備し、水管理の 

省力化を図ります。 

（３）暗渠排水・湧水処理： 

排水不良田に暗渠排水管を整備することで乾田化が図られ、麦 

や野菜などの作付けが可能となります。 

（４）農  道：農道の新設・改良により、大型機械の導入促進や農産物輸送の 

効率化を図ります。 

（５）客  土：必要耕土深を確保するための土砂搬入・敷均を行い、野菜などへ 

の転換や品質向上が可能となります。 

（６）荒廃農地の解消：区画整理に支障となる荒廃農地を解消します。 

 
 

県 60％   市町・地元 40％ 
 

 

 市町、土地改良区、農地中間管理機構、法人格を有する集落営農組織、 

 土地改良法に基づく共同施行 

 
 

（１） 地域計画が策定された地域内の生産基盤整備であること。 

（２）事業完了後、速やかに地域計画の実現が完了する見込みであること。 

（３）総事業費：30 万円以上 

（４）受益者数：２者以上 

 

 

地域計画実現化促進生産基盤整備事業 

●将来の農地利用を明確化した地域計画（目標地図）の実現に向け、多様な

担い手のニーズに即した農地集積や高収益作物へ転換するための生産基盤

整備を支援します。 

お問い合わせ先 

・各土地改良事務所、小豆総合事務所土地改良課 

・市町土地改良担当課 

９-５ 

 

補助率 

事業主体 

事業採択要件 

事業内容 

９ 農地や農道・水路の整備をしたい 

事業担当：農村整備課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      畦畔除去による区画拡大や暗渠排水等の簡易な基盤整備を定額で支援。 

事業の流れ 

事業内容 

大区画化等加速化支援事業の主な支援メニューおよび助成単価

１．通常 ２．集約化する場合 ３．大区画化する場合

高低差10cm超
表土扱い有

27万5千円/10a
(46万5千円/10a）

33万円/10a
(55万5千円/10a）

36万円/10a
（61万円/10a）

高低差10cm以下
表土扱い有

25万5千円/10a
(44.5万円/10a）

30万5千円/10a
(53万円/10a）

33.5万円/10a
（58.5万円/10a）

高低差10cm以下
表土扱い無

7万円/10a
（25万5千円/10a）

8万円/10a
（30万5千円/10a）

9万円/10a
（33万5千円/10a）

畦畔除去のみ 4万円/100m 4万5千円/100m 5万円/100m

バックホウ工法 22万5千円/10a 27万円/10a 29万5千円/10a

トレンチャ工法 18万円/10a 21万5千円/10a 23万5千円/10a

暗渠排水

助成単価の加算
○地下かんがい導入
　 +4万円/10a
○実施設計（外注）
 　+2万円/10a

主な事業種類 条件
助成単価【主なもの】

備考

農用地の区画拡大
（）は水路変更（管水路

化等）を伴う場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 農振農用地区域のうち地域計画の策定区域等で、農地の区画拡大を実施する 

こと。 

 

 

  

○新大区画化等加速化支援事業 

●生産性の向上を図るため、法人等の農業者が自ら行う畦畔除去等の簡易整

備による農地の大区画化等の取り組みを支援します。 

９-４ 

 

事業採択要件 

９ 農地や農道・水路の整備をしたい 

事業担当：農村整備課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

お問い合わせ先 
・各土地改良事務所、小豆総合事務所土地改良課 
・市町土地改良担当課 

国 大区画化等推進協議会 農業者等 

定額 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

（１）区画整理：不整形・狭小な農地の区画整理や農道・水路の整備をすることで、 

営農条件の良い農地に改良し、農作業の効率化を図ります。 

（２）ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ：用水路のパイプライン化と各ほ場に給水栓を整備し、水管理の 

省力化を図ります。 

（３）暗渠排水・湧水処理： 

排水不良田に暗渠排水管を整備することで乾田化が図られ、麦 

や野菜などの作付けが可能となります。 

（４）農  道：農道の新設・改良により、大型機械の導入促進や農産物輸送の 

効率化を図ります。 

（５）客  土：必要耕土深を確保するための土砂搬入・敷均を行い、野菜などへ 

の転換や品質向上が可能となります。 

（６）荒廃農地の解消：区画整理に支障となる荒廃農地を解消します。 

 
 

県 60％   市町・地元 40％ 
 

 

 市町、土地改良区、農地中間管理機構、法人格を有する集落営農組織、 

 土地改良法に基づく共同施行 

 
 

（１） 地域計画が策定された地域内の生産基盤整備であること。 

（２）事業完了後、速やかに地域計画の実現が完了する見込みであること。 

（３）総事業費：30 万円以上 

（４）受益者数：２者以上 

 

 

地域計画実現化促進生産基盤整備事業 

●将来の農地利用を明確化した地域計画（目標地図）の実現に向け、多様な

担い手のニーズに即した農地集積や高収益作物へ転換するための生産基盤

整備を支援します。 

お問い合わせ先 

・各土地改良事務所、小豆総合事務所土地改良課 

・市町土地改良担当課 

９-５ 

 

補助率 

事業主体 

事業採択要件 

事業内容 

９ 農地や農道・水路の整備をしたい 

事業担当：農村整備課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

米
　
麦

露
地
野
菜

新規就農 認定農業者 集落営農 その他
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次の表に基づき、ほ場整備及びパイプライン化単独事業費の 5.5％～12.5％の 

助成が受けられ、ほ場整備及びパイプライン化単独事業の地元負担金に充てるこ 

とができます。 

農地集積率 
ほ場整備の総事業費に対する助成率 

集積助成 集約化加算 計 

85％以上 8.5%  4.0% 12.5% 

75％以上 85％未満 7.5%  3.0% 10.5% 

65％以上 75％未満 6.5%  2.0%  8.5% 

55％以上 65％未満 5.5%  1.0%  6.5% 

※農地集積率：地域計画の目標地図に位置付けられた中心経営体への集積率。 
※集約加算：集積した農地のうち 80％以上を中心経営体ごとにまとめれば 

（１㏊以上のまとまり）、集約化加算されます。 
※ほ場整備及びパイプライン化単独事業の地元負担額が上限です。 
 

 

 

県 50％   市町 50％ 
 

 

市町、土地改良区 等 

 
 

（１）国又は県の補助事業で助成対象事業を実施している地区 

（２）国の中心経営体農地集積促進事業の助成対象とならない地区 

農 地 集 積 促 進 事 業 

●本県の実情に即した小規模なほ場整備やパイプライン化を推進するため、

ほ場整備又はパイプライン化単独事業実施後の農地集積率に応じて、ほ場整

備又はパイプライン化単独事業の地元負担金の一部を県と市町が助成しま

す。 

お問い合わせ先 

・各土地改良事務所、小豆総合事務所土地改良課 

・市町土地改良担当課 

９-６ 

 

事業主体 

事業採択要件 

事業内容 

補助率 

９ 農地や農道・水路の整備をしたい 

事業担当：農村整備課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次の表に基づき、ほ場整備及びパイプライン化単独事業費の 5.5％～12.5％の 

助成が受けられ、ほ場整備及びパイプライン化単独事業の地元負担金に充てるこ 

とができます。 

農地集積率 
ほ場整備の総事業費に対する助成率 

集積助成 集約化加算 計 

85％以上 8.5%  4.0% 12.5% 

75％以上 85％未満 7.5%  3.0% 10.5% 

65％以上 75％未満 6.5%  2.0%  8.5% 

55％以上 65％未満 5.5%  1.0%  6.5% 

※農地集積率：地域計画の目標地図に位置付けられた中心経営体への集積率。 
※集約加算：集積した農地のうち 80％以上を中心経営体ごとにまとめれば 

（１㏊以上のまとまり）、集約化加算されます。 
※ほ場整備及びパイプライン化単独事業の地元負担額が上限です。 
 

 

 

県 50％   市町 50％ 
 

 

市町、土地改良区 等 

 
 

（１）国又は県の補助事業で助成対象事業を実施している地区 

（２）国の中心経営体農地集積促進事業の助成対象とならない地区 

農 地 集 積 促 進 事 業 

●本県の実情に即した小規模なほ場整備やパイプライン化を推進するため、

ほ場整備又はパイプライン化単独事業実施後の農地集積率に応じて、ほ場整

備又はパイプライン化単独事業の地元負担金の一部を県と市町が助成しま

す。 

お問い合わせ先 

・各土地改良事務所、小豆総合事務所土地改良課 

・市町土地改良担当課 

９-６ 

 

事業主体 

事業採択要件 

事業内容 

補助率 

９ 農地や農道・水路の整備をしたい 

事業担当：農村整備課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

お問い合わせ先
・各土地改良事務所、小豆総合事務所土地改良課
・市町土地改良担当課

土やコンクリートの畦畔除去による区画統合を含む生産基盤整備を実施した地区に対し、

助成を行うことにより、事業にかかる地元負担金の軽減を図る。

地域計画において 10年後の耕作者が定められていない２ha以上の農地において、①～③

の事業にて生産基盤整備を行うものが対象。

①大区画化等加速化支援事業（国補・直接採択） ②農地耕作条件改善事業（国補・定額）

③地域計画実現化促進生産基盤整備事業（単県）

地元負担金が２％となるよう事業を実施した 市町

事業主体へ助成（最大+10%） 土地改良区

事業内容

補助内容 事業主体

事業採択要件

【団体営】団体営地域計画連携型（促進費）

一定地域内（土地改良区単位）のほ場整備未整備地で、土地改良区が事業主体となりほ場

整備を実施した場合、奨励金 10千円/10aを事業完了後、土地改良区へ交付。

\_ ほ場整備未整備地域であること。 土地改良区

土地改良区を対象に奨励金 10千円/10aを交付。（最大累計 300万円）

事業内容

事業採択要件

補助内容

事業主体

【団体営】団体営基盤整備事業推奨支援型

○対象工種（１）耕作道 （２）農業用用排水施設

（３）畦畔除去およびそれに伴う均平作業、勾配修正等

県 75％ 市町・地元 25％ 県

① 受益面積の合計がおおむね 20ha以上

② 受益地の全てにおいて条里制区域の遺構が残る地域であること

③ 地域計画において、10年後の耕作者が定められている、もしくは事業完了後に

定められることが確実なこと。

補助率 事業主体

事業採択要件

事業内容

【県営】

露
地
野
菜

○新 香川型農業推進優良農地確保事業

●効率的な営農に必要な耕作道や農業用用排水路の整備、畦畔除去による農
地の区画統合を実施するともに、事業にかかる農家負担の軽減を図ることに
より優良農地を確保し、農地の集積・集約化を推進します。

 

 

９-７ 

 

９ 農地や農道・水路の整備をしたい 

事業担当：土地改良課、農村整備課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

お問い合わせ先
・各土地改良事務所、小豆総合事務所土地改良課
・市町土地改良担当課

土やコンクリートの畦畔除去による区画統合を含む生産基盤整備を実施した地区に対し、

助成を行うことにより、事業にかかる地元負担金の軽減を図る。

地域計画において 10年後の耕作者が定められていない２ha以上の農地において、①～③

の事業にて生産基盤整備を行うものが対象。

①大区画化等加速化支援事業（国補・直接採択） ②農地耕作条件改善事業（国補・定額）

③地域計画実現化促進生産基盤整備事業（単県）

地元負担金が２％となるよう事業を実施した 市町

事業主体へ助成（最大+10%） 土地改良区

事業内容

補助内容 事業主体

事業採択要件

【団体営】団体営地域計画連携型（促進費）

一定地域内（土地改良区単位）のほ場整備未整備地で、土地改良区が事業主体となりほ場

整備を実施した場合、奨励金 10千円/10aを事業完了後、土地改良区へ交付。

\_ ほ場整備未整備地域であること。 土地改良区

土地改良区を対象に奨励金 10千円/10aを交付。（最大累計 300万円）

事業内容

事業採択要件

補助内容

事業主体

【団体営】団体営基盤整備事業推奨支援型

○対象工種（１）耕作道 （２）農業用用排水施設

（３）畦畔除去およびそれに伴う均平作業、勾配修正等

県 75％ 市町・地元 25％ 県

① 受益面積の合計がおおむね 20ha以上

② 受益地の全てにおいて条里制区域の遺構が残る地域であること

③ 地域計画において、10年後の耕作者が定められている、もしくは事業完了後に

定められることが確実なこと。

補助率 事業主体

事業採択要件

事業内容

【県営】

露
地
野
菜

○新 香川型農業推進優良農地確保事業

●効率的な営農に必要な耕作道や農業用用排水路の整備、畦畔除去による農
地の区画統合を実施するともに、事業にかかる農家負担の軽減を図ることに
より優良農地を確保し、農地の集積・集約化を推進します。

 

 

９-７ 

 

９ 農地や農道・水路の整備をしたい 

事業担当：土地改良課、農村整備課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

 

 

 

 

 

 
 

米
　
麦

露
地
野
菜

新規就農 認定農業者 集落営農 その他
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次の表に基づき、ほ場整備及びパイプライン化単独事業費の 5.5％～12.5％の 

助成が受けられ、ほ場整備及びパイプライン化単独事業の地元負担金に充てるこ 

とができます。 

農地集積率 
ほ場整備の総事業費に対する助成率 

集積助成 集約化加算 計 

85％以上 8.5%  4.0% 12.5% 

75％以上 85％未満 7.5%  3.0% 10.5% 

65％以上 75％未満 6.5%  2.0%  8.5% 

55％以上 65％未満 5.5%  1.0%  6.5% 

※農地集積率：地域計画の目標地図に位置付けられた中心経営体への集積率。 
※集約加算：集積した農地のうち 80％以上を中心経営体ごとにまとめれば 

（１㏊以上のまとまり）、集約化加算されます。 
※ほ場整備及びパイプライン化単独事業の地元負担額が上限です。 
 

 

 

県 50％   市町 50％ 
 

 

市町、土地改良区 等 

 
 

（１）国又は県の補助事業で助成対象事業を実施している地区 

（２）国の中心経営体農地集積促進事業の助成対象とならない地区 

農 地 集 積 促 進 事 業 

●本県の実情に即した小規模なほ場整備やパイプライン化を推進するため、

ほ場整備又はパイプライン化単独事業実施後の農地集積率に応じて、ほ場整

備又はパイプライン化単独事業の地元負担金の一部を県と市町が助成しま

す。 

お問い合わせ先 

・各土地改良事務所、小豆総合事務所土地改良課 

・市町土地改良担当課 

９-６ 

 

事業主体 

事業採択要件 

事業内容 

補助率 

９ 農地や農道・水路の整備をしたい 

事業担当：農村整備課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次の表に基づき、ほ場整備及びパイプライン化単独事業費の 5.5％～12.5％の 

助成が受けられ、ほ場整備及びパイプライン化単独事業の地元負担金に充てるこ 

とができます。 

農地集積率 
ほ場整備の総事業費に対する助成率 

集積助成 集約化加算 計 

85％以上 8.5%  4.0% 12.5% 

75％以上 85％未満 7.5%  3.0% 10.5% 

65％以上 75％未満 6.5%  2.0%  8.5% 

55％以上 65％未満 5.5%  1.0%  6.5% 

※農地集積率：地域計画の目標地図に位置付けられた中心経営体への集積率。 
※集約加算：集積した農地のうち 80％以上を中心経営体ごとにまとめれば 

（１㏊以上のまとまり）、集約化加算されます。 
※ほ場整備及びパイプライン化単独事業の地元負担額が上限です。 
 

 

 

県 50％   市町 50％ 
 

 

市町、土地改良区 等 

 
 

（１）国又は県の補助事業で助成対象事業を実施している地区 

（２）国の中心経営体農地集積促進事業の助成対象とならない地区 

農 地 集 積 促 進 事 業 

●本県の実情に即した小規模なほ場整備やパイプライン化を推進するため、

ほ場整備又はパイプライン化単独事業実施後の農地集積率に応じて、ほ場整

備又はパイプライン化単独事業の地元負担金の一部を県と市町が助成しま

す。 

お問い合わせ先 

・各土地改良事務所、小豆総合事務所土地改良課 

・市町土地改良担当課 

９-６ 

 

事業主体 

事業採択要件 

事業内容 

補助率 

９ 農地や農道・水路の整備をしたい 

事業担当：農村整備課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

お問い合わせ先
・各土地改良事務所、小豆総合事務所土地改良課
・市町土地改良担当課

土やコンクリートの畦畔除去による区画統合を含む生産基盤整備を実施した地区に対し、

助成を行うことにより、事業にかかる地元負担金の軽減を図る。

地域計画において 10年後の耕作者が定められていない２ha以上の農地において、①～③

の事業にて生産基盤整備を行うものが対象。

①大区画化等加速化支援事業（国補・直接採択） ②農地耕作条件改善事業（国補・定額）

③地域計画実現化促進生産基盤整備事業（単県）

地元負担金が２％となるよう事業を実施した 市町

事業主体へ助成（最大+10%） 土地改良区

事業内容

補助内容 事業主体

事業採択要件

【団体営】団体営地域計画連携型（促進費）

一定地域内（土地改良区単位）のほ場整備未整備地で、土地改良区が事業主体となりほ場

整備を実施した場合、奨励金 10千円/10aを事業完了後、土地改良区へ交付。

\_ ほ場整備未整備地域であること。 土地改良区

土地改良区を対象に奨励金 10千円/10aを交付。（最大累計 300万円）

事業内容

事業採択要件

補助内容

事業主体

【団体営】団体営基盤整備事業推奨支援型

○対象工種（１）耕作道 （２）農業用用排水施設

（３）畦畔除去およびそれに伴う均平作業、勾配修正等

県 75％ 市町・地元 25％ 県

① 受益面積の合計がおおむね 20ha以上

② 受益地の全てにおいて条里制区域の遺構が残る地域であること

③ 地域計画において、10年後の耕作者が定められている、もしくは事業完了後に

定められることが確実なこと。

補助率 事業主体

事業採択要件

事業内容

【県営】

露
地
野
菜

○新 香川型農業推進優良農地確保事業

●効率的な営農に必要な耕作道や農業用用排水路の整備、畦畔除去による農
地の区画統合を実施するともに、事業にかかる農家負担の軽減を図ることに
より優良農地を確保し、農地の集積・集約化を推進します。

 

 

９-７ 

 

９ 農地や農道・水路の整備をしたい 

事業担当：土地改良課、農村整備課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

お問い合わせ先
・各土地改良事務所、小豆総合事務所土地改良課
・市町土地改良担当課

土やコンクリートの畦畔除去による区画統合を含む生産基盤整備を実施した地区に対し、

助成を行うことにより、事業にかかる地元負担金の軽減を図る。

地域計画において 10年後の耕作者が定められていない２ha以上の農地において、①～③

の事業にて生産基盤整備を行うものが対象。

①大区画化等加速化支援事業（国補・直接採択） ②農地耕作条件改善事業（国補・定額）

③地域計画実現化促進生産基盤整備事業（単県）

地元負担金が２％となるよう事業を実施した 市町

事業主体へ助成（最大+10%） 土地改良区

事業内容

補助内容 事業主体

事業採択要件

【団体営】団体営地域計画連携型（促進費）

一定地域内（土地改良区単位）のほ場整備未整備地で、土地改良区が事業主体となりほ場

整備を実施した場合、奨励金 10千円/10aを事業完了後、土地改良区へ交付。

\_ ほ場整備未整備地域であること。 土地改良区

土地改良区を対象に奨励金 10千円/10aを交付。（最大累計 300万円）

事業内容

事業採択要件

補助内容

事業主体

【団体営】団体営基盤整備事業推奨支援型

○対象工種（１）耕作道 （２）農業用用排水施設

（３）畦畔除去およびそれに伴う均平作業、勾配修正等

県 75％ 市町・地元 25％ 県

① 受益面積の合計がおおむね 20ha以上

② 受益地の全てにおいて条里制区域の遺構が残る地域であること

③ 地域計画において、10年後の耕作者が定められている、もしくは事業完了後に

定められることが確実なこと。

補助率 事業主体

事業採択要件

事業内容

【県営】

露
地
野
菜

○新 香川型農業推進優良農地確保事業

●効率的な営農に必要な耕作道や農業用用排水路の整備、畦畔除去による農
地の区画統合を実施するともに、事業にかかる農家負担の軽減を図ることに
より優良農地を確保し、農地の集積・集約化を推進します。

 

 

９-７ 

 

９ 農地や農道・水路の整備をしたい 

事業担当：土地改良課、農村整備課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

 

 

 

 

 

 
 

米
　
麦

露
地
野
菜

新規就農 認定農業者 集落営農 その他
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      就農希望者、認定農業者、認定新規就農者など課題を有する農業者 

 
 
      就農相談、法人化、税務、経営診断、労務、経営継承、新商品開発、 

販路拡大など 

 
 
      税理士、公認会計士、社会保険労務士、司法書士、中小企業診断士など 

      ※専門家の派遣・相談は無料ですが、事前に経営状況等の確認をさせていた 

だきます。 

 

 

       （公財）香川県農地機構及び（一社）香川県農業会議に事務局を置き、 

香川県農業協同組合、日本政策金融公庫、市町、かがわ産業支援財団を伴 

走機関として、新規就農や企業参入の促進・定着、農業経営の確立・発展、 

農業経営の法人化や経営継承等を支援します。 

 

 

新規就農       経営相談       活動事例 

 

 
 
 
 
 
 
  

香川県新規就農・農業経営相談センター 
〔就農・農業経営の課題解決を支援〕 

●「香川県新規就農・農業経営相談センター」では、就農相談等の就農サポ

ート、農業経営の法人化・経営継承等経営課題の解決に向けた経営サポート

を行っています。 

お問い合わせ先 

【総合窓口】 

・（公財）香川県農地機構（０８７－８１６－３９５５） 

・（一社）香川県農業会議（０８７－８１３－７７５１） 

【サテライト窓口】 

・各農業改良普及センター 

10-１ 

 

対象者 

相談対応内容 

派遣する専門家 

相談体制 

10 経営の改善・向上を図りたい 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）法面管理省力化事業 

整備済の農地・農道・水路やため池の法面にカバープランツ（地表を覆うよ 

うに育つ植物）や防草シート等の施工、急傾斜や広い法面などに管理用小段 

の設置、また、ため池等の農業用施設の法面管理に使用する除草機械の導入 

を支援 

 

（２）水管理労力省力化事業 

パイプライン実施済地区における 

 

多機能型自動給水栓

（稲作の水管理を自動化・遠隔操作化） 

多機能型自動給水栓の設置や

ポンプ施設の除塵機設置  等 
 
 

県 50％   市町・地元 50％ 
 

 

 市町、土地改良区、農地中間管理機構、中心経営体 等 

※１ 除草機械導入支援は市町、土地改良区、中心経営体（※２）が対象 

 ※２  地域計画において、10年後の耕作者が定められていない農地で、国補 

         団体営事業や県単独事業で畦畔除去等による区画拡大を行い、受益面積 

         が 2.0ha以上かつ、区画拡大した農地の耕作者が中心経営体の場合、 

         中心経営体を事業主体として除草機械等導入が実施可能。 

  

○拡農地維持管理省力化事業 

●多大な労力を要する農地等の法面の草刈りなどの省力化を支援し、農地の

集積・集約化の促進を図ります。 

お問い合わせ先 

・各土地改良事務所、小豆総合事務所土地改良課 

・市町土地改良担当課 

９-８ 

 

防草シート カバープランツ（ムカデ芝） 除草機械 

補助率 

事業主体 

事業内容 

９ 農地や農道・水路の整備をしたい 

事業担当：農村整備課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

 
(自走式、ラジコン式等) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）法面管理省力化事業 

整備済の農地・農道・水路やため池の法面にカバープランツ（地表を覆うよ 

うに育つ植物）や防草シート等の施工、急傾斜や広い法面などに管理用小段 

の設置、また、ため池等の農業用施設の法面管理に使用する除草機械の導入 

を支援 

 

（２）水管理労力省力化事業 

パイプライン実施済地区における 

 

多機能型自動給水栓

（稲作の水管理を自動化・遠隔操作化） 

多機能型自動給水栓の設置や

ポンプ施設の除塵機設置  等 
 
 

県 50％   市町・地元 50％ 
 

 

 市町、土地改良区、農地中間管理機構、中心経営体 等 

※１ 除草機械導入支援は市町、土地改良区、中心経営体（※２）が対象 

 ※２  地域計画において、10年後の耕作者が定められていない農地で、国補 

         団体営事業や県単独事業で畦畔除去等による区画拡大を行い、受益面積 

         が 2.0ha以上かつ、区画拡大した農地の耕作者が中心経営体の場合、 

         中心経営体を事業主体として除草機械等導入が実施可能。 

  

○拡農地維持管理省力化事業 

●多大な労力を要する農地等の法面の草刈りなどの省力化を支援し、農地の

集積・集約化の促進を図ります。 

お問い合わせ先 

・各土地改良事務所、小豆総合事務所土地改良課 

・市町土地改良担当課 

９-８ 

 

防草シート カバープランツ（ムカデ芝） 除草機械 

補助率 

事業主体 

事業内容 

９ 農地や農道・水路の整備をしたい 

事業担当：農村整備課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

 
(自走式、ラジコン式等) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      就農希望者、認定農業者、認定新規就農者など課題を有する農業者 

 
 
      就農相談、法人化、税務、経営診断、労務、経営継承、新商品開発、 

販路拡大など 

 
 
      税理士、公認会計士、社会保険労務士、司法書士、中小企業診断士など 

      ※専門家の派遣・相談は無料ですが、事前に経営状況等の確認をさせていた 

だきます。 

 

 

       （公財）香川県農地機構及び（一社）香川県農業会議に事務局を置き、 

香川県農業協同組合、日本政策金融公庫、市町、かがわ産業支援財団を伴 

走機関として、新規就農や企業参入の促進・定着、農業経営の確立・発展、 

農業経営の法人化や経営継承等を支援します。 

 

 

新規就農       経営相談       活動事例 

 

 
 
 
 
 
 
  

香川県新規就農・農業経営相談センター 
〔就農・農業経営の課題解決を支援〕 

●「香川県新規就農・農業経営相談センター」では、就農相談等の就農サポ

ート、農業経営の法人化・経営継承等経営課題の解決に向けた経営サポート

を行っています。 

お問い合わせ先 

【総合窓口】 

・（公財）香川県農地機構（０８７－８１６－３９５５） 

・（一社）香川県農業会議（０８７－８１３－７７５１） 

【サテライト窓口】 

・各農業改良普及センター 

10-１ 

 

対象者 

相談対応内容 

派遣する専門家 

相談体制 

10 経営の改善・向上を図りたい 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
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樹 

花
き
・
盆
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の
他
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菜

新規就農 認定農業者 集落営農 その他
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      就農希望者、認定農業者、認定新規就農者など課題を有する農業者 

 
 
      就農相談、法人化、税務、経営診断、労務、経営継承、新商品開発、 

販路拡大など 

 
 
      税理士、公認会計士、社会保険労務士、司法書士、中小企業診断士など 

      ※専門家の派遣・相談は無料ですが、事前に経営状況等の確認をさせていた 

だきます。 

 

 

       （公財）香川県農地機構及び（一社）香川県農業会議に事務局を置き、 

香川県農業協同組合、日本政策金融公庫、市町、かがわ産業支援財団を伴 

走機関として、新規就農や企業参入の促進・定着、農業経営の確立・発展、 

農業経営の法人化や経営継承等を支援します。 

 

 

新規就農       経営相談       活動事例 

 

 
 
 
 
 
 
  

香川県新規就農・農業経営相談センター 
〔就農・農業経営の課題解決を支援〕 

●「香川県新規就農・農業経営相談センター」では、就農相談等の就農サポ

ート、農業経営の法人化・経営継承等経営課題の解決に向けた経営サポート

を行っています。 

お問い合わせ先 

【総合窓口】 

・（公財）香川県農地機構（０８７－８１６－３９５５） 

・（一社）香川県農業会議（０８７－８１３－７７５１） 

【サテライト窓口】 

・各農業改良普及センター 

10-１ 

 

対象者 

相談対応内容 

派遣する専門家 

相談体制 

10 経営の改善・向上を図りたい 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 
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そ
の
他
作
物 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）法面管理省力化事業 

整備済の農地・農道・水路やため池の法面にカバープランツ（地表を覆うよ 

うに育つ植物）や防草シート等の施工、急傾斜や広い法面などに管理用小段 

の設置、また、ため池等の農業用施設の法面管理に使用する除草機械の導入 

を支援 

 

（２）水管理労力省力化事業 

パイプライン実施済地区における 

 

多機能型自動給水栓

（稲作の水管理を自動化・遠隔操作化） 

多機能型自動給水栓の設置や

ポンプ施設の除塵機設置  等 
 
 

県 50％   市町・地元 50％ 
 

 

 市町、土地改良区、農地中間管理機構、中心経営体 等 

※１ 除草機械導入支援は市町、土地改良区、中心経営体（※２）が対象 

 ※２  地域計画において、10年後の耕作者が定められていない農地で、国補 

         団体営事業や県単独事業で畦畔除去等による区画拡大を行い、受益面積 

         が 2.0ha以上かつ、区画拡大した農地の耕作者が中心経営体の場合、 

         中心経営体を事業主体として除草機械等導入が実施可能。 

  

○拡農地維持管理省力化事業 

●多大な労力を要する農地等の法面の草刈りなどの省力化を支援し、農地の

集積・集約化の促進を図ります。 

お問い合わせ先 

・各土地改良事務所、小豆総合事務所土地改良課 

・市町土地改良担当課 

９-８ 

 

防草シート カバープランツ（ムカデ芝） 除草機械 

補助率 

事業主体 

事業内容 

９ 農地や農道・水路の整備をしたい 

事業担当：農村整備課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

 
(自走式、ラジコン式等) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）法面管理省力化事業 

整備済の農地・農道・水路やため池の法面にカバープランツ（地表を覆うよ 

うに育つ植物）や防草シート等の施工、急傾斜や広い法面などに管理用小段 

の設置、また、ため池等の農業用施設の法面管理に使用する除草機械の導入 

を支援 

 

（２）水管理労力省力化事業 

パイプライン実施済地区における 

 

多機能型自動給水栓

（稲作の水管理を自動化・遠隔操作化） 

多機能型自動給水栓の設置や

ポンプ施設の除塵機設置  等 
 
 

県 50％   市町・地元 50％ 
 

 

 市町、土地改良区、農地中間管理機構、中心経営体 等 

※１ 除草機械導入支援は市町、土地改良区、中心経営体（※２）が対象 

 ※２  地域計画において、10年後の耕作者が定められていない農地で、国補 

         団体営事業や県単独事業で畦畔除去等による区画拡大を行い、受益面積 

         が 2.0ha以上かつ、区画拡大した農地の耕作者が中心経営体の場合、 

         中心経営体を事業主体として除草機械等導入が実施可能。 

  

○拡農地維持管理省力化事業 

●多大な労力を要する農地等の法面の草刈りなどの省力化を支援し、農地の

集積・集約化の促進を図ります。 

お問い合わせ先 

・各土地改良事務所、小豆総合事務所土地改良課 

・市町土地改良担当課 

９-８ 

 

防草シート カバープランツ（ムカデ芝） 除草機械 

補助率 

事業主体 

事業内容 

９ 農地や農道・水路の整備をしたい 

事業担当：農村整備課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

 
(自走式、ラジコン式等) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      就農希望者、認定農業者、認定新規就農者など課題を有する農業者 

 
 
      就農相談、法人化、税務、経営診断、労務、経営継承、新商品開発、 

販路拡大など 

 
 
      税理士、公認会計士、社会保険労務士、司法書士、中小企業診断士など 

      ※専門家の派遣・相談は無料ですが、事前に経営状況等の確認をさせていた 

だきます。 

 

 

       （公財）香川県農地機構及び（一社）香川県農業会議に事務局を置き、 

香川県農業協同組合、日本政策金融公庫、市町、かがわ産業支援財団を伴 

走機関として、新規就農や企業参入の促進・定着、農業経営の確立・発展、 

農業経営の法人化や経営継承等を支援します。 

 

 

新規就農       経営相談       活動事例 

 

 
 
 
 
 
 
  

香川県新規就農・農業経営相談センター 
〔就農・農業経営の課題解決を支援〕 

●「香川県新規就農・農業経営相談センター」では、就農相談等の就農サポ

ート、農業経営の法人化・経営継承等経営課題の解決に向けた経営サポート

を行っています。 

お問い合わせ先 

【総合窓口】 

・（公財）香川県農地機構（０８７－８１６－３９５５） 

・（一社）香川県農業会議（０８７－８１３－７７５１） 

【サテライト窓口】 

・各農業改良普及センター 

10-１ 

 

対象者 

相談対応内容 

派遣する専門家 

相談体制 

10 経営の改善・向上を図りたい 

事業担当：農業経営課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
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米
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そ
の
他
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物

新規就農 認定農業者 集落営農 その他
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・雇用就農者育成・独立支援タイプ 

農業法人等が就農希望者を雇用して雇用就業又は独立就農に必要な実践研修を行う取り
組みに対して支援。 

・新法人設立支援タイプ 
農業法人等が、新たな農業法人を設立して独立就農することを目指す就農希望者を雇用
して実践研修を行う取り組みに対して支援。 

 

 
・概ね年間を通じて農業を営む事業体等であること。 
・十分な指導ができる指導者（農業経験５年以上）を確保できること。 
・新規雇用就農者との間で正社員として期間の定めのない雇用契約を締結すること。 
・働きやすい職場環境整備に係る項目の２つ以上に既に取り組んでいるか、新たに取
り組むこと。 

・雇用保険、労災保険に加入（法人の場合は、厚生年金、健康保険にも加入） 
・１週間の所定労働時間が年間平均３５時間以上であること。 
・過去５年間に本事業、農の雇用事業等の対象となった新規雇用就農者が２名以上いる場合、
当該就農者の農業への定着率が２分の１以上であること。 

・研修内容等を就農に関するポータルサイト（農業をはじめる.JP）に掲載していること。 
・地域計画に農業を担う者として位置づけられた者又は位置づけられることが見込まれる
者 

・国が提供する農業経営人材育成研修プログラムの中級コースのうち「労務管理」の科目を
終了している、又は支援開始１年以内に終了すること。 

・過去に本事業の支援対象となった新規雇用就農者が農業法人等の都合で離農している場
合には、新規就農者の増加分が支援対象となります。 

 
 

・支援終了後も就農継続又は独立する強い意欲を有する５０歳未満（採用時点）の者。 
・支援開始時点で、採用されてから４ヶ月以上１２ヶ月未満であること。 
・過去の農業就業期間が５年以内であること。 
・原則として農業法人等の代表者の３親等以内の親族でないこと。 
・過去に就農準備資金、農業次世代人材投資資金（準備型）等で同様の研修を受けていない 
こと。 

 
 

雇用就農者育成・独立支援タイプ 年間最大６０万円 （最長４年間） 
新法人設立支援タイプ 年間最大１２０万円（３年目以降は最大６０万円、最長４年間） 
雇用就農育成・独立支援タイプは、１経営体あたり新規採択人数５人まで、かつ３人目
以降は年間最大２０万円 

  
 

一般社団法人全国農業会議所 
事業要件については、変更される場合もありますので、本事業の詳細な 
応募条件については、募集要領で必ずご確認ください。 

 

雇用就農資金（国補） 
〔農業従事者を育成する担い手を支援〕 

11-１ 
11 経営を支える人材を確保・育成したい 

事業担当：（一社）香川県農業会議 

 

お問い合わせ先  （一社）香川県農業会議（０８７－８１３－７７５１） 

支援内容 

助成額 

農業法人等の主な要件（抜粋） 

●雇用元の農業法人等に対して、資金を助成します。 

申請先 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

新規雇用就農者の主な要件（抜粋） 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

  認定農業者（複式簿記記帳者で青色申告者） 
 

 

 

  ５万円 
※香川県新規就農・農業経営相談センターの重点支援対象者は負担なし 

 

 

○  

  香川県農業再生協議会（担い手部会） 

事務局：（一社）香川県農業会議（０８７－８１３－７７５１） 

 

 

 

 

 

   

10-２ 

 
経 営 高 度 化 相 談 会 
〔担い手の経営発展を支援〕 

事業担当：（一社）香川県農業会議 

●税理士や社会保険労務士等のスペシャリストによるサポートチームが経

営診断し、経営改善に向けた取組みを支援します。 

対象者 

自己負担金 

申込先 

お問い合わせ先 

 ・香川県農業再生協議会（担い手部会）事務局 

（一社）香川県農業会議（０８７－８１３－７７５１） 

新規就農 認定農業者 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
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施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
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畜 

産 

そ
の
他
作
物 

10 経営の改善・向上を図りたい 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

  認定農業者（複式簿記記帳者で青色申告者） 
 

 

 

  ５万円 
※香川県新規就農・農業経営相談センターの重点支援対象者は負担なし 

 

 

○  

  香川県農業再生協議会（担い手部会） 

事務局：（一社）香川県農業会議（０８７－８１３－７７５１） 

 

 

 

 

 

   

10-２ 

 
経 営 高 度 化 相 談 会 
〔担い手の経営発展を支援〕 

事業担当：（一社）香川県農業会議 

●税理士や社会保険労務士等のスペシャリストによるサポートチームが経

営診断し、経営改善に向けた取組みを支援します。 

対象者 

自己負担金 

申込先 

お問い合わせ先 

 ・香川県農業再生協議会（担い手部会）事務局 

（一社）香川県農業会議（０８７－８１３－７７５１） 

新規就農 認定農業者 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

10 経営の改善・向上を図りたい 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

  認定農業者（複式簿記記帳者で青色申告者） 
 

 

 

  ５万円 
※香川県新規就農・農業経営相談センターの重点支援対象者は負担なし 

 

 

○  

  香川県農業再生協議会（担い手部会） 

事務局：（一社）香川県農業会議（０８７－８１３－７７５１） 

 

 

 

 

 

   

10-２ 

 
経 営 高 度 化 相 談 会 
〔担い手の経営発展を支援〕 

事業担当：（一社）香川県農業会議 

●税理士や社会保険労務士等のスペシャリストによるサポートチームが経

営診断し、経営改善に向けた取組みを支援します。 

対象者 

自己負担金 

申込先 

お問い合わせ先 

 ・香川県農業再生協議会（担い手部会）事務局 

（一社）香川県農業会議（０８７－８１３－７７５１） 

新規就農 認定農業者 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
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産 
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他
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10 経営の改善・向上を図りたい  

 
 
 

 

 
 

・雇用就農者育成・独立支援タイプ 

農業法人等が就農希望者を雇用して雇用就業又は独立就農に必要な実践研修を行う取り
組みに対して支援。 

・新法人設立支援タイプ 
農業法人等が、新たな農業法人を設立して独立就農することを目指す就農希望者を雇用
して実践研修を行う取り組みに対して支援。 

 

 
・概ね年間を通じて農業を営む事業体等であること。 
・十分な指導ができる指導者（農業経験５年以上）を確保できること。 
・新規雇用就農者との間で正社員として期間の定めのない雇用契約を締結すること。 
・働きやすい職場環境整備に係る項目の２つ以上に既に取り組んでいるか、新たに取
り組むこと。 

・雇用保険、労災保険に加入（法人の場合は、厚生年金、健康保険にも加入） 
・１週間の所定労働時間が年間平均３５時間以上であること。 
・過去５年間に本事業、農の雇用事業等の対象となった新規雇用就農者が２名以上いる場合、
当該就農者の農業への定着率が２分の１以上であること。 

・研修内容等を就農に関するポータルサイト（農業をはじめる.JP）に掲載していること。 
・地域計画に農業を担う者として位置づけられた者又は位置づけられることが見込まれる
者 

・国が提供する農業経営人材育成研修プログラムの中級コースのうち「労務管理」の科目を
終了している、又は支援開始１年以内に終了すること。 

・過去に本事業の支援対象となった新規雇用就農者が農業法人等の都合で離農している場
合には、新規就農者の増加分が支援対象となります。 

 
 

・支援終了後も就農継続又は独立する強い意欲を有する５０歳未満（採用時点）の者。 
・支援開始時点で、採用されてから４ヶ月以上１２ヶ月未満であること。 
・過去の農業就業期間が５年以内であること。 
・原則として農業法人等の代表者の３親等以内の親族でないこと。 
・過去に就農準備資金、農業次世代人材投資資金（準備型）等で同様の研修を受けていない 
こと。 

 
 

雇用就農者育成・独立支援タイプ 年間最大６０万円 （最長４年間） 
新法人設立支援タイプ 年間最大１２０万円（３年目以降は最大６０万円、最長４年間） 
雇用就農育成・独立支援タイプは、１経営体あたり新規採択人数５人まで、かつ３人目
以降は年間最大２０万円 

  
 

一般社団法人全国農業会議所 
事業要件については、変更される場合もありますので、本事業の詳細な 
応募条件については、募集要領で必ずご確認ください。 

 

雇用就農資金（国補） 
〔農業従事者を育成する担い手を支援〕 

11-１ 
11 経営を支える人材を確保・育成したい 

事業担当：（一社）香川県農業会議 

 

お問い合わせ先  （一社）香川県農業会議（０８７－８１３－７７５１） 

支援内容 

助成額 

農業法人等の主な要件（抜粋） 

●雇用元の農業法人等に対して、資金を助成します。 

申請先 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 
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花
き
・
盆
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産 

そ
の
他
作
物 

新規雇用就農者の主な要件（抜粋） 
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新規就農 認定農業者
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・雇用就農者育成・独立支援タイプ 

農業法人等が就農希望者を雇用して雇用就業又は独立就農に必要な実践研修を行う取り
組みに対して支援。 

・新法人設立支援タイプ 
農業法人等が、新たな農業法人を設立して独立就農することを目指す就農希望者を雇用
して実践研修を行う取り組みに対して支援。 

 

 
・概ね年間を通じて農業を営む事業体等であること。 
・十分な指導ができる指導者（農業経験５年以上）を確保できること。 
・新規雇用就農者との間で正社員として期間の定めのない雇用契約を締結すること。 
・働きやすい職場環境整備に係る項目の２つ以上に既に取り組んでいるか、新たに取
り組むこと。 

・雇用保険、労災保険に加入（法人の場合は、厚生年金、健康保険にも加入） 
・１週間の所定労働時間が年間平均３５時間以上であること。 
・過去５年間に本事業、農の雇用事業等の対象となった新規雇用就農者が２名以上いる場合、
当該就農者の農業への定着率が２分の１以上であること。 

・研修内容等を就農に関するポータルサイト（農業をはじめる.JP）に掲載していること。 
・地域計画に農業を担う者として位置づけられた者又は位置づけられることが見込まれる
者 

・国が提供する農業経営人材育成研修プログラムの中級コースのうち「労務管理」の科目を
終了している、又は支援開始１年以内に終了すること。 

・過去に本事業の支援対象となった新規雇用就農者が農業法人等の都合で離農している場
合には、新規就農者の増加分が支援対象となります。 

 
 

・支援終了後も就農継続又は独立する強い意欲を有する５０歳未満（採用時点）の者。 
・支援開始時点で、採用されてから４ヶ月以上１２ヶ月未満であること。 
・過去の農業就業期間が５年以内であること。 
・原則として農業法人等の代表者の３親等以内の親族でないこと。 
・過去に就農準備資金、農業次世代人材投資資金（準備型）等で同様の研修を受けていない 
こと。 

 
 

雇用就農者育成・独立支援タイプ 年間最大６０万円 （最長４年間） 
新法人設立支援タイプ 年間最大１２０万円（３年目以降は最大６０万円、最長４年間） 
雇用就農育成・独立支援タイプは、１経営体あたり新規採択人数５人まで、かつ３人目
以降は年間最大２０万円 

  
 

一般社団法人全国農業会議所 
事業要件については、変更される場合もありますので、本事業の詳細な 
応募条件については、募集要領で必ずご確認ください。 

 

雇用就農資金（国補） 
〔農業従事者を育成する担い手を支援〕 

11-１ 
11 経営を支える人材を確保・育成したい 

事業担当：（一社）香川県農業会議 

 

お問い合わせ先  （一社）香川県農業会議（０８７－８１３－７７５１） 

支援内容 

助成額 

農業法人等の主な要件（抜粋） 

●雇用元の農業法人等に対して、資金を助成します。 

申請先 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 
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産 

そ
の
他
作
物 

新規雇用就農者の主な要件（抜粋） 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

  認定農業者（複式簿記記帳者で青色申告者） 
 

 

 

  ５万円 
※香川県新規就農・農業経営相談センターの重点支援対象者は負担なし 

 

 

○  

  香川県農業再生協議会（担い手部会） 

事務局：（一社）香川県農業会議（０８７－８１３－７７５１） 

 

 

 

 

 

   

10-２ 

 
経 営 高 度 化 相 談 会 
〔担い手の経営発展を支援〕 

事業担当：（一社）香川県農業会議 

●税理士や社会保険労務士等のスペシャリストによるサポートチームが経

営診断し、経営改善に向けた取組みを支援します。 

対象者 

自己負担金 

申込先 

お問い合わせ先 

 ・香川県農業再生協議会（担い手部会）事務局 

（一社）香川県農業会議（０８７－８１３－７７５１） 

新規就農 認定農業者 

米 
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露
地
野
菜 

オ
リ
ー
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野
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そ
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他
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物 

10 経営の改善・向上を図りたい 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

  認定農業者（複式簿記記帳者で青色申告者） 
 

 

 

  ５万円 
※香川県新規就農・農業経営相談センターの重点支援対象者は負担なし 

 

 

○  

  香川県農業再生協議会（担い手部会） 

事務局：（一社）香川県農業会議（０８７－８１３－７７５１） 

 

 

 

 

 

   

10-２ 

 
経 営 高 度 化 相 談 会 
〔担い手の経営発展を支援〕 

事業担当：（一社）香川県農業会議 

●税理士や社会保険労務士等のスペシャリストによるサポートチームが経

営診断し、経営改善に向けた取組みを支援します。 

対象者 

自己負担金 

申込先 

お問い合わせ先 

 ・香川県農業再生協議会（担い手部会）事務局 

（一社）香川県農業会議（０８７－８１３－７７５１） 

新規就農 認定農業者 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

10 経営の改善・向上を図りたい 

 

 
 
 

 

 
 

・雇用就農者育成・独立支援タイプ 

農業法人等が就農希望者を雇用して雇用就業又は独立就農に必要な実践研修を行う取り
組みに対して支援。 

・新法人設立支援タイプ 
農業法人等が、新たな農業法人を設立して独立就農することを目指す就農希望者を雇用
して実践研修を行う取り組みに対して支援。 

 

 
・概ね年間を通じて農業を営む事業体等であること。 
・十分な指導ができる指導者（農業経験５年以上）を確保できること。 
・新規雇用就農者との間で正社員として期間の定めのない雇用契約を締結すること。 
・働きやすい職場環境整備に係る項目の２つ以上に既に取り組んでいるか、新たに取
り組むこと。 

・雇用保険、労災保険に加入（法人の場合は、厚生年金、健康保険にも加入） 
・１週間の所定労働時間が年間平均３５時間以上であること。 
・過去５年間に本事業、農の雇用事業等の対象となった新規雇用就農者が２名以上いる場合、
当該就農者の農業への定着率が２分の１以上であること。 

・研修内容等を就農に関するポータルサイト（農業をはじめる.JP）に掲載していること。 
・地域計画に農業を担う者として位置づけられた者又は位置づけられることが見込まれる
者 

・国が提供する農業経営人材育成研修プログラムの中級コースのうち「労務管理」の科目を
終了している、又は支援開始１年以内に終了すること。 

・過去に本事業の支援対象となった新規雇用就農者が農業法人等の都合で離農している場
合には、新規就農者の増加分が支援対象となります。 

 
 

・支援終了後も就農継続又は独立する強い意欲を有する５０歳未満（採用時点）の者。 
・支援開始時点で、採用されてから４ヶ月以上１２ヶ月未満であること。 
・過去の農業就業期間が５年以内であること。 
・原則として農業法人等の代表者の３親等以内の親族でないこと。 
・過去に就農準備資金、農業次世代人材投資資金（準備型）等で同様の研修を受けていない 
こと。 

 
 

雇用就農者育成・独立支援タイプ 年間最大６０万円 （最長４年間） 
新法人設立支援タイプ 年間最大１２０万円（３年目以降は最大６０万円、最長４年間） 
雇用就農育成・独立支援タイプは、１経営体あたり新規採択人数５人まで、かつ３人目
以降は年間最大２０万円 

  
 

一般社団法人全国農業会議所 
事業要件については、変更される場合もありますので、本事業の詳細な 
応募条件については、募集要領で必ずご確認ください。 

 

雇用就農資金（国補） 
〔農業従事者を育成する担い手を支援〕 

11-１ 
11 経営を支える人材を確保・育成したい 

事業担当：（一社）香川県農業会議 

 

お問い合わせ先  （一社）香川県農業会議（０８７－８１３－７７５１） 

支援内容 

助成額 

農業法人等の主な要件（抜粋） 

●雇用元の農業法人等に対して、資金を助成します。 

申請先 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 
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露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
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花
き
・
盆
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畜 

産 

そ
の
他
作
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新規雇用就農者の主な要件（抜粋） 

米
　
麦
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野
菜
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設
野
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き
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畜
　
産
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ー
ブ

そ
の
他
作
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新規就農 認定農業者 集落営農 その他
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外国人材を受け入れている認定農業者及び認定新規就農者 

事業者が自ら所有する外国人材のための住居の新築、増築、改修工事 

及び設備の設置、更新等に要する経費 
 

１/２以内（上限：１施設あたり 20万円×外国人材数） 

    

              香川県畜産課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人材を受け入れている認定農業者及び認定新規就農者、 

大型特殊免許、普通～中型免許（一種に限る）、けん引免許、フォーク  

リフト及びショベルローダーの運転に必要な資格の取得に要した経費 

  

各免許について、取得に要した経費の１/２以内（上限 100千円） 

 

香川県農業経営課 

 
 

  

農畜産従事外国人材の住環境整備支援事業 

●農畜産業に従事する外国人材の住環境の改善を図るため、農畜産業事業者

が自ら所有する外国人材の居住施設を整備する経費を支援します。 

お問い合わせ先・申請先 

 ・香川県畜産課（０８７－８３２－３４３０） 

新規就農 認定農業者 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
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施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

●外国人材を受け入れている認定農業者等に対して、外国人材が大型特殊免

許の取得など必要な技術の習得に要する経費を支援します。 

対象者 

事業内容 

助成額 

申請先 

対象者 

事業内容 

助成額 

農畜産従事外国人材の免許取得等支援事業 

〔農畜産従事外国人材の免許取得等を支援〕 

申請先 
 

11-３,４ 

 

11 経営を支える人材を確保・育成したい 

事業担当：畜産課・農業経営課 

お問い合わせ先・申請先 

 ・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０６）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     農業協同組合の生産者部会、生産者組織（３名以上の農業者） 

 

 

   

     園芸品目の新規栽培者や後継者の掘り起こし・育成を目的とした研修会等の経費を支援 

 

 

 

     補助率１０／１０、補助上限５万円 

 

 

 

     香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０６） 

 

 

 

 

11-２ 

 

11 経営を支える人材を確保・育成したい 

事業担当：農業経営課

お問い合わせ先 

 ・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０６） 

 

新規就農 認定農業者 その他 

露
地
野
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ー
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設
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菜 

果 
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花
き
・
盆
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園芸品目の後継者育成組織活動支援 

●園芸品目の人材育成・確保に向けた自主的な取組みに対して支援を行いま

す。 

対象者 

支援内容 

助成内容 

申請先 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     農業協同組合の生産者部会、生産者組織（３名以上の農業者） 

 

 

   

     園芸品目の新規栽培者や後継者の掘り起こし・育成を目的とした研修会等の経費を支援 

 

 

 

     補助率１０／１０、補助上限５万円 

 

 

 

     香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０６） 

 

 

 

 

11-２ 

 

11 経営を支える人材を確保・育成したい 

事業担当：農業経営課

お問い合わせ先 

 ・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０６） 

 

新規就農 認定農業者 その他 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

園芸品目の後継者育成組織活動支援 

●園芸品目の人材育成・確保に向けた自主的な取組みに対して支援を行いま

す。 

対象者 

支援内容 

助成内容 

申請先 

 
 
 
 
 
 
 
 

外国人材を受け入れている認定農業者及び認定新規就農者 

事業者が自ら所有する外国人材のための住居の新築、増築、改修工事 

及び設備の設置、更新等に要する経費 
 

１/２以内（上限：１施設あたり 20万円×外国人材数） 

    

              香川県畜産課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人材を受け入れている認定農業者及び認定新規就農者、 

大型特殊免許、普通～中型免許（一種に限る）、けん引免許、フォーク  

リフト及びショベルローダーの運転に必要な資格の取得に要した経費 

  

各免許について、取得に要した経費の１/２以内（上限 100千円） 

 

香川県農業経営課 

 
 

  

農畜産従事外国人材の住環境整備支援事業 

●農畜産業に従事する外国人材の住環境の改善を図るため、農畜産業事業者

が自ら所有する外国人材の居住施設を整備する経費を支援します。 

お問い合わせ先・申請先 

 ・香川県畜産課（０８７－８３２－３４３０） 

新規就農 認定農業者 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
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●外国人材を受け入れている認定農業者等に対して、外国人材が大型特殊免

許の取得など必要な技術の習得に要する経費を支援します。 

対象者 

事業内容 

助成額 

申請先 

対象者 

事業内容 

助成額 

農畜産従事外国人材の免許取得等支援事業 

〔農畜産従事外国人材の免許取得等を支援〕 

申請先 
 

11-３,４ 

 

11 経営を支える人材を確保・育成したい 

事業担当：畜産課・農業経営課 

お問い合わせ先・申請先 

 ・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０６）  

 
 
 
 
 
 
 
 

外国人材を受け入れている認定農業者及び認定新規就農者 

事業者が自ら所有する外国人材のための住居の新築、増築、改修工事 

及び設備の設置、更新等に要する経費 
 

１/２以内（上限：１施設あたり 20万円×外国人材数） 

    

              香川県畜産課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人材を受け入れている認定農業者及び認定新規就農者、 

大型特殊免許、普通～中型免許（一種に限る）、けん引免許、フォーク  

リフト及びショベルローダーの運転に必要な資格の取得に要した経費 

  

各免許について、取得に要した経費の１/２以内（上限 100千円） 

 

香川県農業経営課 

 
 

  

農畜産従事外国人材の住環境整備支援事業 

●農畜産業に従事する外国人材の住環境の改善を図るため、農畜産業事業者

が自ら所有する外国人材の居住施設を整備する経費を支援します。 

お問い合わせ先・申請先 

 ・香川県畜産課（０８７－８３２－３４３０） 

新規就農 認定農業者 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
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●外国人材を受け入れている認定農業者等に対して、外国人材が大型特殊免

許の取得など必要な技術の習得に要する経費を支援します。 

対象者 

事業内容 

助成額 

申請先 

対象者 

事業内容 

助成額 

農畜産従事外国人材の免許取得等支援事業 

〔農畜産従事外国人材の免許取得等を支援〕 

申請先 
 

11-３,４ 

 

11 経営を支える人材を確保・育成したい 

事業担当：畜産課・農業経営課 

お問い合わせ先・申請先 

 ・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０６）  

 
 
 
 
 
 
 
 

外国人材を受け入れている認定農業者及び認定新規就農者 

事業者が自ら所有する外国人材のための住居の新築、増築、改修工事 

及び設備の設置、更新等に要する経費 
 

１/２以内（上限：１施設あたり 20万円×外国人材数） 

    

              香川県畜産課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人材を受け入れている認定農業者及び認定新規就農者、 

大型特殊免許、普通～中型免許（一種に限る）、けん引免許、フォーク  

リフト及びショベルローダーの運転に必要な資格の取得に要した経費 

  

各免許について、取得に要した経費の１/２以内（上限 100千円） 

 

香川県農業経営課 

 
 

  

農畜産従事外国人材の住環境整備支援事業 

●農畜産業に従事する外国人材の住環境の改善を図るため、農畜産業事業者

が自ら所有する外国人材の居住施設を整備する経費を支援します。 

お問い合わせ先・申請先 

 ・香川県畜産課（０８７－８３２－３４３０） 

新規就農 認定農業者 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 
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花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

●外国人材を受け入れている認定農業者等に対して、外国人材が大型特殊免

許の取得など必要な技術の習得に要する経費を支援します。 

対象者 

事業内容 

助成額 

申請先 

対象者 

事業内容 

助成額 

農畜産従事外国人材の免許取得等支援事業 

〔農畜産従事外国人材の免許取得等を支援〕 

申請先 
 

11-３,４ 

 

11 経営を支える人材を確保・育成したい 

事業担当：畜産課・農業経営課 

お問い合わせ先・申請先 

 ・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０６）  

 
 
 
 
 
 
 
 

外国人材を受け入れている認定農業者及び認定新規就農者 

事業者が自ら所有する外国人材のための住居の新築、増築、改修工事 

及び設備の設置、更新等に要する経費 
 

１/２以内（上限：１施設あたり 20万円×外国人材数） 

    

              香川県畜産課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人材を受け入れている認定農業者及び認定新規就農者、 

大型特殊免許、普通～中型免許（一種に限る）、けん引免許、フォーク  

リフト及びショベルローダーの運転に必要な資格の取得に要した経費 

  

各免許について、取得に要した経費の１/２以内（上限 100千円） 

 

香川県農業経営課 

 
 

  

農畜産従事外国人材の住環境整備支援事業 

●農畜産業に従事する外国人材の住環境の改善を図るため、農畜産業事業者

が自ら所有する外国人材の居住施設を整備する経費を支援します。 

お問い合わせ先・申請先 

 ・香川県畜産課（０８７－８３２－３４３０） 

新規就農 認定農業者 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

●外国人材を受け入れている認定農業者等に対して、外国人材が大型特殊免

許の取得など必要な技術の習得に要する経費を支援します。 

対象者 

事業内容 

助成額 

申請先 

対象者 

事業内容 

助成額 

農畜産従事外国人材の免許取得等支援事業 

〔農畜産従事外国人材の免許取得等を支援〕 

申請先 
 

11-３,４ 

 

11 経営を支える人材を確保・育成したい 

事業担当：畜産課・農業経営課 

お問い合わせ先・申請先 

 ・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０６）  

 
 
 
 
 
 
 
 

外国人材を受け入れている認定農業者及び認定新規就農者 

事業者が自ら所有する外国人材のための住居の新築、増築、改修工事 

及び設備の設置、更新等に要する経費 
 

１/２以内（上限：１施設あたり 20万円×外国人材数） 

    

              香川県畜産課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人材を受け入れている認定農業者及び認定新規就農者、 

大型特殊免許、普通～中型免許（一種に限る）、けん引免許、フォーク  

リフト及びショベルローダーの運転に必要な資格の取得に要した経費 

  

各免許について、取得に要した経費の１/２以内（上限 100千円） 

 

香川県農業経営課 

 
 

  

農畜産従事外国人材の住環境整備支援事業 

●農畜産業に従事する外国人材の住環境の改善を図るため、農畜産業事業者

が自ら所有する外国人材の居住施設を整備する経費を支援します。 

お問い合わせ先・申請先 

 ・香川県畜産課（０８７－８３２－３４３０） 

新規就農 認定農業者 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

●外国人材を受け入れている認定農業者等に対して、外国人材が大型特殊免

許の取得など必要な技術の習得に要する経費を支援します。 

対象者 

事業内容 

助成額 

申請先 

対象者 

事業内容 

助成額 

農畜産従事外国人材の免許取得等支援事業 

〔農畜産従事外国人材の免許取得等を支援〕 

申請先 
 

11-３,４ 

 

11 経営を支える人材を確保・育成したい 

事業担当：畜産課・農業経営課 

お問い合わせ先・申請先 

 ・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０６）  

露
地
野
菜

施
設
野
菜

果
　
樹

花
き
・
盆
栽

オ
リ
ー
ブ

新規就農 認定農業者 その他
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外国人材を受け入れている認定農業者及び認定新規就農者 

事業者が自ら所有する外国人材のための住居の新築、増築、改修工事 

及び設備の設置、更新等に要する経費 
 

１/２以内（上限：１施設あたり 20万円×外国人材数） 

    

              香川県畜産課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人材を受け入れている認定農業者及び認定新規就農者、 

大型特殊免許、普通～中型免許（一種に限る）、けん引免許、フォーク  

リフト及びショベルローダーの運転に必要な資格の取得に要した経費 

  

各免許について、取得に要した経費の１/２以内（上限 100千円） 

 

香川県農業経営課 

 
 

  

農畜産従事外国人材の住環境整備支援事業 

●農畜産業に従事する外国人材の住環境の改善を図るため、農畜産業事業者

が自ら所有する外国人材の居住施設を整備する経費を支援します。 

お問い合わせ先・申請先 

 ・香川県畜産課（０８７－８３２－３４３０） 

新規就農 認定農業者 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

●外国人材を受け入れている認定農業者等に対して、外国人材が大型特殊免

許の取得など必要な技術の習得に要する経費を支援します。 

対象者 

事業内容 

助成額 

申請先 

対象者 

事業内容 

助成額 

農畜産従事外国人材の免許取得等支援事業 

〔農畜産従事外国人材の免許取得等を支援〕 

申請先 
 

11-３,４ 

 

11 経営を支える人材を確保・育成したい 

事業担当：畜産課・農業経営課 

お問い合わせ先・申請先 

 ・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０６）  

 
 
 
 
 
 
 
 

外国人材を受け入れている認定農業者及び認定新規就農者 

事業者が自ら所有する外国人材のための住居の新築、増築、改修工事 

及び設備の設置、更新等に要する経費 
 

１/２以内（上限：１施設あたり 20万円×外国人材数） 

    

              香川県畜産課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人材を受け入れている認定農業者及び認定新規就農者、 

大型特殊免許、普通～中型免許（一種に限る）、けん引免許、フォーク  

リフト及びショベルローダーの運転に必要な資格の取得に要した経費 

  

各免許について、取得に要した経費の１/２以内（上限 100千円） 

 

香川県農業経営課 

 
 

  

農畜産従事外国人材の住環境整備支援事業 

●農畜産業に従事する外国人材の住環境の改善を図るため、農畜産業事業者

が自ら所有する外国人材の居住施設を整備する経費を支援します。 

お問い合わせ先・申請先 

 ・香川県畜産課（０８７－８３２－３４３０） 

新規就農 認定農業者 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

●外国人材を受け入れている認定農業者等に対して、外国人材が大型特殊免

許の取得など必要な技術の習得に要する経費を支援します。 

対象者 

事業内容 

助成額 

申請先 

対象者 

事業内容 

助成額 

農畜産従事外国人材の免許取得等支援事業 

〔農畜産従事外国人材の免許取得等を支援〕 

申請先 
 

11-３,４ 

 

11 経営を支える人材を確保・育成したい 

事業担当：畜産課・農業経営課 

お問い合わせ先・申請先 

 ・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０６）  

 
 
 
 
 
 
 
 

外国人材を受け入れている認定農業者及び認定新規就農者 

事業者が自ら所有する外国人材のための住居の新築、増築、改修工事 

及び設備の設置、更新等に要する経費 
 

１/２以内（上限：１施設あたり 20万円×外国人材数） 

    

              香川県畜産課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人材を受け入れている認定農業者及び認定新規就農者、 

大型特殊免許、普通～中型免許（一種に限る）、けん引免許、フォーク  

リフト及びショベルローダーの運転に必要な資格の取得に要した経費 

  

各免許について、取得に要した経費の１/２以内（上限 100千円） 

 

香川県農業経営課 

 
 

  

農畜産従事外国人材の住環境整備支援事業 

●農畜産業に従事する外国人材の住環境の改善を図るため、農畜産業事業者

が自ら所有する外国人材の居住施設を整備する経費を支援します。 

お問い合わせ先・申請先 

 ・香川県畜産課（０８７－８３２－３４３０） 

新規就農 認定農業者 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

●外国人材を受け入れている認定農業者等に対して、外国人材が大型特殊免

許の取得など必要な技術の習得に要する経費を支援します。 

対象者 

事業内容 

助成額 

申請先 

対象者 

事業内容 

助成額 

農畜産従事外国人材の免許取得等支援事業 

〔農畜産従事外国人材の免許取得等を支援〕 

申請先 
 

11-３,４ 

 

11 経営を支える人材を確保・育成したい 

事業担当：畜産課・農業経営課 

お問い合わせ先・申請先 

 ・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０６）  

 
 
 
 
 
 
 
 

外国人材を受け入れている認定農業者及び認定新規就農者 

事業者が自ら所有する外国人材のための住居の新築、増築、改修工事 

及び設備の設置、更新等に要する経費 
 

１/２以内（上限：１施設あたり 20万円×外国人材数） 

    

              香川県畜産課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人材を受け入れている認定農業者及び認定新規就農者、 

大型特殊免許、普通～中型免許（一種に限る）、けん引免許、フォーク  

リフト及びショベルローダーの運転に必要な資格の取得に要した経費 

  

各免許について、取得に要した経費の１/２以内（上限 100千円） 

 

香川県農業経営課 

 
 

  

農畜産従事外国人材の住環境整備支援事業 

●農畜産業に従事する外国人材の住環境の改善を図るため、農畜産業事業者

が自ら所有する外国人材の居住施設を整備する経費を支援します。 

お問い合わせ先・申請先 

 ・香川県畜産課（０８７－８３２－３４３０） 

新規就農 認定農業者 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

●外国人材を受け入れている認定農業者等に対して、外国人材が大型特殊免

許の取得など必要な技術の習得に要する経費を支援します。 

対象者 

事業内容 

助成額 

申請先 

対象者 

事業内容 

助成額 

農畜産従事外国人材の免許取得等支援事業 

〔農畜産従事外国人材の免許取得等を支援〕 

申請先 
 

11-３,４ 

 

11 経営を支える人材を確保・育成したい 

事業担当：畜産課・農業経営課 

お問い合わせ先・申請先 

 ・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０６）  

 
 
 
 
 
 
 
 

外国人材を受け入れている認定農業者及び認定新規就農者 

事業者が自ら所有する外国人材のための住居の新築、増築、改修工事 

及び設備の設置、更新等に要する経費 
 

１/２以内（上限：１施設あたり 20万円×外国人材数） 

    

              香川県畜産課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人材を受け入れている認定農業者及び認定新規就農者、 

大型特殊免許、普通～中型免許（一種に限る）、けん引免許、フォーク  

リフト及びショベルローダーの運転に必要な資格の取得に要した経費 

  

各免許について、取得に要した経費の１/２以内（上限 100千円） 

 

香川県農業経営課 

 
 

  

農畜産従事外国人材の住環境整備支援事業 

●農畜産業に従事する外国人材の住環境の改善を図るため、農畜産業事業者

が自ら所有する外国人材の居住施設を整備する経費を支援します。 

お問い合わせ先・申請先 

 ・香川県畜産課（０８７－８３２－３４３０） 

新規就農 認定農業者 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

●外国人材を受け入れている認定農業者等に対して、外国人材が大型特殊免

許の取得など必要な技術の習得に要する経費を支援します。 

対象者 

事業内容 

助成額 

申請先 

対象者 

事業内容 

助成額 

農畜産従事外国人材の免許取得等支援事業 

〔農畜産従事外国人材の免許取得等を支援〕 

申請先 
 

11-３,４ 

 

11 経営を支える人材を確保・育成したい 

事業担当：畜産課・農業経営課 

お問い合わせ先・申請先 

 ・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０６）  

 
 
 
 
 
 
 
 

外国人材を受け入れている認定農業者及び認定新規就農者 

事業者が自ら所有する外国人材のための住居の新築、増築、改修工事 

及び設備の設置、更新等に要する経費 
 

１/２以内（上限：１施設あたり 20万円×外国人材数） 

    

              香川県畜産課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人材を受け入れている認定農業者及び認定新規就農者、 

大型特殊免許、普通～中型免許（一種に限る）、けん引免許、フォーク  

リフト及びショベルローダーの運転に必要な資格の取得に要した経費 

  

各免許について、取得に要した経費の１/２以内（上限 100千円） 

 

香川県農業経営課 

 
 

  

農畜産従事外国人材の住環境整備支援事業 

●農畜産業に従事する外国人材の住環境の改善を図るため、農畜産業事業者

が自ら所有する外国人材の居住施設を整備する経費を支援します。 

お問い合わせ先・申請先 

 ・香川県畜産課（０８７－８３２－３４３０） 

新規就農 認定農業者 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

●外国人材を受け入れている認定農業者等に対して、外国人材が大型特殊免

許の取得など必要な技術の習得に要する経費を支援します。 

対象者 

事業内容 

助成額 

申請先 

対象者 

事業内容 

助成額 

農畜産従事外国人材の免許取得等支援事業 

〔農畜産従事外国人材の免許取得等を支援〕 

申請先 
 

11-３,４ 

 

11 経営を支える人材を確保・育成したい 

事業担当：畜産課・農業経営課 

お問い合わせ先・申請先 

 ・香川県農業経営課（０８７－８３２－３４０６）  

米
　
麦

露
地
野
菜

施
設
野
菜

果
　
樹

花
き
・
盆
栽

畜
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ー
ブ

そ
の
他
作
物
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償還期限・融資率

①農業を営む者（認定農業者、認定新規就農者、主業農業者、目標地図に位置付けられ

た者、集落営農組織など）

②農協、農協連合会

③上記①・②・地方公共団体のいずれかが主たる構成員・出資者になっている団体また

は基本財産の過半を拠出している法人

・畜舎、果樹棚、農機具など農産物の生産、流通または加工に必要な施設の改良、

造成、復旧または取得

・果樹その他の永年性植物の植栽または育成

・乳牛その他の家畜の購入または育成

・農地または牧野の改良、造成または復旧 など

農業を営む者 ：個人 1,800万円（特認２億円） 法人・団体 ２億円

農協等（上記②③）：15億円

2.70％（令和８年３月18日現在）

特例：規模拡大、農産物輸出等の攻めの経営展開に取り組む者であって、目標地図に位

　　　置付けられた等の認定農業者は、貸付当初から５年間実質無利子、その後は償還

　　　終了時(最長15年間)まで、借入期間に応じて1.65～2.35％での融資が受けられます。

償還期限：資金使途に応じて７～20年以内（うち据置期間２～７年以内）

融 資 率：原則 80％以内 認定農業者・集落営農組織 100％以内

※年度途中の制度改正予定あり（新たに農業経営高度化資金を設けて借入限度額を引き上げ）

お問い合わせ先

・香川県農政課（０８７－８３２－３３９８）

・各農業改良普及センター

借入限度額

借入金利

※最新の借入金利は

県 HP（ページ ID：54182）を参照→

https://www.pref.kagawa.lg.jp/

制度改正情報は

こちらに掲載予定→

（ページ ID：6006）

https://www.pref.kagawa.lg.jp/

借入対象者

資金の使途

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

農 業 近 代 化 資 金 

●意欲と能力を持つ農業を営む者等に対して、経営改善に必要な施設資金等

を円滑に融通するため、国または都道府県が農協などの民間金融機関に利子

補給措置を講ずることにより、長期かつ低利な資金を融資します。 

12-２ 

 

12 資金を確保したい 

事業担当：農政課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
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施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

認定農業者

農業経営改善計画の達成に必要な長期資金全般

・農地等の取得、改良等

・農業経営用施設・機械等の改良、造成、取得

・農産物の加工処理・流通販売施設・観光農業施設等の改良、造成、取得

・借地権、機械等の利用権その他の無形固定資産の取得等

・家畜・果樹等の導入、農地賃借料の支払いその他農業経営の改善を図るために

必要な長期資金

・負債整理その他農業経営の改善の前提としての経営の安定に必要な長期資金

個人：３億円（特認６億円） 法人：10億円（特認 30億円）

1.65～2.50％（令和８年３月18日現在）

25年以内（うち据置期間 10年以内）

借入金利

償還期限

お問い合わせ先

・日本政策金融公庫高松支店（０８７－８５１－２８８０）

・各農業改良普及センター

借入対象者

資金の使途

借入限度額

※最新の借入金利は
　県HP（ページID：54182）
　を参照→
　https://www.pref.kagawa.lg.jp/ 

 

 

 
 
 
 
 

農業経営基盤強化資金 
（スーパーＬ資金） 

●認定農業者に対して、農業経営改善計画に沿って規模拡大その他の経営改

善を図るために必要な長期低利資金を日本政策金融公庫が融資します。 

12-１ 

 

12 資金を確保したい 

事業担当：農政課 

認定農業者 
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認定農業者

農業経営改善計画の達成に必要な長期資金全般

・農地等の取得、改良等

・農業経営用施設・機械等の改良、造成、取得

・農産物の加工処理・流通販売施設・観光農業施設等の改良、造成、取得

・借地権、機械等の利用権その他の無形固定資産の取得等

・家畜・果樹等の導入、農地賃借料の支払いその他農業経営の改善を図るために

必要な長期資金

・負債整理その他農業経営の改善の前提としての経営の安定に必要な長期資金

個人：３億円（特認６億円） 法人：10億円（特認 30億円）

1.65～2.50％（令和８年３月18日現在）

25年以内（うち据置期間 10年以内）

借入金利

償還期限

お問い合わせ先

・日本政策金融公庫高松支店（０８７－８５１－２８８０）

・各農業改良普及センター

借入対象者

資金の使途

借入限度額

※最新の借入金利は
　県HP（ページID：54182）
　を参照→
　https://www.pref.kagawa.lg.jp/ 

 

 

 
 
 
 
 

農業経営基盤強化資金 
（スーパーＬ資金） 

●認定農業者に対して、農業経営改善計画に沿って規模拡大その他の経営改

善を図るために必要な長期低利資金を日本政策金融公庫が融資します。 
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12 資金を確保したい 

事業担当：農政課 

認定農業者 
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認定農業者
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償還期限・融資率

①農業を営む者（認定農業者、認定新規就農者、主業農業者、目標地図に位置付けられ

た者、集落営農組織など）

②農協、農協連合会

③上記①・②・地方公共団体のいずれかが主たる構成員・出資者になっている団体また

は基本財産の過半を拠出している法人

・畜舎、果樹棚、農機具など農産物の生産、流通または加工に必要な施設の改良、

造成、復旧または取得

・果樹その他の永年性植物の植栽または育成

・乳牛その他の家畜の購入または育成

・農地または牧野の改良、造成または復旧 など

農業を営む者 ：個人 1,800万円（特認２億円） 法人・団体 ２億円

農協等（上記②③）：15億円

2.70％（令和８年３月18日現在）

特例：規模拡大、農産物輸出等の攻めの経営展開に取り組む者であって、目標地図に位

　　　置付けられた等の認定農業者は、貸付当初から５年間実質無利子、その後は償還

　　　終了時(最長15年間)まで、借入期間に応じて1.65～2.35％での融資が受けられます。

償還期限：資金使途に応じて７～20年以内（うち据置期間２～７年以内）

融 資 率：原則 80％以内 認定農業者・集落営農組織 100％以内

※年度途中の制度改正予定あり（新たに農業経営高度化資金を設けて借入限度額を引き上げ）

お問い合わせ先

・香川県農政課（０８７－８３２－３３９８）

・各農業改良普及センター

借入限度額

借入金利

※最新の借入金利は

県 HP（ページ ID：54182）を参照→

https://www.pref.kagawa.lg.jp/

制度改正情報は

こちらに掲載予定→

（ページ ID：6006）

https://www.pref.kagawa.lg.jp/

借入対象者

資金の使途

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

農 業 近 代 化 資 金 

●意欲と能力を持つ農業を営む者等に対して、経営改善に必要な施設資金等

を円滑に融通するため、国または都道府県が農協などの民間金融機関に利子

補給措置を講ずることにより、長期かつ低利な資金を融資します。 

12-２ 

 

12 資金を確保したい 

事業担当：農政課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 
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認定農業者

農業経営改善計画の達成に必要な長期資金全般

・農地等の取得、改良等

・農業経営用施設・機械等の改良、造成、取得

・農産物の加工処理・流通販売施設・観光農業施設等の改良、造成、取得

・借地権、機械等の利用権その他の無形固定資産の取得等

・家畜・果樹等の導入、農地賃借料の支払いその他農業経営の改善を図るために

必要な長期資金

・負債整理その他農業経営の改善の前提としての経営の安定に必要な長期資金

個人：３億円（特認６億円） 法人：10億円（特認 30億円）

1.65～2.50％（令和８年３月18日現在）

25年以内（うち据置期間 10年以内）

借入金利

償還期限

お問い合わせ先

・日本政策金融公庫高松支店（０８７－８５１－２８８０）

・各農業改良普及センター

借入対象者

資金の使途

借入限度額

※最新の借入金利は
　県HP（ページID：54182）
　を参照→
　https://www.pref.kagawa.lg.jp/ 

 

 

 
 
 
 
 

農業経営基盤強化資金 
（スーパーＬ資金） 

●認定農業者に対して、農業経営改善計画に沿って規模拡大その他の経営改

善を図るために必要な長期低利資金を日本政策金融公庫が融資します。 

12-１ 

 

12 資金を確保したい 

事業担当：農政課 

認定農業者 
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新規就農 認定農業者 集落営農 その他
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 認定新規就農者（※） 

 ※新たに農業経営を営もうとする青年等であって、市町の認定を受けた者 

 

 

 青年等就農計画の達成に必要な長期資金全般 

     ・農地等の改良、造成（農地等の取得は除く） 

 ・果樹の植栽、育成 

 ・家畜の購入、育成 

 ・施設・機械の改良、造成、取得 

 ・運転資金 など 

 

 

個人・法人 3,700万円（特認限度額１億円） 

※個人：青年（原則 18歳以上 45歳未満）または 

特定の知識・技能を有する中高年齢者（65歳未満） 

法人：上記の者が役員の過半数を占める法人 

 

 

  無利子 

 

 

  17年以内（うち据置期間５年以内） 

 
 
 
  

青 年 等 就 農 資 金 

●認定新規就農者に対して、青年等就農計画に沿って農業経営を開始するた

めに必要な資金を長期かつ無利子で日本政策金融公庫が融資します。 

お問い合わせ先 

・日本政策金融公庫高松支店（０８７－８５１－２８８０） 

・各農業改良普及センター 

借入対象者 

12-４ 

 

12 資金を確保したい 

事業担当：農政課 

新規就農 
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資金の使途 

借入限度額 

借入金利 

償還期限 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

認定農業者

計画の達成に必要な短期運転資金一般（既往負債の借り換えは含まない）

（短期運転資金の例）

・種苗代、肥料代、飼料代、雇用労賃等の直接的現金経費

・肉用素畜、中小家畜等の購入費

・営農用施設・機械の修繕費

・地代（賃借料）

・営農用施設・機械のリース・レンタル料

・市場開拓費、販売促進費 など

個人： 500万円（畜産・施設園芸の場合 2,000万円）

法人：2,000万円（畜産・施設園芸の場合 8,000万円）

2.15％（令和８年３月18日現在）

１年以内

お問い合わせ先

・香川県農業協同組合（０８７－８２５－０２４５）

資金の使途

極度額

借入金利

償還期限

※最新の借入金利は

県 HP（ページ ID：54182）を参照→

https://www.pref.kagawa.lg.jp/

借入対象者

 

 

 
 
 
 

農業経営改善促進資金 
（スーパーＳ資金）〔短期運転資金〕 

●認定農業者に対して、農業経営改善計画に沿って規模拡大その他の経営改

善を図るために必要な低利運転資金を農協系統の金融機関等と協調して融

通します。 
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12 資金を確保したい 

事業担当：農政課 

認定農業者 
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認定農業者

計画の達成に必要な短期運転資金一般（既往負債の借り換えは含まない）

（短期運転資金の例）

・種苗代、肥料代、飼料代、雇用労賃等の直接的現金経費

・肉用素畜、中小家畜等の購入費

・営農用施設・機械の修繕費

・地代（賃借料）

・営農用施設・機械のリース・レンタル料

・市場開拓費、販売促進費 など

個人： 500万円（畜産・施設園芸の場合 2,000万円）

法人：2,000万円（畜産・施設園芸の場合 8,000万円）

2.15％（令和８年３月18日現在）

１年以内

お問い合わせ先

・香川県農業協同組合（０８７－８２５－０２４５）

資金の使途

極度額

借入金利

償還期限

※最新の借入金利は

県 HP（ページ ID：54182）を参照→

https://www.pref.kagawa.lg.jp/

借入対象者

 

 

 
 
 
 

農業経営改善促進資金 
（スーパーＳ資金）〔短期運転資金〕 

●認定農業者に対して、農業経営改善計画に沿って規模拡大その他の経営改

善を図るために必要な低利運転資金を農協系統の金融機関等と協調して融

通します。 
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12 資金を確保したい 

事業担当：農政課 
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 認定新規就農者（※） 

 ※新たに農業経営を営もうとする青年等であって、市町の認定を受けた者 

 

 

 青年等就農計画の達成に必要な長期資金全般 

     ・農地等の改良、造成（農地等の取得は除く） 

 ・果樹の植栽、育成 

 ・家畜の購入、育成 

 ・施設・機械の改良、造成、取得 

 ・運転資金 など 

 

 

個人・法人 3,700万円（特認限度額１億円） 

※個人：青年（原則 18歳以上 45歳未満）または 

特定の知識・技能を有する中高年齢者（65歳未満） 

法人：上記の者が役員の過半数を占める法人 

 

 

  無利子 

 

 

  17年以内（うち据置期間５年以内） 

 
 
 
  

青 年 等 就 農 資 金 

●認定新規就農者に対して、青年等就農計画に沿って農業経営を開始するた

めに必要な資金を長期かつ無利子で日本政策金融公庫が融資します。 

お問い合わせ先 

・日本政策金融公庫高松支店（０８７－８５１－２８８０） 

・各農業改良普及センター 

借入対象者 

12-４ 

 

12 資金を確保したい 

事業担当：農政課 
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資金の使途 

借入限度額 

借入金利 

償還期限 
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 認定新規就農者（※） 

 ※新たに農業経営を営もうとする青年等であって、市町の認定を受けた者 

 

 

 青年等就農計画の達成に必要な長期資金全般 

     ・農地等の改良、造成（農地等の取得は除く） 

 ・果樹の植栽、育成 

 ・家畜の購入、育成 

 ・施設・機械の改良、造成、取得 

 ・運転資金 など 

 

 

個人・法人 3,700万円（特認限度額１億円） 

※個人：青年（原則 18歳以上 45歳未満）または 

特定の知識・技能を有する中高年齢者（65歳未満） 

法人：上記の者が役員の過半数を占める法人 

 

 

  無利子 

 

 

  17年以内（うち据置期間５年以内） 

 
 
 
  

青 年 等 就 農 資 金 

●認定新規就農者に対して、青年等就農計画に沿って農業経営を開始するた

めに必要な資金を長期かつ無利子で日本政策金融公庫が融資します。 

お問い合わせ先 

・日本政策金融公庫高松支店（０８７－８５１－２８８０） 

・各農業改良普及センター 

借入対象者 

12-４ 

 

12 資金を確保したい 

事業担当：農政課 

新規就農 
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資金の使途 

借入限度額 

借入金利 

償還期限 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

認定農業者

計画の達成に必要な短期運転資金一般（既往負債の借り換えは含まない）

（短期運転資金の例）

・種苗代、肥料代、飼料代、雇用労賃等の直接的現金経費

・肉用素畜、中小家畜等の購入費

・営農用施設・機械の修繕費

・地代（賃借料）

・営農用施設・機械のリース・レンタル料

・市場開拓費、販売促進費 など

個人： 500万円（畜産・施設園芸の場合 2,000万円）

法人：2,000万円（畜産・施設園芸の場合 8,000万円）

2.15％（令和８年３月18日現在）

１年以内

お問い合わせ先

・香川県農業協同組合（０８７－８２５－０２４５）

資金の使途

極度額

借入金利

償還期限

※最新の借入金利は

県 HP（ページ ID：54182）を参照→

https://www.pref.kagawa.lg.jp/

借入対象者

 

 

 
 
 
 

農業経営改善促進資金 
（スーパーＳ資金）〔短期運転資金〕 

●認定農業者に対して、農業経営改善計画に沿って規模拡大その他の経営改

善を図るために必要な低利運転資金を農協系統の金融機関等と協調して融

通します。 
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12 資金を確保したい 

事業担当：農政課 

認定農業者 
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認定農業者

計画の達成に必要な短期運転資金一般（既往負債の借り換えは含まない）

（短期運転資金の例）

・種苗代、肥料代、飼料代、雇用労賃等の直接的現金経費

・肉用素畜、中小家畜等の購入費

・営農用施設・機械の修繕費

・地代（賃借料）

・営農用施設・機械のリース・レンタル料

・市場開拓費、販売促進費 など

個人： 500万円（畜産・施設園芸の場合 2,000万円）

法人：2,000万円（畜産・施設園芸の場合 8,000万円）

2.15％（令和８年３月18日現在）

１年以内

お問い合わせ先

・香川県農業協同組合（０８７－８２５－０２４５）

資金の使途

極度額

借入金利

償還期限

※最新の借入金利は

県 HP（ページ ID：54182）を参照→

https://www.pref.kagawa.lg.jp/

借入対象者

 

 

 
 
 
 

農業経営改善促進資金 
（スーパーＳ資金）〔短期運転資金〕 

●認定農業者に対して、農業経営改善計画に沿って規模拡大その他の経営改

善を図るために必要な低利運転資金を農協系統の金融機関等と協調して融

通します。 

12-３ 

 

12 資金を確保したい 

事業担当：農政課 

認定農業者 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 認定新規就農者（※） 

 ※新たに農業経営を営もうとする青年等であって、市町の認定を受けた者 

 

 

 青年等就農計画の達成に必要な長期資金全般 

     ・農地等の改良、造成（農地等の取得は除く） 

 ・果樹の植栽、育成 

 ・家畜の購入、育成 

 ・施設・機械の改良、造成、取得 

 ・運転資金 など 

 

 

個人・法人 3,700万円（特認限度額１億円） 

※個人：青年（原則 18歳以上 45歳未満）または 

特定の知識・技能を有する中高年齢者（65歳未満） 

法人：上記の者が役員の過半数を占める法人 

 

 

  無利子 

 

 

  17年以内（うち据置期間５年以内） 

 
 
 
  

青 年 等 就 農 資 金 

●認定新規就農者に対して、青年等就農計画に沿って農業経営を開始するた

めに必要な資金を長期かつ無利子で日本政策金融公庫が融資します。 

お問い合わせ先 

・日本政策金融公庫高松支店（０８７－８５１－２８８０） 

・各農業改良普及センター 

借入対象者 

12-４ 

 

12 資金を確保したい 

事業担当：農政課 

新規就農 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

資金の使途 

借入限度額 

借入金利 

償還期限 

米
　
麦

露
地
野
菜

施
設
野
菜

果
　
樹

花
き
・
盆
栽

畜
　
産

オ
リ
ー
ブ

そ
の
他
作
物

新規就農
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六次産業化・地産地消法、農商工等連携促進法、都道府県戦略又は市町戦略 

に基づく計画の認定を受けた農林漁業者の組織する団体等 

 

 
 
 

 

 

事業費の３／10以内（上限１億円） 

（中山間地農業ルネッサンス事業又は市町戦略に基づく取組み等は１／２以内） 

    ※交付金を受けるための諸条件については、問い合わせ窓口にてご確認ください。 

 
 

事業の内容 農林水産物等の加工・販売施設等の整備 

 

例 

農林水産物等の加工、流通、販売等のための施設 

農林水産物等の集出荷施設、処理・加工施設、高付加価値化

もしくは地域の生産・加工との連携等を図る総合的な販売施

設・地域食材提供施設、捕獲獣肉等の食材提供のための施設等 

農林水産物等の生産を自らが行うための施設 

簡易土地基盤整備、農業用水のための施設、営農飲雑用水の

ための施設、農産物生産に必要な施設、乾燥調整貯蔵のための

施設等 

地域資源活用価値創出整備事業（国補） 
〔６次産業化に取り組む農林漁業者等を支援〕 

●多様な事業者とネットワークを構築し、制度資金等の融資又は出資を活用

して６次産業化に取り組む場合に必要となる、加工・販売施設等の整備の取

組みを支援します。 

お問い合わせ先 

・香川県農政課（０８７－８３２－３３９５） 

・各農業改良普及センター 

13-２ 
13 ６次産業化に取り組みたい 

対象となる整備内容 

対象者 

助成額 

事業担当：農政課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     農林漁業者等 
 

 

 

(１) ６次産業化相談窓口（かがわ農山漁村発イノベーションサポートセン

ター）を設置し、農林漁業者等からの販路拡大や商品開発など多様な相

談内容に対して助言を行い、６次産業化の取組みを支援します。 

 

(２)  ６次産業化に取り組む農林漁業者等に対して、専門的な知識経験を有

するアドバイザーを派遣し、売れる商品づくりや経営改善など課題解決

のための指導・助言を行います。 

 

(３)  マーケティングやブランディング等の専門家による、新商品開発や 

Ｅコマースなどを含む販路開拓等のための講義を行うとともに、商談の

進め方、加工実習、優れた取組事例の紹介などの実践的な研修会を開催

します。 

    

  

無  料 

 
 
 

13 ６次産業化に取り組みたい 

ヒット商品づくり支援事業 
〔売れる商品づくりを総合的に支援〕 

●農林水産業の高付加価値化を促進するため、生産のみならず加工、流通、

販売などにも取り組む農林漁業者等に対し、アドバイザーによる指導・助言

や人材育成研修会の開催等を通じて、売れる商品づくりを支援します。 

13-１ 

お問い合わせ先 

・香川県農政課（０８７－８３２－３３９５） 

・各農業改良普及センター 

対象者 

費 用 

内 容 

事業担当：農政課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     農林漁業者等 
 

 

 

(１) ６次産業化相談窓口（かがわ農山漁村発イノベーションサポートセン

ター）を設置し、農林漁業者等からの販路拡大や商品開発など多様な相

談内容に対して助言を行い、６次産業化の取組みを支援します。 

 

(２)  ６次産業化に取り組む農林漁業者等に対して、専門的な知識経験を有

するアドバイザーを派遣し、売れる商品づくりや経営改善など課題解決

のための指導・助言を行います。 

 

(３)  マーケティングやブランディング等の専門家による、新商品開発や 

Ｅコマースなどを含む販路開拓等のための講義を行うとともに、商談の

進め方、加工実習、優れた取組事例の紹介などの実践的な研修会を開催

します。 

    

  

無  料 

 
 
 

13 ６次産業化に取り組みたい 

ヒット商品づくり支援事業 
〔売れる商品づくりを総合的に支援〕 

●農林水産業の高付加価値化を促進するため、生産のみならず加工、流通、

販売などにも取り組む農林漁業者等に対し、アドバイザーによる指導・助言

や人材育成研修会の開催等を通じて、売れる商品づくりを支援します。 

13-１ 

お問い合わせ先 

・香川県農政課（０８７－８３２－３３９５） 

・各農業改良普及センター 

対象者 

費 用 

内 容 

事業担当：農政課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 
産 

そ
の
他
作
物 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
六次産業化・地産地消法、農商工等連携促進法、都道府県戦略又は市町戦略 

に基づく計画の認定を受けた農林漁業者の組織する団体等 

 

 
 
 

 

 

事業費の３／10以内（上限１億円） 

（中山間地農業ルネッサンス事業又は市町戦略に基づく取組み等は１／２以内） 

    ※交付金を受けるための諸条件については、問い合わせ窓口にてご確認ください。 

 
 

事業の内容 農林水産物等の加工・販売施設等の整備 

 

例 

農林水産物等の加工、流通、販売等のための施設 

農林水産物等の集出荷施設、処理・加工施設、高付加価値化

もしくは地域の生産・加工との連携等を図る総合的な販売施

設・地域食材提供施設、捕獲獣肉等の食材提供のための施設等 

農林水産物等の生産を自らが行うための施設 

簡易土地基盤整備、農業用水のための施設、営農飲雑用水の

ための施設、農産物生産に必要な施設、乾燥調整貯蔵のための

施設等 

地域資源活用価値創出整備事業（国補） 
〔６次産業化に取り組む農林漁業者等を支援〕 

●多様な事業者とネットワークを構築し、制度資金等の融資又は出資を活用

して６次産業化に取り組む場合に必要となる、加工・販売施設等の整備の取

組みを支援します。 

お問い合わせ先 

・香川県農政課（０８７－８３２－３３９５） 

・各農業改良普及センター 

13-２ 
13 ６次産業化に取り組みたい 

対象となる整備内容 

対象者 

助成額 

事業担当：農政課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

米
　
麦

露
地
野
菜

施
設
野
菜

果
　
樹

花
き
・
盆
栽

畜
　
産

オ
リ
ー
ブ

そ
の
他
作
物

新規就農 認定農業者 集落営農 その他
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六次産業化・地産地消法、農商工等連携促進法、都道府県戦略又は市町戦略 

に基づく計画の認定を受けた農林漁業者の組織する団体等 

 

 
 
 

 

 

事業費の３／10以内（上限１億円） 

（中山間地農業ルネッサンス事業又は市町戦略に基づく取組み等は１／２以内） 

    ※交付金を受けるための諸条件については、問い合わせ窓口にてご確認ください。 

 
 

事業の内容 農林水産物等の加工・販売施設等の整備 

 

例 

農林水産物等の加工、流通、販売等のための施設 

農林水産物等の集出荷施設、処理・加工施設、高付加価値化

もしくは地域の生産・加工との連携等を図る総合的な販売施

設・地域食材提供施設、捕獲獣肉等の食材提供のための施設等 

農林水産物等の生産を自らが行うための施設 

簡易土地基盤整備、農業用水のための施設、営農飲雑用水の

ための施設、農産物生産に必要な施設、乾燥調整貯蔵のための

施設等 

地域資源活用価値創出整備事業（国補） 
〔６次産業化に取り組む農林漁業者等を支援〕 

●多様な事業者とネットワークを構築し、制度資金等の融資又は出資を活用

して６次産業化に取り組む場合に必要となる、加工・販売施設等の整備の取

組みを支援します。 

お問い合わせ先 

・香川県農政課（０８７－８３２－３３９５） 

・各農業改良普及センター 

13-２ 
13 ６次産業化に取り組みたい 

対象となる整備内容 

対象者 

助成額 

事業担当：農政課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     農林漁業者等 
 

 

 

(１) ６次産業化相談窓口（かがわ農山漁村発イノベーションサポートセン

ター）を設置し、農林漁業者等からの販路拡大や商品開発など多様な相

談内容に対して助言を行い、６次産業化の取組みを支援します。 

 

(２)  ６次産業化に取り組む農林漁業者等に対して、専門的な知識経験を有

するアドバイザーを派遣し、売れる商品づくりや経営改善など課題解決

のための指導・助言を行います。 

 

(３)  マーケティングやブランディング等の専門家による、新商品開発や 

Ｅコマースなどを含む販路開拓等のための講義を行うとともに、商談の

進め方、加工実習、優れた取組事例の紹介などの実践的な研修会を開催

します。 

    

  

無  料 

 
 
 

13 ６次産業化に取り組みたい 

ヒット商品づくり支援事業 
〔売れる商品づくりを総合的に支援〕 

●農林水産業の高付加価値化を促進するため、生産のみならず加工、流通、

販売などにも取り組む農林漁業者等に対し、アドバイザーによる指導・助言

や人材育成研修会の開催等を通じて、売れる商品づくりを支援します。 

13-１ 

お問い合わせ先 

・香川県農政課（０８７－８３２－３３９５） 

・各農業改良普及センター 

対象者 

費 用 

内 容 

事業担当：農政課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     農林漁業者等 
 

 

 

(１) ６次産業化相談窓口（かがわ農山漁村発イノベーションサポートセン

ター）を設置し、農林漁業者等からの販路拡大や商品開発など多様な相

談内容に対して助言を行い、６次産業化の取組みを支援します。 

 

(２)  ６次産業化に取り組む農林漁業者等に対して、専門的な知識経験を有

するアドバイザーを派遣し、売れる商品づくりや経営改善など課題解決

のための指導・助言を行います。 

 

(３)  マーケティングやブランディング等の専門家による、新商品開発や 

Ｅコマースなどを含む販路開拓等のための講義を行うとともに、商談の

進め方、加工実習、優れた取組事例の紹介などの実践的な研修会を開催

します。 

    

  

無  料 

 
 
 

13 ６次産業化に取り組みたい 

ヒット商品づくり支援事業 
〔売れる商品づくりを総合的に支援〕 

●農林水産業の高付加価値化を促進するため、生産のみならず加工、流通、

販売などにも取り組む農林漁業者等に対し、アドバイザーによる指導・助言

や人材育成研修会の開催等を通じて、売れる商品づくりを支援します。 

13-１ 

お問い合わせ先 

・香川県農政課（０８７－８３２－３３９５） 

・各農業改良普及センター 

対象者 

費 用 

内 容 

事業担当：農政課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
六次産業化・地産地消法、農商工等連携促進法、都道府県戦略又は市町戦略 

に基づく計画の認定を受けた農林漁業者の組織する団体等 

 

 
 
 

 

 

事業費の３／10以内（上限１億円） 

（中山間地農業ルネッサンス事業又は市町戦略に基づく取組み等は１／２以内） 

    ※交付金を受けるための諸条件については、問い合わせ窓口にてご確認ください。 

 
 

事業の内容 農林水産物等の加工・販売施設等の整備 

 

例 

農林水産物等の加工、流通、販売等のための施設 

農林水産物等の集出荷施設、処理・加工施設、高付加価値化

もしくは地域の生産・加工との連携等を図る総合的な販売施

設・地域食材提供施設、捕獲獣肉等の食材提供のための施設等 

農林水産物等の生産を自らが行うための施設 

簡易土地基盤整備、農業用水のための施設、営農飲雑用水の

ための施設、農産物生産に必要な施設、乾燥調整貯蔵のための

施設等 

地域資源活用価値創出整備事業（国補） 
〔６次産業化に取り組む農林漁業者等を支援〕 

●多様な事業者とネットワークを構築し、制度資金等の融資又は出資を活用

して６次産業化に取り組む場合に必要となる、加工・販売施設等の整備の取

組みを支援します。 

お問い合わせ先 

・香川県農政課（０８７－８３２－３３９５） 

・各農業改良普及センター 

13-２ 
13 ６次産業化に取り組みたい 

対象となる整備内容 

対象者 

助成額 

事業担当：農政課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

米
　
麦

露
地
野
菜

施
設
野
菜

果
　
樹

花
き
・
盆
栽

畜
　
産

オ
リ
ー
ブ

そ
の
他
作
物

新規就農 認定農業者 集落営農 その他
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農林漁業者等 

 

 

（１）マッチングを希望する農林漁業者や団体、県内食品事業者の登録 

「かがわ農商工連携ビジネスネットワーク」にマッチング希望者を登録し、 

希望する品目、数量等の情報をホームページに掲載 

（２）生産現場を訪問するツアー 

  食品事業者が県内農林漁業者の生産現場を訪問するツアーを実施 

（３）研修会及びマッチング商談会の実施 

  販路拡大のための研修会や食品事業者との商談会の開催 

 

 

      無 料 

〇登録フォーム（農林漁業者） 

 

 

 

 

 
 
  

「おいしい讃岐」開発プロジェクト事業 
〔農商工連携に取り組む農林漁業者等を支援〕 

●県内農林漁業者の生産現場を訪問するツアーや、食品事業者とのマッチン

グ商談会を行うことで、県産農産物を主な原材料に使った加工食品等の商品

開発促進、県産農産物の販路拡大を支援します。 

13-４ 
13 ６次産業化に取り組みたい 

費用 

内容 

対象者 

事業担当：農政課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

お問い合わせ先 

・香川県農政課（０８７－８３２－３３９５） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

農林漁業者等 

 

（１）２次・３次産業と連携した加工・直売の推進 

地域の農林水産物等を使用した一次加工品等の製造・販売のために必要な調 

査・検討、安全性確保のための成分分析、実需者評価会の実施等 

（２）新商品開発・販路開拓の実施 

  新商品の開発に必要な試作やパッケージデザインの開発、試作品の試食会・ 

試験販売の実施や商談会への出展等 

（３）直売所の売上向上に向けた多様な取組み 

直売所の運営体制強化及び経営改善を図るための検討会及び研修会、インバ 

ウンド等需要向け新商品の開発及び消費者評価会の開催、販促イベントの実施等 

（４）多様な地域資源を新分野で活用する取組み 

地域資源を活用した新事業や付加価値の創出を図るための、経営戦略の策定、 

事業実施体制の構築、ビジネスアイディアの創出、新事業・サービスの展開等 

（５）多様な地域資源を活用した研究開発・成果利用の取組み 

 地域資源を活用した新事業や付加価値の創出を図るための、新技術等の導入 

実証、試作品の製造・評価、新商品等の試験販売・販路開拓等 

 
 
（１）～（４）… 事業費の１／２以内（上限５００万円） 
（５）    … 定額（上限５００万円） 

注）実施場所は、特定の地域（中山間地域、農業振興地域、漁業集落等）に限定 

    ※交付金を受けるための諸条件については、問い合わせ窓口にてご確認ください。 

  

地域資源活用・地域連携推進支援事業（国補） 
〔６次産業化に取り組む農林漁業者等を支援〕 

●多様な事業者がネットワークを構築して取り組む６次産業化（商品・サー

ビスの開発やこれらにかかる研究開発等）の取組みを支援します。 

お問い合わせ先 

・香川県農政課（０８７－８３２－３３９５） 

・各農業改良普及センター 

13-３ 
13 ６次産業化に取り組みたい 

助成額 

対象となる事業内容 

対象者 

事業担当：農政課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 
産 

そ
の
他
作
物 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

農林漁業者等 

 

 

（１）マッチングを希望する農林漁業者や団体、県内食品事業者の登録 

「かがわ農商工連携ビジネスネットワーク」にマッチング希望者を登録し、 

希望する品目、数量等の情報をホームページに掲載 

（２）生産現場を訪問するツアー 

  食品事業者が県内農林漁業者の生産現場を訪問するツアーを実施 

（３）研修会及びマッチング商談会の実施 

  販路拡大のための研修会や食品事業者との商談会の開催 

 

 

      無 料 

〇登録フォーム（農林漁業者） 

 

 

 

 

 
 
  

「おいしい讃岐」開発プロジェクト事業 
〔農商工連携に取り組む農林漁業者等を支援〕 

●県内農林漁業者の生産現場を訪問するツアーや、食品事業者とのマッチン

グ商談会を行うことで、県産農産物を主な原材料に使った加工食品等の商品

開発促進、県産農産物の販路拡大を支援します。 

13-４ 
13 ６次産業化に取り組みたい 

費用 

内容 

対象者 

事業担当：農政課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

お問い合わせ先 

・香川県農政課（０８７－８３２－３３９５） 

米
　
麦

露
地
野
菜

施
設
野
菜

果
　
樹

花
き
・
盆
栽

畜
　
産

オ
リ
ー
ブ

そ
の
他
作
物

新規就農 認定農業者 集落営農 その他
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農林漁業者等 

 

 

（１）マッチングを希望する農林漁業者や団体、県内食品事業者の登録 

「かがわ農商工連携ビジネスネットワーク」にマッチング希望者を登録し、 

希望する品目、数量等の情報をホームページに掲載 

（２）生産現場を訪問するツアー 

  食品事業者が県内農林漁業者の生産現場を訪問するツアーを実施 

（３）研修会及びマッチング商談会の実施 

  販路拡大のための研修会や食品事業者との商談会の開催 

 

 

      無 料 

〇登録フォーム（農林漁業者） 

 

 

 

 

 
 
  

「おいしい讃岐」開発プロジェクト事業 
〔農商工連携に取り組む農林漁業者等を支援〕 

●県内農林漁業者の生産現場を訪問するツアーや、食品事業者とのマッチン

グ商談会を行うことで、県産農産物を主な原材料に使った加工食品等の商品

開発促進、県産農産物の販路拡大を支援します。 

13-４ 
13 ６次産業化に取り組みたい 

費用 

内容 

対象者 

事業担当：農政課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

お問い合わせ先 

・香川県農政課（０８７－８３２－３３９５） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

農林漁業者等 

 

（１）２次・３次産業と連携した加工・直売の推進 

地域の農林水産物等を使用した一次加工品等の製造・販売のために必要な調 

査・検討、安全性確保のための成分分析、実需者評価会の実施等 

（２）新商品開発・販路開拓の実施 

  新商品の開発に必要な試作やパッケージデザインの開発、試作品の試食会・ 

試験販売の実施や商談会への出展等 

（３）直売所の売上向上に向けた多様な取組み 

直売所の運営体制強化及び経営改善を図るための検討会及び研修会、インバ 

ウンド等需要向け新商品の開発及び消費者評価会の開催、販促イベントの実施等 

（４）多様な地域資源を新分野で活用する取組み 

地域資源を活用した新事業や付加価値の創出を図るための、経営戦略の策定、 

事業実施体制の構築、ビジネスアイディアの創出、新事業・サービスの展開等 

（５）多様な地域資源を活用した研究開発・成果利用の取組み 

 地域資源を活用した新事業や付加価値の創出を図るための、新技術等の導入 

実証、試作品の製造・評価、新商品等の試験販売・販路開拓等 

 
 
（１）～（４）… 事業費の１／２以内（上限５００万円） 
（５）    … 定額（上限５００万円） 
注）実施場所は、特定の地域（中山間地域、農業振興地域、漁業集落等）に限定 

    ※交付金を受けるための諸条件については、問い合わせ窓口にてご確認ください。 

  

地域資源活用・地域連携推進支援事業（国補） 
〔６次産業化に取り組む農林漁業者等を支援〕 

●多様な事業者がネットワークを構築して取り組む６次産業化（商品・サー

ビスの開発やこれらにかかる研究開発等）の取組みを支援します。 

お問い合わせ先 

・香川県農政課（０８７－８３２－３３９５） 

・各農業改良普及センター 

13-３ 
13 ６次産業化に取り組みたい 

助成額 

対象となる事業内容 

対象者 

事業担当：農政課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

花
き
・
盆
栽 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

農林漁業者等 

 

 

（１）マッチングを希望する農林漁業者や団体、県内食品事業者の登録 

「かがわ農商工連携ビジネスネットワーク」にマッチング希望者を登録し、 

希望する品目、数量等の情報をホームページに掲載 

（２）生産現場を訪問するツアー 

  食品事業者が県内農林漁業者の生産現場を訪問するツアーを実施 

（３）研修会及びマッチング商談会の実施 

  販路拡大のための研修会や食品事業者との商談会の開催 

 

 

      無 料 

〇登録フォーム（農林漁業者） 

 

 

 

 

 
 
  

「おいしい讃岐」開発プロジェクト事業 
〔農商工連携に取り組む農林漁業者等を支援〕 

●県内農林漁業者の生産現場を訪問するツアーや、食品事業者とのマッチン

グ商談会を行うことで、県産農産物を主な原材料に使った加工食品等の商品

開発促進、県産農産物の販路拡大を支援します。 

13-４ 
13 ６次産業化に取り組みたい 

費用 

内容 

対象者 

事業担当：農政課 

新規就農 認定農業者 集落営農 その他 

米 

麦 

露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 

施
設
野
菜 

果 

樹 

畜 

産 

そ
の
他
作
物 

お問い合わせ先 

・香川県農政課（０８７－８３２－３３９５） 

米
　
麦

露
地
野
菜

施
設
野
菜

果
　
樹

花
き
・
盆
栽

畜
　
産
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ー
ブ

そ
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他
作
物

新規就農 認定農業者 集落営農 その他
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◯◯主主なな要要件件  
  ①①国国民民年年金金のの第第１１号号被被保保険険者者（（保保険険料料免免除除者者除除くく））、、②②年年間間 6600日日以以上上農農業業にに  

従従事事すするる、、③③6600 歳歳未未満満のの人人のの要要件件をを満満たたすす方方はは加加入入ででききまますす。。  
（（一一定定のの要要件件をを満満たたすす６６００歳歳以以上上６６５５歳歳未未満満のの方方もも加加入入ででききまますす。。））  

・さらに農業経営が確立されず農業所得が低い時期（若い年代）を支援するため、 

一定の要件を満たす農業者の担い手に対して保険料の国庫助成があります。 
 

保険料の国庫助成の要件 

  次の３つ要件を満たす方が、月額２万円保険料に対して国庫助成を受けること 

ができます。 

 ア 60歳までに保険料納付期間等（カラ期間含む）が 20年以上見込まれる 

（39歳までに加入） 

 イ 農業所得（配偶者・後継者の場合は支払いを受けた給料等）が 900万円以下 

 ウ 下記の「保険料の補助対象者と補助額」の表の「必要な要件」に該当 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ※※政政策策支支援援をを受受けけらられれるる期期間間はは最最長長 2200 年年間間でですす。。（（3355歳歳以以上上のの支支援援期期間間はは最最長長でで 1100 年年間間でですす。。））  

○○申申請請先先  最寄りの香川県農業協同組合支店・出張所、、市町農業委員会 

 

区分 必要な要件 
国庫補助額 

35歳未満 35歳以上 

１ 認定農業者で青色申告者である経営主 
10,000円 
（５割） 

6,000円 
（３割） 

２ 認定新規就農者で青色申告者である経営主 
10,000円 
（５割） 

6,000円 
（３割） 

３ 
区分１又は区分２の者と家族経営協定を締
結し経営に参画している配偶者または後継
者で年間農業従事日数が１５０日以上 

10,000円 
（５割） 

6,000円 
（３割） 

４ 
認定農業者又は青色申告者のいずれか一方
の要件を満たす者で、３年以内に区分１の要
件を満たすことを約束した者 

6,000円 
（３割） 

4,000円 
（２割） 

５ 

区分１又は区分２の要件を満たしていない
経営主の直系卑属であり、かつ、その後継者
で 35歳まで（25歳未満の場合は 10年以内）
に区分１の者となることを約束した年間農
業従事日数が１５０日以上の後継者 

6,000円 
（３割） 

－ 

農 業 者 年 金（国補） 
〔保険料助成で担い手を支援〕 

●農業者年金制度は、農業者の老齢について必要な年金給付を行います。 

14－２ 

 

14 その他 

お問い合わせ先 

・（一社）香川県農業会議（０８７－８１３－７７５１） 

・香川県農業協同組合 総務部組合員課（０８７－８２５－１２３２） 

事業担当：（一社）香川県農業会議 

新規就農 認定農業者 その他 
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産 

そ
の
他
作
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青色申告を行っている農業者（個人・法人） 

 

 

       

農業者が自ら生産した農産物の販売収入全体 

      ※肉用牛・肉用子牛・肉豚・鶏卵は、対象外（マルキン等の対象のため） 

 

 

      保険期間の収入が農業者ごとの基準収入の９割を下回った場合に、下回った額

の９割を上限に補てんします。 

農業者は、掛け捨ての保険料・付加保険料（事務費）、掛け捨てとならない積

立金を支払って加入します。 

 

       

保険料等には、それぞれ国庫補助があります。 

      保険料：50％  積立金：75％  付加保険料：50％ 

 

 

      個人：1月～12月 法人：事業年度の１年間  ※青色申告の期間と同じ 

※保険期間開始までに加入申請手続を行う必要があります。 

 
 
 
 
  

収入保険（国補） 
〔保険料等の助成で農業経営の安定を支援〕 

●収入保険制度は、災害や病気・けがによる収穫量の減少のほか、市場価格

の低下など、経営努力では避けられないさまざまなリスクによる収入減少を

補てんします。 

お問い合わせ先 

・香川県農業共済組合 

（０８７－８８８－２１２１） 

14－１  

 

対象者 

対象となる収入 

補てんの仕組み 

補助率 

14 その他 

事業担当：香川県農業共済組合 

保険期間 
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新規就農 認定農業者 集落営農(法人) その他 

※付加保険料の割引 

各種特約の内容 → 

（ページ ID：1542） 

https://www.pref.kagawa.lg.jp/ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

       

青色申告を行っている農業者（個人・法人） 

 

 

       

農業者が自ら生産した農産物の販売収入全体 

      ※肉用牛・肉用子牛・肉豚・鶏卵は、対象外（マルキン等の対象のため） 

 

 

      保険期間の収入が農業者ごとの基準収入の９割を下回った場合に、下回った額

の９割を上限に補てんします。 

農業者は、掛け捨ての保険料・付加保険料（事務費）、掛け捨てとならない積

立金を支払って加入します。 

 

       

保険料等には、それぞれ国庫補助があります。 

      保険料：50％  積立金：75％  付加保険料：50％ 

 

 

      個人：1月～12月 法人：事業年度の１年間  ※青色申告の期間と同じ 

※保険期間開始までに加入申請手続を行う必要があります。 

 
 
 
 
  

収入保険（国補） 
〔保険料等の助成で農業経営の安定を支援〕 

●収入保険制度は、災害や病気・けがによる収穫量の減少のほか、市場価格

の低下など、経営努力では避けられないさまざまなリスクによる収入減少を

補てんします。 

お問い合わせ先 

・香川県農業共済組合 

（０８７－８８８－２１２１） 

14－１  

 

対象者 

対象となる収入 

補てんの仕組み 

補助率 

14 その他 

事業担当：香川県農業共済組合 

保険期間 
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露
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物 

新規就農 認定農業者 集落営農(法人) その他 

※付加保険料の割引 

各種特約の内容 → 

（ページ ID：1542） 

https://www.pref.kagawa.lg.jp/ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

       

青色申告を行っている農業者（個人・法人） 

 

 

       

農業者が自ら生産した農産物の販売収入全体 

      ※肉用牛・肉用子牛・肉豚・鶏卵は、対象外（マルキン等の対象のため） 

 

 

      保険期間の収入が農業者ごとの基準収入の９割を下回った場合に、下回った額

の９割を上限に補てんします。 

農業者は、掛け捨ての保険料・付加保険料（事務費）、掛け捨てとならない積

立金を支払って加入します。 

 

       

保険料等には、それぞれ国庫補助があります。 

      保険料：50％  積立金：75％  付加保険料：50％ 

 

 

      個人：1月～12月 法人：事業年度の１年間  ※青色申告の期間と同じ 

※保険期間開始までに加入申請手続を行う必要があります。 

 
 
 
 
  

収入保険（国補） 
〔保険料等の助成で農業経営の安定を支援〕 

●収入保険制度は、災害や病気・けがによる収穫量の減少のほか、市場価格

の低下など、経営努力では避けられないさまざまなリスクによる収入減少を

補てんします。 

お問い合わせ先 

・香川県農業共済組合 

（０８７－８８８－２１２１） 

14－１  

 

対象者 

対象となる収入 

補てんの仕組み 

補助率 

14 その他 

事業担当：香川県農業共済組合 

保険期間 

米 
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露
地
野
菜 

オ
リ
ー
ブ 
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果 
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き
・
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物 

新規就農 認定農業者 集落営農(法人) その他 

※付加保険料の割引 

各種特約の内容 → 

（ページ ID：1542） 

https://www.pref.kagawa.lg.jp/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

◯◯主主なな要要件件  
  ①①国国民民年年金金のの第第１１号号被被保保険険者者（（保保険険料料免免除除者者除除くく））、、②②年年間間 6600日日以以上上農農業業にに  

従従事事すするる、、③③6600 歳歳未未満満のの人人のの要要件件をを満満たたすす方方はは加加入入ででききまますす。。  
（（一一定定のの要要件件をを満満たたすす６６００歳歳以以上上６６５５歳歳未未満満のの方方もも加加入入ででききまますす。。））  

・さらに農業経営が確立されず農業所得が低い時期（若い年代）を支援するため、 

一定の要件を満たす農業者の担い手に対して保険料の国庫助成があります。 
 

保険料の国庫助成の要件 

  次の３つ要件を満たす方が、月額２万円保険料に対して国庫助成を受けること 

ができます。 

 ア 60歳までに保険料納付期間等（カラ期間含む）が 20年以上見込まれる 

（39歳までに加入） 

 イ 農業所得（配偶者・後継者の場合は支払いを受けた給料等）が 900万円以下 

 ウ 下記の「保険料の補助対象者と補助額」の表の「必要な要件」に該当 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ※※政政策策支支援援をを受受けけらられれるる期期間間はは最最長長 2200 年年間間でですす。。（（3355歳歳以以上上のの支支援援期期間間はは最最長長でで 1100 年年間間でですす。。））  

○○申申請請先先  最寄りの香川県農業協同組合支店・出張所、、市町農業委員会 

 

区分 必要な要件 
国庫補助額 

35歳未満 35歳以上 

１ 認定農業者で青色申告者である経営主 
10,000円 
（５割） 

6,000円 
（３割） 

２ 認定新規就農者で青色申告者である経営主 
10,000円 
（５割） 

6,000円 
（３割） 

３ 
区分１又は区分２の者と家族経営協定を締
結し経営に参画している配偶者または後継
者で年間農業従事日数が１５０日以上 

10,000円 
（５割） 

6,000円 
（３割） 

４ 
認定農業者又は青色申告者のいずれか一方
の要件を満たす者で、３年以内に区分１の要
件を満たすことを約束した者 

6,000円 
（３割） 

4,000円 
（２割） 

５ 

区分１又は区分２の要件を満たしていない
経営主の直系卑属であり、かつ、その後継者
で 35歳まで（25歳未満の場合は 10年以内）
に区分１の者となることを約束した年間農
業従事日数が１５０日以上の後継者 

6,000円 
（３割） 

－ 

農 業 者 年 金（国補） 
〔保険料助成で担い手を支援〕 

●農業者年金制度は、農業者の老齢について必要な年金給付を行います。 

14－２ 

 

14 その他 

お問い合わせ先 

・（一社）香川県農業会議（０８７－８１３－７７５１） 

・香川県農業協同組合 総務部組合員課（０８７－８２５－１２３２） 

事業担当：（一社）香川県農業会議 

新規就農 認定農業者 その他 

米 

麦 

露
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新規就農 認定農業者 集落営農 その他
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◯◯主主なな要要件件  
  ①①国国民民年年金金のの第第１１号号被被保保険険者者（（保保険険料料免免除除者者除除くく））、、②②年年間間 6600日日以以上上農農業業にに  

従従事事すするる、、③③6600 歳歳未未満満のの人人のの要要件件をを満満たたすす方方はは加加入入ででききまますす。。  
（（一一定定のの要要件件をを満満たたすす６６００歳歳以以上上６６５５歳歳未未満満のの方方もも加加入入ででききまますす。。））  

・さらに農業経営が確立されず農業所得が低い時期（若い年代）を支援するため、 

一定の要件を満たす農業者の担い手に対して保険料の国庫助成があります。 
 

保険料の国庫助成の要件 

  次の３つ要件を満たす方が、月額２万円保険料に対して国庫助成を受けること 

ができます。 

 ア 60歳までに保険料納付期間等（カラ期間含む）が 20年以上見込まれる 

（39歳までに加入） 

 イ 農業所得（配偶者・後継者の場合は支払いを受けた給料等）が 900万円以下 

 ウ 下記の「保険料の補助対象者と補助額」の表の「必要な要件」に該当 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ※※政政策策支支援援をを受受けけらられれるる期期間間はは最最長長 2200 年年間間でですす。。（（3355歳歳以以上上のの支支援援期期間間はは最最長長でで 1100 年年間間でですす。。））  

○○申申請請先先  最寄りの香川県農業協同組合支店・出張所、、市町農業委員会 

 

区分 必要な要件 
国庫補助額 

35歳未満 35歳以上 

１ 認定農業者で青色申告者である経営主 
10,000円 
（５割） 

6,000円 
（３割） 

２ 認定新規就農者で青色申告者である経営主 
10,000円 
（５割） 

6,000円 
（３割） 

３ 
区分１又は区分２の者と家族経営協定を締
結し経営に参画している配偶者または後継
者で年間農業従事日数が１５０日以上 

10,000円 
（５割） 

6,000円 
（３割） 

４ 
認定農業者又は青色申告者のいずれか一方
の要件を満たす者で、３年以内に区分１の要
件を満たすことを約束した者 

6,000円 
（３割） 

4,000円 
（２割） 

５ 

区分１又は区分２の要件を満たしていない
経営主の直系卑属であり、かつ、その後継者
で 35歳まで（25歳未満の場合は 10年以内）
に区分１の者となることを約束した年間農
業従事日数が１５０日以上の後継者 

6,000円 
（３割） 

－ 

農 業 者 年 金（国補） 
〔保険料助成で担い手を支援〕 

●農業者年金制度は、農業者の老齢について必要な年金給付を行います。 

14－２ 

 

14 その他 

お問い合わせ先 

・（一社）香川県農業会議（０８７－８１３－７７５１） 

・香川県農業協同組合 総務部組合員課（０８７－８２５－１２３２） 

事業担当：（一社）香川県農業会議 

新規就農 認定農業者 その他 
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青色申告を行っている農業者（個人・法人） 

 

 

       

農業者が自ら生産した農産物の販売収入全体 

      ※肉用牛・肉用子牛・肉豚・鶏卵は、対象外（マルキン等の対象のため） 

 

 

      保険期間の収入が農業者ごとの基準収入の９割を下回った場合に、下回った額

の９割を上限に補てんします。 

農業者は、掛け捨ての保険料・付加保険料（事務費）、掛け捨てとならない積

立金を支払って加入します。 

 

       

保険料等には、それぞれ国庫補助があります。 

      保険料：50％  積立金：75％  付加保険料：50％ 

 

 

      個人：1月～12月 法人：事業年度の１年間  ※青色申告の期間と同じ 

※保険期間開始までに加入申請手続を行う必要があります。 

 
 
 
 
  

収入保険（国補） 
〔保険料等の助成で農業経営の安定を支援〕 

●収入保険制度は、災害や病気・けがによる収穫量の減少のほか、市場価格

の低下など、経営努力では避けられないさまざまなリスクによる収入減少を

補てんします。 

お問い合わせ先 

・香川県農業共済組合 

（０８７－８８８－２１２１） 

14－１  

 

対象者 

対象となる収入 

補てんの仕組み 

補助率 

14 その他 

事業担当：香川県農業共済組合 

保険期間 
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新規就農 認定農業者 集落営農(法人) その他 

※付加保険料の割引 

各種特約の内容 → 

（ページ ID：1542） 

https://www.pref.kagawa.lg.jp/ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

       

青色申告を行っている農業者（個人・法人） 

 

 

       

農業者が自ら生産した農産物の販売収入全体 

      ※肉用牛・肉用子牛・肉豚・鶏卵は、対象外（マルキン等の対象のため） 

 

 

      保険期間の収入が農業者ごとの基準収入の９割を下回った場合に、下回った額

の９割を上限に補てんします。 

農業者は、掛け捨ての保険料・付加保険料（事務費）、掛け捨てとならない積

立金を支払って加入します。 

 

       

保険料等には、それぞれ国庫補助があります。 

      保険料：50％  積立金：75％  付加保険料：50％ 

 

 

      個人：1月～12月 法人：事業年度の１年間  ※青色申告の期間と同じ 

※保険期間開始までに加入申請手続を行う必要があります。 

 
 
 
 
  

収入保険（国補） 
〔保険料等の助成で農業経営の安定を支援〕 

●収入保険制度は、災害や病気・けがによる収穫量の減少のほか、市場価格

の低下など、経営努力では避けられないさまざまなリスクによる収入減少を

補てんします。 

お問い合わせ先 

・香川県農業共済組合 

（０８７－８８８－２１２１） 

14－１  

 

対象者 

対象となる収入 

補てんの仕組み 

補助率 

14 その他 

事業担当：香川県農業共済組合 

保険期間 
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新規就農 認定農業者 集落営農(法人) その他 

※付加保険料の割引 

各種特約の内容 → 

（ページ ID：1542） 

https://www.pref.kagawa.lg.jp/ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

       

青色申告を行っている農業者（個人・法人） 

 

 

       

農業者が自ら生産した農産物の販売収入全体 

      ※肉用牛・肉用子牛・肉豚・鶏卵は、対象外（マルキン等の対象のため） 

 

 

      保険期間の収入が農業者ごとの基準収入の９割を下回った場合に、下回った額

の９割を上限に補てんします。 

農業者は、掛け捨ての保険料・付加保険料（事務費）、掛け捨てとならない積

立金を支払って加入します。 

 

       

保険料等には、それぞれ国庫補助があります。 

      保険料：50％  積立金：75％  付加保険料：50％ 

 

 

      個人：1月～12月 法人：事業年度の１年間  ※青色申告の期間と同じ 

※保険期間開始までに加入申請手続を行う必要があります。 

 
 
 
 
  

収入保険（国補） 
〔保険料等の助成で農業経営の安定を支援〕 

●収入保険制度は、災害や病気・けがによる収穫量の減少のほか、市場価格

の低下など、経営努力では避けられないさまざまなリスクによる収入減少を

補てんします。 

お問い合わせ先 

・香川県農業共済組合 

（０８７－８８８－２１２１） 

14－１  

 

対象者 

対象となる収入 

補てんの仕組み 

補助率 

14 その他 

事業担当：香川県農業共済組合 

保険期間 
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新規就農 認定農業者 集落営農(法人) その他 

※付加保険料の割引 

各種特約の内容 → 

（ページ ID：1542） 

https://www.pref.kagawa.lg.jp/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

◯◯主主なな要要件件  
  ①①国国民民年年金金のの第第１１号号被被保保険険者者（（保保険険料料免免除除者者除除くく））、、②②年年間間 6600日日以以上上農農業業にに  

従従事事すするる、、③③6600 歳歳未未満満のの人人のの要要件件をを満満たたすす方方はは加加入入ででききまますす。。  
（（一一定定のの要要件件をを満満たたすす６６００歳歳以以上上６６５５歳歳未未満満のの方方もも加加入入ででききまますす。。））  

・さらに農業経営が確立されず農業所得が低い時期（若い年代）を支援するため、 

一定の要件を満たす農業者の担い手に対して保険料の国庫助成があります。 
 

保険料の国庫助成の要件 

  次の３つ要件を満たす方が、月額２万円保険料に対して国庫助成を受けること 

ができます。 

 ア 60歳までに保険料納付期間等（カラ期間含む）が 20年以上見込まれる 

（39歳までに加入） 

 イ 農業所得（配偶者・後継者の場合は支払いを受けた給料等）が 900万円以下 

 ウ 下記の「保険料の補助対象者と補助額」の表の「必要な要件」に該当 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ※※政政策策支支援援をを受受けけらられれるる期期間間はは最最長長 2200 年年間間でですす。。（（3355歳歳以以上上のの支支援援期期間間はは最最長長でで 1100 年年間間でですす。。））  

○○申申請請先先  最寄りの香川県農業協同組合支店・出張所、、市町農業委員会 

 

区分 必要な要件 
国庫補助額 

35歳未満 35歳以上 

１ 認定農業者で青色申告者である経営主 
10,000円 
（５割） 

6,000円 
（３割） 

２ 認定新規就農者で青色申告者である経営主 
10,000円 
（５割） 

6,000円 
（３割） 

３ 
区分１又は区分２の者と家族経営協定を締
結し経営に参画している配偶者または後継
者で年間農業従事日数が１５０日以上 

10,000円 
（５割） 

6,000円 
（３割） 

４ 
認定農業者又は青色申告者のいずれか一方
の要件を満たす者で、３年以内に区分１の要
件を満たすことを約束した者 

6,000円 
（３割） 

4,000円 
（２割） 

５ 

区分１又は区分２の要件を満たしていない
経営主の直系卑属であり、かつ、その後継者
で 35歳まで（25歳未満の場合は 10年以内）
に区分１の者となることを約束した年間農
業従事日数が１５０日以上の後継者 

6,000円 
（３割） 

－ 

農 業 者 年 金（国補） 
〔保険料助成で担い手を支援〕 

●農業者年金制度は、農業者の老齢について必要な年金給付を行います。 

14－２ 

 

14 その他 

お問い合わせ先 

・（一社）香川県農業会議（０８７－８１３－７７５１） 

・香川県農業協同組合 総務部組合員課（０８７－８２５－１２３２） 

事業担当：（一社）香川県農業会議 

新規就農 認定農業者 その他 
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新規就農 認定農業者 その他
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○香川県 

・農政水産部農政課・・・・・・・・・087-832-3395 

・農政水産部農業経営課・・・・・・・087-832-3406 

・農政水産部農業生産流通課・・・・・087-832-3418 

・農政水産部畜産課・・・・・・・・・087-832-3427 

・農政水産部土地改良課・・・・・・・087-832-3438 

・農政水産部農村整備課・・・・・・・087-832-3448 

 

○香川県出先機関 

・東讃農業改良普及センター・・・・・0879-42-0190 

・小豆農業改良普及センター・・・・・0879-75-0145 

・中讃農業改良普及センター・・・・・0877-62-1022 

・西讃農業改良普及センター・・・・・0875-62-3075 

・農業大学校・・・・・・・・・・・・0877-75-1141 

 

・東部家畜保健衛生所・・・・・・・・087-898-1121 

・西部家畜保健衛生所・・・・・・・・0877-62-0020 

 

・東讃土地改良事務所・・・・・・・・087-889-0194 

・中讃土地改良事務所・・・・・・・・0877-62-8003 

・西讃土地改良事務所・・・・・・・・0875-25-4195 

・小豆総合事務所土地改良課・・・・・0879-62-1262 

 

○公益財団法人香川県農地機構・・・・・087-816-3955 

○一般社団法人香川県農業会議・・・・・087-813-7751 

○日本政策金融公庫高松支店・・・・・・087-851-2880 

○ 香 川県農業協同組合 

（酪農振興センター）・・087-879-8135 

（融資統括課）・・・・・087-825-0245 

（総務部組合員課）・・・087-825-1232 

○西讃酪農農業協同組合・・・・・・・・0875-72-5409 

○香川県農業共済組合・・・・・・・・・087-888-2121 

お 問 い 合 わ せ 先 一 覧 
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○各市町農業担当課 

高松市 

農林水産課 

丸亀市 

農林水産課 

坂出市 

農林水産課 

善通寺市 

農林課 

観音寺市 

農林水産課 

087-839-2422 0877-24-8845 0877-44-5012 0877-63-6316 0875-23-3931 

さぬき市 

農林水産課 

東かがわ市 

農林水産課 

三豊市 

農林水産課 

土庄町 

農林水産課 

小豆島町 

農林水産課 

087-894-1116 0879-26-1303 0875-73-3040 0879-62-7007 0879-82-7026 

三木町 

農林課 

直島町 

建設経済課 

宇多津町 

地域整備課 

綾川町 

経済課 

琴平町 

農政課 

087-891-3308 087-892-2224 0877-49-8012 087-876-5282 0877-75-6709 

多度津町 

産業課 

まんのう町 

農林課   

0877-33-1113 0877-73-0105 

 

○各市町農業委員会事務局 

高松市 丸亀市 坂出市 善通寺市 観音寺市 

087-839-2662 0877-24-8826 0877-44-5013 0877-63-6322 0875-23-3948 

さぬき市 東かがわ市 三豊市 土庄町 小豆島町 

087-894-9212 0879-26-1303 0875-73-3046 0879-62-7007 0879-82-7026 

三木町 宇多津町 綾川町 琴平町 多度津町 

087-891-3310 0877-49-8012 087-876-5283 0877-75-6709 0877-33-1113 

まんのう町 
  

0877-73-0105 
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～経営発展に向けた取組みを支援します～

令和８年３月作成

令和８年度

【注意】 事業によっては、令和８年度の募集が終了している場合があります。
詳しくは、各事業のお問い合わせ先にご確認ください。

香川県農政水産部関係各課ほか
（農政課・農業経営課・農業生産流通課・畜産課・土地改良課・農村整備課ほか）

「担い手への支援施策ガイド」への内容は、香川県ホームページにも掲載しています。

 


